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令和５年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　　第１日（令和５年６月２０日　火曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○諸般の報告 

　　　第３　議案第１号から議案第２２号まで 

　　　　　　議案第　１号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　２号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　３号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　４号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　５号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　６号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　７号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　８号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第　９号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第１０号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第１１号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第１２号　農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

　　　　　　議案第１３号　令和５年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第１４号　令和５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１５号　令和５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１６号　令和５年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

　　　　　　議案第１７号　宿毛市ふるさと応援基金条例の制定について 

　　　　　　議案第１８号　宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１９号　宿毛市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第２０号　宿毛市消防団条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第２１号　宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条

例について 

　　　　　　議案第２２号　工事請負契約の締結について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 
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　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　議案第１号から議案第２２号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　井　上　　　将　君　　　　　２番　浦　尻　学　典　君 

　　　３番　小　谷　翔　太　君　　　　　４番　川　村　圭　一　君 

　　　５番　東　　　　　新　君　　　　　６番　今　城　　　隆　君 

　　　７番　堀　　　　　景　君　　　　　８番　三　木　健　正　君 

　　　９番　川　田　栄　子　君　　　　１０番　川　村　三千代　君 

　　１１番　髙　倉　真　弓　君　　　　１２番　野々下　昌　文　君 

　　１３番　松　浦　英　夫　君　　　　１４番　寺　田　公　一　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　議 事 係 長　　桑　原　美　穂　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企 画 課 長　　上　村　秀　生　君 

　　　危機管理課長　　有　田　巧　史　君 

　　　市 民 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　税 務 課 長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　健康推進課長　　松　田　まなみ　君 

　　　長寿政策課長　　谷　本　裕　子　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　和　哉　君 

　　　人権推進課長　　川　村　志　保　君 

　　　産業振興課長　　岩　本　敬　二　君 

 　　　次長兼庶務係長 
　　　兼 調 査 係 長

中　平　　　純　君

 　　　総 務 課 長 兼 
　　　選挙管理管理委員会事務局長

桑　原　　　一　君

 　　　会計管理者兼 
　　　会 計 課 長

佐　藤　恵　介　君
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　　　商工観光課長　　長　山　敏　昭　君 

　　　土 木 課 長　　太　田　芳　宏　君 

　　　都市建設課長　　小　島　裕　史　君 

　　　福祉事務所長　　畠　中　健　一　君 

　　　水 道 課 長　　宮　本　　　潤　君 

　　　教 育 長　　鎌　田　勇　人　君 

 

 　　　教 育 次 長 兼 
　　　学校教育課長

和　田　克　哉　君

 　　　生涯学習課長 
　　　兼 宿 毛 文 教 
　　　センター所長

中　平　成　也　君

 　　　学 校 給 食 
　　　センター所長

平　井　建　一　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開会 

○議長（川村三千代君）　これより、令和５年

第２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において小谷翔太君及び川村圭一

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　お諮りいたします。 

　今期定例会の会期は、本日から７月５日まで

の１６日間といたしたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から７月

５日までの１６日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　去る６月８日に開会されました第８５回四国

市議会議長会定期総会において、寺田公一君が

正副議長６年以上の特別表彰、濵田陸紀君が、

議員２８年以上の特別表彰、寺田公一君が、議

員２４年以上の特別表彰、岡﨑利久君、松浦英

夫君が、議員１６年以上の特別表彰、髙倉真弓

君、山上庄一君、山戸　寛君が、議員１２年以

上の特別表彰、川田栄子君、川村三千代君が、

議員８年以上の一般表彰を受けられました。 

　本席から、多年にわたり地方議会に貢献され

ましたその功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

を申し上げます。 

　本日までに、陳情１件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付しております陳情文書

表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしま

す。 

　地方自治法第１８０条第２項の規定による市

長の専決処分事項の報告につきましては、お手

元に配付しているとおりであります。 

　市長から、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、６月１３日付をもって、令和

４年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び決算

書、並びに監査報告書、令和５年度宿毛市清掃

公社事業計画及び予算書が提出されましたので、

お手元へ配付いたしました。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を本日午後３時と定めますの

で、質問者は期間内に、その要旨を文書で通告

してください。 

　なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

　市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　皆様、おはようござい

ます。 

　本日は、令和５年第２回宿毛市議会定例会に

御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

　先ほど、議長からも報告がありましたように、

５名の現職議員及び４名の御勇退議員の長年に

わたる功績に対しまして、四国市議会議長会よ

り表彰を受けられましたことは、誠に喜ばしい

ことであり、心よりお祝いを申し上げます。 

　受賞されました皆様におかれましては、今後

とも市政発展のために、より一層の御尽力を賜

りますよう、お願いを申し上げます。 

　それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

　報告第１号から第４号までは、令和４年度予

算の繰越明許費の報告についてでございます。 
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　順を追って御説明をいたします。 

　報告第１号は、令和４年度宿毛市一般会計予

算繰越明許費としまして、地域集会所耐震化促

進事業ほか２７事業、総額で７億３，２９１万

５，０００円を、報告第２号は、令和４年度宿

毛市特別養護老人ホーム特別会計予算繰越明許

費としまして、施設改修事業７３２万６，００

０円を、報告第３号は、令和４年度宿毛市下水

道事業特別会計予算繰越明許費としまして、ス

トックマネジメント事業１億２，４７０万３，

０００円を、それぞれ繰越計算書のとおり令和

５年度に繰越ししましたので、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により、御報告申し

上げるものでございます。 

　報告第４号は、令和４年度宿毛市水道事業会

計予算繰越の報告でございます。 

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、資

材調達などに支障を来したため、地方公営企業

法第２６条第１項及び同条第２項ただし書きの

規定により、総額２，８８２万円を令和５年度

に繰越しをしましたので、同条第３項の規定に

より、御報告をするものでございます。 

　報告第５号は、令和４年度宿毛市一般会計予

算事故繰越しの報告についてでございます。 

　令和３年度から令和４年度へ繰越ししており

ました、河川等環境整備事業（内水対策事業）

のほか１事業につきまして、移転補償や地元地

権者との調整に不測の日数を要したため、総額

３億７，０３４万９，０００円を、繰越計算書

のとおり、令和５年度に事故繰越しましたので、

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定によ

り、御報告申し上げるものでございます。 

　次に、令和４年度の各会計の決算状況につき

まして、お手元に配付しております資料を基に、

その概要を御説明申し上げます。 

　一般会計では、実質収支は約７億７，１１０

万円の黒字決算となり、剰余金のうち３億９，

０００万円を財政調整基金に積み立てをいたし

ました。 

　特別会計では、介護保険事業のほか３会計が

黒字決算となっております。 

　今後とも、大型建設事業など、多くの予算を

必要とするため、引き続き、適正で効率的な行

財政運営を推進してまいります。 

　議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層の御支援御協力を賜りますようお願いを

申し上げまして、報告事項の説明とさせていた

だきます。 

　よろしくお願いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　以上で、諸般の報告

を終わります。 

　日程第３「議案第１号から議案第２２号まで」

の２２議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　引き続きまして、御提

案申し上げました議案につきまして、提案理由

の説明をさせていただきます。 

　議案第１号は、「令和５年度宿毛市一般会計

補正予算」について、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき専決処分しましたので、同

条第３項の規定により議会の承認を求めるもの

でございます。 

　内容につきましては、今月２日の豪雨によっ

て農林業施設が被災をいたしまして、緊急に予

算補正する必要が生じたため、１，２２０万円

を追加したものでございます。 

　議案第２号から議案第１２号までの１１議案

は、本年７月１９日をもって任期満了となる農

業委員会委員につきまして、１１名の委員の

方々を任命するにあたり、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものでございます。 

　議案第１３号は、「令和５年度宿毛市一般会
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計補正予算について」でございます。 

　総額で１億４，２７７万８，０００円を追加

しようとするものです。 

　歳入で増額する主なものは、国庫支出金９，

９３１万６，０００円、基金繰入金１，２８５

万５，０００円、市債１，１４０万円となって

おります。 

　一方、歳出で増額する主なものは、国の「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」を活用した事業といたしまして、民生費で

介護保険事業所電力等価格高騰重点支援給付金

２１０万円、衛生費で、水道事業会計で実施す

る水道基本料金等無償化事業に対する繰出金８，

１６１万４，０００円を計上しております。 

　また、そのほかの事業といたしましては、総

務費で、旅客不定期航路事業費補助金１９０万

２，０００円、土木費で、県営港湾事業負担金

２４０万円、教育費で、教室等改修工事費６５

１万７，０００円を計上しております。 

　議案第１４号は、「令和５年度宿毛市定期船

事業特別会計補正予算について」でございます。 

　本年３月３１日に、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構との共有により取得した

新船おきのしまの令和５年度使用料について、

１０５万１，０００円を増額しようとするもの

です。 

　議案第１５号は、「令和５年度宿毛市下水道

事業特別会計補正予算について」でございます。　

総額で２，０１７万９，０００円を増額しよう

とするもので、主な内容としましては、山手幹

線管渠改良事業に係る工事費などとなっており

ます。 

　議案第１６号は、「令和５年度宿毛市水道事

業会計補正予算について」でございます。 

　先ほど、一般会計補正予算で御説明しました、

水道基本料金等の無償化事業実施にあたり、歳

入の組替えを行うとともに、システム改修費用

を追加するため、４９万５，０００円を増額し

ようとするものです。 

　議案第１７号は、「宿毛市ふるさと応援基金

条例の制定について」でございます。 

　内容につきましては、株式会社日本投資事業

団様より御寄附いただきました１，０００万円

を原資として、地域の産業振興及び子どもの育

成環境整備を目的とする宿毛市ふるさと応援基

金条例を制定しようとするものです。 

　議案第１８号は、「宿毛市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について」

でございます。 

　内容につきましては、こども家庭庁設置法及

びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関

係内閣府令の整備に関する内閣府令が施行され

たことに伴い、本条例の一部を改正しようとす

るものです。 

　議案第１９号は、「宿毛市家庭的保育事業等

の設置及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について」でございます。 

　内容につきましては、こども家庭庁設置法等

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関

する省令が施行されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものです。 

　議案第２０号は、「宿毛市消防団条例の一部

を改正する条例について」でございます。 

　内容につきましては、宿毛市消防団再編計画

書に基づき、宿毛市消防団の定数を４９８名か

ら４０２名に改正するとともに、消防組織法の

規定により必要な事項を定めるため、本条例の

一部を改正しようとするものです。 

　議案第２１号は、「宿毛市消防団員の報酬及

び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につ

いて」でございます。 

　内容につきましては、消防団の点検出動報酬
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に係る必要事項を定めるため、本条例の一部を

改正しようとするものです。 

　議案第２２号は、「工事請負契約の締結につ

いて」でございます。 

　内容につきましては、市営改良住宅手代岡第

２団地建替え工事（第１工区）につきまして、

契約の相手方及び契約金額が決定しましたので、

工事請負契約を締結することについて、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

　以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（川村三千代君）　これにて、提案理由

の説明は終わりました。 

　お諮りいたします。 

　議事の都合により、６月２１日から６月２３

日まで休会いたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、６月２１日から６月２３日まで休会

することに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　６月２１日から６月２５日までの５日間休会

し、６月２６日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時１６分　散会 
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　　　　第７日（令和５年６月２６日　月曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 
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２　本日の会議に付した事件 
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５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　議 事 係 長　　桑　原　美　穂　君 
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　　　市 長　　中　平　富　宏　君 
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　　　学校教育課長

和　田　克　哉　君

 　　　生涯学習課長 
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　　　センター所長

中　平　成　也　君

 　　　学 校 給 食 
　　　センター所長

平　井　建　一　君

 　　　選挙管理委員会 
　　　委 員 長

土　居　利　充　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（川村三千代君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　おはようございます。

４月に市議会議員選挙の改選が行われまして、

はじめての定例会となります。またこの４年間、

４年前と全く同じ気持ちで変わっておりません

が、宿毛市のため、市民の皆様のために、求め

るところは皆さん同じだと思った立場、議員と

いう立場ではございますが、よりよい宿毛をつ

くっていくために頑張ってまいりたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

　それでは、早速、通告に従いまして、質問を

始めさせていただきます。 

　大きく分けて３項目ございます。 

　まず、１点目のダブル成人式の進捗状況につ

いての質問をさせていただきます。 

　令和４年９月議会の一般質問におきまして、

私のほうからお伺いをさせていただきました、

ダブル成人式の事業化が今年度、実施されると

いう方向で進んでいると承知をしておりますが、

この進捗状況ですが、今後の予定などにつきま

して伺ってまいりますので、よろしくお願いを

いたします。 

　まず、１点目ですが、式典の開催時期はいつ

頃になっているのか。また、令和５年度新規事

業等調査表に記載があります、開催方法の運営

は、実行委員会が行うとのことですが、この実

行委員会はどういった形で構成をされていって

いるのか。もしくは、どのような予定をされて

いるのか、まずこの点をお伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　ダブル成人式につきましては、年度当初から

今年度の参加対象者と協議を行い、令和５年５

月に、元豊ノ島関の梶原氏を実行委員長とした

実行委員会を立ち上げております。 

　開催時期につきましては、令和５年１１月４

日、土曜日を第一候補とし、現在、実施に向け

た事務手続を進めるとともに、式典内容につい

ても、実行委員会で協議を行っております。 

　また、実行委員会の構成につきましては、市

内に在住されている方を中心に役員を選定し、

開催に向けた準備を進めているほか、市内の各

地域からは委員を指名し、参加者からの意見の

吸い上げや、情報発信を行う体制としておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　承知をいたしました。 

　ただいま答弁の中にもありました、式典の内

容についてですけれども、この式典で行われる

行事につきまして、現在、何か決定をしている、

または想定をしている内容はありますでしょう

か。 

　この質問におきましては、先ほど、課長の答

弁にもございましたように、今後、実行委員会

の中で話し合われて決定されていくということ

でしょうから、当然、確定ではなく、変更等も

あろうかとは思いますが、素案を作る上におき

ましては、現段階で、市としてどういった段取

りをとられているのか、どういった意見を持た

れているのか、その点をお伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の質問にお答えいたします。 

　ダブル成人式の式典の内容については、実行

委員会から様々な意見が出ておりますので、参

加者の意見もくみ上げつつ、現在、検討してい
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る段階でございます。 

　協議段階ではございますが、現時点で想定し

ている内容としては、梶原氏とつながりのある

著名人にお越しいただき、参加者に向けた特別

授業を行っていただくことや、宿毛市を懐かし

んでいただくため、宿毛市の特産品や料理の提

供、恩師からメッセージをいただくことなどを

想定しております。 

　いずれも参加いただいた方に、宿毛の魅力を

再確認いただくことや、宿毛を離れて生活して

いる方も、宿毛市を応援したいと思えるような

式典にしていただければと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　承知をいたしました。 

　続きまして、周知の方法についてでございま

すが、案内状等の紙媒体、または市の広報やホ

ームページでの告知ということは言うまでもご

ざいませんが、その他、こういった時代ですの

で、何か検討されている告知の方法等はござい

ますでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の質問にお答えいたします。 

　このダブル成人式につきましては、本市では

初めて開催する式典となりますので、市外にお

住まいの方も含め、幅広く周知を行いたいと考

えております。 

　まずは、ダブル成人式が開催されることを知

っていただく必要があると思いますので、市内

在住の方や対象者の御家族に対しては、市の広

報紙やホームページ、チラシなどを活用し、周

知していきたいと考えております。 

　また、市外に転出されている方に対しまして

は、拡散力のあるＳＮＳも有効に活用し、市や

実行委員会からの情報発信をするとともに、各

地域から選定した委員からも、個人のネットワ

ークを活用した情報発信を行っていただき、一

人でも多くの方に式典の開催をお知らせできれ

ばと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　思っているような告知

の方法が全て網羅されて、非常に安心したとこ

ろでございます。 

　本当に通常の紙だと、どうしても行き届かな

い部分があります。通常、４０歳の年代であり

ましたら、何かしらのＳＮＳやスマートフォン

を使ったコミュニケーションというのは、取ら

れているであろうというところが想定されます

ので、早く情報が、例えば何かあった場合でも

変更があったとか、こういった部分があったと

いう部分においても、周知を早く正確にできる

というように努めていっていただきたいと思い

ます。 

　再質問になります。関連質問という形にもな

りますが、この周知方法についての関連という

ことになろうかと思いますが、参加者の募集に

対して、応募ということになるというところは

よく分かるんですけれども、その応募方法につ

いては、どのように現在、お考えなのか。限ら

れた予算の中で実施されるわけですから、専用

のシステムをつくったりということは、到底不

可能ではないかと考えます。 

　そこで、例えば先ほど答弁の中にあった、Ｓ

ＮＳや無料アプリなどを活用して、簡単に早く

応募ができるようにするなどの対応が有効では

ないかと考えますが、この応募という点につき

ましては、どのように検討されているでしょう

か、お願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の再質問にお答えいたします。 

　お話ありましたとおり、簡単に申込みができ
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ることは、参加者を募る上で非常に重要な要素

だと考えます。 

　スマートフォンから短時間で手続ができるイ

ンターネット上の申し込みフォームや、無料ア

プリ等を利用し、参加者が負担を感じることな

く、申し込みが行われるような方法を、現在、

検討しております。 

　今年度の開催に限らず、来年度以降も継続で

きるイベントとするためにも、出欠の取りまと

めや参加者への事務連絡など、実行委員会とし

ても負担のかからないツールを選び、活用して

いきたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　承知いたしました。 

　続きまして、他団体との連携について伺いま

す。 

　ダブル成人式の開催に当たり、令和４年９月

議会の一般質問でも申し上げましたが、この事

業を通しての市内事業者との交流による地域経

済の活性化へ向けた企画や、ふるさと納税のＰ

Ｒなどをはじめ、Ｕターンを促進するためのき

っかけづくりといった成果目標に向けた企画な

どというのは、この式典以外で考えられている

部分はありますでしょうか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　このダブル成人式を実施するに当たり、実行

委員会と市だけでは、イベントの開催や様々な

波及効果をもたらす目的を達成することは難し

いと思いますので、特産品のＰＲや異業種のマ

ッチングなど、他団体とも連携した企画につい

て協議を行っております。 

　また、Ｕターン相談窓口の設置やイベント開

催日の前後にも、市内事業者と連携した取組が

できないかなど、様々な方向で効果のある企画

を検討してまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　ありがとうございます。

Ｕターンのきっかけづくりというのは、本当に

こういう機会が一番ＰＲにつながってくるんじ

ゃないかなというふうに思いますので、ぜひと

も進めていっていただきたいと思います。 

　１点、再質問をさせていただきます。 

　イベント当日の盛り上げに協力いただく意味

で、昨年立ち上がりました飲食店分科会との連

携や、補助金を投入いたしましたキッチンカー

事業者の皆様に向けた活用の機会の提供も合わ

せて、そういった部分も検討してみてはどうか

なと考えるんですが、そうした部分についての

お考えをお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　三木議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　御協力いただく団体や事業者が増えることは、

イベントの盛り上がりにもつながるほか、参加

者との新たな関係構築や、そのほかの波及効果、

いろいろな波及効果が期待できるなど市として

も期待をしているところでございます。 

　既に御協力いただくため打診をしている団体

もございますが、御提案いただきました方など

にも働きかけを行うほか、その会場についても、

最適な場所を選定をしていかなければいけない

と思っておりまして、ぜひ意義のある式典が開

催できるよう実行委員会とともに準備を進めて

いきたいと思っているところでございます。 

　昨夜も高知市のほうで、県内からいろいろな

方々が集まるような式典に出席をさせていただ

いておりましたが、その場でも行政関係者の

方々から、元豊ノ島関が最近、メディアへの露

出も増えているところでございまして、そうい

った形の中で、１１月に何か宿毛市はするそう
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ですねと。一般の方が既に知っているような状

況でございまして、ぜひ、いろいろなメディア

をうまく活用して、せっかくの機会でございま

すので、広く宿毛市のＰＲも兼ねてやっていき

たいな、そのように思ったところでもございま

した。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　タレントでも豊ノ島の

名前で、四股名もそのままでしたけれども、豊

ノ島の今の活躍も、せんだってもテレビ番組で

宿毛市のモーニングが紹介されたりとか、岡本

知高氏におきましても、かなり宿毛市をＰＲし

た形での番組というのが増えてきていますので、

注目が集まる本当にいい機会じゃないかなとも

思います。 

　また今回、今年だけのことではなく、継続的

にやっていくということも見据えた上で、そこ

があるからよかったみたいな話にならないよう

な形が、一番望ましいんじゃないかなとは考え

ております。 

　また決まり次第、いろいろ協力できることが

あれば、私としてもまた協力していくことは、

できることはさせていただきたいと思っていま

すので、またよろしくお願いいたします。 

　次の質問に移ります。 

　デジタル田園都市国家構想について、お伺い

をいたします。 

　デジタル田園都市国家構想とは、デジタル実

装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰ひと

り取り残されず、全ての人がデジタルのメリッ

トを享受できる、心豊かな暮らしを実現すると

いう構想であります。 

　デジタルの力を全面に活用し、地域の個性と

豊かさを生かしつつ、都市部に負けない生産性、

利便性を兼ね備え、心豊かな暮らしと持続可能

な環境、社会、経済の実現を目指すこととされ

ております。 

　デジタル庁のホームページには、デジタル田

園都市国家構想とは、心豊かな暮らしと持続可

能な環境、社会、経済を実現していく構想です。 

　さらに、デジタル田園都市国家構想が目指す

のは、地域の豊かさをそのままに、都市と同じ、

または違った利便性と魅力を備えた、魅力あふ

れる新たな地域づくりです。 

　具体的には、暮らしや産業などの領域で、デ

ジタルの力で新たなサービスや共助のビジネス

モデルを生み出しながら、デジタルの恩恵を地

域の皆様に届けていくことを目指します、とい

うふうに記載されております。 

　そこでまずお伺いをいたします。このデジタ

ル田園都市国家構想に対する、市としての認識、

または今後の活用に向けた方向性など、どのよ

うにお考えなのか、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　三木議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　デジタル田園都市国家構想は、デジタル技術

の活用によりまして、地域の社会課題を解決す

ることで地域の活性化を図るものであり、その

推進には、マイナンバーカードの活用が必要だ

と考えているところでございます。 

　本市では、宿毛市行政改革大綱に、デジタル

化推進による行政サービスの向上を掲げまして、

デジタル技術を活用して、住民の利便性を向上

させる取組を行うこととしており、取組の具体

的な項目といたしまして、宿毛市行政改革大綱

改革プランの中に、マイナンバーカードを活用

した行政サービスの実現をうたい、マイナンバ

ーカードの機能を活用した行政サービスの推進

に取り組むとしているところでございます。 

　このように、デジタル田園都市国家構想は、

本市の方向性と合致しておりまして、昨年度は

デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し
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た、デジタルヘルスケアによる安心して暮らせ

るまちづくり事業を実施をいたしまして、本年

度も同様の交付金を活用した、ＳＵＫＵＭＯマ

イナンバーカード市民カード化構想事業を実施

することとしておるところでございます。 

　先ほど、議員のほうからも、元豊ノ島関の御

活躍、そして岡本知高さんの御活躍、そういっ

たことに、また国内外から注目を浴びていると

いったお話がありました。 

　このデジタル化の推進、ＤＸにつきましても、

宿毛市もいろいろ注目を浴びているところでご

ざいまして、せんだっても岸田総理から、ぜひ

プレゼンをしてもらいたいということで、私も

首相官邸に呼ばれまして、直接、宿毛市の取組

についてお話をさせていただくといった、貴重

な機会もいただいたところでございます。 

　これにつきましても、しっかりと進めてまい

りたいと思っておりますので、議員の皆様方の

お力、御協力をよろしくお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　承知をいたしました。 

　続きまして、デジタル田園都市国家構想交付

金が交付されるまでの流れについて、伺ってま

いりたいと思います。 

　この質問の前段で、１点お伺いしたい点がご

ざいまして、現在、宿毛市において、デジタル

田園都市国家構想交付金を活用して取り組んで

いる事業は、どのような事業があるかというこ

とをお伺いしたいのですが、先ほど、市長の答

弁にもございましたように、今年５月の臨時議

会におきまして、議会でも可決をいたしました

ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード化

構想は、記憶に新しいところでもございますが、

これ以外にも、市と直接的ではないかもしれま

せんが、元にはデジタル田園都市国家構想の交

付金が活用されているであろう事業としては、

学校の教育現場においてのタブレットの配布で

あったり、ＧＩＧＡスクール構想であったりと

する部分があろうかと思いますが、これ以外に、

この交付金を活用して現在行っている事業があ

りますでしょうか。確認の意味も含めて、お伺

いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　先ほど、市長の答弁でも少し触れましたが、

昨年度、デジタル田園都市国家構想推進交付金

を活用し、デジタルヘルスケアによる安心して

暮らせるまちづくり事業を実施いたしました。 

　本事業では、市民が受けられるデジタルサー

ビスを一括掲載するアプリ、すくナビを導入し、

既存の宿毛市防災アプリに加え、新たに実装さ

れた健康アプリのはたマイカルテや、マイナン

バーカードを用いてオンライン手続を可能とす

るマイナポータルなど、行政のデジタルサービ

スを集約してナビゲートしております。 

　健康アプリのはたマイカルテは、幡多地域で

運用されている医療介護情報連携システムはた

まるねっとと連携することで、医療機関等の処

方や検査結果などの医療データの参照、自身で

計測、記録した健康データが医療機関等で確認

できるようになっております。 

　また、参照できるはたまるねっとの処方や検

査データは、一定期間の履歴がアプリに保存さ

れますので、大規模災害時に起こり得るオフラ

イン環境でも参照できるようになっております。 

　そのほか、はたまるねっとのＩＤをマイナン

バーカードに付与することで、はたまるねっと

のＩＤとマイナンバーカードの一元化も行って

いるところでございます。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　ありがとうございまし
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た。 

　非常に便利なのと複雑なのとが入り混じって

くる事業かと思いますので、できるだけ細かく、

注意して見ていきたいと思いますし、また市民

の皆様に分かりやすいような形に、私のほうも

説明していけるようにしてまいりますので、ま

たいろいろ情報交換ができればと思います。 

　それでは、この質問である交付されるまでの

流れについて、伺ってまいります。 

　このデジタル田園都市国家構想交付金では、

デジタルの実装の取組を支援するデジタル実装

タイプ、デジタルの活用などによる観光や農林

水産業の振興等の地方創生に資する取組や、拠

点施設の整備などを支援する地方創生推進タイ

プや地方創生拠点整備タイプを設け、デジタル

田園都市国家構想の実現を推進していますと内

閣府地方創生推進事務局のホームページには記

載されております。 

　そこで、交付金はどのような流れで交付に至

るのかという点でございますが、例えば、事業

計画を作成し、予算を算出して申請。その後、

審査を経て交付決定、それから交付という一般

的な流れなのか。また、併せて今年度の申請や

審査のスケジュールというのがあるとすれば、

それは国が定めているものなのか。あるいは、

例えば宿毛市から何かする場合に、随時、申請

が可能なものなのか、そういった点につきまし

て、お示しを願います。 

　また、もう１点追加であれですけれども、こ

の事業自体はいつまでというような形が決まっ

ているのか、その点につきましても、御回答を

お願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　デジタル田園都市国家構想交付金の交付に至

る流れにつきましては、本年５月の臨時議会に

て、予算議決いただきましたデジタル田園都市

国家構想交付金事業を具体例として、説明させ

ていただきます。 

　まず、本事業につきましては、昨年１２月７

日付で内閣府とデジタル庁の連名によりまして、

当該交付金の実施計画等の作成と、その提出に

ついて事務連絡が発出されました。 

　この中で、本年１月２０日までに実施計画の

事前相談を行うことと、その後、事前相談に対

するコメントなどを受けて、２月６日までに実

施計画の提出を行うことを求められました。 

　そのため、事前相談を行いながら、２月１日

付で高知県を通じて本提出を行いました。 

　その結果、３月９日付で事業採択の内示があ

りまして、それを受けて、３月１４日付で交付

申請を行った結果、国による４月１日付の交付

決定が高知県知事名による４月１８日付の交付

決定書で届いたという経緯でございます。 

　なお、本市で採択されましたデジタル田園都

市国家構想交付金のデジタル実装タイプ、マイ

ナンバーカード利用横展開事例創出型、これに

つきましては国の令和４年度補正予算限りの時

限措置となっております。 

　本交付金につきましては、マイナンバーカー

ドの申請率が、ある一定超えたところが、これ

まであったデジタルの交付金につきましては、

大体、２分の１とかという補助率であったんで

すけれども、本交付金につきましては、ある一

定の申請率を超えた市町村に対しては３億円ま

で、１００％の交付金を出すという特例的なも

のでありましたので、今回限りという形でお話

はいただいております。 

　なお、この従来からあるデジタル実装タイプ

につきましては、こういったマイナンバーカー

ド横展開の事例創出型をしたということは、今

後も国の予算にもよりますけれども、引き続き、

この制度は続いていくものと認識をしていると
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ころでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　よく分かりました。あ

りがとうございました。 

　続きまして、このデジタル田園都市国家構想

交付金の活用について、少し細分化した形で質

問をさせていただきたいと思います。 

　まず、そのうちの１点目ですが、デジタル田

園都市国家構想の項目に、デジタルの力を活用

した地方の社会課題解決とあります。 

　この中に、地方に仕事をつくる、人の流れを

つくるということと、結婚・出産・子育ての希

望をかなえるということ。さらには、魅力的な

地域をつくる、この４項目が挙げられておりま

す。 

　そのうちの、地方に仕事をつくるという項目

のスマート農林水産業・食品産業分野には、農

業機械等の遠隔操作、農作業の軽労化、食品産

業との連携強化等を促進します、というふうに

ありますが、そこでこの宿毛市を支える一次産

業への活用ができないものかというふうに考え

たわけですが、この点につきましては、市とし

ては、どういったお考えをお持ちなのか、その

点をお伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君）　産業振興課長、

三木議員の御質問にお答えいたします。 

　スマート農林水産業・食品産業分野への本交

付金の活用についてでありますが、現在、様々

な分野でクラウドやＡＩ、ＩｏＴを活用したス

マート化が進んでおり、一次産業の分野におい

ても、ドローンの導入やＩｏＴ等を活用した省

力化など、先端技術を活用したスマート化が注

目されております。 

　導入経費がかかる一方、労働力の省力化や生

産性の向上が期待されるものです。 

　宿毛市としましても、デジタル田園都市国家

構想交付金だけに限らず、様々な補助事業など

の利活用を検討し、デジタルの力を活用した一

次産業の活性化に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　再質問をさせていただ

きます。 

　今、課長答弁の中にもございましたが、もう

少し詳しくお伺いしたいと思います。 

　昨年の資料になりますが、令和４年３月の内

閣府地方創生推進室の資料によりますと、農業、

林業、水産業等の一次産業にドローン、自動運

転トラクター、アシストスーツ、ＩｏＴセンサ

ー等のデジタル技術を導入することにより、各

産業の生産性を高め、地域の活性化を図る取組

として、全国で４７事業、約１０．８億円が採

択されているというふうに資料にございました。 

　ここでは、スマート林業の分野で、航空レー

ザー計測による地形や樹種等の森林解析評価を

行い、持続的な森林管理を実現するための事業

や、鳥獣害対策として、遠隔わな管理システム

等の活用により、従事者の負担及び有害鳥獣に

よる農業被害を軽減するための事業が採択され

ているとのことです。 

　これらの分野においても、宿毛市が本当に有

効であり活用すべきではないかという考え方、

絞った点になりますが、この点について御答弁

をお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君）　産業振興課長、

三木議員の再質問にお答えいたします。 

　航空レーザー計測による森林に関する情報に

ついては、高知県が今年度より森林クラウドの

運用を開始し、樹種等森林の資源情報を自治体

のみならず、林業事業体に対し提供をいただけ
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ることとなりました。 

　このデジタル技術の導入によって得られた情

報は、今後の宿毛市の森林整備において、非常

に有効なものになると期待をしているところで

ございます。 

　高知県や各市町村とも連携し、さらなる活用

を検討してまいりたいと考えております。 

　鳥獣害対策における遠隔わなシステム等につ

きましては、現状では導入している狩猟者はい

ないものと認識しておりますが、駆除従事者の

高齢化が加速的に進んでいる状況なども踏まえ、

猟友会をはじめとする各団体や関係機関との連

携を図る中で、必要に応じて研究してまいりた

いと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　今、課長の答弁にあり

ました、高知県のほうでそういった形が進めら

れているということで、本当にこれは宿毛にと

っても有効な活用の方法が見つかってくるんじ

ゃないかなというように期待をしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

　続きましては、デジタル技術を活用した子育

て支援等の推進について、お伺いをいたします。 

　結婚・出産・子育ての希望をかなえるという

項目の中にあります、デジタル技術を活用した

子育て支援等の推進についてでございますが、

ここでは、オンラインによる母子の健康相談、

母子健康手帳アプリの拡大などを利用して、対

面では手が届きにくい取組をデジタル技術の活

用の推進によって支援していこうというもので

ありますが、こちらも、これからの子育て世代

にとっては必要になってくるのではないかと思

いますが、この点につきましての御答弁をお願

いいたします。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、８番、三木議員の一般質問にお答えいたし

ます。 

　健康推進課では、子育て世代包括支援センタ

ーにおいて、妊娠期から子育て期の切れ目のな

い相談対応を実施しているところです。 

　妊娠期の支援のスタートである妊娠届出時の

面談は、子育て支援や児童虐待防止の観点から

も必要であるとされておりまして、対象に合わ

せた支援の展開において、大変重要な機会であ

ると考えております。 

　同様に日々の相談支援においても、訪問や対

象者の来庁により、お互いの表情が見える方法

で、信頼関係を構築しながら支援を行うことを

大切にしたいと考えております。 

　現在、母子保健事業におけるデジタル技術の

活用につきましては、市のラインから、母子保

健事業の情報収集が可能となっていることや、

乳幼児健康診査と昨年度開始しました伴走型相

談支援事業及び出産・子育て応援給付金の一体

的実施に係るアンケート調査の回答に、市の電

子申請システムを活用するなど、対象者の利便

性を考慮した方法で取り組んでおります。 

　また、国の取組におきましても、マイナポー

タルから乳幼児健康診査の結果や、予防接種の

情報が閲覧できる仕組みも始まっておりまして、

今後、母子保健事業におけるサービス拡大の予

定も示されております。 

　本市といたしましては、今後も国の動向に注

視しながら、先進的な取組を実施している自治

体の事業を参考にするなどして、子育て世代の

皆様のニーズも取り入れた形で、母子健康手帳

アプリなどのデジタル技術の活用につきまして、

今後の交付金の活用も含めまして検討してまい

りたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　宿毛独自の宿毛ならで
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はできるマンツーマンであったり、心が通った

ケアというか、そういった合わせる部分と、必

要である部分にデジタルを活用していくという

形で、非常に頼もしい答弁だったなというふう

に思います。 

　いろんな先進地事例があったにしても、その

地域に合っているのか合わないのかというのが、

非常に重要な判断基準になろうかと思いますの

で、非常に分かりやすい答弁をいただきました。

ありがとうございました。 

　続きまして、デジタルの活用による地域コミ

ュニティー機能の維持強化について、お伺いを

いたします。 

　この交付金の活用によって、デジタル技術を

活用しての高齢者の見守り、社会教育施設の活

用促進など、地域コミュニティーを補完する取

組についても、前段同様、宿毛市についても重

要というふうに考えているわけではございます

が、この点についての所見を伺いたいと思いま

す。 

　先ほどのマイナンバー市民カード化構想の事

業内容とも重複する部分もあろうかとは思いま

すが、合わせて答弁をお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　本年度、デジタル田園都市国家構想交付金を

活用して実施いたしますＳＵＫＵＭＯマイナン

バーカード市民カード化構想事業の中で、ポイ

ント付与サービスを構築することとしておりま

す。 

　これは、高齢者をはじめとする市民の健康増

進等を目的とした、すくもいきいきサロンでの

活動や各地区の集会所における活動などで、そ

れらの場所を訪れた際に、マイナンバーカード

を提示することでポイント取得ができる仕組み

を構築しようとするものでございます。 

　こうした取組は、地域の方々の交流を促進す

る効果もあることから、今回の交付金を活用し

た事業は、地域コミュニティーの活性化にも寄

与するものと考えております。 

　今後におきましても、デジタル技術を活用し

た地域の課題解決について、引き続き、研究し

てまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　以上で、デジタル田園

都市国家構想についての質問を終わりたいと思

います。 

　続きまして、最後の項目になります。 

　マイナンバーカードの利活用とトラブルへの

対応について、伺ってまいります。 

　まずはじめに、マイナンバーカードの普及促

進事業を展開されているところではございます

が、宿毛市における現在のマイナンバーカード

の申請率及び交付率を伺います。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、三木議

員の一般質問にお答えさせていただきます。 

　地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）

が公表する本年５月末現在の資料では、本市の

交付枚数率は、令和５年１月１日人口に対しま

して、約８４．０％となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　確認させてください。

聞き漏らしたのですが、交付率が８４．０％と

いうことで、間違いなかったですか。お願いい

たします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、お答え

いたします。 

　交付率が約８４．０％となっております。 
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　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　それでは、８４．０％

ということで、かなりの交付率に上がってきて

いるなと感じておりました。 

　今の申請率、承知をいたしました。 

　続いて、ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市

民カード化構想の今後の事業スケジュールにつ

いて、伺います。よろしくお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問お答えいたします。 

　まず、本事業の実施に当たりまして、マイナ

ンバーカードによる恩恵を引き出すための運用

方法を実践的に研究していただくため、マイナ

ンバーカードサービスの効果的な運用に向けた

実践的研究を高知大学に委託することとし、６

月２日付で委託契約を締結しております。 

　次に、事業の実施計画のうち、マイナンバー

カードによる保育園児登降園等管理システム導

入、マイナンバーカードによる各種施設等利用

サービス、マイナンバーカードによる市民ポイ

ント付与サービス、データ活用プラットフォー

ムサービスの４つのサービスにつきましては、

公募型プロポーザルを実施する予定としており

まして、７月上旬の公示に向けて手続を進めて

いるところでございます。 

　また、残りのマイナンバーカードによる証明

書発行及び共通診察券サービスの２つのサービ

スにつきましては、８月頃の契約などに向けて

準備を進めているところでございます。 

　それぞれの事業の完了につきましては、本年

度末の２月から３月を見込んでいるところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　本年度中には、前回挙

げられた市民カード化構想の事業が一段落とし

て、達成されていくということで承知をいたし

ました。 

　続きまして、マイナンバーカードと宿毛市版

スーパーアプリの関連性について、伺います。 

　宿毛市民へのマイナンバーカードの普及が促

進されると同時に、その利活用を促進すること

は重要であると思いますが、その中で、マイナ

ポータルのアプリを使ってできる各種サービス

というのもあります。 

　これは、令和４年６月議会において補正予算

で９，３７７万円が計上され、実施に向けて取

り組まれている宿毛市版スーパーアプリ導入事

業とも深く関連しているというふうに思われる

わけですが、宿毛市版スーパーアプリは、マイ

ナポータルや防災アプリなどを集約して、ナビ

ゲートするシステムと理解をしております。 

　ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード

化構想によって実施される事業と、この宿毛市

版スーパーアプリとのシステム的な関連性とい

うのは、どういうふうになっているのか、分か

りにくかったものですから質問させていただく

ようにしました。 

　スマートフォンなどにダウンロードして、活

用するようになるであろうアプリと、マイナン

バーカード本体とのひもづけといった点は、ど

ういうふうになっているのか、なかなか質問が

ざっくりしているかと思いますが、可能な限り

説明をいただければと思います。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　三木議員からも御説明があったように、宿毛

市版スーパーアプリのすくナビは、宿毛市防災

アプリや健康アプリのはたマイカルテ、マイナ

ポータル、宿毛市電子申請など、行政のデジタ
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ルサービスを集約してナビゲートするアプリと

なっております。 

　例えば、マイナポータルなどは、すくナビで

ナビゲートしたリンク先でマイナンバーカード

を用いて、オンライン手続をしていただくもの

となります。 

　アプリで手続をするのではなくて、そこで御

案内をさせていただく。すくナビからマイナポ

ータルに、簡単に行っていただくといういう形

になっています。 

　本年度、実装する市民カード化構想で、るる

システムを構築しますけれども、今後、実装す

るアプリやその他のポータルサイトなどにつき

ましても、マイナンバーカードと連携するもの、

しないもの、全て含めまして、すくナビに追加

していってナビゲートをしていくという予定に

なっています。 

　今から今年も新しいアプリを出したり、新し

いポータルサイトを追加していったときに、こ

のアプリ、すくナビを入れておいていただきさ

えすれば、そこからたどってそこに行けるとい

う仕組みを構築しようとするものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　承知をいたしました。 

　再質問を１点だけさせていただきたいと思い

ます。 

　今、答弁の中にもございましたので、おおよ

そは理解ができたのですが、令和４年度の新規

事業等調査表において、今後のランニングコス

トが４２０万円と計上をされていて、必要であ

ろうかなというふうには思いますが、いろんな

マイナポータルにおいても、今からその中でで

きるサービスが増えてきたりということが当然

想定されるし、国のほうも、そうした方向で動

いていっているなと見えるわけですけれども、

今、答弁の中にあったので理解はしたんですけ

れども、宿毛版スーパーアプリのシステム的な

ものが、単純にここですよというナビゲートす

るだけであって、システムそのものに入り込ん

でいくというものではないというふうに理解し

ましたので、そうした場合、想定はされるんで

すけれども、４２０万円という部分で、今後、

そうした急激に進んでいくデジタル化という部

分の波の中で、現段階で分からないことではあ

るかとは思うんですけれども、４２０万円の予

算想定で今の時点で大丈夫なのかと。 

　ここ数か月の間で、いろんな部分が常に進ん

できているし、国のほうも、打ち出しがされて

いっているところではございますので、４２０

万円で足りるのかなというのが、１点気になっ

たものですから、この点につきまして、どうい

うふうに見解されているのかお伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、三木議

員の再質問にお答えします。 

　先ほどお答えしましたが、宿毛市版スーパー

アプリすくナビは、行政のデジタルサービスを

集約して、ナビゲートするアプリとなっており

まして、基本的なアプリの仕様といたしまして、

ナビゲートするアプリやポータルサイトを追加

していく、そのような機能が基本的にございま

す。 

　すくナビでナビゲートするアプリが増加する

ことによって、コストが増えるといったような

ことはありません。 

　ただし、今後、デジタルサービスの事業を進

めていく中で、新たな機能をすくナビに追加す

る必要があるといった場合には、その改修費は

かかってくると考えておりますが、大幅にラン

ニングコストが増える可能性は少ないというふ

うに見込んでおります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 
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○８番（三木健正君）　承知をいたしました。 

　本当に急激にいろんな物が増えてくる情勢で

ございますので、スピードがないとなかなか追

いついていかない。スピードと知識もないと駄

目なんでしょうけれども、システムを組む側も

本当に大変だなと思います。 

　市民の方には分かりやすい、システムがどう

こうというところまでは、正直、専門家じゃな

いと分からないところでありますので、利活用

について、市民への説明というのは、今後も、

ケースバイケースではございますが、行ってい

く方向が望ましいのではないかというふうに思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

　続きまして、最後の質問になります。 

　マイナンバーカードのリスクへの対応につい

て、お伺いをいたします。 

　デジタル庁は、昨年７月から今年４月にかけ

て、マイナンバーカードに他人口座がひもづけ

されていた誤登録が、７自治体で１２件あった

というふうに発表をしております。 

　また、６月１４日の高知新聞には、健康保険

証がマイナンバーカードと一体化したマイナ保

険証に関して、高知保険医協会が会員の県内開

業医にアンケートをしたところ、マイナ保険証

を使って受診できる医療機関の６２．１％が、

トラブルがあったと回答しているとの記載があ

りました。 

　そこで、当市におきまして、こういったよう

なマイナンバーカードに関するトラブルの報告

は今現在であるのか。もしあるようでしたら、

どのようなトラブルなのかをお伺いをいたしま

す。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

　マイナンバーカードに係る不具合や、マイナ

保険証に係るトラブルの本市の状況についてで

ございます。 

　まず、本市において、マイナンバーカードに

関し、報道にあるような不具合や誤りは確認さ

れてございません。 

　具体的に申し上げますと、コンビニエンスス

トアにおける住民票等の交付や、本市がサポー

トをいたしました公金受取口座に係る登録、マ

イナンバーカードと国民健康保険証、または後

期高齢者医療保険証の一体化に係る登録につい

て、承知している不具合や誤登録はございませ

ん。 

　また、本市国民健康保険及び後期高齢者医療

保険について、これまで医療機関等からトラブ

ルの報告も受けていない状況にございます。 

　なお、公金受取口座につきましては、本市で

は点検のための確認ができませんので、御了承

いただければと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　再質問をさせていただ

きます。 

　マイナンバーカードは安全なのかといった不

信感は、市民の間でもあると思われます。また

安全であるとすれば、市民の不安を払拭し、そ

の安全性について、正しく理解をしてもらうこ

とが、マイナンバーカードのさらなる普及及び

利活用につながるというふうに考えるわけです

が、今現在、宿毛市においては、このマイナン

バーカードの安全性について、どのような内容、

どのような方法で、また周知をされていってい

るのかをお伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、三木議

員の再質問にお答えいたします。 

　当市では、ホームページの活用や、デジタル

庁の作成したリーフレットを窓口に設置するな

どして、安全性に係る周知に努めさせていただ
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いております。 

　また、カード利用者御自身によるリスク管理

も重要な要因となりますので、暗証番号の意味

や暗証番号が書かれた書類の保管等につきまし

て、カード交付時に対応にあたる職員が丁寧に

説明させていただきますことで、デジタルに不

慣れな市民の方々にも、少しでも安心してカー

ドを取得いただけるよう努めております。 

　なお、デジタル化の推進や利便性の享受のた

め、議員がおっしゃられるように、安全性や信

頼性の確保は極めて重要なものと認識してござ

いまして、今後も国と連携して、取組を進めて

まいりたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　安心をいたしました。 

　もう１点、再質問させていただきます。 

　仮にですけれども、マイナンバーカードに関

して、宿毛市におきまして、トラブルが発生し

た場合、高齢化が進む当市においては、先ほど

課長の答弁でもありましたが、デジタルに不慣

れな方が多々おられるということで、そういっ

た場合に、国などのコールセンターを案内する

対応とかにとどまるだけでなく、直接、マンツ

ーマンみたいな形で市民に寄り添う形での対応

が、今後、そうしたトラブルが起きた場合です

けれども、そうした対応が安心感を生み出すの

ではないか考えますが、市は、もしトラブルが

あった場合に、どのように対応をされていくこ

ととなっているのか。 

　または、今後、何か対応の仕方を変えていく

という点がありましたら、この点について、御

答弁をお願いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、三木議

員の御質問にお答えいたします。 

　まず、紛失の場合などには、議員からも御質

問ございましたけれども、国が設置するコール

センターへの電話、こういったところに加えま

して、警察への届出も御案内をしてございます。 

　また、マイナポータルへの登録内容の確認に

ついては、市役所に設置している端末を使用し

た確認作業のサポートを行うなど、今後も相談

内容に応じて、丁寧な対応ができるよう努めて

まいりたいと考えております。 

　なお、心配等がございます場合は、市役所市

民課まで御連絡をいただけたらと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　８番三木健正君。 

○８番（三木健正君）　トラブルは本当にない

にこしたことはないと思いますが、いつ起きる

やら分からないことでもございますで、万が一

の際には、丁寧な対応をしていっていただくよ

うにお願いをいたしまして、今日の私の質問を

終わりたいと思います。 

　ありがとうございました。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時５５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０６分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　３番、小谷でございま

す。４月の宿毛市議選にて、初当選させていた

だきまして、このたび、初一般質問に登壇させ

ていただくことになりました。 

　何とぞ、つたない質問となると思いますけれ

ども、ぜひ皆さんの御答弁、よろしくお願いい

たします。 

　それでは、これから一般質問を行わせていた

だきます。 
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　まず、宿毛市で整備をされております津波避

難道の現状について、お伺いをいたします。 

　現在の整備の進捗状況について、お教えいた

だければと思います。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

小谷議員の一般質問にお答えいたします。 

　宿毛市におきましても、来るべき南海トラフ

地震に備え、平成２４年に宿毛市津波避難計画

を策定し、宿毛市における基本的な対応方針を

定め、ハード、ソフトの両面で様々な対策を進

めてきたところでございます。 

　御質問の津波避難道整備の現状につきまして

は、これまで市内に８９か所の津波避難道を整

備しており、宿毛市で計画していた避難道は整

備を完了いたしております。 

　また、整備した避難道につきましては、地区

が維持管理を行うこととしておりますけれども、

宿毛市も避難道の現地点検を行っておりまして、

昨年は沖の島地区を点検しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　私も、宿毛市津波避難計画を拝見させていた

だきまして、本当に多くの場所に避難道の整備

がされております。 

　避難道の選定については、先ほどの当市の津

波避難計画において、安全性、避難のしやすさ、

機能性の３点から選定が行われていると記載が

ありました。 

　また、避難道の整備についても、先ほど、危

機管理課長から御説明があったように、整備の

方がなされておりまして、スロープ化、あとは

手すりの設置等も行われておりますけれども、

いまだスロープであったり、手すりの設置とい

うところがなされていない箇所もあるようです。 

　今後の整備の方針について、お伺いできれば

と思います。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　避難道の整備につきましては、津波避難計画

でお示ししています、安全性、避難のしやすさ、

機能性の３点に考慮しながら、地元地区、それ

から所有者との協議の上で、場所の選定や避難

道の整備を行ってまいりました。 

　御質問の津波避難道のスロープや手すりの設

置などの整備につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、地元との調整の上、必要な整備

を行ってきたところでございますが、各地区で

の避難訓練などを行っていただく中で、様々な

課題を検証し、必要があれば、地区による避難

道修繕を行っていただいております。 

　この地区が行う軽微な避難道修繕に係る費用

につきましては、宿毛市の補助金を活用してい

だいておりまして、令和元年度から令和４年度

の４年間で、手すりの設置や舗装など、１１か

所の修繕を行っております。 

　ただし、地区による修繕がかなわない場合に

は、その都度協議を行いまして、必要があれば

改修工事等を行っている状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　宿毛市津波避難計画では、多くの場所で裏山

が避難道となっております。高齢者の多い地区

では、避難道の整備が行き届いておらず、道の

崩落であったり、生えたコケによる足元の不安

を住民の方は抱えております。 

　特に避難道の一部においては、住民の方が散

歩道であったりとか、というふうに活用されて

いると聞いております。 
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　そういったことで、そういった不安がある中

で、今後の維持管理について、所見をお伺いで

きればと思います。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　避難道の維持管理につきましては、日頃から

地区の状況を把握されています地区の皆様の御

協力が欠かせないものと考えておりますので、

地区によりまして、維持管理を行っていただい

ているところでございます。 

　本市としましても、引き続き、各地区と連携

しまして、避難道の状況把握や維持管理に努め

てまいりたいりと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　ありがとうございます。 

　集落の高齢化によって、維持管理が厳しくな

っている地域も予想されます。先を見据えて、

人口減少を迎えることが想定される地区につい

ては、適切な避難道の維持管理を進めていただ

ければと思います。 

　続いての質問に移らせていただきます。 

　体育施設の維持・管理の現状について、お伺

いできればと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、小谷議員の一般質問

にお答えします。 

　宿毛市内の社会体育施設といたしましては、

宿毛運動公園、平田公園、宿毛市総合運動公園、

宿毛市立東部運動場、宿毛市立高砂グラウンド、

宿毛市和田体育館、宿毛市立武道場がございま

す。 

　このうち、宿毛市立武道場につきましては、

生涯学習課が貸し出し及び維持管理を行ってお

りますが、そのほかの施設につきましては、指

定管理者であるＮＰＯ法人宿毛市体育協会に貸

し出し及び維持管理を委託しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　先ほど、生涯学習課長から御説明があった中

で、総合運動公園のアリーナについて、アリー

ナの方では、今は老若男女、多くの市民の方が

利用されておりますけれども、アリーナ床面の

整備頻度がどれほどかというのをお伺いできれ

ばと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　宿毛市総合運動公園市民体育館アリーナの床

面の管理につきましては、指定管理者が週に４

回から５回の清掃を実施し、併せて床の維持管

理として、年４回のワックスがけを実施する計

画となっております。 

　また、利用者の皆様にも、使用後のモップが

けなどの清掃に御協力をいただいているところ

でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　私自身もアリーナの使用をさせていただくこ

ともあるんですけれども、床面が滑りやすくな

っている点があったりもします。 

　スポーツというと、事故というのは起こりや

すいものですけれども、原因が施設というとこ

ろでは絶対にあってはなりません。 

　整備間隔等は、競技によって意見が分かれる

場合があると思いますので、競技者との話し合

いが必ず必要になってくるのではないかと思い

ますので、その点、どのように感じるか、お伺
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いできればと思います。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　小谷議員の再質問に

お答えいたします。 

　施設管理者である宿毛市教育委員会としまし

ても、施設が原因となって事故が起こることは、

あってはならないと考えております。 

　宿毛市体育協会に管理を委託する中で、施設

の不備等による危険箇所があれば、直ちに対処

していただき、宿毛市体育協会で対処できない

場合は、宿毛市教育委員会への報告を常に求め

ているところでございます。 

　利用者の皆様におかれましても、お気づきの

点や御意見などがございましたら、宿毛市体育

協会や生涯学習課まで御連絡いただければと思

っております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　市民の方からも、どこにそういった点を伝え

ればいいかというのは、分からないという方も

いらっしゃいますので、何とぞ今後も周知のほ

う、よろしくお願いいたします。 

　続きまして、平田公園テニスコートの整備の

現状について伺います。 

　現状の整備頻度や方法はどのように考えてい

るでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　平田公園テニスコートは、平成５年度高知西

南中核工業団地造成に伴う都市公園事業として

整備され、平成３０年度にはスポーツ振興くじ

ｔｏｔｏの助成金を活用し、事業費として約３，

４００万円をかけ、コートの全面改修工事を実

施しております。 

　日々の管理につきましては、宿毛市体育協会

に維持管理を委託し、テニスコートの整地や珪

砂などの適切な管理をお願いしているところで

ございます。 

　宿毛市体育協会に確認したところ、年２回程

度、利用団体と協力して珪砂の補充を行ってお

り、市としましては、適切に管理をしていただ

いていると認識をしております。 

　しかしながら、風雨により砂が不足すること

もあろうかと思いますので、そのような御意見

等があれば、状況を確認の上、必要に応じて珪

砂を補充するなど、今後も適切な施設の維持管

理に努めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　テニスコートの維持・管理のためには、先ほ

ど生涯学習課長のほうからもありました、砂の

充填というところが必須であります。 

　充填を怠れば、コートのめくりあがりや競技

者の負傷を引き起こす場合がありますので、特

に平田公園テニスコートの場合は、コートが屋

外にあるため、先ほど、課長のほうからもあり

ました、風雨によって砂が少なくなりやすくな

っております。 

　そういった声が利用者のほうからも上がって

いることから、競技者の安全確保等、施設の維

持管理のため、今後の整備、維持・管理につい

てお伺いできればと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　先ほども答弁いたしましたが、今後も宿毛市

体育協会と協力しまして、年２回程度、珪砂の

補充を行っておりますので、今後もそれを継続

し、必要に応じて協議を重ねて状況を確認しな
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がら、適切な施設の維持・管理に努めてまいり

たいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。すみません、質問が重複してしまいま

した。 

　整備に当たっては、利用者からの陳情で施設

整備がなされることがあるように思いますけれ

ども、本来であれば、利用者が安心して利用で

きるよう、事前に対応が必須であります。 

　今後もスポーツ振興のために、一層の整備・

管理をよろしくお願いいたします。 

　最後の質問となります。 

　移住者に対する就業支援について、お伺いい

たします。 

　現在、市として施行する移住された方への就

業支援については、どのようなものがあるか、

お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、小谷議

員の一般質問にお答えさせていただきます。 

　現在、本市で実施している就業支援につきま

しては、特に移住者に限定するものではござい

ませんが、新規就農を目指す方に対しまして、

作物に応じた実践研修が受けられる制度や、漁

業就業を希望する方に対しての生活支援や技術

習得支援、また林業事業体での雇用を目指す方

を対象とした、就労に向けた研修などを行って

おります。 

　また、市内には高知西南中核工業団地や宿毛

湾港工業流通団地等、多様な企業が進出してお

りますので、移住者が雇用就業を希望される場

合は、求人情報を提供するなどの移住者に寄り

添った支援を行っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　ありがとうございます。 

　実際にホームページにもあるように、農業、

漁業の振興であったり担い手の確保というとこ

ろでは、現在の支援制度、すごくいいと思いま

すけれども、移住あとは定住については、支援

としては、ハードルが高いんではないかという

ふうに感じます。 

　国内の産業ごとの就業者数についても、卸売

り、小売り業や製造業、あとは医療、福祉、建

設業、サービス業が上位を占めております。他

業種や起業を目的としたＩ・Ｕターン移住者へ

の支援拡充も、今後必要ではないかと感じます

けれども、御意見を伺えればと思います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、小谷議

員の再質問にお答えさせていただきます。 

　現在、移住者に対する支援といたしましては、

移住相談員２名を配置し、移住相談対応や空き

家の紹介、各種補助金の活用など、移住に向け

た様々なサポートを行っております。 

　市の支援制度につきましては、要件などもご

ざいますが、宿毛市地方創生移住支援事業補助

金として、東京圏から移住してきた方が就職や

起業などをする場合、２人以上の世帯で１００

万円を支給する補助金がございます。 

　高知県においても、高知県創業支援事業費補

助金として、２００万円を上限に起業や事業承

継をされる方への補助金もございます。 

　また、昨年度より本市独自の支援制度として、

本市にＵターンした４０歳以下の方を対象に、

奨学金の返還を支援する宿毛市Ｕターン促進奨

学金返還支援助成金もございまして、これは市

内や近隣市町村において、就職や起業、個人事

業を営む方に申請いただける制度となっており

ます。 

　今後におきましても、多くの方に宿毛市を選

んでいただけるよう、移住者の求める支援ニー
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ズを調査・分析するとともに、国や県の状況も

注視しながら、議員からも提案ございました起

業や他業種に対する支援なども含め、より効果

的な支援策を研究してまいりたいと考えており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　３番小谷翔太君。 

○３番（小谷翔太君）　御答弁ありがとうござ

います。 

　実際に、私も前職で県の新規事業補助金を何

件か拝見させていただいたことあったんですけ

れども、そういったところも、なかなかハード

ルが高い部分があったりもします。 

　それと、本質問に当たって、近隣市町村の移

住者支援制度を調査させていただいて、比較を

してみましたけれども、当市の制度には多くの

魅力がありました。 

　人口減少の課題を抱える当市にとって、定住

する移住者の方の存在は大きいものがあります。

他市町村との競争の中で、選択される市となる

ために、今後も支援拡充の推進を御検討いただ

きたいと思います。 

　これで私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１１時２６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時３６分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　６番、今城です。今回

もよろしくお願いいたします。 

　今回、昼までぐらいでどこまで進めるかと思

いますけれども、始めたいと思います。切りの

いいところで切っていただきたいと思います。 

　まず、はじめに市民、そして各地区からの要

請について、伺っていきます。 

　はじめに、サニーサイドパークについてです。 

　サニーサイドパーク落成以降、公園整備にお

いて、市民からどんな要請があり、市はどのよ

うに対処したのか、お伺いします。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　都市建設課長、

今城議員の一般質問にお答えします。 

　サニーサイドパークは、リニューアルオープ

ン以降、多くの観光客や市民の皆様に御利用い

ただき、アウトドアレジャーも楽しめる道の駅

として再スタートすることができました。 

　また、ボランティアでごみ拾いを行っている

方もおられ、近隣の方々にとっても大切な施設

になっていると感じております。 

　落成以降にいただいた公園整備に関する御意

見については、のり面へ大きい石が残っている

箇所や雑草が目立つ箇所など、危険性や景観上

の配慮について御指摘をいただき、市職員によ

り早急に対応いたしました。 

　また、樹木の伐採跡が沈下してしまった箇所

や、落ち葉が原因で集水桝の雨水があふれた箇

所、以前設置していた看板の支柱切断跡などに

ついては、施工業者に御協力いただきながら改

善作業を行っております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　金属柱の切断痕とか、

木の伐採痕の穴埋めなど、それからあと、遊具

エリアの危険防止なんかもしていただいている

のではないかと思います。 

　このほか、必要であるが未解決な点はという

ことで聞くんですけれども、要請があったもの

で、やっていただいたのは、こちらも確認して

いますので。 
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　それは、また後から出てくるかもしれません。 

　まだ、ごみの撤去で地中からごみがはみ出し

ている部分とか、そういう指摘もあったのだと

思います。 

　要請の中で、必要であるが、まだ未解決な点

がありましたら、また教えてください。 

○議長（川村三千代君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　お答えします。 

　先ほど御質問あったように、遊具の近くの階

段の撤去については、今、施工中でございます

ので、本日、芝に張り替える予定にしておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　子供が安全に遊べるよ

う、確認をお願いいたします。 

　それでは、次の質問です。 

　今度は公園管理ですね。公園管理などにおい

て、市民からどんな要請があり、市はどう対処

したのかをお聞きします。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

今城議員の一般質問にお答えをいたします。 

　道の駅すくもサニーサイドパークのリニュー

アルオープンから１か月半程度が経過し、本施

設の運営管理について、利用者から様々な御意

見をいただいておりますので、何点か抜粋をい

たしまして、その内容及び市としての対応をお

答えいたします。 

　まず、園内の樹木の剪定が行き届いていない

点や、除草後の集草が不十分であったという点

につきましては、本課職員により対応し、解消

をしております。 

　次に、本施設南側にあります浜田の泊り屋レ

プリカにつきまして、シロアリによる被害が見

受けられるという指摘がございました。 

　本件につきましては、市内建築業者に現状確

認を依頼し、シロアリ駆除等に要する費用の見

積もりを依頼しているところでございます。 

　最後に、本施設外周に設置してあります擬木

の柵についてでございますが、腐食による損傷

が見受けられ、危険であるとの指摘がございま

した。 

　この柵につきましては、これまでも適宜、点

検を行ってきておりまして、昨年度も一部修繕

を行ったところではございますが、今回の御指

摘を受けまして、再度、業者を交えて安全性の

確認を行い、適切に管理をしてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　あと、こういう指摘も

あったと思います。 

　ＲＶエリアの水道が使えるようにしてほしい

というのも、あったんだと思います。これも正

論だと思っております。 

　それから、管理棟やトイレの管理のこととか、

障害者駐車場のこと、それから外周路の柵の件

とかも指摘があったと思います。 

　このようなことで、まず管理の問題というか

運用の問題ということ、指摘も含めて改善点、

あるいはまだ、今言った以外に未解決な点あり

ましたら、よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

今城議員の再質問にお答えをいたします。 

　先ほど御指摘のありました、まずＲＶパーク

エリアの水道につきましては、当初、指定管理

者のほうも少し勘違いをしておりまして、我々

といたしましては、あそこに設置しております

水道につきましては、ＲＶパークエリアを利用

される方のために設けた水道ではございました。 

　ただ、水道のパンですとか、そういったもの

が設置されておりませんでしたので、指定管理
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者のほうにも誤解を生むような整備となってお

りましたので、その点については指定管理者と

協議が終わっております。 

　また、障害者駐車場とベンチ等につきまして

も、指定管理者と協議をしておりまして、現在、

移動をしておりますので解消済でございます。 

　そのほか、外周道路の柵につきましては、先

ほども答弁で申し上げましたが、腐食が進んで

おるということで、御指摘を受けておりますの

で、昨年度も一度、改修工事を行いましたが、

今年度もまた業者立会のもと、危険性の掌握に

ついて検討してまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　私も、要請書も見させ

てもらいましたし、１回目の回答書も見させて

いただきました。 

　要請者の指摘に対して、その多くをすぐに改

善していただいたように思っております。あり

がたいことですけれども、反面、落成までの間

に、市のチェックがずさんだったんではないか

という思いもしてきます。 

　その点について、２つの課から話がありまし

たけれども、どうでしょうか。それぞれに聞き

ましょうか。都市建設課のほうから、それから

続いて商工観光課にお願いします。 

○議長（川村三千代君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　お答えします。 

　公園整備について御意見いただいたものには、

整備の契約内容以外のものもありましたが、伐

採跡の埋め戻しが十分でなかった箇所のように、

契約内容に起因するものについては、受注者に

修補を行っていただきました。 

　建設工事請負契約書第４５条では、受注者か

ら引き渡しを受けた後でも、修補や履行の追完

を請求できることになっております。 

　また、受注者が自ら修補することもできるよ

うになっておりますので、契約内容に起因する

ものがあれば、その都度、協議して対応してま

いります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

再質問にお答えをいたします。 

　公園の管理・運営に関しまして、私のほうか

ら答弁をさせていただきます。 

　サニーサイドパークは御存じのように、当初、

これまであったサニーサイドパークから比べま

すと、全く仕様が異なったものとなっておりま

す。 

　そういった部分で、この４月から新たな指定

管理者によって運営を進めているところではご

ざいますが、市民の方からの御意見にもあるよ

うに、見落としていた部分ですとか、改めて気

づかせていただいた点、多々ございました。 

　その際には、御意見を反映させていただいて、

すぐに対処できるものは対処させていただいて

おりますし、また予算を伴うようなものにつき

ましては、その必要性等、また議会のほうにも

提案をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　今回を機会に、行政の

ほうも時々、実際現場を見ていただき、不足の

ないような対応をお願いしたいと思います。 

　その次に、６月１２日、要請者からの質問書

と懸念点が提出されました。そして、話し合い

の場を持ったわけですが、私もそこを、とりも

ってほしいということがありまして、同席させ

てもらいました。 

　そのときに、要請者の思いが担当職員に伝え

られたと思います。重要な視点が指摘されたと

思いますが、市はどう受け止め、今後どのよう
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に取り組むか、確認したいと思います。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　先ほどの答弁とは少し重複いたしますが、本

施設の設備や運営管理に至るまで、貴重な御意

見をいただいているというふうに認識をしてお

ります。 

　御指摘いただいた内容には、市も改めて気づ

かされる点もありましたので、本施設の利用者

の安全が確保されますよう、今後も指定管理者

と連携を密にしながら、適切な施設管理を行っ

てまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　懸念点などの中には、

例えば手すりのところにバーベキューグリルが

置いてあったりとか、それから手すりにタオル

が干されていたりとか、それからトイレ掃除の

モップなんかが支払い所にあったりとか、それ

からトイレの清掃チェックのスパンが長いこと

とか。一番気になったのは、手すりと同様に、

障害者駐車場のところのルートが確保されずに、

大きなベンチがそこに置かれている。 

　この点についての指摘というのは、障害者に

対する配慮というものが、気づかされたんだと

思います。 

　それから、今言った回答の中に、本当は言わ

なければならないことがあると思います。今の

ものと同時に。 

　質問書についての返事がありません。どうし

て私が仲介することになったのか。私について

来てほしいということで、話し合いの場が設定

されたのかという、要請者の思いに対する回答

が入っていません。 

　そのあたり、どなたか言えるでしょうか。言

えなければ構いません。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長。 

　申し訳ありません。今の今城議員の御質問の

趣旨が、すみません、ちょっと分かりかねるの

ですが、よろしければ、もう一度、お教えいた

だければと思います。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　質問書の書き出しのと

ころを少し読みます。 

　６月５日にサニーサイドパークで散歩してい

た要請者に対し、宿毛市職員が事前連絡もなし

に多人数で押しかけて、有料キャンプエリアや

イベント広場を利用する事業者に、どのような

話をされていますか等の質問をされました。 

　私は、これまでのように、そのような行為を

されたことがなく、ショックで一晩中眠れませ

んでした、と書き出しがあります。 

　つまり、これ回答はいいんですが、こういう

思いがあって、話し合いの場をつくったという

ことになります。 

　そこで話し合った、あるいはさらなる懸念点

が行政に伝えられ、そしてフィードバックにつ

ながったわけですよね。新たに公園が、よくし

ていくということが、その理念が確認できたん

だと思います。 

　そういうことですね。 

　そういうことで、市はどう受け止め、今後ど

のように取り組むかを確認しますということを

聞いたわけです。 

　要請者は、日常から、皆さん御存じのように、

公園やごみを拾い、気になる点は…… 

○議長（川村三千代君）　休憩いたします。 

午前１１時５６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時０３分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、
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会議を開きます。 

　今城議員に申し上げます。 

　議長においては地方自治法に基づき、議事の

整理権等がありますので、議事の進行上におい

て、自己の意見を許可なく発言しないよう注意

いたします。 

　今城議員の一般質問を継続いたします。 

　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　午前中に継続していき

たいと思います。 

　脈絡が切れましたので、復唱させていただき

ます。 

　サニーサイドパークについての市民からの要

請ということで、その最後の質問として、６月

１２日に、要請者から質問書と懸念点が提出さ

れ、要請者の思いが担当職員に伝えられました。

重要な視点が指摘されたと思いますが、市はど

う受け止めて、今後どのように取り組むかを確

認しますということで、市民の声を生かしなが

ら、公園づくりに努めていくという回答が得ら

れたと思います。 

　それを受けて、質問書の内容についてはどう

かということを聞き返して、その回答は構いま

せんということで、最後、締めようと思ってい

たところです。 

　それを読み上げさせていただきます。 

　要請者は、日常に公園や歩道のごみを拾い、

気になる点は市に報告していたと思います。 

　道の駅が訪れる人に喜ばれるようにと、担当

職員や管理者に伝えた善意の行動が、よく思わ

れてなかったのでしょうかということで、それ

は残念ですねということになります。 

　今後は、市民や利用者からの要望は、必要な

情報として生かしながら、市民と協力しながら、

よりよい公園づくりを進めるよう希望します。 

　これは、同じスタンスに立ってやっていける

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

　それでは、各地区からの要請２番目で、防

災・復旧・危険防止についての要請です。 

　その１つ目、昨年の市政懇談会では、高石地

区から防災行政無線の要請が出され、坂ノ下、

山北地区からも議会請願がありました。 

　市は、固定電話による情報伝達を進めると回

答していましたが、回線接続の進捗状況をお聞

かせください。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　令和５年３月議会で答弁いたしました防災情

報固定電話通知サービスにつきましては、全地

区へ案内し希望者登録を推進しております。 

　御質問の坂ノ下地区と山北地区の質問がござ

いますけれども、両地区のほうからの申請は、

現時点ではございません。 

　本サービスの利用者につきましては、本年６

月２０日現在で２９件となっておりまして、引

き続き、固定電話通知サービスや防災アプリへ

登録していただくように、取組を継続してまい

りたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　昨年１２月議会で確認

したときは市内全域で１４件、そして３月議会

で確認したときは、１４件増えて２８件。今回

は２９件ということで、進捗具合は少ないよう

です。 

　結局は、地区からの要請には、誠実に対応し

ていただきたいということです。 

　地区からは、防災行政無線が設置しなければ

聞こえないという要請がきている。これは切実

なものだと思いますので、地区に入って、情報

を聞き取って、必要な方々に接して加入しても

らうというか、接続してもらうという営みをし



－ 33 －

ていただきたいと思います。 

　恐らく申請を待つだけでは、なかなか進まな

いと思いますので、また今後も聞きたいと思い

ますので、頑張って広げていただきたいと思い

ます。 

　その対応について、今言いましたけれども、

どう取り組もうとするか、お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

再質問にお答えいたします。 

　現在、２９名の登録をいただきまして、この

登録については、市内各地区におきまして、小

筑紫地域でありますとか、東部、それから街区、

西地区、幅広い地域の方々に、現在登録をいた

だいておりまして、今後も新たに登録いただけ

るものというふうに考えておりますけれども、

そういった状況を鑑みながら、３地区、おっし

ゃいました高石、坂ノ下、山北のみならず、引

き続き、市内全地域におきまして、広報や案内

を行いまして、加えて市内各地域の自主防災組

織が一堂に会する会合などにおいて、そのよう

な機会も捉えながら、御案内や地区の方々のニ

ーズや状況など、情報収集を行いつつ、希望者

の登録をさらに推進してまいりたいと考えてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　ぜひ、私の感覚として

は、会合以上に区長に要請のあった地区、特に

要請があったわけですから、どの地区が聞こえ

ない方がいるかということを紹介していただい

て、どうですかというふうに、直接、当たって

みるという方法、大事なんじゃないかと思いま

す。 

　行政担当者が、聞こえないならつなげますよ

ということを声かけて、申請していただくとい

う形が確実に広がっていくと思いますので、各

地区、切実な要請に応えていってほしいと思い

ます。 

　お願いします。 

　次の要請に移ります。 

　次は、栄喜の住吉地区の谷川、それから福良

小三原口の水害対策です。 

　６月２日の豪雨も結構大変でしたが、現状認

識と今後の対応について、お聞かせください。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、今城議

員の質問にお答えいたします。 

　栄喜地区につきましては、地区役員の方々と

現地確認を行ったところ、河川の石積みが崩落

している状況が見られました。 

　この対策としましては、来年度、石積みを練

り石積みで復旧する工事を予定しております。 

　福良地区におきましては、市道に流れ込んだ

雨水が道路側溝へ流入しにくい状況であり、道

路の敷地外へ影響を及ぼしているため、改修方

法について検討を行い、早期に改善工事を実施

したいと考えております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　ありがとうございます。 

　以前は心配なかったものが心配になってきた

という、本当に改善していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

　続いてです。 

　３番目ですが、かつて死亡事故があった西町

二丁目市道沿いのガードレール等の設置要請の

対応について、伺います。 

　加えて、以前より地域要望の強かった市道小

筑紫大海線のガードレール等、転落防止策はど

うなっているのか。 

　それから、加えて、大海児童公園危険遊具の

対応についても、確認したいと思います。 
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　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えします。 

　西町のガードレール等の整備につきましては、

昨年度の地区要望を受け、現地確認を行った結

果、市としても早急な整備を行う必要性がある

と判断し、今年度の実施箇所として既に予定し

ております。 

　現在、工事の契約手続を進めているところで

あり、今年度中には設置する予定となっており

ます。 

　また、旧小筑紫小学校付近から小筑紫町大海

地区へ通じる市道小筑紫大海線のガードレール

等の安全対策施設の整備につきましては、昨年

度、特に優先度の高い区間につきまして、国の

補助事業等を活用し、視認性を高めるために、

ラバーポールやグリーンのラインなどの整備を

行いました。 

　引き続き、市道の安全対策施設等の整備につ

きましては、国の補助事業などを活用し、各要

望箇所の必要性や緊急性などにより、優先順位

をつけ、実施してまいりたいと考えております。 

　また、大海漁港の緑地広場に設置してある遊

具につきましては、老朽による損傷が著しいた

め使用禁止としております。 

　なお、注意喚起のため、遊具には使用禁止な

どの標示をしております。 

　今後の対応につきましては、使用者である地

区等の意見を確認する中で、方針を決定してま

いります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　西町地区、今年になっ

ても私のほうに問い合わせがありましたので、

本当に安心しました。あそこは本当に危険だと

思っていました。 

　大海についても、ラバーがつきましたので、

自分もよく通りますので、車の場合は大分安心

になりました。ただ、小学生の登下校に出くわ

して、私も何度か、今年になっても危険な思い

をしました。子供たちが落ちるんじゃないかと。 

　ですので、ぜひこの件については、本当に気

をつけて、事故が起こらない対策をお願いしま

す。 

　児童公園の物も、撤去なり修理なりというの

も必要かと思います。ぜひ早期に対応をお願い

したいと思います。 

　次です。 

　交通・医療・買い物難民等の対策等の要請で

す。 

　大島地区から要請のあった高齢者交通難民対

策を、市は具体的にどのように進めていくのか、

お聞きします。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、今城議

員の一般質問にお答えいたします。 

　交通難民対策ということで、主にコミュニテ

ィバスの視点から回答させていただきます。 

　本市コミュニティバス、通称はなちゃんバス

につきましては、平成２９年１０月の本格運行

開始から、利用状況に応じて、その内容を変化

させながら継続運行しております。 

　現在、１４人乗りワンボックスカー２台で、

月曜日から金曜日まで各曜日ごとに、それぞれ

異なる路線を１日４便の体制にて運行しており

ます。 

　現状を申し上げますと、議員からもあったよ

うに、大島地区をはじめとする複数の地区から、

運行に関しての要望がなされており、昨年度か

らその内容について、関係機関等と協議を開始

しているところでございます。 

　これまで協議を重ねる中で、現行の運行体制
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では、既にダイヤ上、余裕がないといった状況

であり、これ以上の経路を延伸することは、移

動時間の増加による運転手の拘束時間延長や、

利用者の快適性低下などにつながるおそれがご

ざいます。 

　また、運転手不足により増便が困難な状況で

は、運行者と利用者の双方にとって、望ましく

ない状況も想定されます。 

　しかしながら、今後も公共交通空白地域にお

いて、移動手段を持たない人々が増加していく

ことは明らかでありまして、課題解決に向け、

引き続き、検討を進めてまいります。 

　増台、増便等によるコミュニティバスの運行

体制そのものの見直しや、本年度からデマンド

タクシー、グリーンスローモビリティをはじめ、

機能性や拡張性で進化を続けている電動アシス

ト付自転車またシニアカーなど、様々な移動手

段との組み合わせを検討することとしており、

これまで要請をいただいた内容につきましても、

全体の見直しを行う中で協議してまいりたいと

考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　早急な対応が要ると思

います。 

　デマンドタクシーとか、今年から行うという

線が出てきましたけれども、地域を支える足と

してデマンドタクシーを営みたいと考えている

方が複数いると聞いております。 

　このあたり、具体化を進めるために、地域、

行政、それから営みたいと考えている方、一緒

に話し合う場が早急に必要じゃないかと思うわ

けです。 

　課題や解決を整理しながら、進めていってほ

しいんですが、乗りこえなければならない課題

を解決していただきたいんですが、話し合いの

計画は、もう既にあるでしょうか、どうでしょ

うか。お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、今城議

員の質問にお答えいたします。 

　今城議員がおっしゃるデマンドタクシーを営

みたいという方については、ひもとくと、公共

交通空白地域における自家用有償旅客運送事業

として、デマンド運行を営みたいという方のこ

とだと思いますが、本市に対しましても、同様

の相談を受けたことがあり、市内にそのような

方がいらっしゃることは承知している、そのよ

うな状況です。 

　この公共交通空白地域の自家用有償旅客運送

につきましては、公共交通として果たすべき役

割から様々な制約があり、その実施は今城議員

も御存じのように、非常にハードルが高いもの

となっています。 

　一方で、公共交通を維持する上での課題とし

て、運転手不足が顕在化する中、これを支える

意欲のある方が地域におられるということは、

明るい兆しであると考えております。 

　質問にありました、具体的にそういう相談の

日程が決まっているかということでありますが、

そういう具体的な相談の日は決まってないです

けれども、本市といたしましても、意欲のある

方の思いを、公共交通にうまく結びつけたいと

考えておりまして、国や県などの関係機関や関

係団体と連携して、その可能性を一緒に模索し

てまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　基本的には、有償、無

償は関係ないんだと思います。関わろうという

方がいて、その人の人生をかけてやるというよ

りも、ボランティア精神を生かしながら、無償

でやっても会員制などで補えるやり方もあるか

もしれません。 
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　だから、何ならできるかという線が、話し合

いの中で出てくれば、解決の手だては出るんだ

ろうと思います。 

　それから困っている人の声、これが具体的に

ないと、実際にどういう運行をするかという、

これが全く出てこないと思います。 

　ですから、地域が必要としている、割と声が

出てくる場所に行って、それからやろうとして

いる方、それから区長さんなどと一緒に話し合

う場があって、その次のステップになるんだと

思うんですね。そのさっきの話というのはね。 

　先に情報を聞くということが必要じゃないか

と思っています。 

　よろしくお願いします。 

　実は、今まで私のところにも、同じ内容で幾

つも聞くわけですけれども、主に高齢で、医

療・買い物難民となった住民の支援要請という

ことが見えてきます。 

　その手だてのヒントというのをつくってくれ

ました。 

　介護準備ガイドブック「ずっともっとすく

も」。ここには、弁当宅配もあるし、それから

大井田の訪問診療のことなんかも載っているし、

それから、困ったときの家事とか、そういうこ

との手続もあります。訪問理美容もあります。 

　ということで、これを実際に活用していくこ

とが地域で広がれば、デマンドとか、はなちゃ

んバスのもとになっている原因が、解決する可

能性がありますね。そういうふうに思ったわけ

です。 

　ずっともっとすくもの普及、活用をどう広げ

ていくのか伺います。よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

今城議員の一般質問にお答えいたします。 

　昨年度制作しました宿毛市介護準備ガイドブ

ックずっともっとすくもは、主に日々の生活が

しづらくなった高齢者や、御家族などに活用し

ていただけるよう、在宅生活を支える行政サー

ビスや民間サービス情報、介護予防の取組紹介

や、実際に介護が必要になったときの情報など

から構成され、本年４月に冊子の配布を開始し、

ホームページも開設いたしました。 

　冊子については、皆さんに手に取っていただ

けるように、社会福祉協議会や市の保有する施

設、健診会場、選挙期日前投票所などへの設置

のほか、民生委員や医師会等の支援者や量販店

等でも配布してまいりました。 

　ガイドブックの活用と普及についてでござい

ますが、ガイドブックの配布だけではなく、こ

れまでも地域の相談や訪問活動の際に、ガイド

ブックを活用して、御説明をさせていただいて

おりますので、今後につきましても、さらに多

くの方に御覧になっていただけるよう、様々な

方法を検討してまいりたいと思います。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　頑張っていただきたい

と思います。本当に期待しているところです。 

　ホームページを広げる、それから冊子がいろ

んなところに届く、これもあるんですけれども、

実際は使っていいと感じてもらうということが、

第一だと思います。 

　本当に要請がいろいろなところからあると思

いますので、行ってください。私から行政職員

にお願いしたいことは、さっきの防災と一緒で、

行くと必ず、いろんな似たようなことで違う状

況が分かっていくと思いますので、困っている

ことに適合する、これに載っていることで適合

することがあったら、その場で一緒に使ってあ

げてはいかがでしょうか。こういう営みが広が

ることを期待します。 

　これが最も重要と思っています。 

　それが、市職員への信頼とか、本当に頼る気
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持ちとか、いい関係が生まれていくんだと思い

ますので、地区の抱えているトラブルを行政サ

ービスの枠が当然あって、利用してなくて困っ

ているという方が相当多いんですね。 

　実際に利用していくところまで結びつけてい

く営みを、ぜひ続けてほしいと思います。 

　大島地区の出した要請に対する回答も、区長

から読ませてもらいました。 

　市からの回答は、実は今言ったような、市内

全般的な回答でしたので、ある意味では大島地

区の出した方にとっては、ちょっと寂しいなと

思いました。私も、そこに出すところに当たっ

ても相談を受けましたので。 

　大島地区に対してのメッセージというものが、

書かれてあればよかったなとも思いました。と

いうことは、大島地区から出たものに対して、

今後、どう具体的に答えるかということも大事

になってくると思います。 

　今、言ったようなことで、実際にそこにおら

れる方が使ってみるとか、解決していくという、

一つひとつ手だてをとっていただきたいと思い

ます。 

　よろしくお願いします。 

　同じ話ですが、ここの項目の最後の質問。 

　交通難民といえども、各地域の課題はそれぞ

れ異なるため、リサーチとそれに対する多様な

アプローチが必要です。地域に調査に入り、課

題解決に向けた取り組みを始めるということ。

そういうことを確認してよろしいでしょうか。 

　地域に入り具体的に取り組みを始める。そう

いうことでいいですか、ということで、……… 

………（発言一部取り消し）………がどうでし 

ょう。お願いします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　地域課題を解決するためには、各地域で調査

が必要不可欠、そのように私も考えております。 

　例えば、はなちゃんバスの運行開始から、宿

毛市地域公共交通網形成計画に基づきまして、

毎年運行経路の沿線地区を対象といたしており

ますが、そうした公共交通利用者との意見交換

会を実施をしてきたところでございます。 

　意見交換会につきましては、平成２９年度か

ら令和元年度までの間は毎年１３地区で、これ

を実施をいたしまして、新型コロナウイルス感

染症の拡大以降は、車内での利用者アンケート

や、運行に関し要望のあった地域を対象とした

書面によるニーズ調査を実施をしたところでご

ざいます。 

　皆様からいただいた意見につきましては、利

用状況などを踏まえ、停留所の増加、あるいは

利用の著しく少ない停留所の廃止など、随時内

容の見直しなども行ってきたところでございま

す。 

　先ほどの答弁のとおり、各地区からの要望や、

これまでの利用状況、高齢化の著しい進展を踏

まえますと、増台・増便などによる、コミュニ

ティバスの運行体制そのものの見直しや、デマ

ンドタクシー、グリーンスローモビリティをは

じめ、機能性や拡張性で進化を続けている、い

ろいろ変わってきている電動アシスト付自転車

や、そして近年少し見るようになりましたが、

シニアカーの活用など、様々な移動手段との組

み合わせを検討いたしまして、全体の見直しを

協議をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

　また、最近では、市内の医療機関におきまし

て、医療関係へのアクセスが不利な中山間地域

などを巡回し、オンライン診療を可能とすると

いったことができる医療車両、ヘルスケアモビ

リティといいますが、こちらが導入されまして、

また、市内社会福祉法人による買い物サービス

などや民間事業者による食品移動販売、こちら
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のほうも充実をしてまいったところでございま

す。 

　今後におきましても、自治体ＤＸを推し進め、

その目的である、全国どこでも誰もが便利で快

適に暮らせる社会の実現を目指しまして、デジ

タル技術の活用や関係機関と連携して、市民の

皆様が必要な場所へ移動する手段の確保や、事

業者が各地域へサービスを提供できる体制の整

備に努めていきたいと考えております。 

　そういった形の中で、各地域に出向いていっ

て、話を聞くということは、当然、非常に重要

なことだと思っておりますので、地域懇談会の

ほうも、昨年度、少し始めさせていただいてい

るところでございますが、さらなる、そういっ

た市民の声を直接聞く機会を増やしてまいりた

い、そのように考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　暫時休憩いたしま

す。 

午後　２時３３分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時００分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　この際、議長より報告いたします。 

　今城　隆君より、会議規則第６５条の規定に

より、発言取消しの申し出がありますので、こ

の際、これを許します。 

　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　６番、今城です。 

　先ほどの私の一般質問の中で、表現が不適当

なところがありましたので、「ということで、」

の次から、「がどうでしょう。」の前までの発

言について、取り消しをお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　お諮りいたします。 

　ただいまの発言取り消しの申し出を許可する

ことに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、今城　隆君からの発言取消しの申し

出を許可することに決しました。 

　一般質問を継続いたします。 

　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　中断しましたが、続け

ていきます。 

　先ほどの市長の回答、課長の回答もありまし

たが、様々な課題、地域の課題を放置せず、具

体的な施策を一歩ずつ前進させていただくよう、

よろしくお願いいたします。 

　それでは次のテーマ、宿毛小中学校ＰＦＩ建

設事業のモニタリングについて、伺っていきま

す。 

　まず最初に、モニタリング事項及びその内容

について質問します。 

　モニタリングには、監視報告会が設置されて

いますが、その構成及び議事概要について確認

します。 

　また、ＰＦＩ株式会社によって提出される業

務報告書とは、具体的にどのようなものか。 

　参加委員からの意見は活発になされているか

など、お知らせください。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、今城議員の一般質問に

お答えいたします。 

　監視報告会につきましては、定例会と年間評

価会議の２種類が行われております。 

　定例会につきましては、月に１度開催してお

りまして、宿毛市から学校教育課、宿毛小学

校・中学校の教職員、それと宿毛学校ＰＦＩ株

式会社の職員などが出席し、開催しております。 
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　議事としましては、開催する前月に行った維

持管理業務、修繕の報告。当月に行う業務の学

校行事との調整、修繕、是正依頼や問題に対す

る対処方法の確認といったことなどを話し合っ

ております。 

　年間評価会議につきましては、宿毛市、有識

者、事業者で構成される会議となっておりまし

て、宿毛市からは、総務課、学校教育課、有識

者２名、それと、宿毛学校ＰＦＩ株式会社の職

員が出席しておりまして、四半期に１回のペー

スで行われております。 

　主な目的は、現在のサービス水準の妥当性を

評価するものとなっておりまして、事業者から

提出された業務報告書をもとに、適切に維持管

理が行われたことの確認や修繕の内容や状況、

問題となっている事項の対処方法、契約内容の

確認といったことを話し合っています。 

　業務報告書には、毎年度開始前に提出されま

す業務計画書に基づきまして、該当四半期に行

われた建物設備点検や修繕、空気環境測定、水

質検査、清掃などの維持管理業務の内容や結果

が、月別にまとめられて記載されているところ

でございます。 

　どちらの会におきましても、参加委員から意

見や質疑、提案など様々な内容について、活発

に議論が行われていると考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　開校から２年が経過し

ましたが、業務評価で未達レベルの事例があっ

たか。また、監視報告会の中で、課題とされた

案件にはどのようなものがあったか、確認しま

す。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、今城議員の再質問にお

答えいたします。 

　現在まで、ＫＰＩ（業務評価）が未達となっ

た事例は、今のところございません。 

　監視報告会で課題となった案件としましては、

カビの問題がございます。 

　開校以降、湿度の高い５月から９月にかけま

して、学校内で結露を伴うであろうカビが発生

しており、その対策が課題となっているところ

でございます。 

　カビが発生した後の対処は一定できています

が、カビが発生しないよう、根本的な解決に向

け、監視報告会においても、事業者と協議を重

ねているところでございます。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　私が開示請求で開示で

きたのは、令和３年、４年度の評価会議録の計

８回分です。 

　それで、Ａ４・１６枚。内容は多くはありま

せんが、その中でも結露のこと、カビの発生、

健康への心配の言葉とかも出てきました。 

　２４時間の空調が４月から１０月にわたって

行われていると。それから、それによる電気量

増大で、今、言われたところでありますが、根

本的対応策、まだ定まっていない様子がうかが

えました。 

　質問します。 

　もしカビ対策の方向性が出ていたら、お知ら

せください。また参考として、令和４年度の宿

毛小中学校と市庁舎の電気料金の比較をしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　カビ対策でございますが、今のところ、まだ
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最終的な結論については至っておりません。そ

のため、今、空調機器を回すなどの対策を取っ

ているところでございます。 

　質問のございました、宿毛小学校と市庁舎の

電気の使用料についての比較ですが、両施設で

面積とか、構造等も違うため、参考になるかど

うかわかりませんが、令和４年５月から令和５

年４月までの１年間で比較しますと、宿毛小学

校、中学校の年間電気使用料金が、約９９５万

円。市庁舎の年間電気使用料金が、約９８０万

円となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　空調を４月から１０月

ずっとつけっぱなしっていうのは、大変な費用

がかかっているんだと思っております。 

　これを減らしたいと思います。本当に大変だ

と思います。 

　質問します。 

　校舎のクラック、カビ対策の費用、電気料金

の増大などがあるでしょうが、これまでに契約

金額外の支出になったものがあれば、確認をさ

せてください。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、今城議員の再質問にお

答えいたします。 

　カビ対策につきましては、事業内で行ってい

ますので、契約金外での支出は、今現在のとこ

ろございません。 

　通常の維持管理業務以外で支出したものとし

ましては、開校後、児童生徒数の関係で、通常

教室でなかった教室を通常教室として使用する

必要が生じまして、黒板等を設置した費用や、

学校より開校後、追加で設置の要望がありまし

た屋外コンセントなどを設置した費用などがご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　電気料金も、当然別枠

ですね。 

　これから学級の教室の改装とか、そういうも

のが契約外になってくるということになろうか

と思います。 

　今後、生徒数減少で、少学級編制の教室とか、

そういうことについては、またお金がかかって

くるんだろうということになりますね。 

　それでは、次の質問です。 

　契約にある修繕費の枯渇による増額もあると

いうことでしょうか。また、契約金額、４５億

円がさらに増額する可能性はありますか、教え

てください。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　契約にあります修繕費でございますが、例え

ば、年数が経過することによりまして、大規模

修繕でありますとか、そういったものが生じま

したら、別途の支出が必要になってくると考え

ております。 

　それと、総契約金額の増額に関しましては、

契約書において、物価変動等に伴う物価スライ

ドも認めておりますので、現在のような物価が

上がる状況でありますと、増額となる可能性も

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　カビ対策等もあります

から、構造改善とかっていうようなことで、ひ

ょっとしたら、修繕費が枯渇するということも

あり得るということ。それから、物価スライド
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があるので、契約総額は上昇する可能性もある

ということになりますね。今後も出費がかさむ

心配があります。 

　それでは、次のことです。 

　モニタリング情報の開示について、伺います。 

　監視報告会協議記録とＰＦＩ株式会社による

業務報告書、これは１，５００枚ぐらいになる

と伺っております。これら全てについて、開示

請求を行いましたが、開示されたのは１６枚で

す、ということで、出てきたものは１％ぐらい

ということになります。 

　質問します。 

　契約で秘密保持とする個人情報等に当たる部

分は、黒塗り開示も可能なはずですが、学校管

理は公的業務であるのに、なぜ業務報告書や評

価が開示できなかったのか、お聞かせください。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、今城議員の一般質問に

お答えいたします。 

　開示できなかった理由といたしましては、事

業者と交わしております、宿毛市における小中

学校整備事業に係る特定事業契約書に関するサ

ービス基準合意書において記載されているもの

でございます。 

　内容につきましては、甲乙双方は、相手方か

ら提供された資料及び情報を、第三者に対し一

切開示、漏えい、または提供してはならない。

また知り得た情報、資料等は、適切なサービス

基準の管理やマネジメントサイクルを回すこと

以外に使用してはならないと規定されているこ

とから、事業者と協議しましたけれども、事業

者が策定した資料につきましては、宿毛市情報

公開条例第６条第３号に該当するものとしまし

て、非公開となり、市が作成している議事録の

みを開示したものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　了解しました。 

　確かに、契約書を見させてもらうと、サービ

ス基準合意書第１３条というのがあって、今の

言葉が書かれています。 

　法令上というか立てつけ上、契約書第１０８

条に合意基準よりも契約条項の方が上位にあり

ますので、こちらが優先されるとは思います。 

　その１０８条２項には、秘密保持義務の対象

から除くものとして、法令等により開示が要求

され開示する場合、というものがありますので、

必ず禁止かということでもないかと思っており

ます。 

　そういうことで、今、ＰＦＩ株式会社と相談

していただいたということになろうかと思いま

すが、ちょっと聞かせてください。 

　この契約書の立てつけで開示しなかった、開

示できなかったということですが、報告書や業

務内容は、開示しても問題ない内容がほとんど

だったんじゃないかと思いますが、そういう解

釈でよろしいでしょうか、お答えください。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、再質問にお答えいたし

ます。 

　事業者から提出していただきました資料につ

きましては、事業者とも確認しましたけれども、

企業秘密に当たる部分もあるということもあり

まして、今回のような対策、対処とさせていた

だいております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　情報開示請求により、

その公金支出が正当であるかどうか。市民が判
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断可能な状態に置くことは、行政事務の原則と

いうことになります。 

　そこで、宿毛小中学校ＰＦＩ事業の契約総額

が４５億円。市は、その中の建設費３３億円の

中の３０億円分は支払っています。ということ

は、契約金額の中の１５億円がまだ残っていて、

それは、建設費の残り３億円と金利の分、そし

てこれから３０年間の維持管理サービスを購入

するという形で、返済していくということにな

ろうかと思います。 

　しかし、３億円の金利も維持管理業務の内容

も、その内訳が市民には一切見えていないとい

うことが問題になってくるわけです。 

　質問します。 

　市として、維持管理業務の内訳や監視報告会

の評価についても、最大限、市民に示せるよう

ＰＦＩ株式会社に今後も申し入れしていただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、今城議員の再質問にお

答えいたします。 

　ＰＦＩ事業につきましては、契約期間が長期

にわたる事業でございまして、改善を繰り返し

ながら進めていく必要があると考えております。 

　情報が開示できない部分につきましては、事

業者の法人としての利害を害する内容が含まれ

ることから、全ての情報は開示することはでき

ないかと思いますが、開示、公開することがで

きる資料を作成できないかなど、事業者と協議

するなど、改善に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　ＰＦＩについては、同

じようなことが取り入れている市町村、大きな

町が多いと思いますけれども、対応がある程度

なされています。 

　そのやり方としては、業者が自発的に開示し

ていくっていうパターンがあるようです。業者

が、この業務報告書を自分の会社のホームペー

ジに提示して、というパターンですね。そうい

う対応もありますから、ぜひまた図っていただ

きたいと思います。 

　それでは、市長に伺いたいと思います。 

　１％の情報開示しかできないＰＦＩ事業に、

問題を感じないでしょうかということです。 

　この状況のままで、西地区小中学校建設は進

めるべきではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　今城議員の質問にお答

えをさせていただきます。 

　今後、宿毛市の事業にＰＦＩを導入するかに

つきましては、実施する事業の個別の事案に応

じまして、検討を進めていきたいと考えている

ところでございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　追質問したいと思いま

す。 

　私が問題と感じているのは、公共業務であり

ながら、その内容が市民から見ることができな

い状態に置かれているということです。 

　ＰＦＩであろうがなかろうが、公金の支出の

大半の部分が、市民の監視状況に置かれないと

いうか、企業秘密は当然あります。 

　しかし、どういう業務がなされたか。技術的

な問題とかはなくて、会計は普通見れますよね。

予算が見れて、決算が見れてという状況を作り

ますが、それが今は全然見れる状況になってな

いということが問題と思います。 

　追質問。監視報告会の資料が一つも見られな
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いということになりますから、私と市長の関係

にとってみると、市長は私に、証拠資料も示さ

ずに、公費支出の正当性を証明できるでしょう

か、こういう問いかけをしてみたいと思います。 

　市長は、私に証拠資料も示さずに、公費支出

の正当性を証明できますか、こういうことを投

げかけたときに、結局、情報公開を広げてくだ

さいということになります。情報公開を広げる

ように求めますということで、市長も努力して

いただけますでしょうか、こういう質問です。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　今、突然聞きましたので、事前にお話いただ

いておけば、また細かく検討して、お答えでき

たとは思うんですが、当然、できる限り広く情

報を公開していく、また御理解いただくために

提示していくということは、当然必要だという

ふうに思います。 

　ＰＦＩにおきましても、当然、これから改善

するべきところは改善もしないといけないとは

思っていますが、今、次長が説明したのが、Ｐ

ＦＩの今の状況でございまして、またそのこと

につきましても、今後、いろいろ検討を進めな

がら、ＰＦＩをその事業ごとによって、実施す

べきなのかどうなのか検討してまいりたい、そ

のように思っているところでございます。 

　先ほど聞かれた、自分のいろんな部分に関し

ての開示っていうのは、当然必要になってくる

のかなというふうには思っております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　開示を広げていただく

よう、頑張っていただきたいと思います。 

　本当に重要なことだと思います。 

　行政として、当たり前の開示もできない状態

で、次のＰＦＩに進むということは、私は宿毛

市政の信頼を失うことになろうかと思ってしま

いますので、この点は、本当に頑張って開示を

広げるようにしていただきたいと思います。 

　そういう意見を述べて、最後のテーマに移り

ます。 

　最後のテーマ、マイナンバーカード市民化構

想についてということで、マイナンバーカード

市民化構想についての制度の概要と課題につい

て伺っていきます。 

　マイナンバーカード市民カード化に向けて、

予算２億８，０００万円が決定しましたが、市

民カード化とは、どのような制度を構築するも

のかを質問します。簡潔にお願いいたします。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　今城議員の質問に

お答えさせていただきます。 

　本年度、予定しておりますＳＵＫＵＭＯマイ

ナンバーカード市民カード化構想は、保育園や

交流施設、医療機関、公共交通など、子供から

高齢者まで、全世代がマイナンバーカードを利

用できるシーンを提供することで、利便性を向

上させ、また図書館の利用カードや診察券など

をマイナンバーカードに一元化することで、市

民の方がマイナンバーカードだけで、市が提供

する様々なサービスや、市内の医療機関を利用

できるといった環境を構築しようとするもので

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　ありがとうございます。

大変簡潔に言ってくれました。もっといっぱい

出てくるかと思いましたが。 

　ホームページで見られるものが４項目ありま

したので、私も付け加えて話したいと思います。 

　今言ったのが、１番目の項目にあったマイナ

ンバーカード１枚で、保育園児の登降園の通知
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が親に入ってきたりすると。それから、公共交

通や図書館、その他施設の利用カードと一体化

できると。さらに、医療機関の診療券の一体化

ができると。 

　２番目として、マイナンバーカードによる市

民ポイントを付与して、景品進呈というのがあ

りました。 

　３番目として、コンビニで取得できる証明書

を拡張すると。今あるものよりも広げていくと

いうことですね。コンビニ交付サービスを、利

用増加させるということが書かれていました。 

　最後の４番目が、マイナンバーによる行動履

歴データプラットフォームによる本人の行動確

認や、市民の行動分析により、健康促進のため

の政策決定を行う、こういうところがありまし

た。 

　つまり、私は４番あたりが、すごく、ちょっ

と困るんですね。 

　私の行動を分析されたときに、ちょっと恥ず

かしいということはあるかもしれませんが。 

　ちょっと冗談ぽく言いましたが、マイナンバ

ーカード１枚に、様々なサービスをひもづけし、

ポイントを付与するとともに、市民の活動履歴

を蓄積すると。便利でお得感あふれる。 

　しかし、情報管理では、やはり危ないと思い

ます。情報管理では危ない、市民サービスが提

供されるということになるんでしょう。 

　伺います。 

　マイナンバーカード、特にマイナ保険証では、

現在、様々な問題が露呈しているようですが、

主な事例及び、それが何に起因するか伺います。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、今城議

員の一般質問にお答えいたします。 

　これまで、本市においてマイナンバーカード

及び国民健康保険、後期高齢者医療保険におき

まして、誤登録や不具合の事例は報告を受けて

おらず、現状では、マイナ保険証等の不具合に

関して、デジタル庁のホームページに掲載され

ているものや、報道されている以上の内容は把

握しておりません。 

　デジタル庁のホームページや報道によります

と、これまで問題となった事例としては、保険

者が取得した情報をシステムに登録する際に、

確認不足等により誤登録があり、正しい被保険

者情報が反映できていなかったケースや、医療

機関に設置している資格確認システムの不具合

により、マイナ保険証が読み取れなかったケー

スがあったものと認識をしてございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　各県からも医療関係者

に調査したところで、大体、どの県でも６割以

上がトラブルがあったと答えています。６割の

人にじゃなくて、６割の医療機関がトラブルが

あったという報告。これは現場としては大変な

ことだと思います。 

　それから、ＮＨＫであったものですけれども、

コンビニで別人や抹消済みの証明書が発行され

たとか、マイナ保険証に別人の情報が登録され

ているとか、公金受取口座で本人ではない口座

が登録、子供のものを入れたりとか、そんなこ

とが多いんだと思います。 

　マイナポイントが別人に付与。 

　マイナポータルで、別人の年金記録が閲覧。

同姓同名の別人にカードを交付。こういう事例

が挙がっています。 

　普通なら、こういういろんなタイプの問題が

起こる場合は、誤入力というよりは、システム

上にトラブルがあると考えるべきだと思います。 

　そんなことで、まだまだ大変な状態だと思い

ますが、こういう問題が多く報告される中、宿

毛市民に負担が起こった場合には、市民カード
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化を推進する本市にも、一定の道義的責任を負

うことになると思うんですね。そのことについ

て、市のスタンスを伺いたいと思います。 

　お願いします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、今城議

員の御質問にお答えいたします。 

　現在、発生しているマイナンバーカードに関

する問題と原因について。 

　その原因につきましては、議員もおっしゃい

ましたように、システムの不具合によるものや、

またヒューマンエラーによるものと考えられて

おります。本市におきましても、公金受け取り

口座の登録やマイナポイントの申し込みについ

て、支援作業を実施しておりますが、現時点で

は、誤登録や誤った申し込みを行ったとの情報

はございません。 

　マイナンバーカードの取り扱いにつきまして

は、今後も国と連携し、取り組みを進めまして、

今後の支援作業等につきましても、慎重かつ正

確な対応に努めてまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　市の対応としては、ど

うしようもない部分が、かなりあるんだと思い

ます。 

　それでは、今後心配される問題への対応につ

いてということで、マイナンバーカードによる

トラブル回避の手だてがあれば、確認いたしま

す。 

　よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、今城議

員の御質問にお答えをいたします。 

　マイナンバーカードのトラブルを回避するた

めの手だてについてでございます。 

　デジタル庁作成のマイナンバーカードの安全

性に係るリーフレットより、御紹介をさせてい

ただきます。 

　まず、持ち歩き方は、普通に持ち歩いていい

ので、なくさないようにしてください。 

　裏面のマイナンバーは、見られても大丈夫で

すが、書き留めたり、コピーを取ることはしな

いでください。 

　暗証番号はマイナンバーカードを利用するた

め必要な大切なものですので、他人には教えな

いでください。 

　万が一、マイナンバーカードを紛失したり、

盗難に遭ったりした場合などの連絡先として、

２４時間３６５日体制で、一時利用停止が可能

なマイナンバー総合フリーダイヤルなどが紹介

されてございます。 

　また、マイナンバーカードにおいて、万が一

不具合があれば、国に御報告の上、内容に応じ

た対応が必要になることが考えられますので、

マイナンバーカード総合フリーダイヤル、また

は市民課まで御連絡をいただきますよう、お願

いをいたします。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　これまで、なかなか秘

匿すべきとされていたマイナンバー自体が、カ

ードにもそのまま読める状態になっていますよ

ね。それから後ろのＱＲコードでも、携帯にか

ざすとすぐ読めてしまうっていう状況でありま

すね。 

　マイナンバーカードに４桁の暗証番号を入れ

ると、医療情報、他人でもたどり着けます。 

　ですから、落としたりとかということについ

ては、かなり注意をしておかなければならない

んだと思います。 

　私なりに考えてみましたが、心配な人は、で

きるだけマイナンバーカードを使わない、そん

なことかと思います。 



－ 46 －

　それから、各種カードをひもづけしない、こ

れもセキュリティは上がっていきます。 

　マイナンバーカードの電子証明書を失効させ

れば、これはマイナポータルや保険証としては

使えないが、セキュリティレベルを上げて、市

民カードとして使えるということになろうかと

思います。 

　マイナンバーカードは基本的に、マイナンバ

ーと結びつけてない利用がいっぱいありますよ

ね。ですから、機能的にはそうなるということ

です。 

　本当に心配な人は、この電子証明書のシリア

ル番号を失効させて活用することもできるんだ

と思います。 

　これは、行政に言えば、失効証明書があると

思いますので、またそういう対応、高知市なん

か、もう既にやっていると思いますけれども、

確認しておきます。 

　それでは、その次の質問。 

　情報流出のほか、トラブルが起こった場合に、

そのフォローはどうしますかと。これは、既に

言ってくれたと思いますので、これはいいです。 

　次です。マイナンバーカードを持たない、あ

るいは持てない市民に対するフォローを教えて

ください。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、今城議

員の御質問にお答えいたします。 

　はじめに、マイナンバーカードを持たない、

あるいは持てない方への保険証に係る対応につ

いてでございます。 

　マイナンバーカードと保険証の一体化に関し

ては、健康保険証の廃止後は、マイナンバーカ

ードによる保険資格の確認を受けることができ

ない状況にある方が、必要な保険診療等を受け

られるように、被保険者からの申請に基づき、

資格確認書が交付されることとなります。 

　また、詳細は今のところ示されておりません

が、経過措置期間中は、保険者等は、必要があ

ると認めるときは、職権で被保険者等に対して、

資格確認書を交付することができることとなり

ます。 

　当市としても、今後、国から示される通知を

確認する中で、国民健康保険の保険者として、

マイナンバーカードを取得されていない方に対

して、どのように対応していくのか、検討して

まいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、引き続

き答弁させていただきます。 

　ＳＵＫＵＭＯ市民カード化構想においての対

応についてです。本年度予定しております、Ｓ

ＵＫＵＭＯ市民カード化構想におきまして、図

書貸出カードや診察券のマイナンバーカードへ

の一元化を予定しておりますが、マイナンバー

カードを取得されていない場合であっても利用

が可能となるよう、従前から持たれている図書

貸出カードでも利用が可能となるよう、システ

ムを構築をする予定としております。 

　また、保育園における登降園の管理におきま

しても、マイナンバーカードをお持ちでない場

合は、ＱＲコードやタッチパネル、保育士の直

接入力などで、登降園の管理が行える、そうい

うシステムを構築する予定としております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　濵田知事ですね、１６

日の記者会見がありました。 

　１６日の記者会見で、暫定的に今の保険証が

使えるようにすると。それに代わる証明書を出

して、折り合いをつけると述べました。 

　ですから、マイナンバーカードを持たない人

も、これまで同様に、さっき言われた図書貸出
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カードとか様々なサービス、市民サービスが受

けられるよう対応していただくことを希望しま

す。 

　それから、さっき言ったように、マイナンバ

ー自体が、通常、普通に皆さんに見られて、書

き写しもできるような状況に置くというのは、

特に子供にとっては心配な気がしています。悪

用された場合に心配ではあります。 

　子供については、十分に、その対応をよろし

くお願いいたします。 

　最後に、市長に伺います。 

　市民カード化を推進するとしても、マイナン

バーカードのシステム上の問題を修正するには、

相当な労力と時間が必要になると思っています。

トラブル続出の現状においては、市民カード化

は、一旦立ち止まるべきではないかと考えます。

市長の考えをお聞きします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　マイナンバーカードにつきましては、デジタ

ル社会の形成に必要不可欠なものであることか

ら、国を挙げまして普及促進に努めておりまし

て、本市におきましても、多くの市民の方に申

請いただいたことで、全国でも上位の交付率を

誇る、そういった自治体となっているところで

ございます。 

　現在、デジタルの活用により、一人一人のニ

ーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様

な幸せが実現できる、デジタル社会に向けまし

て、国と地方公共団体、関係する民間事業者が

一丸となって、取り組みを進めている状況であ

ります。 

　子育てや介護、転出・転入に係る行政手続な

どに係るオンライン申請サービスの提供も始ま

っているなど、市民の皆様が、マイナンバーカ

ードの利用により、利便性が向上したと感じる

ことができ始めた、そういったところでありま

す。 

　これから行政サービスのデジタル化が進み、

全国どこでも、誰もが快適に過ごせる社会が構

築される、そういったことで、市民の方が得ら

れる恩恵は、さらに増加をするというふうに考

えているところでもございます。 

　先般、マイナンバーカードに関して、様々な

問題が取り沙汰されておりますが、その主な原

因は、ヒューマンエラーであることから、国に

おける再発防止の徹底に加えまして、本市の支

援業務などにおきましても、これまで以上に細

心の注意を払いまして、正確で慎重な作業を実

施いたしまして、皆様の不安の払拭に取り組ん

でまいりたい、そのように考えているところで

ございます。 

　今回の転換期のこの波を乗り越えまして、デ

ジタルの活用により多様な幸せが実現できる、

そういった社会において、市民の皆様が最大限

の恩恵を得られますよう、宿毛市ではマイナン

バーカードの利用促進に向け、市民カード化を

邁進しているというところでございまして、引

き続き、続けていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

　なお、社会状況いろいろ変わってまいります

ので、国の動向であるとか、またそのマイナン

バーカードを取り巻くものについては、最新の

情報を取り入れながら、注意を払っていきたい

というふうに考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　便利になる可能性は非

常にあると思うのですが、反面、個人の尊厳と

か、そういうところに食い込む情報管理の問題

がありますので、最大限、気をつけなければな

らないと。 

　それから、そういうことを、本来なら本人の
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申請によってカードを取るというものが、それ

を使わざるを得ない生活になっていくという、

結局、選択できる場をしっかり残していくとい

うことは大事と思います。 

　こんなに多様な種類の混乱が起こるっていう

のは、ヒューマンエラーの問題ではなく、制度

設計がちょっとおかしいと思っています。 

　ひもづけが多過ぎると思っています。 

　そのひもづけは何かというと、マイナンバー

とは関係ないひもづけが多いということです。 

　マイナンバーに絡んだものと違うものとひも

づけして、そこからマイナンバーにたどり着く

ことができる。あるいは、マイナンバーと特定

個人情報に入っていくことができるようになる

ということが、すごく心配な構造になっていま

す。 

　そういうことですが、最後の言葉を述べてお

きます。 

　ＰＦＩでは、市民の知るべき権利が奪われ、

マイナンバー市民カード化構想では、市民が秘

匿すべき特定個人情報を、市は率先して流出の

危険にさらしていくことになります。これは間

違いないです。便利ですけれどもね。 

　問題を冷静に見極め、行政としての正しさを

貫けるよう、軌道修正していただきたいと思い

ます。 

　以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午後　３時４５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時５６分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

　それでは、引き続き一般質問を行います。 

　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　７番、堀です。通告に従

いまして、一般質問をさせていただきます。 

　まず、私としましては、２期目の最初の一般

質問ということで、市民の代表としての立場で、

４年前にも話をさせていただきましたが、改め

て気を引き締め、市民目線で分かりやすい質問

をしていきたいと考えておりますので、よろし

く御答弁をお願いします。 

　それでは、１の市議会議員選挙についてであ

ります。 

　４月１６日告示、４月２３日投開票でありま

したが、今回の選挙は、全国的には地方議員の

なり手不足と言われていましたが、ここ宿毛市

におきましては、新人６名が出馬し、５名が上

位で当選するという世代交代が行われ、若い世

代へ期待をするものとなりました。 

　ただ、投票率は６４．０６％と過去最低の結

果となりました。 

　この投票率は、私たち現職議員への不満の表

れかもしれませんが、市の選挙管理委員会とし

ては、どのように受け止めているのかをお聞き

します。 

○議長（川村三千代君）　選挙管理委員会委員

長。 

○選挙管理委員会委員長（土居利充君）　堀議

員の一般質問にお答えします。 

　まずはじめに、４月２３日に行われました宿

毛市議会議員選挙におきまして、市民の皆様の

御協力のもと、無事に終えられましたことに対

し感謝を申し上げます。 

　議員御指摘のとおり、本年４月２３日に執行

の宿毛市議会議員選挙におきまして、投票率が

６４．０６％となり、過去の市議会議員選挙の

中で最も低い投票率となりました。 

　市議会議員選挙は、市民にとって最も身近な

選挙であり、宿毛市政のあり方を方向づける、
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重要な選挙であると認識をしておりますので、

今回の結果は、非常に憂慮しているところであ

ります。 

　選挙は民主政治の基盤を支える重要な制度で

あり、市民の皆様には、棄権することなく投票

していただきたいので、今後も、投票参加の重

要性を訴えていき、選挙啓発の活動をさらに進

めてまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　私は選挙後に、市民の

方々から、期日前投票に、新しい市役所まで行

くのが大変だったという話や、投票が簡単にで

きるよう、高知市みたいに大型量販店で投票が

できたら、買い物のついでに投票できるからわ

ざわざ投票所に行かなくてもよいのにねと話さ

れているのを耳にしました。 

　近い場所で、期日前投票が分散して何か所か

でできれば、投票率アップにつながるかもしれ

ません。 

　秋に実施される市長選へ向け、投票率アップ

にどうすればいいのか、何か対策を考えている

のか、お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　選挙管理委員会委員

長。 

○選挙管理委員会委員長（土居利充君）　堀議

員の質問にお答えいたします。 

　投票率向上に向けた取り組みは、選挙管理委

員会の主要な職務の一つであります。 

　ただ、投票率につきましては、選挙の争点や

候補者の顔ぶれ、当日の天候など、様々な要因

が影響するものであります。 

　議員御指摘の新たな期日前投票場所の設置や、

移動期日前投票の導入は、有権者の利便性を考

えれば重要なことであると認識しており、そう

いった御意見もいただいております。 

　ただ、場所や人員の確保、機器の導入、セキ

ュリティの問題など課題も多くございます。 

　現庁舎に期日前投票所を設置して以降、昨年

の参議院議員選挙、４月の市議会議員選挙と２

つの選挙を執行してまいりましたが、旧市役所

同様、多くの市民の皆様に御利用していただき

期日前投票率は上昇しております。 

　新たな期日前投票場所の設置につきましては、

今後、期日前投票の状況や、有権者の皆さんの

状況なども勘案しながら、検討してまいります。 

　投票率向上の取り組みについては、対策の一

つとして、若年層の政治の関心を高め、選挙に

対する意識づけ、動機づけを図ることが重要で

あると認識しております。 

　現在、学校への選挙物資の貸し出しによる模

擬投票の支援のほか、高知県選挙管理委員会と

合同で小学校の出前授業も予定しており、若年

層への選挙啓発には、引き続き力を入れていき

たいと考えております。 

　今後も、市の広報やホームページ、アプリ、

ＳＮＳなども活用しながら、情報発信を行うこ

とにより、選挙の周知に努めながら、投票率の

向上に向けた啓発活動を地道に続けてまいりた

いと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　場所、人員、予算の面で

すぐには難しいかもしれませんが、将来的には、

ネット投票にも移行でき、若い世代にも関心を

持ってもらえればと思います。 

　１０年後２０年後には、ネット投票が当たり

前になっているかもしれません。 

　続きまして、２の防災についてに移ります。 

　（１）豪雨災害について。 

　６月２日、台風２号からの暖かく湿った空気

が前線に流れ込み、梅雨前線の活動を活発化さ

せ、幡多を中心に線状降水帯が発生し、豪雨を

もたらせました。 
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　本市におきましては、大雨警報、洪水警報、

土砂災害警戒情報、そして小筑紫地区には、警

戒レベル４の避難指示が発令され、１，２１８

世帯２，２６９人に避難指示が出されました。 

　私は、防災アプリで小筑紫小学校体育館と文

教センターが、避難所として開設されたことを

知りましたが、避難所の避難状況、住宅の浸水、

道路冠水、土砂崩れなど大きな災害はなかった

のかをお聞きします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

堀議員の一般質問にお答えいたします。 

　６月２日の豪雨は、小筑紫町石原と土佐清水

市との市の境付近で、短時間に強い雨が続いた

影響によりまして、周辺の土砂災害の危険が高

まりました。その後、気象庁の土砂災害警戒情

報の発表を受けて、災害対策本部を設置し、午

前９時３０分に小筑紫町地域に警戒レベル４の

避難指示を発令するとともに、小筑紫小学校体

育館と宿毛文教センターに避難所を開設し、危

険な場所からの避難と安全の確保を呼びかけま

した。 

　同日の午後２時３０分に、土砂災害警戒情報

が解除されたことによりまして、避難所への避

難者はゼロ人で、いませんでしたので、避難指

示を解除し、開設していた避難所も閉鎖いたし

ました。 

　御質問の豪雨に伴う被害の状況につきまして

は、住宅裏の土砂崩れが４か所、道路・河川被

害が８か所。農林業被害につきましては、頭首

工の破損が２か所、林道の路側の破損が２か所。

林道の崩土が２か所。 

　それから水産業につきましては、養殖魚のへ

い死が２業者で、シマアジが５万５，０００尾、

シマアジ稚魚が４万尾、マダイ３，０００尾の

被害が発生いたしました。 

　また道路冠水も４か所発生いたしましたけれ

ども、住宅の浸水はなく、幸いにも人的被害は

ございませんでした。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　お隣の大月町では、県道

沿いの土砂が２０メートルにわたって崩れ、道

路に流れ込んだり、黒潮町では流れ出た土砂の

影響で、列車が脱線するという被害も発生しま

した。 

　今、人的な被害がなく、災害も比較的小さな

被害であったと確認でき、安心はしましたが、

なお、被害に遭われた方々にはお見舞い申し上

げます。 

　私は、今回の豪雨の次の日、地域や近隣の地

区の被害状況の確認をして回りました。すると、

大島地区で、平成３０年の豪雨のときに大きな

がけ崩れをした場所のすぐ横に、小さながけ崩

れを見つけました。 

　道路の片側に土砂が流れていましたので、休

日ではありましたが、土木課へ連絡してみます

と、すぐに現場へ来て、土砂は業者が休み明け

に撤去してくれる約束をしてくれました。 

　また、側溝に草や土砂が堆積して、水の流れ

がよくない状況を説明し、職員と一緒に確認す

ると、側溝清掃もしておきますと言ってくれま

した。 

　通常、側溝の清掃は、地区や個人が行うもの

だと思っていましたが、状況によっては、市の

協力が得られることが分かりました。 

　側溝清掃については、空き家となっている区

間や、高齢化により、蓋が重くて何十年も上げ

ることなことができないなど、土砂がたまって

いる箇所がたくさんあると思います。 

　市内全体の側溝の堆積調査を実施する必要が

あるのではないかと私は思いますが、調査等で

きないのかをお尋ねいたします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 
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○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、堀議員

の質問にお答えいたします。 

　本市が管理している市道は８０３路線、総延

長約３９５キロメートルと多くの路線を管理し

ており、その全ての道路側溝を調査することは

大変難しい状況です。 

　現在、地区長等から連絡をいただいた際に、

現地の調査を行ったり、現地移動時等に確認す

るように努めております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　再質問させていただきま

す。 

　総点検となると、調査だけでも各地区で実施

するのは大変な数ですので、難しいであろうと

思っておりました。 

　実は豪雨の数週間前に、地区の神社の前の側

溝清掃を神社の総代５人で行いました。 

　コンクリートの蓋が重く、何十年も清掃され

ておらず、２人がかりで蓋を開けた際、堆積し

た土砂は２０センチほどありました。 

　数十メートルだけの作業でしたが、土嚢袋は

５０個以上になりました。 

　また、湊地区の清掃活動にお手伝いに行った

際に、側溝が土砂で埋まり、道路と一体化して

いる箇所を見つけました。 

　側溝の堆積調査は、地区と協力しながら実践

して、このような土砂の撤去を行う必要があり

ますが、その点どのように考えているのかをお

伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えします。 

　側溝清掃におきましては、地区での一斉清掃

時に土砂撤去等を実施していただいております

が、地区での困難な場所等は、調査により確認

し、優先順位をつけながら、維持工事により土

砂撤去を行っております。今後におきましても、

土砂が堆積している箇所等があれば、地区等の

御協力をいただきながら、適切に対応してまい

ります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　土砂の撤去におきまして

は、継続して行っていただきたいと思います。 

　また、学校のほうから、防災学習の中で、学

生が土砂撤去を行うこともできる、そういった

話もありましたので、市のほうで蓋を上げると

いった協力をしていただき、学生も地域の方々

も参加して土砂の撤去ができれば、すばらしい

防災対策ができると思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

　続きまして、（２）の大島橋について移りま

す。 

　大島橋については、南海トラフ地震や津波な

どによって、橋が重大な損傷を受けて通行不能

になった場合、大島地区の孤立化が懸念される

中、令和元年９月議会において、いつ頃の建設

になるのか、私から質問させていただきました。 

　その定例会で市長より、超音波探査による鋼

管橋脚の肉厚測定により、４０％程度の腐食が

確認され、早目に措置をする必要があると診断

されており、宿毛市が管理する橋梁の中でも、

特に優先的に対策を実施する橋梁の一つである、

と答弁をいただいているところであります。 

　着手時期については、市道新田１号線の廻角

橋の施工完了後となる令和４年度以降に、大島

橋に着手するということでしたが、現在の進捗

状況や今後の展開について、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、堀議員

の質問にお答えします。 

　大島橋は、老朽化や耐震化が課題となってお

り、今年度より設計条件の設定に必要な基礎デ
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ータを得るため、既存している旧橋台の構造と、

基礎状況を確認する調査を行う予定としており

ます。 

　この結果を踏まえ、大島橋への対応方針を定

め、橋梁の設計や工事中の交通利用形態等も併

せて検討を行い、早期の工事着手に向け、事業

の推進に取り組んでまいります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　再質問させていただきま

す。 

　今年度より、設計に必要なデータを得るため

の調査として、早期工事着手を考えているとい

う内容の説明でありましたが、なかなか調査し

てみないと分からないのは承知しておりますが、

この新しい大島橋の完成がいつ頃になるのか、

あえてお聞きしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えします。 

　現地状況の調査をしている段階であり、調査

の結果や工事内容により、見通しは変わってき

ますが、市道新田１号線の廻角橋架設完了まで

の期間を参考に、１０年ほどかかる見通しであ

ります。 

　大島地区住民の皆様における大島橋の重要性

については、重々認識しております。地区の皆

様が安心して暮らせるよう、早期完成に向けて

取り組んでまいります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　大変答えづらい質問だっ

たと思います。調査してみないと分からないこ

とが多いのは理解しておりますので、これ以上

の質問はいたしませんが、早期完成に向け、よ

ろしくお願いいたします。 

　次に、子育て支援対策についてに移ります。 

　まずは、放課後児童クラブについてです。 

　国の総合的な放課後対策事業の中で、放課後

児童クラブ、これは学童クラブ。それと、放課

後子ども教室の二つの事業があります。 

　放課後児童クラブは、本市におきましては、

一般的には学童保育と呼ばれていますので、こ

の場では学童保育として、話を進めさせていた

だきます。 

　学童保育は所管が厚生労働省で、対象は、保

護者が就労などで昼間家庭にいない小学生が対

象で、目的は、適切な遊び及び生活の場を提供

することで、放課後児童支援員の有資格者と補

助員が子供に関わります。 

　一方、放課後子ども教室は所管が文部科学省

で、保護者の就労の有無に関わらず全ての子供

が対象で、地域の人の協力を得て、学習や様々

な体験、交流活動、スポーツなどの機会を提供

することであります。 

　市内では、学童保育が宿毛、山奈の２校の小

学校、放課後子ども教室は、咸陽、大島、小筑

紫、平田、橋上の５校の小学校で実施されてい

ます。 

　私は十数年前から、子ども教室に関わってき

ましたが、以前より学童保育と子ども教室の一

体化や、併設ができないものかと考えてきまし

た。 

　宿毛小学校の学童保育を例にすると、入会金

３，０００円、会費は一月４，０００円。兄弟

でとなると、第２子目から２，０００円。 

　また、ひとり親の場合も２，０００円となっ

ております。 

　他市の負担額は、６，０００円前後であると

聞いていましたので、ここの点については、比

較的安い設定になっているなと感じました。 

　そこで、質問させていただきます。 

　宿毛小学校、山奈小学校での受入人数につい
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て、お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、堀議員の一般質問に

お答えします。 

　令和５年５月１日現在、山奈小学校学童保育

保護者会が運営するかかし学級は、１年生から

６年生までの３０名。宿毛小学校学童保育保護

者会が運営するにじいろクラブ１では、１年生

を３３名。にじいろクラブ２では、２年生と３

年生３９名を受け入れしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　宿毛小学校の学童保育は、

合計７２名とただいまお聞きしましたが、この

人数は適正であるのかをお聞きします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　宿毛小学校の放課後児童クラブにじいろクラ

ブにつきましては、国の基準により算出した１

クラブ当たりの定員は３９名となっており、現

在の施設は、２クラブの扱いとなり合計７８名

となりますので、にじいろクラブの受け入れ人

数の７２名は適切であると考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　私は、コロナの状況の中

でも、もちろんスタッフが工夫され指導された

とは思いますが、現実的には大変苦労があるの

ではと感じました。 

　学童保育におきましては、先ほどお話しまし

たように、負担額が生じるわけでありますが、

それに対し放課後子ども教室は、全学年対象で、

年間８００円の安全保険に加入することで参加

できます。 

　ただ、長期休暇となる夏休み、冬休み、春休

みについては、学童保育は８時から１８時まで

受け入れができ、子ども教室では、学校によっ

ては開催されている学校とされていない学校が

あり、それも４時間までと規定があり、２つの

事業の中では、この点が非常に異なるところで

もあります。 

　宿毛小学校では、多方面の地区から、学童保

育があるからと、わざわざ遠くから通わせてい

る児童も少なくありません。 

　そうした児童も含め、４年生になった場合の

子供たちの居場所がなくなってしまうのではな

いかと考えますが、この点はどのようなお考え

なのかをお伺いします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　堀議員の一般質問に

お答えいたします。 

　宿毛市の放課後児童クラブにつきましては、

各小学校学童保育保護者が、国の基準をもとに

受入対象等を決定し、運営しております。 

　宿毛小学校では、平成１２年に保護者からの

要望に応え、学童保育を行う場として、保護者

会が宿毛小学校放課後児童クラブを設立し、現

在に至っております。 

　宿毛小学校放課後児童クラブは、１年生から

３年生の就学児童で、保護者が就労等により昼

間家庭にいない子供や、疾病、介護等により、

昼間家庭での養育ができない子供を対象として

おり、宿毛市といたしましては、児童クラブの

目的でもある基本的な生活習慣の確立や、自主

性、社会性の向上等については、この期間で基

本的に習得できていると考えており、４年生以

上の児童の居場所につきましては、それぞれの

御家庭で判断されていると考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　習い事や、いろいろな場

所があるということですが、実際、家庭で１人
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で過ごす児童がいることも事実であり、宿毛小

学校に子ども教室も開設されていれば、全ての

子供の居場所ができると、この子ども教室の運

営に関わるものとして、感じるところでござい

ます。 

　現実的には、予算や支援員、活動場所の確保、

困難な点が多いと思いますので、今後、西地域、

東地域の学校統合の際には、今ある放課後子ど

も教室、放課後児童クラブを一つに統合するの

ではなくて、一つの学校に両方が開設されるよ

うなことを検討していただければ、さらなる子

供の居場所づくりになると考えますので、よろ

しくお願いいたします。 

　続きまして、（２）の中学校の部活の地域移

行についてであります。 

　この件におきましては、今年の３月議会で

野々下議員が質問されていました。 

　まだ３か月しか経過しておりませんが、答弁

をよろしくお願いします。 

　まず、アの有識者の検討委員会について。 

　文部科学省は、休日の部活動の指導を地域ク

ラブ等に任せる地域移行を進めたい考えで、２

３年から３か年を改革推進期間として、段階的

に移行を進め、早期実現を目指す方針を示して

います。 

　私が、今回取り上げさせていただいたのも、

国が掲げている部活動の地域移行が進められる

ことに疑問があるからです。 

　原点にあるのは教員の働き方改革で、部活動

を含めて、長時間労働がないよう教員の多忙化

解消に向けての対応であります。 

　部活動の地域移行には、教員の課題とともに、

民間団体や外部指導者の確保、保護者負担の軽

減、指導者への報酬費等いろいろな課題があり

ます。 

　昨年の１１月に部活動検討委員会が立ち上げ

たと、一般質問の中でも教育長が答えられてい

ましたが、その検討委員会では、何名のどのよ

うな方で編成され、今年度は話し合いが持たれ

たのか。今年度のスケジュール等があればお聞

きしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　部活動の地域移行に関する経過と現状といた

しましては、令和４年１１月に、行政、学校、

スポーツ団体、保護者からなる宿毛市立中学校

部活動検討委員会を立ち上げ、部活動の在り方

について、協議を行っているところでございま

す。 

　検討委員会での意見としましては、現在ある

部活動について、一括して地域移行することは

非常に困難であり、地域移行できる種目から段

階的に移行するなど、地域に合った形で学校と

クラブチームとの協議を継続して進めていくこ

ととしております。 

　部活動検討委員会立ち上げ後の具体的な取り

組みといたしましては、校長会やスポーツ指導

者連絡協議会等での制度説明や、市内中学校に

おける部活動の種目、部員数、平日や休日の活

動場所、外部指導者の有無などの実態調査を実

施しております。 

　また、これらと並行して、レスリングやソフ

トボールなどの競技団体と地域移行に向けた具

体的な協議も行っており、引き続き、学校やク

ラブチームとの協議を重ねていきたいと考えて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　私が一番大事にしてほし

いのは、子供たちであります。 

　子供たちも一緒になって部活を考える。子供

たちが、楽しく有意義にするにはどうしたらい

いか。生徒会等で話し合うことも、大切である



－ 55 －

と思います。 

　いずれにしましても、この検討委員会で話し

合われていくようになると思いますので、また

よろしくお願いいたします。 

　イの外部指導コーチについてであります。 

　教員の長時間労働が深刻化されていますが、

宿毛市内の部活動においては、平日に１日、休

日に１日の週２日の休みを取ること。 

　平日には２時間から３時間、休日には３時間

から４時間の練習時間としているようです。ま

た、クラブ未経験者の教員の部活には、外部指

導コーチをお願いしている部活もあり、熱心に

指導されている姿をよく見かけます。 

　私も十数年前に、バレーボールの外部指導コ

ーチをしたことがありますが、仕事と両立する

ことで、あまり練習を時間どおりには行けなか

ったり、以前は大会のときにベンチに入れない

規定があり、子供たちにも負担をかける状態で

あったことを思い出します。 

　今年度の市内の中学校の外部指導コーチの人

数、日数や時間の規定、または報償費はどれぐ

らいであるのか、どういった方がコーチをして

いるのかをお聞きします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、堀議員の御質問にお答

えいたします。 

　本年度の会計年度任用職員として雇用してお

ります部活動指導員の配置状況について、お答

えさせていただきます。 

　本市では、令和４年度より高知県部活動指導

員配置促進事業補助金を活用いたしまして、部

活動指導員を配置しております。本年度の内訳

としましては、宿毛中学校が、バレーボール部、

陸上部、卓球部、バスケットボール部の４部活

動。片島中学校が、バレーボール部、ソフトテ

ニス部の２部活動。東中学校が、バレーボール

部となっておりまして、合計７部活動となって

おります。 

　指導員の職種につきましては、教員ＯＢの方

が３名、会社員の方が３名となっております。

１名の方は重複していただいておりますので、

数が合いません。 

　報酬については、１時間当たり９７６円とな

っておりまして、部活動時間につきましても、

先ほど議員のおっしゃられた、部活動の活動時

間に合わせて行っていただく中で、指導員が行

ける時間に行っていただいているというような

活動になっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　私が思っていたより、人

数は少ないのかなというふうに思いました。 

　私は、外部指導コーチとしていろんな分野で

経験と知識を持った方を、教員の補助的な立場

で技術的、精神的な部分も含め、手助けしてい

ってくれる方が、たくさんいればいいと思いま

す。 

　ただ、部活は学校生活の延長であり、教育の

一環であります。 

　教育者としての素質も兼ね備えた、そういっ

た人材を十分に確保するのは容易ではありませ

ん。非常に難しい問題であると感じます。 

　この幡多地域の近隣の中学校でそういった地

域移行がうまくいってる学校があるのか、現状、

お聞きいたしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　幡多地域における中学校部活動の地域移行の

現状につきましては、土佐清水市の総合型地域

スポーツクラブスクラムでは、バドミントンと

硬式テニスの２種目が、地域クラブとして活動
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しております。 

　この２種目につきましては、元々、部活動と

しては存在せず、地域活動として活動されてい

たものが、地域クラブとして高知県中学校体育

連盟に加盟した形となっております。 

　また、四万十市、黒潮町、大月町、三原村に

つきましては、今年度、部活動検討委員会を立

ち上げるなどして、協議を行っていくという状

況であるとお聞きをしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　近隣の中学校でも、あま

り話が進んでいないのが現状だと思います。今

回、部活の地域移行について、地域の中学校や

部活担当の教員、他市の教育長や校長先生など

幅広く話を聞かせてもらいました。 

　たくさんの資料として用意もしてきましたが、

私自身、まとめて話をすることができなかった

かもしれません。 

　今後、検討委員会で様々なことが話し合われ

ると思います。 

　新たな地域クラブ活動のあり方について、こ

れからも注視していきたいと思います。 

　続きまして、４の観光対策についてに移りま

す。 

　（１）の市営定期船についてのア、新船おき

のしまについてでありますが、旧船であるすく

もの老朽化により、本年４月１２日に、島民に

とっては待望の新船おきのしまが就航されまし

た。 

　私も２回ほど、おきのしまに乗船させてもら

いましたが、船長室からは、船の全体が見回せ

るようなモニターがあり、ひと目で安全確認が

でき、２階の後部座席よりデッキに出ても割と

静かで、凪の日の乗船でしたので横揺れはあま

り感じませんでした。 

　新船になり、島民の方の感想など、どのよう

にお聞きしているのか、御指摘などもあれば、

お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、堀議員

の一般質問にお答えいたします。 

　新船、定期船おきのしまにつきましては、本

年３月３１日に竣工し、４月１２日には関係者

の皆様に多数御参加いただき、就航式を開催し、

同日の午後便より就航しております。 

　航路や時刻等に関しましては、今までと変更

はありません。 

　５月の乗船者数は、１，３３９人となってお

りまして、昨年の５月の実績１，２２８人と比

較しますと、若干ではありますが、増加してい

る状況でございます。 

　新船おきのしまの特徴についてですが、バリ

アフリー設備として、昇降機を設置しておりま

す。 

　また議員からもあったように、デッキ部分に

は屋根と椅子を設置しておりまして、利用者な

どからは、今まで以上に快適に外の景色を見る

ことができるのでよかった。 

　また、車椅子を使用している県外の知人が、

沖の島訪問の計画を検討しているみたいですな

ど、うれしいお声がけをいただいております。 

　その一方で、船内の階段の天井が低く、頭を

ぶつける可能性があるなどの御意見もいただき

ました。 

　これにつきましては、構造上変更ができない

箇所でございましたので、クッション材を取り

付けることで、対策を講じております。 

　今後におきましても、安全運航を大前提とし

て、適切な管理運営に取り組んでまいりたいと

考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　まず、きれいなのはもち
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ろんですが、先ほど課長も言われましたように、

車椅子での乗り降りしやすいように、バリアフ

リー化もされており、観光の誘致や、何より島

民の足として、欠かせない移動手段として活躍

が期待されます。 

　私が耳にしましたのは、運送時の荷物の安全

対策についてであります。最近はすごく高価な

自転車に乗られている方もいるようです。御自

身の自転車で、沖の島の自然を楽しむ方も多く

なると思います。 

　そこで、そのような荷物の運送に関する安全

対策について、お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、堀議員

の再質問にお答えいたします。 

　定期船での貨物運搬につきましては、出荷者

が梱包等の発送準備をしていただき、定期船職

員等が積み下ろしをしております。 

　貨物の品目は、生活用品や食材、建設資材等

となっておりまして、内容は多岐にわたってお

ります。 

　いずれの貨物につきましても、安全に運搬で

きるよう職員等で積み込みをしておりますが、

御質問のありました、緩衝材等を含みます貨物

の発送準備につきましては、出荷者にお願いを

している状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　出荷者が用意するという

ことでしたが、保護カバーであったり緩衝材が

あったらいいねというふうに、自転車愛好者の

方からお話を聞きましたので、小さいことかも

しれませんが、お話したことです。 

　これからも、安全性に留意していただきたい

と思います。 

　続きまして、イの旧船すくもの処分について

に移ります。 

　夕方、定期船の停泊している桟橋に散歩して

いきますけれども、左手にすくも、右手におき

のしまの２隻の市営定期船が勇壮に並んでいま

す。 

　それはそれで絵になるような風景で、夕焼け

が映し出す姿に感動もいたします。 

　このまま２隻を維持していくのは、宿毛市に

とっては大変だろうなと、いつも思います。 

　旧船のすくもの処分については、現在どのよ

うな状況であるのかを、お伺いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、堀議員

の一般質問にお答えいたします。 

　定期船、旧船すくもにつきましては、新船お

きのしまの代船として所有する場合、その経費

は、国及び高知県の航路補助対象外となること

から、売却することを決定し、一般競争入札に

よる売却手続を進めてきたところでございます。 

　経過につきましては、本年５月８日に入札公

告を行い、１０社から入札参加申込書の提出を

いただきました。そのうち８社から、実際に入

札がありまして、６月５日に開札した結果、売

却金額５，００１万円で、愛媛県松山市の山下

商店有限会社が落札者に決定し、６月１４日に

売買契約を締結いたしました。 

　今後につきましては、契約上、売買代金の入

金をもって所有権が移転することとしておりま

して、契約に基づく売買代金の入金を待ってい

る、そのようなところでございます。 

　なお、予定といたしましては、７月上旬まで

に船舶の引き渡しを行う見込みとなっておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　近く処分されるというこ

とで安心しましたが、私としましては、少し寂

しい気持ちにもなります。 
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　２日に１回はエンジンをかけ機械の点検など

も行い、さらに、いつも船員の皆様が掃除して

おり、どちらが新船か見間違うほどきれいにさ

れているなと感じています。 

　どれぐらいで売買されるのか、もっと低い金

額を聞いておりましたので、高く売買されたの

は、こういった日頃の船員のおかげであること

は言うまでもないと思います。 

　次に、（２）の定期船事務所について、移り

ます。 

　ここで言う定期船事務所は、片島取扱所のこ

とであります。 

　私は毎朝作業して、事務所前の自動販売機で

コーヒーを買い、事務所の中で飲みながら、沖

の島の写真を見たり、海を見るのが日課となっ

ています。 

　この建物は、私が学生の頃には建設されてい

たような記憶がありますが、現在、事務所内の

天井には、張り替えの跡や大きなひびを修理し

た跡などがあり、古い建物であるとは思います。 

　この事務所が建設されたのは何年であるのか

を、お伺いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

堀議員の一般質問にお答えをいたします。 

　定期船事務所がいつ建設されたのか、との御

質問でございますが、定期船事務所は、宿毛市

観光センターの一部を利用している状況であり

ますので、観光センターの建設年月についてお

答えをいたします。 

　この建物は、昭和５４年３月に完成をしてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　昭和５４年に建設された

ということですが、昭和５６年以前であれば、

耐震基準を満たしていない建物ということにな

ると思いますが、これまで耐震をされていたか

どうか、お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

質問にお答えをいたします。 

　この建物は、先ほど答弁いたしましたように、

昭和５４年３月に完成をしておりますので、議

員が言われます、新耐震基準が定められました

昭和５６年以前の建築物になりますので、耐震

化は現在されておりません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　ただいま、耐震がされて

いないという御説明でしたが、これは、耐震診

断であったりとか、そういうふうな対応は検討

しておりますか。お答えください。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　耐震診断を検

討しているかという御質問でございましたが、

現状では、耐震診断を検討はしておりません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　耐震診断も予定はしてな

いということでしたが、何か早急な対策が必要

であるんじゃないかなと、私は感じるところで

ありますので、またこれから、検討をよろしく

お願いしたいと思います。 

　次の、（ウ）のエアコン設置についてであり

ますが、事務所は、島民の皆さんや家族を迎え

に来られた方々の集う待合所となっております。 

　夏場はミストつきの扇風機が一つ備えてあり

ましたが、道路と海からの照り返しで、尋常で

ない暑さとなります。お年寄りが多く、熱中症

の危険性があり、早急な対応が必要だと思いま

すが、これについては、何か対策があるのかを

お聞きします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 
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○市長（中平富宏君）　先ほどの定期船の待合

所のところでありますが、この観光センターが

立地している場所は、堀議員もよく御存じだと

思いますが、高知県が現在進めております防波

堤の堤防耐震化事業の区域に入っているところ

でございまして、移転等の検討も必要になって

くる可能性がある、そういった場所でございま

す。 

　先ほど、課長からも答弁させていただきまし

たが、堤防のほうの詳細について、まだ決定を

していないという状況でありますので、今後も

県と情報共有する中で、耐震化あるいは建て替

えについて、検討を進めていきたいと思ってい

るところでございます。 

　引き続き、課長に答弁をしていただきたいと

思います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

堀議員の質問にお答えをいたします。 

　エアコンの設置についての御質問であったか

と思います。 

　定期船事務所の待合所が暑いという声は、市

のほうにも届いておりましたので、現在、ミス

トファンを設置をして対応をしているところで

ございます。 

　エアコンの設置につきましては、待合所の利

用時間や利用頻度等を考慮する中で、その必要

性について、今後また検討してまいりたいと考

えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　本年も、これから大変暑

い夏となることが予想されます。 

　ぜひ、早急な対応を考えていただきたいと思

います。 

　続いて、（３）のサニーサイドパークについ

ての来場者についてに移ります。 

　サニーサイドパークは、１年間の改装工事を

経て、５月３日にリニューアルオープンいたし

ました。 

　子供たちが楽しめる遊具やキャンプ場も併設

されて、新しくスタートしました。 

　まだ２か月近くしか経過しておりませんが、

来場者は以前と比べてどうなのか。市民の声、

反応はどうか。お聞きしていることがあれば、

お伺いいたします。 

　先ほどの今城議員の質問と重複するお答えが

あるかと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

堀議員の一般質問にお答えをいたします。 

　道の駅すくもサニーサイドパークの来場者数

についての御質問であったかと思いますが、道

の駅は、２４時間利用可能な施設でございます

ので、指定管理者が不在となる夜間についての

来場者数については、把握が困難ではあります

が、昼間にレジを通過した客数の実績といたし

まして、５月の１か月で２，１１３人の方がお

られたというふうに聞いております。 

　そこから、指定管理者の実感による推測では

ございますが、５月一月の昼間の道の駅の来場

者数は、３万人を超えているものと想定をして

おります。 

　また、フリーキャンプエリアの利用件数４１

件、デイキャンプエリアの利用件数が８件、Ｒ

Ｖパークエリアの利用件数は２０件となってお

ります。 

　過去との比較ということでございました。過

去、道の駅で、５月の利用実績をかっちりと実

数を計測したわけではございませんが、過去、

５月の来場者数としましては、約１万人程度と

いうことで報告をしておりましたので、そこか

ら考えましても、今回、リニューアルオープン

した道の駅の５月の実績数は、約３倍程度にな
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るんじゃないかと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　私も実際、サニーサイド

パークに行き、どのような様子か見てまいりま

した。 

　行ったときには、キャンプのテントが３張あ

り、お客さんに、このキャンプ場はどうですか。

入場料についても教えてくださいと聞くと、と

ても快適で、値段も安いと話してくれました。 

　また遊具では、子供たちが元気よく遊んでい

て、楽しそうな声が聞こえました。 

　一方、子犬を連れた女性に会うと、以前から

ここで散歩するけれども、大きな木が伐採され

たのが残念ですと話されていました。 

　先ほど、課長が話されていた市民の声など、

いろいろな方の意見があると思いますが、これ

から先も観光の拠点となり、宿毛市の目玉にな

ることを期待します。 

　最後の質問になります。 

　茶堂についてであります。 

　リニューアルされたサニーサイドパークの中

で、一つ気になったことは、現在ロープが張ら

れ、２階まで上ることができない茶堂でありま

す。 

　下の柱はシロアリの被害に遭い、空洞になっ

ている箇所が見てとれますが、新しい雰囲気の

中では、何かマッチしていません。 

　そのアンバランスさがいいという方もおられ

るかもしれませんが、この茶堂は、平成１７年

にロータリークラブが、山奈の浜田の泊り屋を

モデルに、歩き遍路の休憩所として寄贈された

ものです。 

　２０年ほど経過して、老朽化したこの建物を、

市はどのように保存していくのかをお伺いしま

す。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　浜田の泊り屋のレプリカであります道の駅茶

堂につきましては、議員がおっしゃられるよう

に平成１６年度に宿毛ロータリークラブから寄

贈いただいたものでございます。設計段階にお

きまして、ロータリークラブとも協議を行い、

施設内に残すことを決定をいたしました。 

　しかしながら、現在この茶堂の柱にシロアリ

による被害が確認されているため、利用者の安

全を考慮し、立入禁止の措置を講じております。 

　このシロアリ被害につきましては、本日、今

城議員の一般質問でもお答えをいたしましたが、

建築業者にシロアリ駆除に要する費用の見積も

りを依頼しているところでございまして、適切

な処置が完了し、建物の安全性が確認されれば、

立入禁止措置を解除したいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　ぜひ、早急な対応で保存

されるとともに、これからも長く、茶堂が皆様

に愛され、利用されることを希望したいと思い

ます。 

　以上で一般質問を終わります。 

○議長（川村三千代君）　お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　５時０７分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○副議長（三木健正君）　これより、本日の会

議を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　改めまして、皆様

おはようございます。公明党の野々下昌文でご

ざいます。ただいま副議長よりお許しをいただ

きましたので、通告に従い、一般質問を行いま

す。 

　私の質問内容は、大項目で、行政手続の市民

の利便性について、ＳＵＫＵＭＯマイナンバー

カード市民カード化構想について、異次元の少

子化対策について、熱中症対策の推進について、

中山間地域の飲料水供給施設の維持管理につい

ての５項目であります。執行部の皆様には明快

な答弁をよろしくお願いをしておきます。 

　それでは、早速一般質問に入ります。 

　まず初めに、行政手続の市民の利便性につい

てから行います。 

　私はこれまでデジタル化の推進について一般

質問で取り上げてまいりましたが、その進展に

伴って本市でもマイナンバーカードを利用した

オンラインサービスであるマイナポータルにお

いて、令和３年から行政手続が市役所の窓口に

出向かなくても、自宅や職場からインターネッ

トによって２４時間手続が可能になっておりま

す。これからの行政のデジタル化は、市民の利

便性向上のみならず、市の業務の効率化、軽減

を図る上でもますます重要な取組になってくる

と思います。 

　本年２月１２日の日本経済新聞において、北

海道北見市の書かないワンストップ窓口の記事

が掲載をされておりました。記事には、北見市

の書かないワンストップ窓口は、業務を改善し

たいという職員の提案から始まり、業務の見直

しや改善点の洗い出しがあり、業務の目的を達

成するために、同システムの力を活用するかど

うかという過程で導入が決定するに至ったよう

であります。 

　記事を紹介しますと、平成２６年にワンスト

ップサービス推進計画を定め、一つの窓口で複

数の手続を完結できるよう改良を重ねて、結婚、

出産、転居など生活上の届出を含む、現在１５

０ほどの手続の申請を網羅するとしております。 

　さらに窓口の職員と相談しながら、申請書類

を作成する仕組みを取り入れ、原則として住民

自ら書き込む手間を省いた記載済みの書類に署

名すれば申込みが終わるため、記入漏れや誤記

入を減らせる利点もある。以前まで引越しの際

の住所変更や国民保険の加入、児童手当の申請

なら３か所の窓口を回る必要があった、窓口が

１か所になったために所要時間はおおむね３０

分から２０分に短縮されたと記載をされており

ました。 

　デジタル庁も令和５年、本年の夏頃をめどに

書かないワンストップ窓口の実現をさせる窓口

ＤＸＳａａＳのサービスを開始するとされてお

ります。 

　高齢化が一段と進む宿毛市において、市民が

行政窓口で書かない、待たない、回らないで済

む意義は大きいのではないかと思います。 

　現在多くの自治体がワンストップ窓口の導入

を進めており、八幡浜市やさぬき市が導入の検

討を始めていると伺っております。このような

視点から書かないワンストップ窓口についてど

のように考えておられるのか、また、導入の検

討も含めて本市の所見をお伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　おはようございま

す。市民課長、野々下議員の一般質問にお答え

いたします。 
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　初めに、本市１階窓口の体制についてでござ

いますが、新庁舎の建設に当たりまして、来客

の動線や各課の配置も協議する中で、ワンスト

ップ窓口の導入が有用な手段の一つとして検討

してきたところでございます。 

　検討におきましては、北見市のような窓口業

務を一つの課に集約する形態も選択肢の一つで

はありましたが、各所管課の担当職員が専門知

識を持って対応するほうが、よりきめ細かい対

応につながるとの判断により、窓口業務の集約

ではなく、関係の深い課の配置を工夫すること

で効率的な動線の確保に努めてまいりました。 

　また、旧庁舎に比べまして着座して手続がで

きるスペースを大幅に増やしまして、死亡届の

際の各課にわたる手続を初め、多くの手続にお

いて来庁者が御自身で各課を回るのではなく、

それぞれの課の職員が、市民課窓口で交代して

対応に当たります実質的なワンストップ窓口化

を図ってございます。 

　さらに本市では、全国に先駆けて令和３年度

末になりますが、書かない窓口端末の導入も行

っております。市民課窓口に設置した書かない

窓口端末を使った受付により、住民異動届や各

種申請書にあらかじめ印字を行うことで、申請

時の来庁者の利便性の向上に取り組んでまいり

ました。 

　現在のデジタル化の進展や市民の利便性、業

務の効率化などから、先進地事例なども含めて、

今後さらに研究してまいりたいと考えておりま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　今の答弁によりま

すと、住民は窓口にいて職員が回ってくれると

いうことで、実質的ワンストップ窓口化を図っ

ているということですが、非常にありがたいこ

とだとは思います。しかし、業務、職務の効率

化を考えるとどうかなという気もいたします。 

　本市の令和３年度、一昨年から導入した書か

ない窓口端末ついては、私も利用して非常にス

ムーズになった。また、便利になったというこ

とは実感をいたしているところであります。 

　しかし、今後、高齢化が一段と進んでいくの

は必至でありますので、やはり一つの窓口で複

数の北見市のような手続が完結できる、書かな

い、待たない、それから回らないワンストップ

窓口に向けて研究、努力をさらに続けていただ

きたいと思いますし、今やはり本市もデジタル

化に向かう過渡期であろうかと思いますので、

さらに努力をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

　では、次の質問に移ります。 

　今後の申請手続のオンライン化をさらに検討

していくに当たり、どのような方向性でいくの

か、既に具体的に検討している申請項目があれ

ばお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（三木健正君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　本市におきましては、国が特に国民の利便性

向上に資する手続として指定しました子育て分

野で１５手続、介護分野で１１手続、罹災証明

に係る手続、転出・転入に係る手続につきまし

て、本年度よりマイナポータルを通じてオンラ

インで申請が行えるように環境を整備しており

ます。 

　行政手続のオンライン化は、住民の方の利便

性が大きく向上するものでありますので、本市

では、前段申し上げました、マイナポータル以

外の各種行政手続につきましても積極的にオン

ライン化を進めておりまして、独自のオンライ

ンシステムにより税関係や戸籍関係の証明書請

求、水道の利用開始や休止等について、オンラ

インで申請が行える環境を構築しております。 
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　今後におきましても、順次オンラインで申請

できる手続を追加してまいりたいと考えており

ます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　子育て関係で１５、

また介護関係で１１、国が指定した手続に関し

ては本年度から２６のオンライン化ができたと

いうふうに今おっしゃられました。税関係や戸

籍関係の証明書等は、宿毛市独自のオンライン

化も構築しているという答弁でありますので、

一定評価をするところでありますので、さらに

市民の利便性のために前に進めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

　続いて、マイナンバーカードと保険証の一体

化について、お伺いをいたします。 

　国民健康保険証や後期高齢者医療保険におけ

る一体化の状況について、マイナンバーカード

を通じて身近なデジタル化に関わる利便性を感

じることの一つとして、マイナンバーカードと

一体化したマイナ保険証の利用があると思いま

すが、御高齢者を初め、デジタル化やマイナン

バーカードの利用に関わる心配や不安もあるの

であるのではないかと思いますが、国民健康保

険証や後期高齢者医療における直近の一体化の

状況はどうなっているのか、お伺いをいたしま

す。 

○副議長（三木健正君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　当市の国民健康保険及び後期高齢者医療保険

における保険証とマイナンバーカードの一体化

の状況についてでございます。 

　まず、国民健康保険におきましては、令和５

年３月末時点で、被保険者数４，９５６人に対

して５１．１５％に当たる２，５３５人の方が

一体化の登録をいただいております。 

　また、後期高齢者医療保険におきましては、

同様に令和５年３月末時点で、被保険者数４，

０１２人に対して４２．１５％に当たる１，６

９１人の方が一体化の登録をいただいておりま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　国民健康保険に関

しては、令和５年３月末の時点では５１％を超

える方が一体化をされて、後期高齢者に関して

は同じく４２％以上の方が一体化登録をされて

いるということですが、ここで再質問をさせて

いただきます。 

　保険証との一体化につきましては今後も丁寧

な説明が必要であろうかと思いますが、市役所

窓口での説明や広報のほか、周知等について予

定していることはあるのか、お伺いをいたしま

す。 

　併せて政府が運営するオンラインサービスで

あるマイナポータルの使用はもとより、多くの

医療機関の薬局において、マイナンバーカード

機能を読み取ることのできる専用機器により、

顔認証や４桁の利用者証明用電子証明書を用い

て一体化できるとお聞きをしておりますが、市

役所窓口における登録のサポートについてはど

のような対応しているのか、お伺いをいたしま

す。 

○副議長（三木健正君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　マイナンバーカードと保険証の一体化につい

ての今後の周知とサポート体制についてでござ

います。 

　まず、市民の皆様への周知につきましては、

これまでホームページや広報すくもにより周知

に努めてまいりましたが、国民健康保険と後期

高齢者医療保険の被保険者に対しましては、来
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月７月に令和５年度の被保険者証を発送する際

に、国のほうが作成いたしましたリーフレット

を同封する予定としております。その後、広報

すくも９月号により、再度周知を図りたいと考

えております。 

　次に、市役所でのマイナ保険証の利用申込み

に係るサポート体制につきましては、現在、マ

イナポイントの登録補助の一環として、公金受

け取り口座の登録と併せて商工観光課において

サポートいたしておりますが、９月末をもって

マイナポイントの申込み期間が終了することと

なります。１０月以降については、今のところ、

市民課窓口でサポートができる環境を整えてい

くことを想定してございますが、９月までに決

定したいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　本市においては８

４％の方たちがマイナンバーカードを取得をさ

れております。今後、保険証との一体化につい

て、さらにリーフレットや広報で周知を図って

いくということですが、国のほうでは登録ミス

の報告がされておりますので、これからもさら

に丁寧に進めていっていただきたいと思います

し、今後のサポート体制につきましても決まり

次第、お知らせを願いたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

　では、次の質問に移りたいと思います。 

　続いて、ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市

民カード化構想についてお伺いをいたします。 

　この質問につきましては、昨日、三木議員、

また今城議員の質問でおおむね理解ができたか

と思いますが、もう少しお聞きをしたいところ

がありますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

　初めの質問ですが、ＳＵＫＵＭＯマイナンバ

ーカード市民カード化構想に入る前に、マイナ

ンバーカードの全国の平均交付率と本市の直近

の交付率についてですが、きのう、三木議員へ

の答弁で確認をいたしましたので結構でござい

ます。 

　続いても、マイナカードの関連ミスについて

でありますが、これも昨日の三木議員への答弁

で確認をいたしましたが、本市においてはコン

ビニでの住民票等の誤交付や公金受け取り口座

等の誤登録はなく、国民健康保険証や後期高齢

医療保険証の一体化に関しても、不具合や誤登

録がなかったということがきのう答弁がありま

したので、一定安心をしたところであります。 

　そこで、マイナカードの関連ミスについて、

再質問をさせていただきます。 

　非常に限られた職員の数の中で、どんどん複

雑化をしていくデジタル業務であります。思い

がけないことで、人為的ミスが発生する可能性

も非常に大きくなってきているように思います。

ミスが発生してしまうと、たちまち行政と住民、

市民との信頼関係が崩れてしまいます。このよ

うなヒューマンエラーを起こさないための対策、

どのように取組を行っているのか、お伺いをい

たします。 

○副議長（三木健正君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　市民課における人為的ミスを起こさないため

の対応といたしまして、マイナンバーカードの

設定等における本人特定の作業について、２名

以上で確認し行うことや、窓口の混雑状況によ

り来庁者に順番札、番号札でございますが、お

渡しし、対応させていただくなど、時間を要し

ましても適切で正確な対応ができるよう、取組

を進めております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　２人以上で確認を
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しながら進めているということで、先ほど申し

ましたが、幸いなことに、今宿毛市はそういう

ミスが起こっておりませんので安心しておりま

すが、より丁寧で正確な対応をお願いをしてお

きたいと思います。 

　次の質問に移ります。 

　ちょうど１年前の令和４年第２回定例会、６

月議会において、デジタル田園都市国家構想推

進交付金総額９，３７７万円を活用するデジタ

ルヘルスケアによる安心して暮らせるまちづく

り事業を提案をされました。すくも版スーパー

アプリを導入し、宿毛市の防災アプリや新規に

健康アプリやオンライン診療に加えて、マイナ

ンバーカードを用いてオンライン手続を可能に

するとありましたが、私たちにこれ１年たちま

したけどもあまり実感がございません。 

　デジタルヘルスケアによる安心して暮らせる

まちづくり事業の成果目標として、登録施設数、

登録患者数、医療データ参照回数の目標達成を

挙げておられました。それぞれどのような成果

となったのか、併せて市民にどのように還元を

されているのか、お伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、野々下議員の一般質問にお答えいたします。 

　まず、成果目標についてお答えいたします。 

　御質問の３つの指標につきましては、本事業

の財源となりました令和３年度補正予算、デジ

タル田園都市国家構想推進交付金事業計画書に

掲げているもので、初年度であります令和４年

度末のそれぞれの目標値と結果について御報告

いたします。 

　１つ目の登録施設数は、市内のはたまるネッ

トへの登録事業所数で、目標値４０施設に対し

まして４０施設の成果となっております。 

　２つ目の登録患者数は、２月にリリースされ

ました健康アプリはたマイカルテのダウンロー

ド数で、目標値１００人に対しまして２２３人

の成果となっております。 

　最後に、３つ目の医療データ参照回数は、市

内医療機関のはたまるネットによる医療情報の

年間参照回数で、目標値１万３，０００回に対

しまして１万３，５７９回の成果となっており、

いずれも目標は達成しております。 

　次に、本事業の実施により、市民にはどのよ

うに還元されているのかとの御質問ですが、本

事業の実施により構築されたシステムは、はた

マイカルテを含め、はたまるネットの機能拡張

が主なものとなっているため、現在医療に関わ

りのない方にとりましては、議員がおっしゃら

れるようにあまり実感として感じられていない

こともあるのではないかと考えております。 

　実際に届いているお声としましては、はたマ

イカルテに自身の体重や血圧などを毎日しっか

りと登録をして、病院を受診される患者さんが

おられ、診察をした医師は、患者さんの日々の

状況が分かりやすく確認することができて大変

よかったとのお話もあります。 

　今後は、はたマイカルテの市民への普及に合

わせまして、はたまるネットを利用する医療従

事者に対しましても、医師会等を通じて本事業

で構築された機能の有効活用につきまして、周

知を図ってまいりたいと考えております。 

　また同時に、宿毛市版スーパーアプリすくナ

ビにつきましても、引き続き広報に努め、デジ

タル技術を活用した健康なまちづくりに取り組

みたいと考えております。 

　以上です。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　成果目標は達成し

ているということですが、私たちには実感ない

のは初年度であり、１年しかやってないという

ことで、それとまた、はたマイカルテ等の市民

への普及がこれからだということですが、ちな
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みに私、高知県の健康パスポートを利用してお

りますが、非常に便利でありますし、そのすく

も版であろうかと思いますので、私もぜひ使っ

てみたいと思いますので、ぜひ頑張って広報し

て、一人でも多くの方に普及していただきたい

と思います。 

　次の質問に移ります。 

　ここからＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市

民カード化構想の質問に入ります。 

　去る５月９日、第１回臨時会において、デジ

タル田園都市国家構想交付金事業として国庫支

出金１０分の１０で２億８，１１４万８，００

０円という予算を国から全額いただいて、ＳＵ

ＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード化構想

に取り組むということが発表されました。 

　事業の目的としてこの交付金を活用して、医

療や暮らしという２つの領域でマイナンバーカ

ードを活用するシステムを導入し、医療の面で

は、医療を受けるときに利便性がよくなったり、

災害時には安心感が向上することを目的とした

カードの活用に取り組む。暮らしの面において

は、ポイントや優遇といったインセンティブを

設けたり、各種証明書発行の手間を削減し、

日々の生活の中でカードを使い、利便性やお得

感を感じていただくことによって、宿毛市民の

生活の機能の強化を図っていきたいということ

で、６つの事業のサービスが示されております

が、聞き慣れない片仮名言葉が多くて市民に分

かりにくい内容だったと思いますので、これら

のそれぞれのサービスが市民にとってどのよう

に利便性がよくなるのか、災害時にどのように

安心感が向上するのか、お伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　本年度、構築を予定しておりますＳＵＫＵＭ

Ｏマイナンバーカード市民カード化構想につき

まして、議員から質問ありました、市民がどの

ように利便性がよくなるのかという点について、

それぞれ事業ごとに説明させていただきます。 

　まず初めに、園児登降園等管理システムの導

入となりますが、保育園における登園や降園の

管理がカードリーダーにマイナンバーカードを

かざすことで行え、保護者がスマートフォンな

どでリアルタイムに登降園の確認ができる仕組

みや、また、園児が休む際等の保護者から園へ

の連絡や、園から保護者へのお知らせなどの連

絡事項をスマートフォンを利用して、リアルタ

イムで確認できる仕組みを構築する予定でござ

います。 

　保護者が仕事などの理由で妻や夫、祖父母に

送迎をお願いする場合に、スマートフォン等で

登園情報を確認できれば安心感を得られると考

えます。 

　また、保護者から園、園から保護者への伝達

事項等をシステムで行えるようになれば、開園

時間中に電話で連絡しなければならないといっ

た時間の制約を受けることがなく、利便性が大

幅に向上するものと考えます。 

　次に、マイナンバーカードによる各種施設等

利用サービスについてですが、現在、図書館等

の公共施設を利用する際は、施設のカードを提

示していただき、カードを使用していない施設

においては、利用申請書を記入していただく等

の対応をいただいております。これをマイナン

バーカードに一元化することにより、利用者は

マイナンバーカードのみを所持することで各種

施設の利用が行える環境を構築する予定です。 

　また、公共交通では、コミュニティバスにお

きまして、免許返納証明書や障害者手帳を提示

いただくことで運賃の割引が受けられる制度が

ございますが、当該情報をあらかじめ登録し、

マイナンバーカードを提示することで、割引を

受けることができる環境を整備するものです。 
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　カードの一元化が進み、将来的に利用者がマ

イナンバーカード１枚で様々な施設やサービス

が利用できれば、利便性は大幅に向上すると考

えておりまして、今回の事業はその一歩となり

ます。 

　次に、マイナンバーカードによる共通診察券

サービスの提供です。 

　これは医療機関ごとに診察券が違うため、利

用者は病院ごとに診察券を所持しなければなり

ませんが、これをマイナンバーカードに一元化

し、共通の診察券として利用できるようにする

ことで、管理の手間や忘れ、紛失のリスクを低

減するものでございます。 

　また、発災時にはマイナンバーカードを避難

所における所在登録や安否確認を行うための避

難所カードとして利用が行える仕組みを構築す

るものです。 

　昨年度の事業におきまして、マイナンバーカ

ードと幡多地域の医療ネットワークはたまるネ

ットのカードの一元化が行える環境が整備して

おりますので、連携をされている方に関しては、

発災時に避難所ではたまるネットの医療情報の

開示ができるようになり、災害時、緊急時にお

いても適切な処置を受けることが可能となりま

す。 

　次に、マイナンバーカードによる市民ポイン

ト付与サービスの提供となります。 

　これは、健康で住みやすい街にするための取

組であるいきいき百歳体操などの健康増進活動

への参加や、地域貢献活動などへ参加をいただ

いた方に対しまして、市民ポイントを付与し、

たまったポイントに応じて景品を贈呈する等の

施策を実施することで、市民の方がより積極的

にいろいろな活動に参加いただける仕組みを構

築し、市民の健康活動などを促進しようとする

ものです。 

　各自治体では、介護予防を目的として高齢者

へ外出を促しておりますが、今回の事業でポイ

ント付与を行い、外出機会が増えれば御本人の

健康増進につながり、健康で住みやすい街に近

づくと考えます。 

　次に、マイナンバーカードによる証明書発行

となります。 

　現在、本市ではコンビニのキオスク端末で、

マイナンバーカードを使用して住民票及び印鑑

証明を交付するサービスを提供しておりますが、

新たに課税証明等をコンビニで発行ができるよ

うにするものでございます。 

　コンビニ交付は、市役所の開庁時間を気にす

る必要がなく、住民の利便性を大幅に高めるも

のでございます。今回、要望が多い税の証明書

を交付可能とすることで、利便性はさらに向上

すると考えます。 

　最後に、データ活用プラットホームサービス

の提供となります。 

　これはマイナンバーカードを利用した施設の

利用状況や、各種イベント等へ参加した情報を

蓄積し、その情報を市内における健康増進活動

や地域貢献活動の参加ランキング等で分かりや

すく表示し、市民自身が確認できる仕組みを構

築することで、様々な活動に積極的に参加する

といった行動変容を促そうとするものでござい

ます。 

　また、収集した情報を解析することで、健康

行動等を促進する政策決定等に活用しようとす

るものでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　非常に丁寧な説明

をいただきまして、ありがとうございます。 

　そこで１点、マイナンバーカードによる園児

登降園等管理システムについて、再質問をさせ

ていただきたいと思います。 

　園児の生活環境が適用できていない場合、例
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えばスマートフォンを持っていなかったり、使

えない環境にある園児の場合、そういう家庭の

場合の対応についてお伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（畠中健一君）　福祉事務所長、

野々下議員の再質問にお答えいたします。 

　マイナンバーカードをお持ちでない方や、ス

マートフォンアプリを利用されていない方の対

応につきましては、マイナンバーカードの代わ

りにＱＲコードやタッチパネルなど、ほかの方

法でも登降園の記録ができる仕様にしておりま

す。 

　また、マイナンバーカードやＱＲコードをお

忘れの場合でも、保育士が直接入力することで、

全園児の登降園が管理できるようになっていま

す。 

　保護者の利用できるアプリの機能としまして

は、連絡帳や県からのお知らせ配信などを導入

する予定ですが、スマートフォンをお持ちでな

い方やアプリを使用できない方に対しましては、

これまでと同様の紙や電話等での対応を考えて

おります。 

　以上です。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　スマートフォンを

お持ちでなかったり、使えない方等、今本当に

少数であろうと思いますが、もしそのような方

がいた場合、いろんなことが気になります。や

はりちょっとしたことでも今いじめとかに結び

ついていきますので、気にかけていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

　次の質問に移ります。 

　ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード

化構想について、現在の市民の８４％の方がマ

イナンバーカードをお持ちであります。マイナ

ンバーカードを市民カードとして利用される市

民の割合について、マイナンバーカードを取得

されている全ての方が対象となると思いますが、

いつまでに何％を目標に取り組んでいくのか、

お伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

　マイナンバーカードを市民カードとして利用

するためには、マイナンバーカードへ宿毛市Ｉ

Ｄを登録いただく必要がございます。 

　国に提出している本事業の実施計画のＫＰＩ

（成果目標）におきましては、令和７年度末ま

でにマイナンバーカードへの宿毛市ＩＤの発行

件数を８，０００件とする目標としております。

登録にかかる手間を敬遠される方もいらっしゃ

ると思いますが、できる限り魅力的な事業を構

築し、マイナンバーカードを取得されている全

ての方に、市民カードの登録をいただきたいと

考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　令和７年度末まで

に、マイナンバーカードへの宿毛市ＩＤの発行

者数８，０００件を目標に取り組むということ

でありますが、現在の宿毛市のＩＤ発行件数に

つきましてはあまり進んでいないとお聞きをい

たしておりますので、目標達成に向けて全力で

頑張っていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

　では、次の質問に移ります。 

　３番目の異次元の少子化対策についてお伺い

をいたします。 

　異次元の少子化対策について、年始から岸田

総理が異次元の少子化対策なる政策を掲げまし

た。異次元というのは次元の異なる世界、通常

とは全く異なる考え方、または、それに基づく

大胆な施策など、かつてない少子化対策を打ち

出すキーワードを述べたものだと思いますが、
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東京都の小池知事からは、国に先んじて都内の

子供１人当たり月額５，０００円程度の給付金

の支給政策を打ち出すなど、とてもインパクト

のある少子化対策を打ち出してきております。 

　２０２２年に生まれた赤ちゃんの数、出生数

は前年比５．１％減の７９万９，７２８人で、

１８９９年の統計開始以来、初めて８０万人を

下回ったことが２月２８日の厚生労働省の人口

動態統計で分かりました。国内の外国人などを

除き、日本在住の日本人だけに限れば７７万人

前後になると見られ、１９８０年代の約半分の

水準に落ち込むなど、深刻なものとなりました。 

　このような人口減少が訪れると、労働人口の

減少、それは国力の衰退を映し出すものであり、

日本社会にとって各分野における次代の担い手

がいなくなることなど、社会の存続すら危うく

なることを意味しております。為政者としても、

最も責任が問われる社会問題に発展をしていま

す。 

　日本の出生数は、第２次ベビーブームの１９

７３年には２０９万人でしたが、その後は減少

傾向が続いております。ここにきて明らかに少

子化が加速していることは顕著であります。 

　本市においては令和５年の人口推移表を見ま

すと、人口は１万９，１７８名、令和４年の出

生数は８１名です。１０年前と比較すると人口

は３，３５３名減少をしております。１年に約

３００名を超える方が減少していることになり

ます。出生数は１０年前には１４６人でしたが、

８１名になっており、令和２年以降は１００名

に届いておりません。 

　そこで、本市の合計特殊出生率について、１

０年前と比較した数字をお伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、野々下議員の一般質問にお答えいたします。 

　本市の合計特殊出生率につきましては、１０

年前の平成２５年が１．７７、直近の令和４年

は確定値が公表されておりませんので、本市で

算出しました暫定値ではありますが、１．２７

となっております。 

　この１０年間では、平成３０年には２．０、

令和２年には１．２３となるなど、増減が見ら

れますが、１０年前と比較しますと０．５ポイ

ントの減少となっております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　１０年前の１．７

７から１．２７、０．５減少しているというこ

とですが、人口を一定に維持できる数値が人口

置換数値と言います。２．０７と言われており

ますが、この数値を超えると人口が増え始める

ということですが、何かをすれば増えるという

数字ではなく、ただ、若い方たちが安心して宿

毛市に住み、結婚ができ子育てができる、そう

すればこの数字は自然と上がっていくというわ

けです。そういう環境をどうつくっていくか、

そのためにどのような施策を打っていくかとい

うことだと思います。市長、ぜひ思い切った取

組を期待をしているところでございます。 

　次の質問に移ります。 

　少子化対策についてお伺いをいたします。 

　政府は異次元の少子化対策の３つの柱として、

１つ目、児童手当を中心とする経済支援の強化、

２つ目として、幼児教育や保育サービスなどの

支援拡充、３つ目として、仕事と育児の両立支

援や働き方改革などを中心に、若者応援策を打

ち出しております。 

　私も今回の選挙戦で一番訴えたことは、少子

化対策であります。政府から打ち出される少子

化対策が実現するのは１年後、２年後、３年後

であります。それをどう先取りをしていくかで

あります。人口が著しく減少している中、本市

における少子化対策について、宿毛市長はどの
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ように捉えているのか、市長に所見をお伺いい

たします。 

○副議長（三木健正君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　野々下議員の一般質問

にお答えをさせていただきます。 

　現在直面している出生数、児童数の減少は将

来の担い手不足にもつながることから、大変深

刻な問題だというふうに捉えているところでご

ざいます。 

　先ほど来、異次元の対策であるとか、大規模

なというか、思い切ったとか、いろんなお話を

いただいているところでございます。 

　自分も思い返すと、ちょうど２０年前に市議

会議員にさせていただいて、今日、議場にも来

られておりますが、浅木議員と当時同期という

ことで議会のほうにお世話になることになりま

した。当時からおられる議員も、もう寺田議員

１人となったところでございまして、この間先

ほど来３００人を超えるというお話があります

が、当時平成１５年の頃から年間３５０人程度

の減少を続けているところでございます。 

　当時は団塊の世代を迎える前でして、どんど

ん亡くなる方も増えてきている。そして、生ま

れる方が少なくなる一方で、特に生まれた方々

が進学に伴って市外、県外のほうに出てしまう、

こういった形の中で社会減が非常に深刻化をし

ている、そういった状況でもございました。 

　また、子育てにおいて何がやはり問題、また、

子供を産まないということは何が原因なのかと

いうことをこの２０年間考えてきたところでも

ございます。そういった思いも込めまして答弁

のほうをさせていただきたいというふうに思い

ます。 

　そういった状況の中、本市独自の少子化対策

といたしまして、令和元年３月の３歳児以上の

保育料の無償化、これに合わせまして副食給食

費を無償化をいたしているところでございます。 

　そして、昨年６月からは、医療費の無償化を

中学生までだったものを高校生まで拡大をいた

したところでございます。これにも多額の予算

を使わせていただいているところでございまし

て、議員の皆様方にも御理解をいただいている

ところでございます。 

　また昨年度より、駅前の避難タワー等に遊具

を設置をいたしまして、小さな子供連れの御家

族が遊べる公園、そういった公園の整備にも取

り組んでいるところでございます。 

　先日リニューアルオープンをしましたサニー

サイドパーク、こちらもキャンプ場というのが

表に非常に強く出ていますが、市民の方々が、

特に親子連れの方々が訪れて、時間を楽しく過

ごすことができないか、そういったコンセプト

も盛り込んでいるところでございます。 

　さらに、全ての妊婦、子育て家庭が安心して

出産、子育てができるよう、妊娠届と出生届を

提出する際に面談を行いまして、適切な時期に

必要な支援につなぐ、そういった伴走型の相談

支援とともに、現金給付による経済的支援を一

体といたしまして実施をいたしております伴走

型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金事

業もことし３月から開始をしております。 

　そして、個別ケースのニーズに対しましても、

きめ細やかな対応を心がけているところでござ

います。やはり子育てをするに当たって、特に

お母さんが非常に悩みを抱えていたり、またそ

れを相談するような、そういったコミュニティ

ーの場が、非常に今の社会の中で少ないといっ

たことに対応させていただいているところでご

ざいます。 

　宿毛市の子育て支援策につきましては、平成

２７年度に宿毛市子ども・子育て支援事業計画

を策定をいたしまして、様々な子育て支援事業

に取り組んでおりまして、現在は令和７年３月

の第３期計画策定に向けまして課題の整理など
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を進めている、そういった状況でございます。 

　今年度は子育て世代に対するニーズ調査を実

施をすることとしておりまして、第３期計画の

策定に当たり、ニーズ調査の内容を分析をいた

しまして、子育て世代の方々が抱えている問題

や、そして、必要としているそういった支援、

こちらの見える化を行うこととしているところ

でございます。 

　議員御指摘のとおり、歯止めのかからない人

口減少に、これまで以上に危機感を持ちながら、

現在行っている事業の見直しと、そして、必要

に応じて新たな支援事業の実施についても検討

を行うなど、国や県の施策との相乗効果をもた

らすような、そんな取組となるよう、引き続き

少子化対策の充実に取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

　非常に重たくて難しい問題でございますので、

一緒になって取り組んでまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　ただいま市長のほ

うからるる説明がございましたが、これまで本

市の子育て政策においては、他市と比べても先

進的な取組をしてきたことは大変評価をしてい

るところでございます。 

　これから２０３０年問題、２０４０年問題も

目の前でございます。課題は多岐にわたります

が、先ほども申しましたけども、事実の上で、

若い方たちが宿毛に住み、結婚ができ、子育て

ができる、将来に希望を持てる宿毛市にしてい

くために関連施策の充実を図っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

　次の質問に移ります。 

　公立小中学校の給食費の無償化についてお伺

いをいたします。 

　異次元の少子化対策でも、経済的支援の強化

の中で給食費の無償化に向けた課題整理が盛り

込まれております。 

　最近、公立の小中学校で給食費を完全無償化

する動きが、全国各地で広がりを見せておりま

す。これまで比較的人口規模の小さかった自治

体が給食費無償化を実施していましたが、令和

に入りまして、人口が多い市区にも広がりつつ

あります。 

　お手元に配付したグラフを見ていただきます

と、これは２月２２日発行の日本農業新聞から

のデータグラフでありますが、２０２２年度に

給食を無償化した自治体は全体の２８％、約３

割近くは実施をしているところであります。 

　近年の物価の高騰などを背景に、経済支援策

として一番有効なのは、学校給食の無償化だと

思われる表れだと感じます。 

　文科省の２０２１年度の学校給食実施状況調

査によると、給食費は全都道府県の公立小中学

校で過去最高で２０１８年度、前回の調査に比

べて３．４％の食材の値上がりがありました。

これは食材費の高騰によるもので、子育て世帯

への負担がのしかかっております。このように、

子育て支援策として一番ありがたい、目に見え

る現物支給が有効ではないかと考えます。 

　具体的に、本市の現在の小学校の給食費は１

食当たり２７０円、ちなみに中学校は３００円

です。小学校を総児童数から割り出すと年間の

給食費はおよそ６，８００万円となりますが、

国から交付金などを活用することで自主財源を

抑えることもできます。子供を育てることは、

未来の日本を支える人材を育てることであり、

社会全体で支えていく必要があります。中でも

食は重要であり、将来にわたり健康であり続け

るための源の一つとなります。子供の成長を社

会全体で支える施策の一つとして、子供たちの

安全で充実した食の環境を整える取組を進める

ため、学校給食の無償化を実施すべきと考えま

す。市長の所見をお伺いをいたします。 



－ 74 －

○副議長（三木健正君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　市長、お答えをさせて

いただきます。 

　本年３月３１日、政府発表による異次元の少

子化対策として、学校給食の無償化について触

れられ、今後積極的に取り組む旨の記者発表、

それがあったところでございます。 

　私も市議会議員の時代に、今から１０年ほど

前になろうかと思いますが、そういった先進事

例が各地であるということでもう１０年前の話

ではありますが、当時の市議会議員の会派で関

西、兵庫のほうに視察に行かせていただいて、

学ばせていただいてきたところでもございまし

て、自分が市長を目指すに当たって、この給食

費の無料化、どうすれば実施できるのか、当時

の職員ともいろいろ情報共有しながら学んでき

た、そういった内容でもあります。 

　現状といたしまして少し答弁させていただき

ます。 

　学校教育における給食は、食育の中心に位置

づけられておりまして、子供たちが生きる力を

身につけていく上での基本であります。そして、

栄養バランスのとれた多様な食事の提供と同時

に地場産物、地元のものを地産地消というのが

当時はやっていましたが、地場産物を積極的に

使用することにより、生きた教材として活用し、

健康教育の一環として行っているところでござ

います。 

　宿毛市の学校給食の現状といたしましては、

今なお食材の高騰が、議員からいただいた資料

のほうにもありますが、そういった高騰が続く

中で、保護者の負担金、保護者からいただいて

います、これは食材費のみをいただいておりま

して、その関連の費用はもう既に行政が見てい

るような状況でございます。その負担金が１食

当たり小学生が２７０円、中学生が３００円を

維持しております。これを保護者からいただい

ているということでございます。 

　しかしながら、本年度の４月、５月の１食当

たりの小中合算の給食材料費費は、月額約３１

６円と３３９円ほど必要となっているところで

ございまして、本来食材費をいただいているん

ですが、その食材費ではもう賄えない状況にな

っております。保護者負担金との差額につきま

しては、令和４年９月から食材料費高騰対策事

業といたしまして公費で補填をしているところ

でございまして、令和５年度も継続し、子育て

世代の新たな負担の抑制に取り組んでいる、そ

ういった状況でございます。 

　また加えまして、準要保護、要保護世帯、要

するになかなか給食費を払えない、そういった

世帯、保護者につきましては、現在でも無償と

なっているところでもございます。 

　学校給食費の無償化は、多額の財源が必要と

なるということでございまして、また、仮に無

償化を現状の負担金ベース、先ほど言った２７

０円と３００円、このベースのままで実施をし

た場合、給食の質や量を落とす、そういった結

果となってしまいまして、実際そうなっている

自治体もあるように伺っているところでもござ

います。そうなってしまいますと、子供たちに

とっては不利益を強いてしまう、そういったこ

とにもなりかねないという状況でございます。 

　そういったことから、いろいろなことを考え

る中で、今後における国の方向性、財源となる

予算が具体的に示された時点で実施するのが望

ましいのではないかと現在は考えているところ

でございまして、実際この資料にもございます

が、２０２２年に給食費を一時的に無償化をし

たとしても、国からの補助金がなくなった時点

で、自主財源で無償化ができずにまた値段を上

げたと、上げたときには材料費も高騰している

ので以前よりも高くなった、こういうことは起

こり得るような状況でございまして、やはり安
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定化した、先の見えた政策をすべきだというこ

とで、現在は国の動向を見ているところでござ

います。 

　ただ、議員がおっしゃるとおり、非常に保護

者にとっては助かる、有効なそういった政策の

一つであるということは重々自分も理解をして

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　市長からるる説明

がございました。物価高騰分を市で補っている

という説明でございましたので、予算を伴うこ

とでありますので、私の思うようにはいかない

と思いますが、国が積極的に取り組んでいくと、

少子化対策の中で言われておりますので、今後

も前向きな取組をお願いをしておきまして次の

質問に移ります。 

　いよいよ本格的な暑さが近づいてきまして、

熱中症対策についてお伺いをいたします。 

　気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者

数は増加傾向が続いております。近年では年間

１，０００人を超える年が頻発するように、自

然災害による死亡者数をはるかに上回っており

ます。総務省消防庁の熱中症情報によると、先

月、熱中症で病院に搬送された人は全国で３，

６４７人余りと、５月としては統計を取り始め

た２０１５年以降で２番目に多くなりました。

今年の夏は、気温が平年並みから高くなると予

想されているために、防災関連の学会でつくる

団体は、今から体を暑さに慣らすなど対策に努

めてほしいと呼びかけております。 

　また、今後地球温暖化が進行すれば、極端な

高温の発生リスクも増加することと見込まれ、

我が国において熱中症による被害がさらに拡大

するおそれがあります。こうした状況を踏まえ

て、今後起こり得る極端な高温も見据えて熱中

症の発生、予防を強化するための取組を一層強

化することが必要だと考えております。 

　そこで、熱中症は適切な予防や対処が実施さ

れれば、死亡や重症化を防ぐことができます。

人間の熱バランスに影響の大きい暑さ指数、Ｗ

ＢＧＴという指数がありますが、気温、湿度、

輻射熱の３つを取り入れた温度の指標ですが、

この数値が２８を超えると、熱中症患者発生率

が急増することが分かっております。この暑さ

指数の認知度向上につながる情報発信も必要と

考えますので、所見をお伺いします。 

　また、熱中症による救急搬送における発生場

所の７割が屋内となっております。外出が難し

い高齢者世帯等のエアコンの点検や整備の推進

も必要であると思います。さらに、脱炭素化の

観点も組み入れたエアコンのクリーニングなど、

普及、促進も重要と考えます。 

　そこで、エアコンの整備や点検の推進に向け、

積極的な勧奨も必要だと思いますが、この３点、

所見をお伺いをしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○副議長（三木健正君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、野々下議員の一般質問にお答えいたします。 

　全国的な熱中症の発生状況について、野々下

議員より御説明がありましたが、本市の直近３

年間を見ましても、毎年２０人前後の救急搬送

事案が発生しております。その半数以上が６５

歳以上の高齢者で、発生場所につきましても、

屋内での発生が半数以上を超えている状況にあ

ります。 

　気温の高い日が続くこれからの時期に備え、

市民一人ひとりに対して、熱中症予防の普及啓

発、注意喚起を行うなど、対策に万全を期すこ

とが重要であると考えております。 

　本市では、毎年この時期に、宿毛市広報に熱

中症予防の普及啓発の記事を掲載するとともに、

乳幼児健康診査や生きがい大学、健康相談、訪
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問等の事業の際に熱中症予防に関する啓発指導

を行っております。 

　これまでの広報や事業を通じて行ってきまし

た普及啓発では、熱中症になる仕組みや起こり

やすい環境、日頃からの予防方法として水分や

栄養の取り方、エアコンの利用勧奨も含めた環

境の整え方、また特に警戒が必要な場合の対処

方法などについて周知してまいりました。 

　今後は、市民一人ひとりが熱中症予防に関す

る知識を深め、予防のための行動を自らがとれ

るよう、熱中症予防に関する知識として議員か

ら御紹介もありました対策の目安となる暑さ指

数の紹介なども含めまして、市民の皆様の意識

の向上につながる啓発に取り組んでまいりたい

と考えております。 

　また、エアコンの利用につきましても、単な

る利用勧奨にとどまらず、環境問題も意識した

効果的なエアコンの利用ができるよう、日頃か

らのエアコンの整備、点検などについても広報

を行う時期も考慮しながら周知、啓発してまい

りたいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　これからいよいよ

本格的な暑さの時期を迎えますので、どうかよ

ろしくお願いをいたします。 

　続いて、エアコンの利用控えについてお伺い

いたします。 

　電気料金が高騰する中で、エアコンの利用を

控えたりする方も少なくないと思います。特に、

熱中症弱者と呼ばれる高齢者の皆様は、節約へ

の意識が高い方も多いと思います。 

　そこで、熱中症特別警戒情報が発令されたと

きに、ちゅうちょなくエアコンのスイッチを活

用できる環境の整備も必要かと思いますが、電

気代の高騰への対応を含めて、低所得者等に対

して適切な支援が必要と考えますが、そのあた

りの所見を伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（畠中健一君）　福祉事務所長、

野々下議員の一般質問にお答えいたします。 

　電力・ガス、食料品等の価格高騰が続き、家

計への御負担が次第に大きいものになっている

と認識をしております。そのため、特に家計へ

の影響が大きい住民税非課税世帯に対しまして

は、国の臨時交付金を活用して、価格高騰緊急

支援給付金として、昨年１２月に１世帯当たり

５万円を給付し、また、新たに７月下旬からは

順次３万円を給付するよう準備を進めていると

ころでございます。 

　そのほかにも、今期定例会に予算計上させて

いただいておりますが、本市独自の負担軽減策

といたしまして、水道使用料の基本料金とメー

ター使用料を７か月間免除することとしており

ます。 

　市民の皆様におかれましては、価格高騰によ

り家計への御負担が大きくなっている現状では

ございますが、御自身や御家族の健康を最優先

にしていただきまして、日頃から小まめな水分

補給などの体調管理に努めていただくとともに、

エアコンの使用につきましても効果的に利用し

ていただくなど、御家庭での熱中症予防に心が

けていただきたいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　再質問をさせてい

ただきます。 

　昨年１２月の価格高騰緊急支援給付金５万円

や、本年７月下旬から順次支給される３万円、

そして、水道料金の基本料金とメーター使用料

７か月分を免除する、それは電気代高騰等へ充

てていただきたいということですが、水道使用

料の基本料金、メーター使用料の免除で総額幾

ら減額になるのか、お伺いをいたします。 
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○副議長（三木健正君）　水道課長。 

○水道課長（宮本　潤君）　水道課長、野々下

議員の再質問にお答えします。 

　今議会に予算計上させていただいている水道

使用料の減免につきましては、各家庭の水道管

の大きさにより料金が異なりますが、例として

代表的な口径となる直径１３ミリのものについ

ては、月当たりの使用水量が１０立方メートル

までの基本料金９５７円にメーター使用料１１

０円を加え、１か月当たり定額分１，０６７円

の減免となります。水道の使用水量が１０立方

メートルまでの方については、この減免により、

その月は水道料金がゼロ円となります。 

　期間につきましては、本年９月請求分から来

年３月請求分までの７か月分を想定しています。 

　以上です。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　ただいまの御説明

がありました、価格高騰緊急支援給付金や水道

料金の減免となる月１，０６７円、また７か月

で７，４６９円になりますが、これは有効に使

っていただければというふうにおっしゃってお

りますが、１０立方メートル以下であるとゼロ

円になるというお話でございますので、そうな

ると、お風呂入れないですね。 

　次の質問に移りたいと思います。 

　子供の熱中症予防の取組について伺います。 

　学校における子供の熱中症を防ぐための取組

も大変重要であります。公立小中学校の普通教

室における空調施設の施設整備が進められてい

ると思いますが、ここで公立小中学校の普通教

室への空調設置率はどのようになっているのか、

また、普通教室以外の教室への設置をどのよう

に進んでいるのか、さらに、空調施設を活用す

るため、電気代の手当は十分なのか、お伺いを

いたします。 

○副議長（三木健正君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、野々下議員の質問にお

答えいたします。 

　本市における公立小中学校の普通教室におけ

る空調機器の設置率は１００％となっておりま

す。また、理科室、音楽室などの特別教室にも、

旧学校施設の空調機器を活用し、一部設置して

いるところでございます。 

　空調機器の使用につきましては、適切な温度

設定の依頼はしておりますが、使用を制限する

ような節約の要請はしておりません。このよう

な想定で、年間の電気代について予算確保を行

っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　今の御答弁により

ますと、一部特別教室への設置も進んでいると

いうことで、電気代に関しては適切な温度設定

により電気代等を確保しているということです

が、一点再質問させていただきたいと思います。 

　子供たちの通学時の熱中症予防対策も必要と

考えますが、どのような取組がなされているの

か、また、熱中症警戒情報が発令された場合、

どのように対応していくのかをお伺いいたしま

す。 

○副議長（三木健正君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　野々下議員の一般質

問にお答えいたします。 

　熱中症が想定される時期には、学校からの通

信を活用し、各家庭への協力依頼や啓発を行っ

ております。 

　具体的には、水筒を持参していただくなどの

水分補給や帽子の着用など、衣服についての配

慮、日々の健康管理への御協力をお願いしてお

ります。 

　また、学校内におきましては、暑さ指数計等
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を活用し、暑さ指数測定を行った上で、測定結

果を校内の誰もが見やすい場所に貼り出すなど、

日々の対策が取りやすい工夫をしているところ

でございます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　よろしくお願いい

たします。 

　次の質問に入ります。 

　中山間地域の飲料水供給施設の維持について

お伺いをいたします。 

　中山間地域の飲料水供給施設の維持管理につ

いてですが、本年４月１３日の高知新聞に、水

道水が普及していない中山間地域で、飲料水供

給施設の維持管理が年々難しくなっており、施

設の定期清掃や管理を地域の住民が担っている。

人口減少に加え、高齢化が進む集落で作業の負

担がのしかかってきているということが掲載を

されておりました。 

　私たちの地域にも組合で維持管理を行い、運

営している集落が６か所ございます。組合の中

で聞こえてくるのは、やはり高齢化、施設の老

朽化による維持管理、また、土砂崩れや風水害、

地震による施設の破損や崩壊への心配でござい

ます。 

　水は住民が生活をしていく上で非常に重要な

ライフラインであります。まず、現在、水道課

の管理する水道施設以外で、組合等で運営して

いる給水施設、また、個人で井戸水や谷水で飲

料水を確保している地域は何か所あるのか、何

人の方が生活をされているのか、お伺いいたし

ます。 

○副議長（三木健正君）　水道課長。 

○水道課長（宮本　潤君）　水道課長、野々下

議員の一般質問にお答えします。 

　水道課の管理する水道施設の未給水区域につ

きましては、野地、小川、草木薮、小筑紫町の

舟ノ川、都賀ノ川、橋上町の還住薮、楠山、奥

下藤、出井、山奈町山田の天神上の１０地区で、

住民基本基本台帳から令和５年３月３１日現在、

１３６世帯２３７人となっております。 

　以上です。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　この５月３１日現

在で１３６世帯２３７人が、上水道や簡易水道、

飲料水供給施設の恩恵を受けずに生活をしてい

るということですが、最近、家里へ野生動物の

出没が大変多くなり、それに伴って野生動物の

ふん尿等が飲料水に混入する危険性が指摘をさ

れております。そこで、私たちの地域のように、

３世帯以上が固まった集落においては、高知県

の中山間地域生活支援総合補助金を活用するこ

とにより、費用がかからずに供給装置や浄水施

設等の整備が可能でありますので、小川、野地

以外のところでそういう地域がございましたら、

ぜひ積極的に情報提供をしてあげていただきた

いと思います。よろしくお願いをいたします。 

　最後の質問になりますが、次の質問に移りま

す。 

　飲料水の確保においては、まだまだ多くの方

が不自由さを感じながら生活を送っているわけ

ですが、本市においては、安全な水を世界にと

のＳＤＧｓも推奨しております。 

　今後急速な高齢化、人口減少に加え、地震や

土砂崩れ、風水害による施設の破損や崩壊時の

飲料水施設の維持や、何よりも安全な水の確保

について、市長の所見をお伺いをいたします。 

○副議長（三木健正君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　議員からのお話にもありましたが、災害等に

よる施設の破損に対応できる事業といたしまし

ては、補助要件等に合致した場合につきまして

はになりますが、高知県中山間地域生活支援総
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合補助金などを活用することが可能となってい

るところでございます。 

　また、その復旧までに多くの時間を要するよ

うなことが想定されることから、施設復旧前の

水の供給を安定的に行うように努めてまいらな

ければいけないと、そのように考えているとこ

ろでございます。 

　ただ、この補助要件には合致しない、そうい

った場合もあるというふうに考えておりまして、

そちらの復旧に関しましては、高知県や地域の

住民の皆様とやはり協議を行う中で、市として

適切な支援に努めなければならないというふう

に考えておるところでございまして、当然市民

の皆様が安全な水を確保できますよう取り組ん

でいきたいと、そのように考えているところで

ございます。 

　また、新設等で水がない場所に住居を構える

といった場合等も今後もあるとも思いますので、

なかなか全てに公費での対応というのは難しい

かと思いますし、また今給水エリアにおいても

給水管から自宅へまでは、実費で引いていただ

くようなこと等もありまして、総合的に考えな

がらやはりそこに余り差が生まれないようにし

っかりと対応していかなければならないと、そ

のように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（三木健正君）　１２番野々下昌文君。 

○１２番（野々下昌文君）　それぞれの担当課

の皆様、また市長、本当に丁寧な答弁をありが

とうございました。どんなときも、安全な水の

確保ができるような取組をお願いをしておきま

す。 

　また誰一人取り残さないとのＳＤＧｓのサブ

タイトルがございます。市内にはまだまだいろ

んな形で取り残される、そのような多くの方た

ちがおられます。そのような方たちにも目を向

けられる市政運営をお願いいたしまして、一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（三木健正君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１１時１６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２６分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　議員番号５番、東でご

ざいます。このたび４月の宿毛市市議会議員選

挙で当選させていただいた５人の新人の１人で

ございます。誠実に真っすぐに取り組んでまい

りますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

　それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

　市道の維持管理について、まず、市道真丁線

はアーケードが撤去された後、雨天時には道路

に水がたまり、水はけが悪く、雨が止んだ後も

水たまりが残り、歩行通行に支障を来していま

す。また、道が凸凹している部分があり、晴天

時でも手押し車を押している高齢者が転倒する

などの被害も起きております。 

　昨年１０月１７日の宿毛文教センターでの地

域懇談会で、真丁地区長からこの件の質問がな

され、質問事項に対して市長は、市道真丁線は

道路をかさ上げすることで、隣接している店舗

などへの雨水が流れ込んでしまう箇所があるこ

とから、根本的な解決には至っておらず、これ

までの部分的な路面補修で対応を行ってまいり

ます。今後の整備につきましても、水たまりが

できないよう、部分的な補修を予定しており、

来年度より、平たん性が悪い箇所から随時して

いきたいと考えております。 

　地区の皆様には御不便をおかけするかと思い

ますが、今後も市道の維持管理に努めてまいり

ますので、御理解のほどお願いいたしますと書
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面で回答しております。 

　今回、私も多くの区の皆様から市道真丁線の

雨水排水対策については、苦情・要望を聞いて

おります。市長は昨年１０月の地域懇談会で回

答した内容を踏まえ、どのように考えているの

か、お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、東議員

の質問にお答えします。 

　市道真丁線におきましては、昨年度、地区長

より要望のあった水たまりができる箇所につい

て、本年度の維持工事におきまして、小野　梓

公園からときわ前までの間のオーバーレイを計

画しております。施工時期につきましては、地

区長と調整し、準備が完了次第、実施したいと

考えております。 

　その他の箇所につきましても、地区長と調整

し実施してまいります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　きのうの堀議員の答弁

にもありましたとおり、市道を約８００路線、

距離で約３９５キロと認識しております。また

令和５年度一般会計当初予算を確認をしたとこ

ろ、７款２項２目１４節、市道維持補修工事費

として計上されている金額は５，６３６万９，

０００円とのことで、本当に限られた予算の中

で優先順位をつけて補修工事が行われているこ

とと思いますので、補修箇所に関しましては、

再度、地域住民の方々とよくよく協議の上、そ

ごが起きないように調整していただきたいと思

います。 

　続きまして、市道二ノ宮野地線について、市

道二ノ宮野地線については、道路の補修の予算

が計上されているとのことですが、土木課から

どの程度の補修計画、内容として次期補修箇所、

補修方法をお答え願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えします。市道二ノ宮野地線におきまして

は、著しく舗装が悪い場所におきまして、舗装

工事を現在発注済みであり、工期は本年６月６

日から１０月３日で契約しております。 

　補修方法につきましては、アスファルトオー

バーレイで施工いたします。 

　施工範囲につきましては、路線のうち３か所

を予定しており、それぞれの面積は１，３３０

平米、６３０平米、１，３００平米で、工事費

の総額はおよそ１，２００万円となっておりま

す。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　 

　滞りがない施工と管理運営をお願いいたした

いと思います。 

　次に、関連質問として、市道平井蕨尾線につ

いてでございます。 

　この道は広いのですが、道と田畑との高さが

同等程度であり、秋口になると日中でも植物の

生育により道の境目が分かりづらくなります。

雨が降り、暗くなるとさらに見通しも悪いこと

から、いつ事故が起きてもおかしくない状況に

思われます。 

　事故を未然に防ぐという観点からも、早期に

白線や反射板などの設置を考えるべきではない

かと思いますが、市はどのように考えているの

か、お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えさせていただきます。 

　市道平井蕨尾線につきましては、視認性確保

が難しい状況を確認した上、市内全域での優先

順位を勘案し、必要な対策を講じてまいります。 

　以上です。 
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○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　先ほども述べたとおり、

事故が起きてからでは遅いと思いますので、早

期に現地確認を行い、検討されるべきだと思い

ます。 

　続きまして、市道桜町藻津線について御質問

させていただきます。 

　市道桜町藻津線の街路樹についてですが、街

路樹が成長し過ぎ、道路施設、舗装縁石の損傷

の問題、歩車道間の視認性の問題、落ち葉の問

題、病害虫防止の問題、維持管理の問題などが

あると思いますが、市はこれらの問題をどのよ

うに考えているのか、お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えします。 

　市道桜町藻津線につきまして、地元より街路

樹の落ち葉や病虫害発生のため、街路樹の撤去

を要望されているところです。 

　市道桜町藻津線は、中央２丁目の県道宿毛津

島線の合流地点から片島中学校前の三差路まで

３，２６９メートルの路線であり、本年度は、

県道宿毛津島線との合流点からおよそ３５０メ

ートルの街路樹の撤去を予定しております。今

後、地元と調整しながら、引き続き街路樹の撤

去を行っていきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　地域の皆様としっかり

と協議を行いながら進めていただきたいと思い

ます。 

　再質問になってしまいますが、街路樹の維持

管理費にどれぐらいの予算がかかっているのか、

お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、再質問

にお答えします。 

　市道桜町藻津線の街路樹の高木剪定１１７本、

低木剪定１，０００平米、草刈り２，２００平

米であり、今回の剪定等作業に約８０万円ほど

の費用がかかっております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　再々質問になってしま

うのですが、１回の剪定作業に８０万円ほどの

予算とのことですが、剪定作業は年何回程度行

われておりますか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、質問に

お答えいたします。 

　６月下旬から７月の上旬と９月以降、草の状

況を見ながら年間２回程度実施しております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　この項目最後の質問に

なります。 

　これは私見ではありますが、街路樹を撤去後、

花壇などに切り替えて管理を市内事業者に委託

してはどうかと考えますが、市としての所感を

お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　東議員の一般質問にお

答えをさせていただきます。 

　先ほど道路の維持管理費のほう、本年度の予

算のこともお話をいただいたところでございま

す。 

　自分が市長に就任する８年前は、ほとんど、

本当にもう少ない金額でして、議員の皆様方の

御理解をいただく中で、この管理費についても

毎年増額を続けて、今は、当時から言えば倍増

している状況でございますが、それでも全く足

りてない、そういった現状というのは自分も把

握をしているところでございます。いろいろな

方面から捻出をしながら、できるだけ早い段階
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で、市内のいろいろな道路の管理をしっかりと

していきたい、そのように思いながら取組を進

めさせていただいているところでございまして、

真丁の皆様方にも本当に長きにわたって我慢と

いうか、御理解をいただいているところでござ

いまして、やっと根本的なということではござ

いませんが、オーバーレイでやれるということ

で、今見通しを立てているところでございます。 

　また、工事に関しましては地域の方々の御理

解をいただきながら、御協力いただかないとで

きないことでございますので、引き続きよろし

くお願いをいたしたい、そのように思っている

ところでございます。 

　この街路樹の撤去の後の管理について、市内

業者というお話をいただいたところでございま

すが、自分が市長に就任して以後の政策ではご

ざいますが、宿毛でお花おもてなし事業という

取組を現在進めているところでございまして、

本事業につきましては、花を植えるといった活

動を通じまして、住民の方々のボランティア精

神や環境美化に対する意識の高揚を図ると同時

に、宿毛市に来てくださる方々をお花でおもて

なしをしたいという考えのもとで、現在宿毛市

周辺、一部は街路樹がなくて花を植えていると

ころがあると思うんですが、あれがそうです。

例えばベスト電器の前であるとか、こういった

ところで行っている事業でございます。 

　その街路樹を撤去した後のその植樹桝という

んですか、そこの取扱いについては、それぞれ

近隣の方々が御意見お持ちでございます。宿毛

市としてはぜひ花を植えてもらいたいというこ

とで、それに対するポット苗であるとか、肥料

であるとか、そういったものは御提供させてい

ただいて、住民のボランティアでやっていただ

きたい、もしくは有志の方々でやっていただき

たい、そのように進めているところでございま

すが、場所によってはそこを再度舗装して歩道

を拡張してもらいたいとか、場合によってはも

う草とかも生えないように、そういった形で上

を処理をしていただきたいとか、いろんな御要

望ありますので、地域の方々のそういった御意

見も聞きながら今後進めてまいりたい、そのよ

うに考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　ぜひ地域の皆様の意見

を聞きながら考えていただきたいと思います。 

　次の質問に移らせていただきます。 

　すくもいきいきサロンについて、すくもいき

いきサロンの設立の経緯と内容について、お聞

かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

５番東議員の一般質問にお答えいたします。 

　すくもいきいきサロンは、市民の皆さんの健

康増進及び交流の場として令和３年５月に長田

町に開設いたしました。昨年１２月からは、桜

町の旧市役所本庁舎を改修した宿毛市交流複合

施設さくら内にあったかふれあいセンター事業

の一部として実施をしております。 

　サロンは日曜日を除く週６日、午前９時から

午後７時まで開館し、運動機能低下防止のため

の機器を用いたトレーニングができ、交流スペ

ースも設置をしています。 

　運動機器の利用料は、市内にお住まいの６５

歳以上の方は無料、市内にお住まいの６４歳未

満及び市外にお住まいの方は１回２００円です。 

　今後は、認知症予防対策に役立つプログラム

を体験できるオンライン健脳カフェや健康マー

ジャン、ｅスポーツなどを導入予定ですので、

皆さんに交流を楽しんでいただけるよう、サロ

ン事業の充実を図っているところです。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 
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○５番（東　　新君）　すくもいきいきサロン

設立の経緯と内容についてよく理解できました。

オンライン健脳カフェは、令和５年度新規事業

等調査表、３款２項１目、ｅスポーツは多世代

交流事業、令和５年度新規事業等調査表、３款

１項３目、ともに事業内容を拝見しましたが、

認知症予防対策や多世代交流事業は、高齢者が

さらに増加することを考えると、大変意義のあ

る事業だと思いますので、広報活動にもぜひ力

を入れていただきたいと思います。 

　再質問になります。 

　本年５月末のサロンの登録者数及び５月の利

用者数、年代別、性別についてお聞かせ願いま

す。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

再質問にお答えいたします。 

　本年５月末現在の登録者数は６１３人、５月

の利用者数は延べ９７８人、年代別内訳としま

しては、６５歳以上が９１７人、６４歳以下が

６１人で全体の約９４％が６５歳以上の高齢者

となっております。 

　また、性別内訳は、男性２４４人、女性７３

４人で全体の約７５％が女性です。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　大変数多くの方が利用

されているということが分かったのですが、器

具についてどのようなものが設置されているの

か、また器具によっては摩耗が早く、壊れてし

まうことが想定されますが、この場合の修繕、

入替えなどはどのようにするのか、お聞かせ願

います。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

質問にお答えいたします。 

　現在設置されている運動機器につきましては、

上半身のトレーニングに適したショルダープレ

ス、ルームランナー、エアロバイク、足踏み運

動ができるステッパー等、８種類１６台を設置

しています。 

　使用頻度の高い機器は故障することもあり、

修理については運営を委託しております宿毛市

社会福祉協議会が対応し、修繕が難しい場合は、

市が購入をしています。 

　サロンは多くの方に御利用いただいておりま

すので、今後も新しい機器の導入などを検討し

ながら、利用者の皆さんの使いやすい施設とな

るように運営していきたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　サロンの利用者数の９

４％が６５歳の高齢者ということから、高負荷

をかけるような器具は必要ないと思いますが、

新たな器具の導入を検討されるときには多くの

利用者さんが使用しても耐えられる器具を選ん

でいただきたいと思っております。 

　さらに再質問になってしまいますが、利用者

からインストラクターを常駐させてほしいとの

意見も聞いていますが、どのようにお考えにな

られているか、お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

お答えいたします。 

　サロンは市民の皆さんが主体的に運動し、交

流を楽しんでいただく場と考えておりますので、

インストラクターの常駐は予定しておりません

が、受付職員が運動機器の操作説明や利用など

に関する質問などに対応できるほか、鍛えられ

る筋肉や効果、トレーニングに適した回数や時

間などを記載した説明書や動画を御用意してお

ります。 

　さらに、個人のニーズに応じた御相談に対応

できるよう、月に２回、特定医療法人長生会の
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看護師と理学療法士が駐在しておりますので、

御自身の体調に合わせたトレーニング方法など

を御相談いただければと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　月２回看護師、理学療

法士が常駐していることに対しての広報活動も

積極的に行っていただきたいと思います。 

　すくもいきいきサロンについて最後の質問な

のですが、サロンの事業を宿毛市の別の場所で

も展開するお考えはあるのか、お聞かせ願いま

す。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

お答えいたします。 

　すくもいきいきサロンにつきましては、現在

の場所へ移転後、利用者数が増加し、既存市街

地以外からもたくさんの方にお越しいただいて

おります。主な利用者となります６５歳以上の

方に向けた集いの場としましては、御自宅から

近くにあることが重要となりますが、各地域に

は、いきいき百歳体操や元気クラブなど、住民

主体の健康づくりや交流の場がございますので、

現時点ではサロン事業の他地域での展開は計画

しておりません。 

　なお、今年度から、各地域の集いの場でもイ

ンターネットを活用したオンライン健脳カフェ

などを体験していただけるよう、パソコン機器

等の貸出しを行うなど、住民グループの支援も

充実してまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　東　新君の質問の途

中ですが、議事の都合により、この際、午後１

時まで休憩いたします。 

午前１１時４８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　東　新君の一般質問を継続します。 

　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　先ほど、長寿政策課長

の最後の答弁に対して一つ付け加えさせていた

だきます。 

　オンライン健脳カフェの事業の目的に対する

成果目標、地域の自主グループの利用率１０％、

約５グループ、４０歳以上の健診受診者数の利

用者率１０％、約１８０人を達成できるように

私自身も各地区に赴いたときには、広報活動に

努めてまいりたいと考えております。 

　続きまして、宿毛市の地産外商について質問

させていただきます。 

　宿毛市振興計画の重点戦略基本目標１、地産

外商により魅力ある仕事をつくるとあります。

まずは地産について御質問させていただきます。 

　宿毛市の生産年齢人口及び労働人口は現在何

人いるのかをお教え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、東議員

の一般質問にお答えいたします。 

　現在ということですが、最新の直近データで

お答えさせていただきます。 

　直近のデータである令和２年の国勢調査にお

きまして、本市の生産年齢人口は９，２０９人、

労働力人口は８，６７０人となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　そのうち、基幹産業で

ある第１次産業に従事している人口は何人いる

のか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　直近のデータである令和２年の国勢調査にお
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きまして、本市の第１次産業の就業者は１，１

３７人となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　第２次、第３次産業に

従事している人口は何人いるのか、お教え願い

ます。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　直近のデータである令和２年の国勢調査にお

きまして、本市の第２次産業の就業者は１，５

１０人、第３次産業は５，６１２人となってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　農林水産業別の売上げ

はどの程度あるのか、お教え願います。 

　産業振興課長。 

○議長（川村三千代君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君）　産業振興課長、

東議員の一般質問にお答えいたします。 

　まず、農業産出額でございますが、農林水産

省から農林業センサスからの推計値として公表

されている最新のものが、令和３年で約２８億

８，０００万円となっております。 

　次に、林業産出額につきましては、県が市町

村ごとに公表する令和２年の生産量からの推計

値ではございますが、素材生産で約３億５，０

００万円、特用林産で２，３００万円となって

おります。 

　水産業産出額につきましては、国や県が市町

村ごとに公表するものがございませんので、令

和３年の宿毛市振興計画改定時に農林業センサ

スから推計した数値で、養殖業で約７３億円、

養殖業以外で約４億５，０００万円となってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　売上げの規模につきま

してはわかりました。 

　そこで、次に、農林水産業の担い手の確保に

ついて、現在どのような施策を行っているのか、

またどのような成果が出ているのか、お教え願

います。 

○議長（川村三千代君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君）　産業振興課長、

お答えいたします。 

　農林水産業の担い手の確保に対しての施策に

ついてでありますが、担い手となる新規就業者

の確保・育成のため、それぞれの分野において

研修制度を創設しております。 

　この制度では、研修期間中に研修生には手当、

スタートアグリカルチャーすくもをはじめとす

る研修受入れ機関等には謝金を補助しておりま

す。 

　また、林業分野におきましては、地域おこし

協力隊制度を活用し、持続可能な小規模林業経

営の確立と普及を目指す自伐型林業の実践活動

を行っております。 

　さらに毎年、市民の方を対象としたすくも森

林塾を開催し、林業の基礎的な技術を身につけ、

自らが所有する山林等の森林整備を行うための

担い手確保に努めております。 

　こうした施策により、毎年度数名ずつではあ

りますが、それぞれの分野における担い手とし

ての新規就業者を確保・育成しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　数名ずつかもしれませ

んが、継続することが大切であると思いますの

で、今後も精力的に取組を行っていただきたい

と思います。 

　続きまして、創業支援、事業継承、企業誘致
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についてはどのような施策を行っているのか、

また、どのような成果が出ているのか、お教え

願います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

東議員の一般質問にお答えをいたします。 

　まず、創業支援についてでございますが、先

ほど議員もおっしゃられました宿毛市振興計画

の重点戦略である第２期まち・ひと・しごと創

生総合戦略の個別施策として創業支援、事業承

継の促進を位置づけております。 

　また、平成２６年１月に施行された産業競争

力強化法に基づき、創業を志す方の支援体制を

整備し、市以外の創業支援等事業者とのさらな

る連携強化を図るため、平成２８年５月２０日

付で宿毛市創業支援等事業計画の認定を国から

受けまして、市内で創業・起業しようとする方

を支援しているところでございます。 

　施策内容としましては、創業・事業承継を検

討している方に対して、宿毛商工会議所と連携

して相談に対応するほか、空き物件の紹介、情

報発信、人材教育の機会の提供を一括して行い、

金融機関の協力も得ながら起業後のフォローも

含めて支援を行っております。 

　直近の令和４年度の相談件数等の実績としま

しては、市の窓口では５件の相談があり、実際

に創業につながった方は１件、そしてまた、宿

毛商工会議所での相談件数は９件、そのうち創

業者数は４件となっております。 

　また、創業希望者の知識習得を目的として、

継続的に行う創業支援の取組を特定創業支援等

事業として位置づけており、高知県産学官民連

携センターが実施しております、土佐まるごと

ビジネスアカデミー、通称土佐ＭＢＡと言いま

すが、その講座のうち経営、財務、人材育成、

販路開拓の４つの分類に係る講座をそれぞれ１

つ以上受講し、かつ１か月以上にわたる継続的

な受講した方は特定創業支援等事業による支援

を受けた者として認定され、会社設立登記に係

る登録免許税の軽減や、無担保、原則第三者保

証人なしの創業関連保証、あるいは日本政策金

融公庫が行う融資制度の特例措置などの特典を

受けることができるようになっております。 

　この特定創業支援等事業による支援を受けた

ものとして認定し、証明書を発行した方は令和

４年度実績で１件となっております。 

　以上が創業支援に関する成果となっており、

今後も引き続き宿毛商工会議所と連携し、進め

てまいります。 

　次に、事業承継については、先ほども少し触

れましたように、宿毛商工会議所と連携して実

施しているところでございます。 

　これまで市の窓口への相談実績がない状況で

ありますが、相談があった場合には商工会議所

と連携し、必要に応じて国や県の補助事業や支

援について御紹介することとしております。 

　なお、宿毛商工会議所における令和４年度の

相談件数は１８件とお聞きしておりまして、ま

た、高知県事業承継・引き継ぎ支援センターが

当事者間を仲介して策定した宿毛市案件の計画

数は８件となっております。 

　事業承継は全国的にも大きな課題となってお

りますので、今後も国や県の支援制度を注視し

ながら、宿毛商工会議所や高知県事業承継・引

き継ぎ支援センターとも連携して取り組んでま

いります。 

　最後に、企業誘致に関しましては、高知県の

企業誘致課や港湾振興課と協力して情報収集や

企業訪問を実施する中で、本市の高知西南中核

工業団地や、宿毛湾港工業流通団地への誘致に

取り組んでまいりました。 

　成果としましては、高知西南中核工業団地の

販売区画は完売をしておりまして、また、宿毛

湾港工業流通団地も大半が売却済みとなってお
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ります。 

　近年では、平成３０年度には事務系企業であ

る株式会社ベネフィット・ワン、平成３１年度

には水産加工を行う株式会社高知道水、令和４

年度には、水産加工を行うサンライズファーム

株式会社の誘致にも成功し、令和５年度現在、

これまでの企業誘致により１，０００名を超え

る雇用が生まれております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　新たな創業者を育成す

ることや事業継承については、我が宿毛市にと

って大変重要なことなので、今以上に他団体と

連携を取りながら広報活動及びサービスの提供

に努めていただきたいと思っております。 

　そして、最後の企業誘致に関しまして、これ

ほど多くの雇用が生まれていることを恥ずかし

ながら知りませんでした。本当に並大抵なこと

ではないと思いますが、こちらも引き続き、企

業誘致に力を入れていただきたいと思います。 

　ここで関連質問になるのですが、宿毛市も活

用しております半島振興法の概要についてお教

え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、東議員

の一般質問にお答えいたします。 

　半島振興法の概要ということですが、制度の

趣旨そのものも含めて御説明いたします。 

　半島地域は、国土の保全、多様な文化の継承、

自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の

安定的な供給等の重要な役割を担っております。

また、海、山、里の多様な資源に恵まれ、海を

通じた独自の歴史文化を持ち、優れた自然景観

などの観光資源にも恵まれています。 

　一方で、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、

幹線交通体系から離れているなどの制約の下に

あることから、産業基盤や生活環境の整備等に

ついて、他の地域に比較して低位にあり、また、

人口減少、高齢化が進行するなど、厳しい状況

にございます。 

　このような状況にあることから、半島地域の

自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地

域における定住の促進を図り、併せて国土の均

衡ある発展を図ることを目的として半島振興法

が制定され、国、地方自治体等による各種支援

措置、施策等が講じられています。 

　現在、半島振興対策実施地域につきましては、

本市を含む幡多地域をはじめ全国で２３の地域

が指定されております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　半島振興法１７条に基

づく租税特別措置の適用を受けられる対象事業、

対象設備をお教え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　本市における半島振興法に基づく租税特別措

置の適用を受けられる対象業種につきましては、

製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サー

ビス業等で、対象設備につきましては、機械・

装置、建物・附属設備、構築物の新増設、改修

等となっております。 

　内容につきましては、３年間に限り、課税の

特例である不均一課税の適用が可能となるもの

でありまして、初年度が１０分の１、２年度が

４分の１、３年度が２分の１の税率が適用され

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　この半島税制の優遇措

置を現在どのくらいの事業者、または個人が活

用されているのか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 
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○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　現行の半島振興法に基づく租税特別措置の適

用を受ける企業は、市内で現在７社となってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　半島振興法について大

変よく理解ができました。これ以外にも、先ほ

どお聞きした高知西南中核工業団地、宿毛湾港

工業流通団地、また沖の島などは離島振興法、

そして過疎地域に認定されたことで、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法など、

市内の既存の事業者や個人事業主、またはこれ

から創業を考えられている方たちに対して、ま

ずは該当するのか、該当するならばどれが当て

はまるのか、そして、どのような優遇措置を受

けることができるのか、広報活動やサービスを

他の団体などとも連携を取り、今まで以上に行

っていただきたいと思っております。 

　続きまして、また関連質問になってしまいま

すが、先ほど商工観光課の答弁でもありました、

市の企業誘致により数多くの雇用が生まれてい

る中で、子育て世代の雇用者が、夜間や急な外

出の場合でも活用できるようなファミリーサポ

ートなどのサービスの提供は考えられないのか、

お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（畠中健一君）　福祉事務所長、

東議員の一般質問にお答えいたします。 

　ファミリーサポートセンター事業とは、保護

者が働きながら安心して子育てができる環境を

整備するため、子供の一時預かりや保育園等へ

の送迎など、援助を受けたい依頼会員と援助を

行いたい提供会員が地域で子育てを支え合う有

償のボランティアサービスです。 

　事業を実施している市町村によりますと、組

織の運営体制や提供会員の確保等に苦慮してい

る現状もあるようですけれども、先ほどの野々

下議員の御質問にもありましたように、来年度

策定する第３期宿毛市子ども・子育て支援事業

計画の策定に向けて、今年度は子育て世代への

ニーズ調査を実施することとしております。 

　ニーズ調査の結果を分析し、子育て世代が抱

えている課題や必要とする支援を整理する中で、

ファミリーサポートセンター事業につきまして

も、潜在的なニーズを把握しながら検討してま

いりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　しっかりと第３期宿毛

市子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の

分析を行っていただきたいと思っております。 

　続きまして、外商について質問させていただ

きます。 

　地元産品の外商力の向上、地元産品の販路拡

大とありますが、どのような施策を行っている

のか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　御質問いただきました内容につきましては、

先ほども御紹介させていただきました宿毛市振

興計画の重点戦略であります第２期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に位置づけております

ので、その内容についてお答えをいたします。 

　まず、地元産品の外商を推進するためには、

市場ニーズに合致した商品づくりが求められて

おりますが、本市はターゲットとなる都市部か

ら遠く離れており、事業者、特に小規模事業者

が市場ニーズを把握しにくい環境にあるため、

宿毛商工会議所と連携し、専門家によるセミナ

ーを開催することで、ニーズの把握や外商に向

けた地元産品の磨き上げを行うこととしており
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ます。 

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

拡大による影響があったことから、講師を招聘

したセミナーの開催は現在できておりません。 

　今後、商品の中身だけではなく、パッケージ

の改善など、効果的に外商を展開できる専門家

の選別、招聘について、オンラインでのセミナ

ー開催も含め、宿毛商工会議所と連携し、進め

ていきたいというふうに考えております。 

　次に、地元産品の販路拡大につきましては、

全国各地で行われる展示会、商談会に出展する

地元企業に対して、出展料や旅費等、販路開拓

にかかる費用の一部を支援する宿毛市販路開拓

支援事業費補助金の交付など、事業者の負担軽

減につながる事業を実施しております。 

　また、宿毛市の優れた商品である宿毛市推奨

品制度に認定された商品の外商を推進するため、

アグリコレットやイオンモール高知などで開催

されたイベント等でのＰＲ活動等を実施してお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　ただいまの答弁でもあ

りました、宿毛市販路開拓支援事業費補助金の

概要並びに活用実績についてお聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　宿毛市販路開拓支援事業費補助金の概要でご

ざいますが、市内中小企業者等の県外における

販路開拓を支援することを目的として、展示会

等に出店する中小企業者等に対し、予算の範囲

内で補助金を交付するものでございます。 

　補助対象事業としましては、県外において開

催される販路拡大を目的に、製品、または商品

等を紹介する展示会等への出展等に関する事業

としておりまして、物販を行う展示会等や、ま

た、一般客を主な対象とする展示会等は対象と

はしておりません。 

　補助対象経費といたしましては、旅費、ＰＲ

資材の印刷費や消耗品費、商品の送料、出店料

などを補助対象としており、補助率は補助対象

経費の２分の１以内で、１事業者当たり年間２

０万円を補助金額の上限と定めております。 

　本事業のこれまでの活用実績でございますが、

コロナ前の令和元年度の活用事業者が３名で、

商談件数は２０９件、新規契約数は１４件ござ

いました。コロナ禍の令和２年度が活用事業者

１名、商談件数２件、新規契約数ゼロ、また、

令和３年は活用事業者２名、商談件数２７件、

新規契約数３件、令和４年度が活用事業者２名、

商談件数１９件、新規契約数２件となっており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　活用している事業者が

少ないように感じますが、使い勝手が悪いので

はないでしょうか。そこで、要件を緩和し、物

販を許可してはどうか、市としての見解をお聞

かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　先ほどの答弁の繰り返しにはなってしまうの

ですが、宿毛市販路開拓支援事業費補助金の補

助対象事業は、県外において開催される販路拡

大を目的に製品または商品等を紹介する展示会

等への出展等に関する事業としておりまして、

物販を行う展示会等や一般客を主な対象とする

展示会等は対象とはしておりません。本補助金

は、販路開拓を支援することを第一の目的とし

ておりますので、単純な物販イベントへの出展

に対する補助は、現在のところ考えておりませ

んが、どういった支援を行うことが効果的なの
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か、今後も検討してまいりたいというふうに考

えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　この件に関しましては、

今後も検討していくとのことですので、引き続

き別の機会に質問させていただきます。 

　外商の最後の質問になりますが、販路拡大の

ための視察を目的とした補助事業を新たに創設

してみてはどうかと思うのですが、市としての

見解をお答え願います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　販路拡大のため、県外で開催される展示会や

商談会などを視察する、これ自体は大変意義の

あることだというふうに考えてはおりますが、

一方で、単なる旅行になってしまわないかとい

った、そういった心配や、また、具体的にどう

いった効果があったのかを評価することが非常

に難しいため、現時点では補助対象事業に加え

るという予定はございません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　確かに、ただの旅行に

なってしまわないか、効果があるのかを評価す

ることは難しいと思いますが、新たな取組を試

みることは大切だと思いますので、今後も臆せ

ずに提案させていただきたいと思います。 

　それでは、最後の項目であります。 

　はなちゃんバスについて質問させていただき

ます。 

　現在のルート、時刻になった経緯についてお

教え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、東議員

の一般質問にお答えいたします。 

　コミュニティバス、はなちゃんバスについて、

経緯を含めて説明させていただきます。 

　本市における地域公共交通の主な手段は、長

年乗合バスでしたが、モータリゼーションの進

展に伴って利用者が激減し、他の地域と同様、

赤字路線、特に中山間地域における路線の多く

が廃止されてきました。本市といたしましても、

地域の公共交通を維持すべく、国の補助制度で

ある地域間幹線系統補助を活用し、幹線バスの

維持に努めてまいりましたが、高齢化の進展に

より、中山間地域における交通弱者の移動手段

の確保が喫緊課題となり、平成２６年より公共

交通空白地域の解消を目的としたコミュニティ

バスの運行に関して検討を開始いたしました。

公共交通空白地域を抱える各地域において、住

民との意見交換を実施し、コミュニティバスの

運行が必要との判断に至りました。その後、高

知運輸支局のサポートを受け、コミュニティバ

スの運行に向けた手続を開始、四国運輸局から

自家用有償旅客運送の許可を受け、平成２８年

１０月から１年間の実証運行を行い、平成２９

年１０月から本格運行へ移行し、現在に至って

いるところでございます。 

　現在楠山線、栄喜線、舟ノ川線、出井線、藻

津線の５路線を月曜日から金曜日まで、それぞ

れ曜日によって異なる路線を運行しております。 

　本格運行から５年が経過し、その間に利用者

のニーズの把握を行い、停留所の増加、あるい

は利用者の著しく少ない停留所については廃止

するなど、効果的な運行をするべく、利用状況

に応じて内容を変化させながら、現在までコミ

ュニティバスの運行を継続したところでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　効果的な運行をするべ

く、利用状況に応じて内容を変化させてきたと
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のことですが、ルート、ダイヤを定める場合の

選定基準を教えていただきたい、お願いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　選定基準につきましては、国土交通省におい

て定められた基準を参考といたしまして、バス

停、鉄道駅からおおむね１キロ以上離れた地域

を公共交通空白地域とし、その対象地域での協

議を踏まえた実証実験を経て、各ルートの運行

回数を定め、最も効率的であるルートとダイヤ

を設定をいたしました。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　最も効率的であるルー

トとダイヤを設定いたしましたとのことですが、

現在の各ルートの利用者数はどれぐらいなのか、

お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、お答え

いたします。 

　先ほど申し上げましたように、５路線を曜日

によって異なる路線を運行しております。ルー

ト別の利用者につきましては、令和４年度、昨

年度の年間実績で、楠山線が運行日数５０日で

１，３３６名、栄喜線が運行日数５２日で２，

０１７人、舟ノ川線が運行日数５１日で１，４

９４人、出井線が運行日数５１日で１，１２４

人、藻津線が運行日数５２日で１，８１２人、

合計年間利用者は延べ７，７８３人となってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　年間数多くの方が利用

されていることが分かりましたが、高齢者が今

後より一層増えることが想定される中、地域医

療の受診や買い物など、より利便性を向上させ

るために市街地循環ルートを設定してはどうか

と考えるのですが、市としての見解をお聞かせ

願います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　東議員の一般質問にお

答えをさせていただきます。 

　はなちゃんバスのその市街地循環ルートにつ

きましては、私もぜひやりたい政策の一つであ

りまして、例えば宿毛駅をハブといたしまして、

そこまでそれぞれの地域から人を運んできて、

そこを一つの点として、市内の病院であるとか、

あと買い物ができるところであるとか、それか

らあとは公共の例えば市役所であるとか、そう

いったものを循環できないか、こういったこと

は一つの構想として今までも何度も検討してき

たところでございます。 

　そういうことが可能となれば、通院や買い物

における利便性の向上に加えまして、観光面で

の効果にも着目をしているところでもございま

す。 

　しかしながら、一つにはやはり運転手の不足

という事態もあるんですが、それ以外にも様々

な課題があって、今のところまだ実現に至って

いないところでございます。 

　先日の今城議員の一般質問でもありましたが、

次にまたそのバス停までどうやってその高齢者

の方々が出てくるのか、またバス停をどこに配

置するのか、それぞれ多くの御意見がございま

して、それぞれの地域でその課題というものが

またあるところも事実でございます。 

　そういった形の中で、グリーンスローモビリ

ティであるとか、現在宿毛市が取組をしている

自転車、これに加えてアシスト付きが最近は主

流になってきておりますので、そういったもの

であるとか、それを取り巻くその交通体系、要

するに道路ですね、道路の整備であるとか、ま

たドライバーさんの意識づけであるとか、いろ
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んなものを一つだけやってもトータルとして形

にはなりませんので、そういった目標のもと、

今一つずつ課題を抽出しながら、例えば１．５

メートル空けて通りましょうとかというような、

そういったドライバーさんに少し優しい運転を

してもらいましょうとか、またそういった取組

も市として今掲げて、行っているところでござ

います。 

　そういった非常にいろいろな問題はあります

が、その効果は本市の公共交通において有用で

あります。課題は多くありますが、ぜひ実現に

向けて取り組んでいきたいというふうに思って

おりますので、またいろいろ地域の方々の御意

見であるとか、そういったものも伝えていただ

きたいと、そのように思っているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　５番東　新君。 

○５番（東　　新君）　いろいろと問題がある

ことは、今の答弁でも重々理解できましたが、

全ては宿毛市民のためでありますので、最大限

善処していただきたいと思います。 

　市長をはじめ、それぞれの担当課の課長、あ

りがとうございました。これにて私の一般質問

を終わらせていただきます。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午後　１時３５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時４７分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　また、皆様とともに宿

毛市の役に立つ仕事をしていきたいと思ってお

ります。市民の代表、小さな声を今までも伝え

てまいりました。これからも私のスタンスは、

小さな声なき声を伝えていくということをやっ

ていきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

　私は新型コロナワクチン接種について、今ま

でも中心に質問を行ってまいりました。本当に

今、私の周りでは体の具合が悪くて困っている

方も数多くおられます。それで今回も、新型コ

ロナワクチン接種の見直しを考えるべきではな

いかの論点で質問を行ってまいります。 

　厚労省のホームページでも死者増大、重篤者

数増加の状況であります。私の周りでも倦怠感

や足腰の痛みを訴える高齢者が急に多くなり、

集まりの数も減っております。国や行政が推奨

するから、市民が接種をする状況ではありませ

ん。市民の命は守られていますでしょうか。コ

ロナが危ないから、年寄りを守るために、人に

うつさないために打ちましょうの状況ではない

と思います。見直すべきではないかと考えてお

ります。 

　このワクチンを危険と思ったのは、政府やテ

レビ、マスコミの報道は一切ありませんが、最

初打ち始めた方は高齢者でも８５歳、９０歳の

方、そして、病歴を持ってる方が打ち始めまし

た。すると、２か月遅れで人口動態統計が出て

まいります。例年は小さなものですけれども、

こうやって赤と青がくっついて少しずつ上がっ

ていくという状態であります。そして、令和３

年が、こういうふうに若干青と赤が離れていく

という状況になっております。２月にファイザ

ーが認定されました。そして、５月頃から大き

く例年より離れていく様子がよく分かるのが厚

労省のホームページの人口動態統計であります。 

　ここでは多くの８５歳、９０歳の高齢者の方、

そして基礎疾患を持っておられる方が多く亡く

なりました。テレビ、マスコミの報道は一切あ

りません。コロナは怖いとあおり立てたメディ

ア、今思うと、みんなが信じて腕を差し出した
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結果、３年目を迎えております。 

　２１年、米国ソーク研究所の論文に、ｍＲＮ

Ａが持つ自然免疫を抑制することで、様々な障

害を引き起こす。血管内皮細胞を損傷し、炎症

を引き起こす指摘をしたウイルス学者の複数の

論文があります。今も政府はこの事実に向き合

うこともなく、原因を調査することもなく、打

ち続けています。そして死亡者、副反応被害者

はどんどん増え続けています。 

　毎日新聞社は生後６か月に実験製剤を打つ狂

人との大きな見出しで、ファイザーが４歳以下

の乳幼児が受けられるワクチンの見出しが大き

く新聞にありました。２３年３月の死者数２，

００５人です。重篤後遺症２万６，４４１件、

副反応部数３万４，０１８件、これは氷山の一

角であります。 

　同志社大学生６期生の卒論によると、ｍＲＮ

Ａワクチンで７万３，０００人の死者が出るこ

とを発表です。これは根拠がありまして、大体

ほぼ８５歳から９０歳の方は１，０００人に１

人、このときは亡くなっていましたので、そう

いう数字が出てきます。そして、６５歳から下

がっていた、６、７、８月頃にはぐっとグラフ

も例年に近づいていくというような状況になっ

ておりますので、若い方はワクチンによる死亡

者数は少なくなっています。 

　そして政府は、コロナ予算１００兆円を使い

ました。ＰＣＲをかけてＣＴ値を上げ、陽性者

をつくり、どんどん感染者を増やしていきまし

た。ワクチンを打ち始めた２１、２２年の２年

間で超過死亡２０万人を超えました。日本の事

実、そしてこの２３年の１、２、３月もとても

多くの死者が出ています。これは後で分かりま

すけど、接種の月と死亡者数の相関関係が見事

に一致をしております。私もずっと回ってみま

した。入退院を繰り返しているという人が複数

おられました。仕事も休まなくてはならないが、

家のローンも払わなきゃならない。家族のつら

さは決して人ごとではありません。 

　県に聞くと、認定には１年ほどかかるという

ことでございます。市でそれまで何とかならな

いかと思います。ほかにも最近になって倦怠感

が出て疲れやすい、健康を損ねたという高齢者

が多くいます。市からの接種券で守られると接

種をしたが、そうはならなかった。当時は２か

月ほどの治験の特例承認である新薬をおかしい

と疑う人は少なかった。感染症の新薬の基本は、

一握りの人に対応するテストであります。全国

民にする新薬の治験はあり得ません。テストを

繰り返し、その後何が起きるか全く分かりませ

ん。ワクチンを止めたい気持ちでいっぱいです。 

　質問に入ります。 

　接種者の状況についてお聞きをいたします。 

　日本全体は今、６回目の接種はどれくらいの

方がいらっしゃるか、そして宿毛市では何人い

らっしゃるか、教えていただきます。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、川田議員の一般質問にお答えいたします。 

　新型コロナウイルスワクチンの接種状況につ

いてですが、まず、全国の接種状況ですが、令

和５年６月１８日時点で、４回目以降の接種回

数は１億２７９万４，０６４回となっておりま

す。 

　次に、本市の接種状況につきましては、令和

５年春開始接種において、令和５年６月２０日

時点で２，９６６回の接種が完了しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　２，９６６人が宿毛で

接種しておられるということでございます。了

解いたしました。 

　今接種している対応株は２つありますけど、

宿毛市ではどのように、その２種類を提示なさ
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っているでしょうか。例えば東京のほうでは、

２種類を提示して、自分で選択をするという方

法でやっていられると聞きますけれども、宿毛

市ではどのようになさっているんでしょうか、

教えてください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、川田議員の再質問にお答えいたします。 

　ワクチン接種の選択の仕方につきましては、

令和５年春開始接種では、オミクロン株対応２

価ワクチンのうち、本市では全てＢＡ．４－５

対応型ワクチンを使用しています。 

　本市では、ワクチンのメーカーの選択はでき

ますが、種類については選択方式とはなってお

りません。 

　ＢＡ．１対応型ワクチンと、ＢＡ．４－５対

応型ワクチンの種類に大きな差はないとされて

おりますが、本市におきましては、接種が開始

された時期に、主流流行株でありましたＢＡ．

４－５に対応できるワクチンを使用しているも

のでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ＢＡ．４－５というこ

とでございますので、今の株は何が流行でしょ

うか、今の株、御存じでしたら教えてください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えします。 

　今の株が何が主流かといいますと、この場で、

宿毛市のほうで答弁は控えさせていただきたい

ですけれども、国のほうが、そのときに応じた

対応株のワクチンをお勧めしている、承認をし

ているという状況ということで理解していただ

けたらと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　そうですね、２つの種

類は余り違いがないということでした。じゃあ、

なぜ２つあるのかなと疑問が沸いてまいります

けれども、今、はやっている株はＸＢＢ株なん

ですよね、今言われたように、武漢株とか株が

今ＸＢＢとは全然違うのを打っているので世界

はどこも打っていないということで、アメリカ

でも９月のＸＢＢ、当市でもそうですが、秋冬

接種になりますとＸＢＢが来ますので、それを

打つというふうにはなっていると思いますけれ

ど、打つと、回数を重ねていくごとに重症化し

やすいということがありますので、非常に気に

もなっておりますし、今の株にも合っていない

という状況であれば果たして効果があるのかな

という疑問も沸いてまいります。 

　次へまいります。 

　高齢者基礎疾患のある接種者について、非常

に死亡者が目立っています。このことはずっと

心配してまいりました。基礎疾患のある高齢者

の方が多く亡くなった事実、高齢者だから長く

生きられないとしても、昨日までお元気だった

方が接種して翌日、翌々日に亡くなっているこ

とは、何となく死期が早まったのではと思いま

す。高齢者や基礎疾患のある方は、ファイザー

添付書には接種要注意者に明記されています。

感染状況が落ち着いている今、接種リスクが高

い方への配慮はどうであったのか、お聞きをい

たします。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　ワクチン接種は、時間の経過とともにワクチ

ンの有効性や免疫効果が低下していきます。そ

のため重症化リスクが高いとされる高齢者や基

礎疾患を有する方につきましては、感染した場

合の重症化を防ぐため、令和５年５月８日から

春開始接種として実施をしております。 
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　現在接種しているオミクロン株対応２価ワク

チンの効果につきましては、重症化、感染、発

症を予防する効果が期待されるとしております

ので、継続した実施に努めております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　厚労省の発表でも今死

亡の人数がこのように出ています。これはほん

の氷山の一角だと思います。 

　それで今、株、課長が言われましたけど、こ

こに詳しく載っているのがありまして、最初は

ＢＡ．１、ＢＡ．２とこういうふうになりまし

て、今年の１月からもうＸＢＢになっておりま

すので、その前はＢＱ．１はでしたね、その次

がＢＡ．４、ＢＡ．５となっておりまして、Ｘ

ＢＢの接種を急げば秋冬に間に合うかなと思う

状態であります。だから世界は打っていないと

いうことですね。 

　それでは、次を伺います。 

　重症化を心配されて配慮がなかったと、接種

券を送ったということでございますね、高齢者、

基礎疾患のある方も、そういうことでよろしい

ですかね、配慮がなかったということですね。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　基礎疾患のある方に関しましては、対象とな

る方が判断できませんので、接種を開始します

というお知らせをまず送付させていただいて、

接種券を希望する方にお送りするような方法を

とらせていただきました。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　それはよかったです。

そうやって判断をして自分が選択すると、体の

リスクと感染のリスクを考えられると思います。

本当に亡くなっている方が基礎疾患ありの方、

８５歳、９０歳の御高齢の方がどんどん亡くな

っていきましたので心配をしておりました。 

　そしてまた、これから秋冬接種になりますと、

それが配慮が続くのか、それとも接種推奨とな

る接種券の工夫はどうなんでしょうか、教えて

いただけますか。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　秋接種の送付に関しましては、接種となる対

象の方が初回接種１回目、２回目を完了した５

歳以上の方が対象となります。 

　発送方法は、今回は対象が全ての方になって

くるというところで、接種を希望する方のみに

発送する方法ではなく、基本的にはこれまでと

同様に、対象者に対し接種券をお送りする予定

です。 

　しかし、これまでに既に接種券をお送りして

いる方で、接種をしていなくてお手元に接種券

がある方に関しましては、また今後のその間違

い、接種の防止を考えまして、お手元に接種券

がある方に関しましては、改めての発送は行わ

ないことといたしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　また、少しちょっと後

になりますが、秋接種とＸＢＢ系統についてま

たお伺いをいたします。そのとき教えてくださ

い。 

　（３）の死者数の地域差についてまいります。 

　ちょっとこれを見てください。これによりま

すと、本当に鮮やかに、接種による地域差が出

ております。これが２２年２月ですかね。大阪

だけです。大阪だけで、東北、北海道は真っ白

です。誰も死亡者が出ていません。それから、

２２年の次の接種、これで大阪がすごく死亡者

が出たということで騒ぎましたですよね。それ
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から、２２年の８月の接種がこれで、ここの黒

いところが一番３０％以上増加している、高知

が入っていますね。高知は高かったですね。こ

こは大阪からずっと関東一円ですね、東北、北

海道も若干色がついてきました。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　もちろん言葉で伝えて

まいります。 

　さっきお見せしたものをちょっと文章的に説

明いたしますと、２０１９年、２１年を比較し

ました。２月の死者は大阪だけでした。ほかに

は、京都、奈良、岡山、兵庫、九州は佐賀でし

た。関東は埼玉、神奈川、東京、千葉のここが

多い状況で２０％でした。さっき東北、北海道

はゼロでした。そして、８月の死者は高知、宮

崎、沖縄３０％で、死亡率がぐんと高く伸びま

した。九州、宮崎のほかの九州、それから、大

阪、兵庫、奈良は２０％になりました。そして、

北海道、東北も１０％と少しずつ出てまいりま

した。このときの高知を見ても３０％となって

おりましたので、人口動態統計を見ると３１．

２５％と、この図と数字とが合っていると思い

ます。 

　接種自治体としてこういうふうに地域差があ

ったということを、何か感想がありましたらお

聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　お示ししていただきました資料が、どちらか

ら出ているものなのかもちょっと承知しており

ませんし、死亡者数について地域差があること

とかの認識ということでございますが、本市と

して原因を把握できるものでもありませんので、

その見解をお答えすることはできないものと思

います。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　細かくお見せすること

はできません、時間もないですし。私も先ほど

の図と、それから厚労省の出している数字です

ね、そういうものを突き合わせました。ほとん

どこの図とそれから人口統計の数字が合致して

おりましたので、正直怖いなと思いました。怖

いです、本当に。 

　次へまいります。次、白血病のリスクについ

て、お伺いいたします。 

　白血病のリスクという、どんどん白血病の患

者が出ているということで私も調べてみました。

最近は白血病の患者は少なくなっていましたけ

れども、接種と関係ないか、あるかは別にしま

して、白血病の方が増えているという情報が入

っておりますけれども、課長はどのように認識

しておられますでしょうか、ちょっとお聞かせ

ください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　新型コロナウイルスワクチンのオミクロン株

対応２価ワクチン接種後の血液及びリンパ系障

害の副反応としては、リンパ節痛やリンパ節症

の報告がありますが、白血病については認識し

ておりません。 

　また、本市が見解を述べることではないと考

えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　白血病は大変な病気で

すので、一体どんな症状が出たら、このワクチ

ンとの因果関係は分かりません。でも、白血病

が増えているということと因果関係があるのか

ないのか分かりませんけれども、こういう症状

が出ているということに、非常に危機感を覚え
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ております。 

　次、超過死亡についてまいります。 

　厚労省のホームページを見ると、２１年５月

から接種を始め、高齢者は８０歳以上既往歴の

方から、するとすごく死者が増え始めました。

６５歳以上や職域接種、若者が接種をしていき

ますと、死亡者も少なくなってまいりました。

打っていない４月は４，８０７人、打っている

月は１万２５４人、そして１０月になると、２，

７４３人。１１月は４，３５１人というふうに

少なくなっていきます。そして２２年の１月は、

３，１４８人と接種は休みでも普通の死者、コ

ロナが関係なくても大体１２月、１月は死亡者

が多いですので、インフルエンザがありますの

で死亡者が増えています。だからインフルエン

ザ接種とは関係なく上がりますけど、２２年の

２月から３回目接種が始まりまして、高齢者や

既往歴の方が、２月の死者が１万９，４９０人、

３年間を通して死んでいる。６月、７月は本当

にがくっと減るんですけれども、この６月、７

月、８月がぐんと高知が上がりました。夏の死

亡者は少ないんですけど上がりました。松野官

房長官も明言しています。近年の中では大きな

数値、原因については決定的な原因を考えるの

は困難と回答をしております。このことから戦

後最大の死者が出ている、今危険な状態であり

ます。この死亡増加は原因が何であれ、受け入

れられるか、られないかは別で、慌てないとい

けないのに、とても危険なのに対応もしない。

考えられる背景としては、新型コロナウイルス

の流行か、感染対策か、ワクチン接種が考えら

れますが、明言はできません。 

　超過死亡もマスコミも少し報道を広げて、報

道が広がってまいりました。ワクチンを打って

腕が痛い、熱が出たと同じように１か月の間に

死者が増えています。接種と同時に増えていま

す。このことは、原因は分からないにしても、

このように死者が出ているという報道、松野官

房長官の言葉の中にありますように原因は分か

らないにしても、担当課としてはどう受け止め

ているか、お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　事実はあります、人が

亡くなっているという事実、松野官房長官も言

ってますよね、事実は認めてるんです、事実あ

るんですよ…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　次、接種と感染につい

て伺います。 

　接種を、今６回目を打っていますけれども、

秋冬接種がまた始まります。先ほどもたくさん

の接種者の数字をいただきましたけれども、若

い方は大丈夫ですけれども、また子供さんはじ

め、様々な範囲に広がっていくということでご

ざいますので、接種について、感染も今ないよ

うな、少なくなっている状況で、どうしても打

たなきゃいけないという状況ではないような気

もしますけれども、これは任意の範囲ですので、

接種は別に全然構わないですけれども、多くの

方に接してきまして、副反応を抱えておられる

方もおりますので、本当にこの接種と感染につ

いて、今これが必要なものなのでしょうか、国

に従ってやっていると言えばそれまでですけれ

ども、いま一度よく考えていただきたいなと思

います、私の思いですけれども、接種と感染、

課長はどのように考えていますでしょうか、お

聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　接種と感染

についてということで、感染予防効果について

答弁させていただきます。 

　令和５年６月１６日の第４７回厚生科学審議

会予防接種・ワクチン分科会において、オミク

ロン株対応２価ワクチンを接種した際の感染予
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防効果、入院予防効果、重症化予防効果につい

て確認されていることが報告されております。

このように国の報告に基づき、今後も国の方針

に従い接種は続けてまいりたいと考えておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ワクチンを待っておら

れる方もおりますので、接種を続けていくとい

うことでございます。 

　徳島大学で解剖された中学校３年生の子供さ

んのことを課長も御存じですかね、高知新聞に

大きく出ておりましたけど去年の８月のことで

したけれども今年になって出ました。これは批

判を受けましたよね、すぐ出さなきゃいけない

問題であったけれども、今年の５月に、亡くな

ったとニュースとしては出たということでござ

います。これは徳島大学で１４歳の女子中学生

が昨年８月、３回目を接種し、ワクチン接種後

４５時間後に亡くなりました。若い方はこんな

に早く突然亡くなるのはおかしいと徳島県警が

徳島大に解剖依頼をして、医師がワクチンとの

関連死を公表いたしました。原因は心筋炎。主

田准教授は、リスクのないワクチンはない。リ

スクをどの程度許容できるか、考える必要があ

るとおっしゃっていました。打たなければ何も

なかったでしょう。今も生きていたでしょう。

今の状況に大人は責任をとらなければいけない

と思います。この心筋炎の死亡者は若者に非常

に多く、何も知らない子供たちが、心臓をやら

れたら絶対に修復はできません。大人が言うこ

とを聞いたばかりに、元気だったのに恐るべき

被害に遭遇しています。この状況にありながら

接種を推奨していること、本当にこういう状態

を、接種券と同時に送ってほしいと、リスクは

こういうことがありますよということはしっか

り皆さんに周知をした上で、接種を選択してい

ただくということをしていただきたいなと思い

ます。 

　先日は、がんのウイルスがワクチンに混入し

ていました。これもさっきの白血病と同じです

けれども、多分原因は一つです。このウイルス

は免疫抑制剤が入っていますので、免疫を抑制

されますから、がんもどんどん増えてくるし、

近所の方も帯状疱疹で長いこと苦しんでおられ

ました。そういうこともしっかり接種券と同時

に、リスクも載せて接種者には送ってください。

お願いします。 

　次、特例承認と薬事法にまいります。 

　今、長期の試験を受けてないですから、承認

がおろせていないですよね、お伺いします。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　国の特例承認につきまして、特例承認に限ら

ずワクチンの承認につきましては、国が法律に

基づき承認を行っているものでございますので、

宿毛市がその見解についてお答えできる範囲の

ものではないと考えております。 

　また、国の指示に基づいて実施しておるワク

チンにつきましては、安全性に問題ないものと

認識しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　承認はおろせません。

承認はおろせませんので間違わないように、特

例承認ですので…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　了解しました。 

　特例承認。 

　すみません、特例承認はおろしています、政

府も、だからそれは届いていると思います。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　接種者に特例承認であ
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るということを接種自治体は示さなきゃいけな

いと思います。そして、特例承認である以上、

接種する医師は、これはきちんと患者さんにそ

れを伝えなきゃいけない、説明をしなきゃいけ

ないということがちゃんとありますので、だか

らそのことができているかということをお聞き

したいですけど。自治体が、大井田病院や筒井

病院へ頼んでいますでしょ。そのときに、これ

は特例承認のワクチンですよということを言え

ば、お医者さんはきちんと伝えなきゃいけない

となって、説明をしなきゃいけないとなってお

りますので、そこの説明は接種者には届いてま

すでしょうか、教えてください。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　特例承認についての説明という御質問に関し

ましては、以前の議会で答弁させていただきま

したが、集団接種においても、個別医療機関に

おきましても、ワクチン接種に係るその手引に

従って、医師の方々にも接種していただいてお

りますので、特例承認について、そのマニュア

ルに説明をしなければならないというような記

載はございませんので、ただワクチンを接種す

るかどうかの選択に関しましては、市民の皆様

がその選択をできるような情報につきましては、

接種券と同時に配付いたしておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　特例承認ですから、打

つ方はそのことを知った上で打つということは

とても大事なことですので、ちゃんとそれは課

長のもとにも届いていると思いますし、医師も

普通の熱があるかどうかとかなしに、その説明

をしなきゃいけないとなっておりますので、そ

のことがちゃんと接種を受けるほうは知ると、

周知をしているという上で接種をするというこ

とになっていかないと、いろんなことでリスク

を抱えている人はやめとこか、大丈夫ですよと

いう選択ができるわけなんで、その情報はとて

も大事ですので、必ず医師にはその説明をする

ようにお願いをいたします。大事なことですの

でお願いいたします。 

　秋接種にＸＢＢが入ってきますので、その株

とワクチンが合致するということで、アメリカ

も若干打つようになりますけど推奨はしており

ません。ワクチン接種事業を行っている当市と

しては、市民のほうを向いている政策となって、

命を守れるかどうか疑念を持っている方もいま

すけど、ＸＢＢという株が入ってくることにな

っておりますか、ちょっと確認をいたします。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　秋開始接種につきましては、先ほど発送の方

法については答弁させていただきましたが、現

在行われている従来株とオミクロン株対応の２

価ワクチンでは、流行の主流であるＸＢＢ１系

統に対して中和抗体価の上昇が低く、移行しつ

つある主流流行株に対して、より高い中和抗体

価を誘導するためにも、最も抗原性が一致した

ワクチンを接種することが妥当であるとの国の

見解のもと、秋開始接種ではＸＢＢ１系統に対

応する１価ワクチンとなる予定であることを通

知いただいております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ＸＢＢ１系統は１価ワ

クチンということで安心いたしました。くれぐ

れも高齢者とか、既往歴のある方は御注意いた

だきたいなと思います。 

　それで、コロナ対策の検証について伺います。 

　またこのような感染症がはやらないとも限り
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ませんので、きちっとここのあたりで検証して

いきたいと思います。 

　ワクチン接種医療者の報酬について教えてく

ださい。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　ワクチン接種の接種医療者の報酬についてと

の御質問ですが、集団接種業務に携わっていた

だいている医師、看護師への報酬について答弁

させていただきます。 

　宿毛市新型コロナウイルスワクチン接種委託

契約書に基づきまして、医師１名及び看護師１

名に対する委託料を１時間当たり２０回を基本

額として、実施時間ごとの超過回数については

加算額を乗じた額を加算しております。 

　具体的には、医師の場合、１時間に２０回分

２万６，４００円を基本とし、超過回数１件当

たり１，３２０円を加算しております。看護師

の場合、１時間に２０回分１万３，２００円を

基本としまして、超過回数１件当たり６６０円

を乗じた額を加算してお支払いしております。　

なお、一部の医療機関におきましては職員派遣

の都合により、委託料での支払いではなく、報

償費での支払いを行っているケースもございま

すが、その場合も単価につきましては委託料と

同様の金額としております。答弁は単価の契約

金額でお答えさせていただきます。御理解いた

だきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　単価は、１時間に２０

回分ということでよろしいですかね。２０回分

が２万６，４００円ということでよろしいでし

ょうか。そういう単価というのが、どこも全国

一緒ではないかもわかりませんけれども、最も

高いところで１７万９，８００円、看護師が２

万円、平均でいきますと１万８，８４４円、看

護師が４，５８１円、最低では医師が３，４０

４円で、看護師が１，２３５円というところが

ちょっとありましたので、参考にと思って伺い

ました。 

　接種と補助金について伺います。 

　冬にインフルエンザがずっと毎年はやってい

るんですけど、去年、一昨年はインフルエンザ

の検査をやっておりませんのでゼロです。ワク

チンは誰のものかという問題が出ています。個

人から誰かのため、今までそんな発想はなかっ

たのではないかと思います。自分の体に接種さ

れるものであります。誰かのために打つという

のは勇気が要ると思います。そして、遺伝子組

換えとは、特例承認とは、自分が考えることが

本当に必要であったのに、今思考停止となって

いるのではないかなと思うときがあります。 

　そもそも世界と比べて日本は、コロナに対し

て重症化も死者も少なかった。重症化しやすい

人を守るため、重症化リスクが高くない若者に

接種させる構図があったのではないか。接種者

には無料と、そして、接種自治体には補助金、

これで市民がそういう構図の中にいったのでは

ないかなと思われても仕方がないような構図で

した。 

　接種と補助金について詳細をお聞かせくださ

い。 

○議長（川村三千代君）　総務課長。 

○総務課長（桑原　一君）　総務課長、川田議

員の一般質問にお答えいたします。 

　ワクチン接種と交付金との関係ということで、

接種率に応じて交付金が算定されたのではない

かという御質問ではないかと思いますので、お

答えをさせていただきたいと思います。 

　令和４年４月２６日に閣議決定をされまして、

コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊

急対策の一つといたしまして、新型コロナウイ
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ルス感染症対応地方創生臨時交付金事業のメニ

ューの中に、コロナ禍における原油価格・物価

高騰対応分が創設をされまして、その交付金算

定項目の一つに、各自治体における新型コロナ

ワクチンの３回目接種割合に応じた補正率があ

り、接種者割合が５割を超える自治体に対しま

しては、段階的に１．１から１．３までの補正

率が適用されております。また、令和４年９月

９日に開かれた第４回物価・賃金・生活総合対

策本部において創設された電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援地方交付金につきましても、

新型コロナワクチンの３回目及び４回目接種者

割合に応じた補正率があり、それぞれの割合を

足し合わせた接種者割合が８割５分を超える自

治体に対して、段階的に１．１から１．２まで

の補正率が、２度適用されております。 

　なお、本議会に提出しております令和５年宿

毛市一般会計補正予算（第３号）において、歳

入予算として計上させていただいております電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金につきましては、その算定項目に新型コロナ

ワクチンの接種割合は含まれておりません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　分かりました。この接

種の中に、３回目、５歳から１１歳の子供なん

かを入れてほしくないなと思います。子供の命

をワクチンから守ってください。いきなり接種

券を送ってほしくないなと、今の接種率に対す

る補助金の掛け具合を見てつくづく思いました。 

　そして、次へ進みます。 

　声を上げられなかった問題についてお伺いを

いたします。 

　臨時休校がございました。２０２０年２月２

７日、これには小中高、特別支援学校に対し、

３月２日から臨時休校の要請発表が木曜日の夕

方にあり、休校が週明けの月曜日で実質的には

時間が非常に少ない中、全国の学校は休校を決

めました。最長は３か月でした。それが子供た

ちに及ぼす深刻な影響や、なぜそれが必要かに

ついて説明はなかったです。その後も学校活動

の制限が続きました。修学旅行、運動会などイ

ベントも中止になり、縮小されました。子供は

もともとコロナ対応は必要であったのか。そこ

からの議論がなしに進んだようにも思います。 

　保護者の負担、子供たちのストレスなど、子

供と教師の学習の負担等の感染対策は適切だっ

たのか、どんな効果があったのか、検証すべき

は重要と考えます。子供に寄り添った対応であ

ったのか、命を守る、感染を減らすといったど

んな効果があったのか、結果の検証をされてい

ると思いますので、お伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の一般質問

にお答えいたします。 

　議員先ほどおっしゃったように、令和２年２

月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、子供たちの健康、安全を第一に考え、多く

の子供たちや教職員が日常的に長時間集まるこ

とのリスクにあらかじめ備える観点から、小学

校、中学校等における一斉臨時休業について、

文部科学事務次官名で臨時休業要請がございま

した。 

　加えまして、高知県教育委員会からも、市町

村の小中学校における取組につきましても、県

の方針に基づいて、対応いただきたいという要

請がございました。 

　このことを受けまして、本市教育委員会とし

て、教育委員会臨時会等を開催し、本市として

３月４日から全ての市内小中学校を一斉に臨時

休業するものとしたものです。 

　新型コロナウイルス感染症の初期段階におき

ましては、本市の臨時一斉休校の決定は適切で

あったと考えております。 
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　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　適切だったというお返

事をいただきました。 

　次に、マスクについて伺います。 

　子供のマスク強制でマスクが外せない、大人

が声を上げない、マスクの有害事象を伝えてい

るのに、まるで人ごとのようです。それは、最

近子供の声は騒音で、法律を制定するみたいな

話がありました。このような話があがってしま

うほど、子供は迷惑の対象のように語られてい

る部分があるわけで、こんな世の中では子供が

楽しく生きられるとは思いません。 

　日本は世界一マスクをつけていましたが、感

染者数第１位となりました。政府は飛沫感染、

接触感染が感染経路であり、空気感染は起きて

いないとしていましたが、実際、早くから空気

感染だったのですが、政府は受け入れませんで

的外れの対策でした。 

　対策は簡単で、窓開けや送風機で空気のよど

みをなくし、換気を徹底すればよい。子供たち

も３年間ほぼマスク生活。空気の量は、成長し

ている子供たちには不可欠なものであります。

これを遮断されるとＩＱが２０下がると専門家

が言っております。そして記憶力の低下、コミ

ュニケーション能力の低下、ほか多くの子供の

妨げになる問題が指摘されていました。 

　そこで質問します。 

　マスクの効果の検証はできていますでしょう

か、お伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の質問にお

答えいたします。 

　学校におけるマスクの着用につきましては、

新型コロナウイルス感染症が２類相当の場合は、

学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル等では、身体的距離が十

分に確保できないときは、児童生徒にマスクの

着用を指導する。その上で地域の実情に応じつ

つ、十分な身体的距離が確保できる場合や、体

育の授業ではマスクの着用は必要ないこと、夏

場におきましては熱中症対策を優先し、マスク

を外すこと等を指導するとされており、本市に

おいても同様の対応を行ってきたところでござ

います。 

　マスクの着用により、学校における感染拡大

は一定防げたのではないかと考えております。 

　本年、５月８日付で新型コロナウイルス感染

症は、感染症の予防及び感染症患者に対する医

療に関する法律上の５類感染症となったことか

ら、学校教育活動におきましては、児童生徒に

対して、マスクの着用を求めないことが基本と

なりました。 

　これを受け、本市でも各校に周知を行い、マ

スクを着用しない児童生徒は増えてきていると

思いますが、マスクの着用を継続している児童

生徒もいることは承知しております。 

　今後は気温も上がり、熱中症等への配慮もあ

り、学校におけるマスクの着用につきましては、

校長会等でさらに周知を図ってまいりたいと思

います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　マスクの通達が来てい

まして、去年の２２年６月１０日、体育や登下

校はマスク不要の徹底通知が教育委員会に伝わ

っていたと思います。これらは以前からマスク

不要だとあります。そのことは周知徹底してき

たでしょうか。マスクは子供に悪い、コロナだ

けでなくほかの弊害もあるんだと、犠牲になっ

ている子供への思いやりはあったでしょうか、

その意識はあったでしょうか、そこのあたりを

お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育
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課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、川田議員のほうから、

昨年の６月にあったマスクの周知等を徹底して

きたのかということでございますが、宿毛市の

取扱いといたしましても、国、県等から通知が

ありました場合には、すぐ学校に周知をいたし

ております。その中で各学校において、感染対

策を取っていただいていると思っておりますの

で、コロナ禍においてはきちっとした対応は取

れていたのではないかと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ここは県の管轄ではご

ざいませんですよね、お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、県の対応ではないので

はないかという御質問でございますが、宿毛市

の学校におけるコロナ対応につきましては、文

部科学省通知、それと高知県通知に基づきまし

て参考にしながら取り組んでおりましたので、

県の通知を参考にして取扱いをしてきたところ

でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　県にも確認しました、

県立の学校には構わないでしょうけれども、当

市ですから自治体でございますので、ちゃんと

主体的な話をもって様々な対応をしていると思

うんですけれども、県はそこまで介入するんで

すかということをちょっと伺いました。いや、

もうそこはしていないと、こっち側の理解があ

っての上ですのでということでしたので、極力

自分たちで地域を見ながらやってくださいとい

うお話でしたので、参考にまでちょっとお話し

申し上げておきます。 

　それでマスクについてなんですけど、再質問

になりますけれども、マスクは子供の成長につ

いては、コミュニケーションを妨げるというこ

とで、１年生から３年生まではもうほとんどマ

スクの状態で学校生活を終えることになりまし

た。人を大事にするコミュニケーション能力が

必要であります。とても大事であります。どの

ような見解を持っているでしょうか、子供のコ

ミュニケーションの発達についての教育委員会、

宿毛市全体の小学生に対するそういう思いは、

コミュニケーション能力が低下しますよという

再三情報が出ておりましたけども、そのことに

ついてはどんな思いがありますでしょうか、お

聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の再質問に

お答えいたします。 

　マスクを着用していることについて、コミュ

ニケーションが取りにくいのではないかという

御質問ですが、確かにマスクをつけることで、

例えば顔の表情が十分伝わらなかったりとか、

見えにくかったりとかいうふうなことで、やや

コミュニケーションが取りにくいということは

実際にあるかと思いますけれども、マスク越し

であっても、それぞれ子供たちのコミュニケー

ションはそれなりに取れているのではないかと

いうふうに、私個人としては理解しておるとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　自分の思いを語ってい

ただきまして、ありがとうございます。子供と

いうのはもう小さいときに、本当に生まれて３

歳ぐらいまでに人を見分けるとか、怒っている

とか、笑っているとかいう表情を見分けていく、

その訓練をする時期がとても大事なので、小さ
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い子供に接するときは、大人自身もマスクをし

ないで子供にコミュニケーションを取っていか

なきゃいけないという大人の責任があるのです

けど、自分がマスクをするということについて

は、赤ちゃんに会ったから、そういうマスクを

すっと取り外すという、そういうとっさの作業

もできないかと思いますけど、子供にとっては

非常に人の感情を読み取る顔が、ほとんど顔に

集中していますので、そういうところも今から

は気をつけていかなきゃいけないんじゃないか

なと思います。人間は自分や人の感情や体を大

事にしていきます。欠点を受け入れ、人生を楽

しみながら問題を解決していく存在であります。

よい対話の中で育てると、心と体の安定した子

供になりやすく、バランスがとれて、笑顔が多

く、エネルギーが高い、そういう子供の成長を

見守りたいと思います。 

　再質問になりますけれども、ほとんど任意で

ということは尊重されずに、つけろということ

で全体がほぼ１００％マスクをつけていたと思

いますけど、外すときは強要をしていますでし

ょうか、もう自然に外しているんでしょうか、

外すという理由があったと思いますけど、外す

という理由はどのように説明されたでしょうか、

教えてください。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の再質問に

お答えします。 

　マスクを外す場合に周知を図ったかというふ

うな御質問ですが、先ほど申しましたが、本市

でも各校に周知を行いまして、マスクを着用し

ないというふうなところの生徒は増えてきてお

ります。マスクを外すということは、今のこの

状況を鑑みて、先ほども言いましたように熱中

症対策であったりとか、そういうふうなところ

でマスクを着用しなくてよろしいと、そういう

ふうな理由からマスクを外すようにというふう

な伝え方であったりとか、先ほども言いました

ように、体育の時間であったりとか、距離を十

分とれるときにはマスクをしなくてよろしいと、

そういうふうな伝え方をしているというふうに

理解しております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ほとんどの方が私もマ

スクをするときはほとんど不織布のマスクをす

るわけですけれども、…………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………（発言一部取り消し）…………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………。 

どうでしょうか、教えてください。 

○議長（川村三千代君）　暫時休憩いたします。 

午後　３時０５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時４７分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　本日の会議時間は、議事の都合によりあらか

じめこれを延長いたします。 

　この際議長より報告いたします。 

　川田栄子君より、会議規則第６５条の規定に

より、発言取消しの申出がありますので、この

際これを許します。 

　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　先ほどの私の一般質問

の中で、表現が不適当なところがありましたの
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で、「するわけですけれども、」の次から「ど

うでしょうか、」の前までの発言について取消

しをお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　お諮りいたします。 

　ただいまの発言取消しの申出を許可すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　異議なしと認めます。 

　よって、川田栄子君から発言取消しの申出を

許可することに決しました。 

　一般質問を継続いたします。 

　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　次の自殺過去最多社会

について質問をさせていただきます。 

　高知新聞紙面にも載っておりましたけれども、

小中高校生の自殺者多数。数字も載っておりま

す。コロナ禍が始まって、２０年、２１年から

ですね、２０年に前年と比べると１００人増と

出ておりました。自殺ばかりでなくて小学校、

中学校における長期欠席者も増えております。

それで本来子供は群れて遊んで、その中で共感

や友情を育んでいくものであります。こうした

数字は、自らが声を上げる機会が限られている

子供たちの心の叫びを感じます。新たな病原体

によるパンデミックも、今後起きる可能性もあ

ります。同じ過ちを繰り返さないためにも問題

点を記憶し、そこから何を学ぶべきか、特に中

学生が深刻であります。摂食障害、またゲーム

による小中高校生の請求金額がすごく増額とな

った御家庭もあり、自粛生活でコロナ禍の影響

から、小学生２５％強、中学生３３％、高校生

３２％がコロナ禍のストレスから悩みを抱えて

おります。 

　学校に行っても楽しくない、笑顔をつくるこ

ともできなくなった、思春期の子供らは非常に

繊細で、学校は大切な居場所であります。子供

たちはコロナ問題より、大きな残したものがあ

ります。大人はそれをしっかり認識していかな

ければなりません。教育委員会といたしまして

は、子供たちのこのような悩みをどのように捉

えているか、お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の御質問に

お答えいたします。 

　新型コロナウイルス感染症により、学校や社

会において生活が一変し、学校では感染症対策

と学びの保障について対応してまいりました。 

　子供の心にも新型コロナウイルス感染症対策

の影響が、少なからずあったのではないかと思

います。 

　今回、新型コロナウイルスが５類となったこ

とから、コロナ前の学校生活は戻りつつある、

取り戻しつつあります。 

　子供の成長過程で、自分のことをまず大事に

思う自尊感情を高めていくことが大事だと考え

ております。 

　本市では、自尊感情や自己肯定感を高めるキ

ャリア教育等に取り組んでおり、そのほか子供

たちの考えを取り入れた学校行事等、様々な教

育活動を通じて、子供たちの自主性の育成や、

心に寄り添った教育に努めてまいりたいと考え

ております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　自尊感情などの精神的

な面の思いやりがとても大事だということが伝

わってまいりました。自尊感情を高めるのには

訓練が要りますので、皆さんとともにグループ

ワークをしながら、自尊感情を育てていける教

育が今から大事ということがよく伝わってまい

りました。よろしくお願いいたします。 

　次、黙食について、どのような効果をもたら

したのか、お伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 
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○教育長（鎌田勇人君）　川田議員の御質問に

お答えいたします。 

　黙食につきましては、新型コロナウイルス感

染症対策の基本対処方針で、国民に対し基本的

な感染対策を徹底することに加え、飲食はなる

べく少人数で黙食を基本とすることを促すこと

が示されており、県教育委員会から各県立学校

への通知にも、密にならないように注意するこ

ととともに、黙食の徹底がうたわれておりまし

た。 

　本市の新型コロナウイルス感染症の対策につ

いては、国、県の対策に準拠して対応しており

ますので、本市でも給食時の黙食の対応をした

ところでございます。 

　現在は、学校給食の場面では黙食は必要ない

こととなっておりますが、衛生管理マニュアル

では、感染が流行している場合などには、近距

離、対面、大声での発声は避けること、身体的

距離をとることなどの対策を講じることとなっ

ております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　黙食、国の政策がそも

そも誤ったということで、子供たちにも、そし

てまた現場の関係者の皆様にも、この黙食が本

当に効果があったのかどうか、適切な結果が得

られたでしょうか、子供たちに黙食を今日から

やめますと、再質問になりますけど、やめます

というときにはどのような説明をされたでしょ

うか、教えてください。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、国の方から、学校につ

いては黙食の必要はないという形の通知も届い

ておりましたので、それを通じまして県からも

通知が届いておりました。その通知をもって各

学校のほうに周知をいたしておりますので、各

学校においてその感染対策に応じて対策を取っ

ていただいているものと認識しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　以前の議会でもお聞き

いたしましたけれども、国からの通達はもとも

と黙食を求めていなかったという話でしたけれ

ども、それがそのまんま延長になって続いてお

りましたということですね。 

　次へまいります。 

　飲食店の時短休業について、飲食店に限らず

仕入れ業者や生産者等など、多くの影響を受け

たと思われますけれども、それは皆様にとって

感染効果があったのか、検証されていますでし

ょうか、お聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　川田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大

に伴う国の緊急事態宣言などに伴いまして、飲

食店の時短休業要請が出されるなど、様々な感

染拡大防止策がとられてきた、そういったとこ

ろでございました。 

　御質問いただきました、時短休業要請や、そ

して、アクリル板の設置などの感染拡大の防止

策として実施をしてきたことが、どれほどの効

果があったのかとの御質問でございますが、具

体的な数値はお示しすることはできませんが、

事業者支援並びに感染拡大防止策としては効果

があったものだと、そのように考えております。 

　現在、全国的にはコロナウイルスの第９波の

入り口にいるのではないかとの、そういった声

も聞こえておりますが、今後におきましてもコ

ロナウイルスに限らず感染症が拡大し、何らか

の対策が必要となった際には、国や県からの情

報をもとに必要な対策を講じるとともに、市民
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の皆様の協力を得ながら市民の暮らしを守って

まいりたい、そのように考えているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　感染者が施設などでた

くさん出たときには、消毒をしたりとか、濃厚

接触者の調査などをいたしました。いたしまし

たけれども、そもそもこれは空気感染という話

でございましたので、消毒、環境とか、そこを

消毒していくということはそもそも適切な対応

であったのか、どうなんでしょうか、そこはど

のように考えていますでしょうか、教えてくだ

さい。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　新型コロナウイルス感染症への対策は、国の

示す新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針に基づき、状況に応じた対策を行ってま

いりました。 

　また濃厚接触者の特定や、後追い調査につき

ましては、市町村の業務ではございませんので

本市では行っておりません。 

　いずれにしましても、新型コロナウイルス感

染症に関する基本的な対策の検証は、必要な範

囲で国において行われているものと認識してお

りまして、本市としましては今後の対応につき

ましても国や県の示す方針に基づき、対策を講

じてまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○市長（中平富宏君）　反問権よろしいでしょ

うか。 

○議長（川村三千代君）　反問権を認めます。 

○市長（中平富宏君）　議長より反問権のお許

しをいただきましたので、川田議員に対しまし

て反問をさせていただきます。 

　先ほど来、コロナウイルスは空気感染でしか

うつらないというような趣旨の発言がなされて

おりますが、この空気感染というのはそれでし

かコロナはうつらないという、そういった趣旨

で発言をされているんでしょうか、その点につ

いてお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　空気感染と接触感染と

いうのは大きく違いがあります。 

　そこで、空気感染というのは対応が全然違い

ますし、濃厚接触者なんかでも余り必要はない

と。だから結局、医療従事者が濃厚接触者とい

うことで、どんどん待機されていくようになり

まして、医療現場がそういう看護師さんがいな

くなったということで、逼迫したということで

ありますが、医療従事者ももちろん人にうつし

てはいけないので、異変を感じたら現場から去

るということは大事なことであったでしょうけ

ども、濃厚接触者ということで、ルートを追わ

なきゃいけないという対策は必要でなかったと

聞いておりますので、濃厚接触者そのものにも

感染者は少なかったとデータが出ております。

だから、マスクなんかは多少防げるでしょうけ

れども、空気感染というのはもう全体をいきま

すので、換気が最も適当な対策であるというよ

うなことでございますので、それぞれの感染原

因がきちんと突き止めることによって対策も変

わってきますので、そういうことでございます。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　引き続き反問権を使わ

せていただきたいと思います。 

　私が聞いている限りでは、空気感染でしかコ

ロナウイルスは感染をしないので、消毒をした

りするのが無意味だったというような、そうい

った発言だと思って聞かせていただきました。

またそれに伴う答弁を課長からさせていただき

ましたので、若干食い違いがあるように思いま
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すが、議長のほうで整理をよろしくお願いをい

たします。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　了解はいたしました。

まず最初、ちょっとそういう補足をしておきた

いと思います。ダイヤモンド・プリンセス号は

北海道の方に入って、そういうふうにだっと感

染者が広がったということ、これはおかしいと

いうことで、そういう教授なんか動いて、感染

の結果を出したところは空気感染であると、早

くから政府のほうにはそういうのをずっと陳情

に行った経過もありますけど、なかなか政府が

聞き入れなかったということで、もうこれは接

触感染であるということで、もう消毒なんかい

っぱい、パーテーションとかね、そういう対策

をしましたのでなかなか収まらなかったという

ことで静かにマスクをする、とるとか、そうい

う対策にずっと変わっていってコロナ収束にな

りましたけれども、初めの対策はもともと間違

っていたので、そういうなかなか収束にならな

かったという経過は聞いています。情報があり

ますので…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　接種者の血液検査につ

いてお伺いをいたします。 

　これも新聞に出ていたんですけど、これ駄目

なんですか、高知大学で帯状疱疹の検査をした

ら、ワクチンによるスパイクタンパクですね、

どんどん体の中でつくられているというスパイ

クタンパクがあったという報道がありましたけ

ど、そういうことでだんだん少しずつ体の具合

が悪くなっているというのは、スパイクタンパ

クが体の中で生産されていることによって免疫

を落としているという状況が、今のワクチン被

害者ですよね。そういうことが、自分も心配で

あれば、そういう血液の検査をしてもらったら

安心できるというお話をしたいのですけども、

それは、そういうスパイクタンパクをつくるこ

とによって、体の具合がどんどん悪くなります

よということを心配になっている方もいらっし

ゃるので、そういう血液検査をすることによっ

て、その心配がないという状態で取り戻せば年

的な、年齢的なものを自分が抱えているという

ことになるので、安心して生活できるというよ

うなことを考えたりして、そこのあたりはどう

なんですか、血液検査はなかなか市では無理で

しょうけど、そういう対応もありますよという

ぐらい、広報か何かで流していただけることは

できないのかなという思いを持って質問をした

いですけれども…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　次は、リーダーシップ

のとれる人材についてお伺いをいたします。 

　私が聞き取りのときに課長にこういうお話を

したと思います。それで関係者といたしまして、

例えば感染症とか、今マイナンバーカードでい

ろんな事件が起こっていますけれども、そうい

うときにはリーダーシップのとれる人材につい

てどう考えてますかというようなことをちょっ

とお話ししたと思いますけれども、どういう考

えを持っているのか、お聞かせいただけますか。 

○議長（川村三千代君）　健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君）　健康推進課

長、お答えいたします。 

　新型コロナウイルス感染症に関する情報につ

きましては、健康推進課に限らず、国、県から

の通達、情報等を担当職員が受け、まずは課内

で共有いたしまして、本市の状況に応じた対策

を協議する中で、場合によっては全庁的な体制

で対策等を決定してまいりました。 

　議員がおっしゃられますように、リーダーシ

ップをとって情報を集約した職員を配置しては

どうか、そういう御質問かと思いますが、議員

がおっしゃられるように情報収集担当者は、各
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事業の担当者が担っていると考えております。

特に新型コロナウイルス感染症対策に係る業務

におきましては、国や県からの膨大な情報が通

知される日々が３年以上続いている状況にあり

ます。 

　そのような中、インターネット上では、国内

外の新型コロナウイルスに関する様々な情報が

入手できますが、信頼性の確認がとれない情報

をもとに、本市としての感染症対策を行うこと

は大変危険なものと考えております。 

　本市としましては、今後も国や県からの通達

や情報等を収集し、遺漏のないよう、丁寧な業

務遂行に心がけ、国の方針に基づく適切な事業

実施に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきますよう、お願いいたします。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ありがとうございます。

私、リーダーシップ、先ほどもたくさんありま

す。厚労省のデータも、たくさんあります。人

口動態統計ほかありますので、そういうものを

ずっと２０２１年の接種当時からのものを積み

上げてくる人が一人その課それぞれに、何か問

題があるときにはそういうものを置いてずっと

積み上げて、だって地方自治体ですのでね、だ

から国のほうばかり向いているお話も今ずっと

今日も聞いてきました。新型コロナウイルスは

それぞれ接種率を公表しましたよね。そして、

自治体間の競争もあおりましたよね。そして、

交付金をどうのこうのってちらつかせましたよ

ね。国が自治体に対し、行政義務をどんどん課

していますよね、地方自治体へ。地方の自主性

を求める最も身近な住民の幸せを考える方向で

今ありますでしょうか、私は疑問に思っていま

す。国のほうばかりアンテナを張ってる状況で

は、俯瞰的に住民を見たり、何を住民が求めて

いるかの判断の確保は無理ではないかと。もう

国のことをそのまま住民のほうへどんどん押し

付けていく。押し付けてと言ったらあれですけ

ど、国民の幸せのことをもちろん考えての話で

しょうけれども、そういう対策が、うちの自治

体ではどうなんだという、そういうものがちゃ

んと感じられているのかなと思います。 

　問題だらけのマイナンバーカードも同じ方向

で進んでおりますけど、特例承認、ワクチンを

打ち始めて、死者がどんどんすぐ出始めました。

毎月出る人口動態統計は厚労省に上がる副反応

報告などを注意し、データを集積するのが一人、

そこのリーダーとしてそういうデータを持って

る者が一人積み上げていくことによって、地域

の課題を考えていける、国の方向ばかりではな

くて地域の住民のほうもちゃんと見ているとい

うことが、即座に自分たちが感じ取れるものを

持っていることは強みではないかなと。そうい

う意味で、正確にそういう情報がとれる人材を、

感染症対策とか、そういう特別なものを進めな

きゃいけないときには、そのデータを積み上げ

ていくことは、住民にとってものが言える状況

ではないかなと思いましたけど…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　私の質問は、最後に、

これがコロナワクチンをつくった御本人です、

つくった御本人です。この先生がこの新しい技

術は、十分にテストされていないという事実に

ついてです。あなたの子供にあなたの家族にと

って、ウイルスの小さなリスクに対してはワク

チンを…… 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　私の質問は、皆さんに

御答弁いただきました以上で質問を終わります。 

　それで、私の言葉で今打っているワクチンの

ことについて、ロバートマローンさんという博

士、この人がワクチンをつくった御本人ですけ

ど、その言葉をもって、先ほど申し上げました
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その言葉をもって私の質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午後　４時２１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　４時３２分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　１番井上です。通告に

従いまして一般質問をさせていただきます。今

回、初めての一般質問になります。何とぞよろ

しくお願いいたします。 

　まず初めに、５月３日にリニューアルオープ

ンした道の駅サニーサイドパークについて質問

をさせていただきます。 

　今回のリニューアルで基本計画から実施計画

が出来上がるまでにかかった期間、また、その

期間の中で、構想については様々な意見が出た

と思いますが、最終的に今回の実施計画に至っ

た経緯についてお聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

井上議員の一般質問にお答えをいたします。 

　道の駅すくもサニーサイドパーク改修に係る

基本構想から実施計画までに要した期間という

御質問ですが、基本設計の作成開始から実施設

計の完成までの期間は令和２年９月２５日から

令和４年３月２５日となっております。 

　現在の改修内容に至った経緯につきましては、

建設から３０年が経過し、施設の著しい老朽化

や利用者ニーズとの乖離による集客力の低下が

大きな課題となっていたサニーサイドパークに

つきまして、市民の皆様からも改修を望む声が

上がってきておりました。特にトイレにつきま

しては、バリアフリー化や洋式化のおくれによ

り、快適性が低下をしておりまして、早急な改

修が求められておりました。 

　また、そのような状況の中、本市といたしま

しては、道の駅としての機能充実はもとより、

宿毛湾を臨む絶好のロケーションと豊かな自然

環境を生かした再整備を計画いたしました。 

　主な整備内容としまして、施設全体のバリア

フリー化、管理棟とトイレの新設、駐車場エリ

アや遊具エリアの再整備、ＲＶパークエリア、

フリーキャンプエリア、デイキャンプエリアの

新設、キッチンカーや移動販売等を可能とする

設備を有したイベント広場の整備等となってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　経緯については分かり

ました。令和元年第２回定例会の市長の答弁で

は、サニーサイドパークに新しいにぎわいと人

の流れをつくるための施設、また、さらに３２

１号線の観光客誘致が進むと見込まれる中で、

近隣の四万十市、土佐清水市、大月町と連携を

して取り組むともお答えされています。どうし

ても近隣にある道の駅同士は比べられることが

多いです。サニーサイドパークがほかの道の駅

と比べて、ほかにはない魅力を市としてどのよ

うに考えられているか、お答え願います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　井上議員の質問に答え

させていただきます。 

　まず、近隣との連携の部分でありますが、こ

れは令和元年の６月議会における岡崎議員の一

般質問に対して、私の答弁であったかというふ

うに思います。 

　その答弁の内容といたしましては、当時、土

佐清水市が２０１９年に土佐清水キャンプフィ

ールドをオープンをさせたところでございまし

て、そして続いて、２０２０年７月に新足摺海
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洋館ＳＡＴＯＵＭＩをリニューアルオープンさ

せる予定となっておりまして、国道３２１号線

を取り巻く環境が大きく変わっていく、そうい

ったものが見えている中で、本市の道の駅すく

もサニーサイドパークの整備について方針を問

われたものでございました。その際の私の答弁

の趣旨、その思いといたしましては、道の駅大

正、そして道の駅四万十とおわ、道の駅よって

西土佐が四万十川沿いに位置することで観光客

の周遊が生まれている。非常ににぎわっていた、

そういった時期でもありまして、こういったこ

とに倣いまして、国道３２１号線沿いに位置す

る、この宿毛、大月、土佐清水の道の駅もそれ

ぞれの特色を生かした道の駅として多くの観光

客を呼び込むことで宿毛市、土佐清水市、そし

て大月町のみならず、この幡多エリア全体の周

遊観光、そういったものが促進できるんじゃな

いかということを６か市町村の首長さんたちと

話をしながら、黒潮町から入って、そして四万

十市に来てぐるっと回って、場合によっては三

原も通りながらずっと回る、そういった周遊ル

ートがこの道の駅巡りでできるんじゃないかな

と、そういった趣旨でお話をさせてもらったも

のでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　市長の答弁ありがとう

ございます。様々な思いでつくられていると思

います。そして、今回、魅力部分で一つキャン

プエリアが新しく新設されたと思いますが、そ

のキャンプエリアについてお伺いをさせていた

だきます。 

　フリーキャンプエリア、デイキャンプエリア

は現在何区画ずつありますか、お答えをお願い

いたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　現状、指定管理者主導で区分けをした区画は、

フリーキャンプエリアが１３区画、デイキャン

プエリア６区画となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　キャンプエリアは有料

となっていますが、料金設定はどのようになっ

ていますか。また、その有料となったことによ

って利用する客層はどのような客層をターゲッ

トにしていますか、教えていただけますか。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　フリーキャンプエリア、デイキャンプエリア

ともに利用料金につきましては、指定管理者が

条例の範囲内で設定をしておりまして、平日１，

５００円、土日祝日２，５００円となっており

ます。 

　そしてまた、客層をどのように考えているか

という御質問だったかと思いますが、本市とし

ましては、すくもサニーサイドパークは２４時

間無料で利用できる駐車場、そしてトイレを完

備した道の駅、これを施設整備の大前提として

おりますので、その上でキャンプ利用等もでき

る道の駅として整備をしたというものでありま

して、キャンプエリアをメインに施設整備をし

たわけではございませんので、特段利用者層を

限定したものではございません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　私個人もキャンプをす

るものなので、キャンプをするということにつ

いて、サニーサイドパークを一度そういう視点

で見せていただきました。 

　要するに有料となっているところのポイント

なんですが、市内近隣にはほかの無料のキャン
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プ場、例えば日平、咸陽島だったり、土佐清水

のほうにも有料のスノーピークのものもあるん

ですが、基本的に三原のほうも無料のキャンプ

場があると思いますので、そういう無料キャン

プ場との差別化を有料にすることは諮らないと

いけないと思うんですが、そのあたりの差別化

になっているポイントがあれば教えていただけ

ますか。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　本市の道の駅すくもサニーサイドパーク内に

あるキャンプエリアと、そしてまた無料でキャ

ンプができる施設との差別化についての御質問

だったかと思います。 

　本市は、キャンプで生じたごみやバーベキュ

ーで生じた炭の回収、また宿泊スペースの事前

予約、また、管理棟の営業時間内はもとより、

営業時間外のトラブルへの対応といったサービ

スを提供しておりますゆえに、有料とさせてい

ただいております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　２４時間のサービスと

いうことで差別化を図っているということで認

識をさせていただきました。さきに商工観光課

長がお答えいただいたフリーキャンプサイトの

区画についてですが、現在１３区画あるという

ことですが、１３区画ある中で、私本人もちょ

っと確認をさせていただいたところ、斜面にな

っていて使用困難な区画が、私の見解だと６区

画、半分近くあるように思います。モニュメン

トに近い先端の部分がメインの区画になるのは

わかりますが、余りにも使用困難な区画がある

と思います。 

　そして、先ほど客層のターゲットは特に絞っ

てないということでしたので、ファミリー層や

キャンプの初心者、そのような方が使うという

ことになったら、とても使うことが難しいと想

定されます。今後、そういうフリーキャンプエ

リアの斜面の対応について、造成工事など、そ

のような予定はされているのでしょうか、その

点についてお答えをお願いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。キャンプエリアにつきま

して、道の駅の改修工事前から傾斜のある地形

であることは把握をしておりました。そのため、

設計段階におきまして、傾斜を解消させる手だ

てを検討もいたしましたが、開発許可を要する

造成工事が必要となると時間も費用も多くなる

ことから、今回の改修工事での施工は見送りま

して、そして、施設全体をもともとの地形を生

かした形で整備するという判断をいたしました。 

　本施設のリニューアルオープンから１か月半

程度が経過し、キャンプ利用されたお客様から

の意見も様々届いております。 

　今後そういった意見も参考にしながら、より

よいキャンプ運営となるよう、今後も努めてま

いりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　井上議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　ただいま課長が答えたような形で整備をさせ

ていただきました。その後、指定管理者のほう

を選定をさせていただいて、指定管理者のほう

で今の区画を決められたというふうに認識をし

ているところです。 

　ただ、あそこは一般の方々、市民の方々も集

う場所であってもらいたいという思いもありま

すので、やはり利用頻度が低いようなところは、

今後もう少しオープンエリアとして自由に使っ

てもらえることができないか、そういうことも
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含めて指定管理者の方と、それからそういった

今後の成り行きというか、動向を見ながら調整、

そしてまたよい形での方向性を決めていきたい、

そのように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　キャンプとしての用途、

そして魅力ある部分を今後ともまた市民の声を

聞いていただきながら、魅力ある部分をどんど

んつくっていっていただいて、つくったのだか

らしっかりと使用して、皆様が足を運んでいた

だけるような、そういう場所に変えていっても

らいたい、その意見を申し上げて次の質問に移

らせていただきます。 

　続いては、建物設備についてお伺いをさせて

いただきます。 

　まずは管理棟のトイレについて。 

　トイレにウォシュレット機能がついていない

ことについてですが、この機能は当初からつけ

ない予定だったのか、その意見をお伺いします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　温水洗浄便座機能の設置につきましては、設

計段階において、設計業者の方から２４時間使

用可能な公衆トイレの場合、温水洗浄便座機能

の備わった便座は、盗難に遭うおそれがあると

の御指摘がありました。それで、バリアフリー

トイレ以外は設置を見送る決断をしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　先ほど御答弁いただい

た中で、トイレの老朽化という部分で工事に至

ったという経緯もお伺いしました。やはりリニ

ューアルしたというところで、トイレにウォシ

ュレット機能がついていないということは、や

はり一般の方から見てもリニューアルになって

いないじゃないかと、そういう声のことが多い

です。 

　やはり今後、ウォシュレット機能の必要性は

私自身は感じるんですが、先ほどの盗難の防止

の部分をクリアができたら、ウォシュレット機

能の設置は可能なんでしょうか、その辺につい

てお伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　温水洗浄便座機能につきましては、リニュー

アルオープン後、１か月半程度の期間の中で、

当該機能の整備を求める声が、多くの利用者か

ら上がってきているという報告を受けておりま

す。 

　市としましても、利用者の意見を反映させる

必要があると判断をいたしまして、男性用、女

性用、それぞれ１基ずつではありますが、温水

洗浄便座を設置する予定としております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　前向きな御検討ありが

とうございます。再質問になりますが、１基と

いうのは予算の都合なのでしょうか、そのあた

りをお伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　質問にお答え

をいたします。 

　確かに予算が伴うものでありますので、現在

男性トイレ、女性トイレ合わせて７基の洋式便

器がございますので、それに全ての温水洗浄便

座機能をつける予算は現状ございません。です

ので今、男性トイレ、女性トイレいずれも一番

手前に少し広くなったトイレがございます。そ

この部分に今回は１基ずつ、設置するというこ

とを決断したところでございます。 

　以上でございます。 
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○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　経緯については分かり

ました。今は１基ということで、今後は、やは

り全てのトイレにウォシュレット機能をつける

という予算編成をできれば考えていただきたい

ということを申し上げさせていただきます。 

　続いての質問に移らせていただきます。 

　トイレの水回り関連のお話なんですが、下水

の臭いがよくするとのことです。私も何度か足

を運ぶ中で、臭いが気になったことはあります。

衛生面、特に臭いを気にされる方は大変多いと

思いますが、臭いの原因究明と対策を講じてい

ただくことは可能でしょうか、お答えをお願い

いたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　管理棟周辺の臭いにつきまして、市としても

把握をしております。現在のところ原因としま

しては、浄化槽を新設した場合、微生物が浄化

槽に十分に定着していないため、臭いが発生し

ているのではないかというふうに考えておりま

す。 

　こうした現象が半年程度続くであるというふ

うに聞いておりますので、しばらくは様子を見

たいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　臭いの原因については

分かりました。臭いがする原因について、少し

トイレを使用する方に周知も必要かと思います。

そのあたりもまた御検討をお願いいたします。 

　続いては、管理棟の特産品販売スペースにつ

いてお伺いします。 

　管理棟に訪れた方々からは、宿毛の販売品、

特産品が少な過ぎるという声を多く聞きます。

私自身もそう思います。物販スペースの広さや

物販の数、品物の数などは当初からの予定どお

りだったのか、そのあたりについてお伺いをさ

せていただきます。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　管理棟は実施設計を作成した時点では、地元

産品のＰＲや市内の飲食店、観光施設を紹介す

る情報発信拠点となることを想定しており、当

初の計画からその広さ等は変更はしておりませ

ん。 

　また、そこに並べられております、そういっ

た産品の数ですとか、そういったものにつきま

しては、ここは指定管理者にお任せをしている

ところでございます。 

　現在物販スペースにおいて販売している商品

につきましては、市が推奨品として認定してい

る商品を中心に、先ほど申し上げました指定管

理者が選定した商品を販売しているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　同時期の４月２９日に

リニューアルオープンした道の駅めじかの里土

佐清水にも足を運ばせていただいたところ、や

はり特産品、販売品の販売の数、スペースが大

きな差があるように感じます。 

　今後、スペース的に難しいかもしれないんで

すが、市としてはそういった数を増やしていく

など、対策を講じていくことは考えていないん

でしょうか、その点についてお答えをお願いい

たします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほど申したように、サニーサイドパークに

ついてはやはり観光の発信拠点、それから案内
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所、そういうのを中心に考えさせていただきま

した。 

　いろいろな検討をする中で、物販については、

新たな道の駅構想として、このサニーサイドパ

ークの道の駅の老朽化というのは、実は先ほど

トイレの話もありましたが、トイレの一番の問

題は浄化槽自体がもう駄目になっていて、直す

のに非常にお金がかかるということと、それか

らもう一つの問題点は、バリアフリー化がなさ

れていなかった。体が不自由な方が行けないト

イレを道の駅として宿毛市は提供しているとい

うことで、非常に正直な話、恥ずかしいような

状況でございました。 

　そういったことで、まずここの道の駅をリニ

ューアル改修をさせていただきたいということ

で改修をしました。 

　物販場所については、新たな道の駅として皆

様方と一緒になって今から構想を立ち上げてつ

くっていきたいという思いでこの道の駅は整備

をしておりますので、それが新しい場所になる

のか、場合によってはあそこの近隣になるのか、

もしかするとあそこの中になるのか、そういう

ことも含めまして、皆様方と協議をしていきた

いというふうに思っているところでございます。 

　もう一点、実は、道の駅機能というのはもと

もと２４時間トイレ、要するにドライバーさん

のための施設というのが道の駅でございますの

で、かなり道の駅の中の附帯施設として、物産

館なんかを皆さんつくっている。市町村によっ

てはそこに防災機能を持ってきたり、美術館を

持ってきたり、工芸品をつくるような体験がで

きるような施設を持ってきたり、いろいろな道

の駅がございます。そういった形の中で、宿毛

市としては今の形をとらせてもらったというこ

とで、この物販については、これから皆様方と

一緒になって協議をして、また整備に向けて進

めていきたい、そのように思っているところで

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　物販の販売については

理解をいたしました。現状、新しい道の駅がで

きるまではやはりサニーサイドパークが宿毛の

道の駅として認識をされますので、どうかそこ

の部分は少し懸念事項としては頭に置いていた

だいて、やはり訪れた方が、ぱっと見たときに

品物が少ないよねという感情を簡単に持ってし

まうので、そういうところについては少し品物

の数を増やしていただいたり、外に物販の数、

展示ができるような陳列棚を置いていくなど、

指定管理者の方とまた協議をしていただきたい

なと思っておりますので、そのあたりの御検討

をよろしくお願いいたします。 

　続いて、キッチンカースペースについてお伺

いをさせていただきます。 

　キッチンカーを出している事業者から、地面

の傾きによって調理をするのがかなり不便さを

感じる。そして立っていると前につんのめって

しまって、体に大きな負担を感じているという、

そういう声も聞くことがあります。キッチンカ

ースペースの後ろ側は、やはり坂が下り傾斜に

なっていることも私は確認いたしました。キッ

チンカースペース自体をフラットに造成するこ

とは、そもそも計画にはなされてなかったので

しょうか、お答えをお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　イベント広場の傾斜についての御質問でござ

いますが、当該広場を含め、今回の改修工事は、

改修前のサニーサイドパークの地形を生かした

整備であるため、造成工事等は行っておらず、

御指摘の傾斜につきましては、雨水排水対策の

ため設けている傾斜でございます。 
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　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　傾斜があるということ

で、キッチンカーを置く場所などを少し指定管

理者の方とも工夫をしていただければと思いま

す。 

　キッチンカーのお話になるんですが、キッチ

ンカーの出店は基本的には土日祝日にされてい

ると思います。しかし、平日はキッチンカーの

出店がなく、イートインスペースの利用もほと

んどなされていない状況になっていると思いま

す。やはり食事ができる、できないとでは立ち

寄る観光客の数にも大きな差が出てくると思い

ます。今後その課題については、対応を考えら

れているか、お答えをお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えいたします。 

　キッチンカースペースにおいて、平日にキッ

チンカーの出店がなく、食事ができないという

御意見につきましては、その対策としまして、

指定管理者が市内のお弁当販売業者に出品を依

頼し、現在では管理棟でお弁当の販売を行って

おります。 

　また、管理棟の持つ情報発信拠点としての機

能を生かして、市内の飲食店へ誘客が図れるよ

う、指定管理者とも協議してまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　お弁当の販売があれば、

食事する機会が増え、足をとどめていただく観

光客の方も増えてくるかと思います。 

　しかし、平日のキッチンカースペースは、や

はり出店がなくて閑散としている状況が見受け

られますので、そのあたり平日の利用料をまた

割安にしていくなど、市内のキッチンカーの事

業者がまたキッチンカーのスペースを利用して

もらいやすい、そういう状況をつくっていただ

きたいと私は考えておりますので、またそうい

う検討も指定管理者と行っていただくようにお

願いをいたします。 

　サニーサイドパークのリニューアルについて

は、私自身、正直お話を聞かせていただくまで

は、出来上がりの感想としては課題が多くあっ

たと思います。できるできないことは実際に多

くあると思いますし、実際に出来上がってみな

いと見えない課題も多く出たと思います。 

　しかし重要なのは、そういった市民の声をし

っかりと受け止めていただいて、課題を真剣に

受け止めて、また、できるできないをしっかり

と市から市民へ答弁をしていただく、またお答

えをしていただく、内容を説明していただくと

いう形をとっていただくのが肝要かと思います。 

　今回本当に私がお話をさせていただいた市民

の方からは、本当に厳しい声をいただいていま

す。それは内容を知らないということもあって、

先ほどの販売のこともそうなんですが、やはり

どうしても訪れた方はぱっと見の印象、そうい

うもので判断をすることが多いので、そういう

ところにできれば課題を持っていただいて、少

しでもよい印象を持っていただく形で、また今

後サニーサイドパークを盛り上げていっていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

　続いては、閉校になる橋上小中学校の対応に

ついて、お伺いをさせていただきます。 

　閉校は今年度末、学校統合については新年度

から宿毛小学校、中学校にそれぞれ統合される

という認識でよろしかったでしょうか、お答え

をお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　井上議員の一般質問

にお答えいたします。 

　橋上小学校、橋上中学校におきましては、学
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校経営や学校行事にも長年多くの地域の皆様に

御協力、御支援をいただき、子供たちの成長を

温かく見守っていただいております。この場を

お借りしまして心よりお礼申し上げます。 

　橋上小学校、橋上中学校の閉校につきまして

は、令和４年３月議会で議決いただいており、

予定どおり令和６年３月３１日をもって閉校と

なり、４月１日に宿毛小学校、宿毛中学校と統

合することとなっております。 

　子供たちの統合に向けた不安を解消するため、

橋上小学校、橋上中学校と宿毛小学校、宿毛中

学校間では交流事業などを実施しており、また、

今年度は橋上小学校、橋上中学校には、閉校に

関わる支援員としまして、統合支援員をそれぞ

れに配置させていただき、事務処理に至ってい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　以前、松田川小学校が

閉校になる際に、閉校記念事業の補助金として

予算を計上されていましたが、その予算は今回

も同じ計上がされますか、その答弁をお願いい

たします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育長兼学校教育課長、１番井上議員の質問にお

答えいたします。 

　閉校記念事業に係る補助金につきましては、

橋上小中学校閉校記念事業実行委員会に対しま

して、小学校分で１００万円、中学校分で１０

０万円と合計２００万円を計上させていただい

ております。 

　その補助金をどのように使用していくかにつ

きましては、閉校記念実行委員会内で検討して

いただくことになります。 

　これまで閉校となりました学校の事例では、

記念誌の発行や記念碑の設置、閉校記念行事に

関わる経費等に使用されているところでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　学校が統合することで、

子供たちの通学には、また大きな影響が出てく

ると思います。宿毛小学校、中学校に統合され

た後の通学方法として、スクールバスの運行は

どのように予定されていますか、御答弁をお願

いいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、井上議員の質問にお答

えいたします。 

　宿毛小学校、宿毛中学校への統合による通学

についての御質問でございます。 

　現在も楠山方面から橋上小学校、橋上中学校

を経由し、宿毛小学校へスクールバスを運行し

ているところでございます。 

　統合後もその路線を活用できますが、橋上小

学校、橋上中学校が閉校となることから、待機

時間など、時刻表の調整が必要と考えておりま

す。通学に際し、子供たちが安心・安全に通学

することができ、保護者の方にもできるだけ御

負担とならないよう、検討してまいりたいと考

えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　通学区間、通学時間に

ついては、また学校を通じて通学されている子

供たちの状況をまた確認していただいて、利用

しやすい運行計画の策定をお願いいたします。 

　次に、閉校になる学校校舎の跡地活用につい

てお伺いします。 

　小学校、中学校、そして先に閉園している保
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育園について、跡地活用はお考えでいらっしゃ

いますか。昨年の地域懇談会でも、跡地活用に

ついて検討していただくようにお願いをさせて

いただきましたが、あれから進捗があれば教え

てください。よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　橋上小学校、橋上中学校は現在学校としての

使用以外に、災害発生時の避難所として指定を

させていただいているところでございまして、

橋上小学校体育館は、大雨の際の避難所として

活用をしているというのが今の現状でございま

す。 

　また、橋上中学校体育館は、一般の方のスポ

ーツ等の活用へ貸出しを行っているところでご

ざいまして、旧保育園施設についても避難所指

定をしているというところでございます。 

　いずれの施設も使用方法について検討をして

いるところでございますが、まだ具体的な使用、

活用の方法などはなくて、現在のところ令和６

年度以降の活用については、災害時の避難所と

しての活用のみとなっているというのが今の現

状でございます。 

　ただ議員も御承知のとおり、まだまだ使える、

特に橋上中学校なんかは新しいですし、使える

施設だと思っていますし、また、立地場所も非

常によいところに立地をしていますので、いろ

いろな活用方法、また生かす手段というのはあ

るというふうに自分も強く思っています。 

　ただ、自分たちがあくまでも主導して、そこ

で何かを連れてくるとか、何かを行うとかとい

うことにとどまらず、やはり地域の方々の思い

というのも非常に強いものがあるというふうに

思っておりますので、この令和６年を境に、地

域の方々としっかりとそういったことが話せる

場というのを持って、一緒になって取り組んで

いきたい、そのように思っております。そうす

ることによって、今後活用にするに当たって、

例えばよその方々がそこに来て使ってもらえる

ということになったときも、地域の方々の御協

力がいただける、そういった橋上のよさが生か

されるというふうに思っておりますので、そう

いった地域力も生かしながらの施設活用に向け

て取組を進めてまいりたい、そのように思って

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　一応今年度の閉校に向

けて時間もなくなってきているので、また考え

ていただく機会も設けていただきたいです。先

ほど教育長もお話がありましたが、橋上町は以

前より、学校教育と地域の方々との関わりが本

当に密接で、子供を地域の方々がすごく見守っ

ていただく、そういう地域性がすごく強いとこ

ろです。そういった今回の閉校によって、子供

たちとのつながりがなくなることを地域の方々

が悲しんでいて、また速やかな校舎活用、跡地

の活用を望む、そういう声もすごく多いのが現

状であります。 

　今回、学校の閉校記念事業実行委員会からも

活用を望む声が上がっています。市長も先ほど

おっしゃっていただきましたが、地域の方やそ

ういった閉校記念実行委員会などとそういう意

見を交わす、そういう機会を設けていただく、

そういう場をお持ちいただくことは可能でしょ

うか、お答えをお願いします。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　ぜひこちらからもお願

いをしたいと思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　ぜひともよろしくお願

いいたします。学校統合について、地域の方に
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とっては本当に大きな影響が出ると思います。

地域住民との対話を重ねていただいて、よりよ

い地域として、また市としての使い方をいろい

ろ模索をしていっていただきたいとそう感じま

す。 

　今回私が関係者、地域の方々からお話をいた

だいた活用案を参考までに少しお話をさせてい

ただこうと思います。 

　まず、橋上小中学校の自然豊かな環境、そう

いったものを生かして、不登校児童が自然豊か

な環境で安心して学べる場所としての活用、青

少年のスポーツ合宿や芳奈の運動公園で行われ

る様々なスポーツ大会の宿泊先としての活用、

四万十市の旧田野川小学校のような企業誘致で

の活用、土日にはグラウンドゴルフをされてい

るグラウンドゴルフ愛好会の方々がいますので、

平日グラウンドを使ってしっかりとグラウンド

ゴルフの練習場所、グラウンドゴルフの大会場

所としての活用、また、旧庁舎で行われている

いきいきサロンのような健康増進を考えられる

そういう場の創造、そういったものの案が出て

おります。 

　まだまだ活用方法について、意見としては幾

らでも出てくると思います。まずは地域の方々

と、そして閉校記念実行委員会など、そういう

場をしっかりと利用して、意見を幅広く聞いて

いただいて、地域の実情、そういったニーズを

把握して、できれば来年度の閉校までに少しで

も方向性を決めていただく、そういう姿勢を見

せていただきたい、そうお願いを申し上げます。 

　今回質問に挙げさせていただいたのは、やは

り先にお話しした保育園、そういった保育園の

現状が今、どうしても地域の方々からは、何も

有効活用されず放置されているような、そうい

う感情が出ている、そういう状況が見受けられ

ます。避難場所として活用するのであれば、や

はり何か常時使える状態に建物を維持管理する

必要もあると思いますので、そういった課題に

も目を向けていただいて、また前向きな意見の

聴取、そして、できれば速やかな校舎跡地の活

用について動きをいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

　続いては、新卒者雇用についてお伺いをさせ

ていただきます。 

　宿毛市振興計画の中で、基本施策、商工業の

振興で工業団地及び誘致企業への高校生新卒者

採用数の目標が出されていますが、現在の進捗

を教えていただけますでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、井上議

員の一般質問にお答えいたします。 

　本市では、宿毛市振興計画の基本政策４、商

工業の振興の重点戦略におきまして、工業団地

及び誘致企業への高校生新卒者採用数を令和２

年度から令和６年度までの５年間で、２５名と

する目標を定めております。 

　進捗状況につきましては、令和２年度が４名、

令和３年度が６名、令和４年度が９名、令和５

年度が１０名、４年間の合計で２９名の実績と

なっておりまして、現時点で目標は達成してい

る状況でございます。 

　学校別の内訳につきましては、４年間で宿毛

高校が１０名、宿毛工業高校が４名、その他市

外が１５名となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　進捗については理解い

たしました。 

　今、企画課長がお答えいただいた中で、宿毛

工業高校がやはり４名と少し工業団地に近い、

そして、工業の専門職を学ぶ工業高校の就職率

が悪いように思います。その点について、今後

市と学校がどのようにしてそういう工業高校の

囲い込みを、新卒者の雇用として行っていくか、
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またその考えがあればお伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、井上議

員の再質問にお答えいたします。 

　人口減少に伴う労働力人口の減少が進行する

中、工業団地の立地企業からも年々労働力の確

保が厳しくなっているとのお話を聞いておりま

す。 

　こうした状況の中、高知西南中核工業団地の

立地企業や市内高等学校と連携し、企業説明会

や工場見学会の開催、また、産業祭での企業紹

介など、目標達成に向けた取組をこれまでも実

施してまいりました。 

　今後におきましても、引き続き企業説明会や、

様々な媒体を活用した企業紹介の充実を図り、

訴求力を向上させることで、宿毛高校及び宿毛

工業高校の新卒採用者の市内就職者を増やし、

市内企業の持続的な成長につなげてまいりたい

と考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　先ほどは振興計画につ

いての新卒者雇用についてお伺いをさせていた

だきました。今後、今、企画課長もお話があっ

たとおり、働き手不足がすごく深刻になってき

て、企業が労働力を確保できない、そういう状

況になってきております。工業団地の企業のみ

ならず、市内企業への就職者のあっせんもどん

どん考えていくべきかと思います。現在は業種

によっては本当に働き手不足が常態化して、ハ

ローワークや他媒体に求人を出し続けても人が

採れない、人がやってきてくれないという市内

企業の声も多く聞きます。 

　高校新卒者の雇用について、若者の地域転職

を防ぎ、また企業の働き手不足の解消ができる

２つのメリットがあると思いますので、ぜひ幅

広く市内業者との連携を取っていただきたいの

で、そのあたりをまた御検討いただけないでし

ょうか、そういう形で新たな工業団地以外の市

内業者との連携を図っていただくことは予定さ

れていないのか、お聞かせ願います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　　企画課長、井上

議員の一般質問にお答えいたします。 

　本市振興計画の重点戦略である企業誘致及び

育成にとって、労働力の確保が喫緊の課題とな

っております。 

　近年、若年層の求職者の行動特性は、スマー

トフォンを活用したものとなっておりまして、

適切な採用ツールの選択と企業情報を把握する

ためのホームページ作成など、採用のデジタル

化が求められております。 

　特に近年は人手不足が顕著となり、人材確保

における企業間での競争は激化しており、採用

のデジタル化の遅れている地方では、大きな課

題となっております。 

　このような状況の中、株式会社官民連携研究

所を通じて、株式会社リクルートと宿毛市の地

域活性化に向けた地域定着と雇用促進に関する

協定を本年４月１１日に締結いたしました。本

協定は、株式会社リクルートの無料で簡単に求

人募集ができる、採用管理サービスエアーワー

ク採用管理の提供を通じまして、地域企業の採

用ホームページ開設をサポートし、求人募集情

報の発信力を強化していくなどの採用支援を行

い、移住促進と地域定着、地域内事業者の雇用

促進を図るものでございます。 

　現在、株式会社リクルートと共同でセミナー

を開催しておりまして、地域課題である採用の

デジタル化を推し進めているところでございま

す。今後もこの取組を推進いたしまして、地元

企業の人材確保を支援してまいりたいと考えて

おります。 

　以上でございます。 
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○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　大変有効な協定だと思

います。協定を結んでいただいたのであれば、

本当にしっかりと運用をしていただいて、協定

自体が形骸化することなく、しっかりと積極的

に運用を行っていただき、今後しっかりと求人、

そして採用についてまた市内業者と連携を図っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

　続いては、市道整備についてお伺いをいたし

ます。 

　市道新田１号線というのは、四季の丘の住宅

を降りた先、橋が今架かっていると思いますが、

そこから新田に抜ける道になりますが、橋が架

かった後、半分ぐらいで整備が止まっていると

いう声もあります。１号線沿いにはクリニック

や眼科もあり、休日も利用する方たちも多く、

また若い方たちも住んでいらっしゃるのが現状

です。その整備について、整備計画がどのよう

に進められているか教えていただけますか。ま

た、予算計上がされているのであれば、どの項

目かも教えてください。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、井上議

員の質問にお答えいたします。 

　市道新田１号線道路改良事業については、平

成２５年度から事業に着手し、昨年度廻角橋の

架替えが完了したところです。 

　現在は橋台上流の護岸整備及び旧道路部の盛

り土撤去を実施しております。廻角橋南側につ

いては未整備区間が残っており、現在暫定的に

現道へ取り付けをして供用しております。 

　整備区間は、市道桜町藻津線と接続する交差

点手前までを計画とし、今年度は道路詳細設計

を行い、その後、舗装等の整備工事を進めまし

て、来年度の事業完了を目指しております。 

　予算費目につきましては、道路詳細設計費を

７款土木費、２項道路橋りょう費、４目地方道

整備事業費、１２節委託料のうち、調査設計委

託料３，１０５万円の一部にて計上しておりま

す。 

　工事費を同じく地方道整備事業費、１４節工

事請負費のうち市道改良工事費５，２５７万円

の一部にて計上しております。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　１番井上　将君。 

○１番（井上　将君）　ありがとうございます。

予定どおり整備完了となるよう、ぜひ進めてく

ださい。 

　少し１点再質問になるんですが、少し検討事

項としてお話をさせていただきたいことがあり

ます。 

　今回与市明川、市道新田１号線に新しく架か

った橋は、以前の橋と比べて高低差がかなり出

ておりまして、そして新田側から来ると、右側

にしか歩道がない状況になっておりまして、こ

の間なんですが、自転車の子がその歩道を突っ

切ってきて車に当たりそうになる、そういうち

ょっと事態を目の当たりにしたこともあって、

やはり今回新しくできた道なので、できれば東

西に走る車、バイク、そういった方々もスピー

ドの注意喚起、そして子供たちもやはり新しい

場所で、結構本当に東側からこの庁舎に来る、

西に抜けてくるときには本当に高低差があって、

急に子供が自転車でばっと来るような状況も見

かけるので、できれば新しくできた道、皆様が

慣れるまではスピードの注意喚起、そういった

ものの看板、簡易の看板でも構わないので、そ

ういったものの設置をちょっと検討をしていた

だけないかなという御提案を最後にさせていた

だいて、質問を終わらせていただきたいと思い

ます。 

　今回本当に初めての一般質問で、皆様に拙い
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質問をちょっとぶつけてしまったんですが、市

民の本当に目線として、自分なりに真剣に考え

た質問でございます。 

　また課題についても、ぜひとも少しでも、一

つでも検討していただいて、前向きに進めてい

ただければと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。本日はありがとうございま

した。 

○議長（川村三千代君）　お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日はこれにて延会いたします。 

午後　５時２３分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（川村三千代君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　おはようございます。

２番、浦尻です。通告に従いまして、一般質問

をいたします。 

　今回、初当選をさせていただきまして、初め

ての一般質問ですので、伝わりづらいところ等

あると思いますが、またよろしくお願いいたし

ます。 

　では、私の一般質問に入っていきたいと思い

ます。 

　まず、１番項、大規模災害発生後のＬＰガス

供給について。 

　災害では、被災から３日間、７２時間をいか

に乗り切るかが重要とされております。それに

は、避難所での適切な空調管理や、夜間を照ら

す照明、温かい食べ物の提供等が必要不可欠と

なり、エネルギーの確保が大変重要となってく

ると考えます。 

　その中でも、ＬＰガスは、自立稼働が可能な

分散型エネルギーとして、災害時のエネルギー

供給の最後の砦とされており、実際、東日本大

震災でも、自衛隊などが援助に入るまで、各地

の避難所でＬＰガスを活用した暖房、炊き出し

などが行われ、命をつなぐ役割を果たしたと報

告されております。 

　そこで質問となりますが、宿毛市では災害時、

ＬＰガスをどのように運用する計画か、お伺い

いたします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　おはようござ

います。浦尻議員の一般質問にお答えいたしま

す。 

　ＬＰガスは、地震災害時などにより、家屋が

倒壊し、避難所や仮設住宅での生活を強いられ

たときでも、給湯、煮炊きに加え、暖房、発電

などを行うことができ、かつ、早期に復旧する

ことができることから、防災上の観点において、

大変有効なエネルギー源であると認識しており

ます。 

　宿毛市におきましては、平成１９年に高知県

ＬＰガス協会宿毛支部と、災害時におけるＬＰ

ガスの調達に関する協定を締結しておりまして、

災害時において必要な場合には、ＬＰガスの供

給について、協力を要請することといたしてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。

それでは、避難所となっております、きぼうが

丘保育園のＬＰガスの供給について、再質問を

いたします。 

　ＬＰガスの供給形態には、よく知られている

ガスボンベでの供給とバルク供給がございます。 

　バルク供給は、一般のガスボンベでの供給と

は異なり、大量のガスを貯蔵することができま

すが、ＬＰガスの運搬・供給に、専門のバルク

ローリーという車両や、供給を行う作業員は専

門の資格を必要とします。 

　そのため、ガスボンベでの供給と比較して、

災害発生時の運用は難しいと予想をされますが、

どのように想定しているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　先ほど答弁しました、災害時におけるＬＰガ

スの調達に関する協定では、バルク供給に関す

る専用車両や、専門資格等についての詳細な部
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分までは明記しておりませんので、今後、災害

時に確実にガスの供給ができるよう、必要とな

る事項につきまして、関係機関と調整していき

たいと考えております。 

　なお、きぼうが丘保育園のバルク供給による

ＬＰガスにつきましては、遊戯室の空調及び給

湯設備に使用しておりますけれども、この二つ

の設備は、日頃の使用頻度が比較的少ないため、

ガスの補充は数か月に１回程度でございますが、

常に、残量が４０％以下にならないように、補

充いたしております。 

　ただし災害時には、きぼうが丘保育園の遊戯

室が避難所となりますので、空調が必要となる

時期に避難所として使用した際には、バルク供

給によるガスを使用することとなります。 

　その場合、フル稼働で最大７２時間の運転が

可能でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。 

　きぼうが丘保育園は、災害時避難所にもなっ

ておりますので、協定における関係機関との調

整をお願いいたします。 

　ただいま、きぼうが丘保育園のバルク供給に

関しまして御回答をいただきましたが、例えば、

高知県では地域の防災計画に基づいて、春野総

合運動公園に大規模災害後の道路事情、供給面

を考慮して、周囲から調達可能なガスボンベを

備蓄して、ＬＰガスで動く空調機に活用してお

ります。 

　宿毛市も、ＬＰガスを備蓄する計画があるの

か、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　宿毛市におきましては、ガスボンベをエネル

ギー源とする空調設備の導入をしていないため、

春野総合運動公園と同様の在り方でのガスの備

蓄は、現在、想定しておりませんけれども、災

害時には有効なエネルギー源となりますので、

市が独自で備蓄するのではなく、先ほど申し上

げました、ガス協会との協定によりまして、ガ

ス協会に御協力いただきながら、確保に努めて

まいりたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　冒頭で申し上げました

とおり、被災から３日間、７２時間を乗り切る

エネルギーの確保が大変重要となってくると思

いますので、どうかよろしくお願いします。 

　続きまして、２番項の大規模災害発生時の避

難についてに移っていこうと思います。 

　まず、（１）避難所等について。 

　まず、市内の津波避難道や津波避難場所の維

持管理に関して、お伺いしたいと考えておりま

したが、先日の小谷議員からの質問で、ほとん

どの御回答はいただいておりましたので、１点

だけ御質問させていただきます。 

　大規模災害発生時に、避難の妨げとなること

が予想される公共施設等について、どのように

対策するか、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　宿毛市では、これまでも避難経路の現地確認

を県の関係機関等とともに行っておりまして、

危険箇所などの課題の洗い出しなどを行うこと

で、今後の対策につながるような取り組みを進

めております。 

　避難道までの経路において、倒壊の危険性の

あるブロック塀や住宅がある場合には、個別に

訪問をし、除却や耐震化の御案内をいたしてお

ります。 

　また、避難経路につきましては、様々な状況
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が想定されますので、日頃より、市民の皆様に

は、複数のルートを想定した避難経路の確保を

お願いしているところでございます。 

　公共施設につきましても、大規模災害発生時

に避難の妨げとなる場合には、現地点検を行う

中で、撤去等が必要であれば、その都度、検討

をしてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。

ぜひ、地域の方々の声を聞いていただいて、検

討してほしいと思います。 

　避難所に関しての関連質問とはなりますが、

先月、大島地区に新しいグランピング施設が完

成いたしました。 

　大規模災害発生時に、避難所の施設としての

活用は考えておられますでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　大島地区に、グランピングリゾート施設であ

るグランヒルズヤシが、先月２７日にオープン

いたしました。 

　宿毛市としましても、本施設を災害の恐れが

あるときなどに、避難施設として住民の方が使

用できるよう、所有者である株式会社ピアーサ

ーティー様と調整をし、グランドオープン前の

先月１０日に、災害発生時等における緊急避難

施設としての使用に関する協定を締結しており

ます。 

　この協定によりまして、災害発生時には、最

大宿泊棟９棟と管理棟を、地域住民の避難施設

として使用できることとなりますので、既に、

同協定を締結している宿毛市国民宿舎椰子も含

めまして、より一層の防災対策が充実できるも

のというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。 

　備えとして、充実した避難所があれば、地域

住民の安全安心につながると思います。 

　ここで再質問となりますが、宿毛市は南海ト

ラフ地震等発生した際、津波等による影響が想

定されておりますが、市内の津波に対応した指

定避難所は何か所あり、またその選定理由をお

伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　宿毛市内における津波浸水区域外にある避難

所は、３５か所となっております。施設の選定

理由としましては、学校や地区の集会所など、

地域の方が普段から利用されている公共施設等

で、避難者が収容可能なスペースがある施設を

避難所として指定いたしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ただいま御回答をいた

だきました津波浸水被害の指定避難所では、津

波による長期浸水をした場合、指定避難所が不

足すると考えられますが、そのため、周辺の自

治体の避難所に、宿毛市民が移動すると考えら

れます。 

　それは、どのように想定されておりますでし

ょうか。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　宿毛市では、南海トラフ巨大地震で、市街地

の広い範囲が津波により浸水すると想定されて

おり、最悪の場合、およそ４，０００人分の避

難所が不足すると想定しております。 

　そのため、市内の避難所に収容できない方を、

幡多圏域の近隣市町村の避難所に避難していた
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だけるよう、幡多圏域における広域避難に関す

る協定を、平成３１年に四万十市、土佐清水市、

大月町、それから黒潮町、三原村と締結をして

おります。 

　この協定によりまして、内陸部で浸水区域外

にある四万十市や大月町など、その施設を利用

させていただくことによりまして、不足分の避

難所を現在確保できている状況でございます。 

　なお、できる限り市内の避難所に受け入れる

ことができるよう、公共施設の高台移転整備に、

引き続き取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。 

　追加で質問いたしますが、周辺の自治体には、

その旨を伝えて有事には連携が取れるようにな

っているのか、お伺いいたします。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　幡多圏域での避難者受け入れにつきましては、

先ほどの幡多圏域における広域避難に関する協

定により、取り決めをいたしておりまして、こ

の協定に基づき、市町村の担当者と勉強会を適

宜開催し、課題についての情報共有を行ってい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。

各市町村と情報共有を行いまして、連携が取れ

るように進めていってくださればと思います。 

　それでは、津波から避難後について、質問い

たします。 

　市街地が長期浸水した場合、仮設の住宅が必

要になってくると考えますが、それはどのよう

に想定をされておりますでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

再質問にお答えいたします。 

　仮設住宅の整備の御質問であったかと思いま

すけれども、仮設住宅の整備につきましては、

宿毛市が復興する上で、人口流出等を抑えてい

くために、大変重要な要素になってくるという

ふうに考えております。 

　そこで、高台整備につきましては、東日本大

震災からの復興において、仮設住宅整備の実績

がありますＵＲ都市機構からの助言であります

とか、現在取組を進めております、宿毛市事前

復興まちづくり計画を策定していく中で、適地

の検討でありますとか、用地の確保に向けて、

取り組んでまいりたい、このように考えている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　おっしゃいますように、

仮設住宅の確保は、避難後の生活や人口の流出

を抑えるため、大変重要になってくると思いま

すので、取組を進めていってください。 

　続きまして、（２）避難所運営について、質

問を進めていきたいと思います。 

　避難所運営には、地域住民で助け合うつなが

りや、仕組みを持つことが大切だと思います。 

　今後、起こるとされている南海トラフ地震等、

大規模災害が発生した際、宿毛市でも避難所運

営が重要になってくると考えますが、どのよう

に想定されておりますでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長、

お答えいたします。 

　地震や水害などの災害が発生した際には、行

政や防災関係機関のみでは、十分に対応しきれ

ない状況が考えられます。 

　特に、初動期の対応に限界があることは、こ
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れまでの災害から教訓となっているところでご

ざいます。 

　本市では、大規模な災害時に、避難者や地域

の方が自主運営できるよう、地域とともに、各

避難所の運営マニュアルの作成を進めており、

現在までに３０か所の作成が完了しているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　ありがとうございます。

地域で避難所運営マニュアルが作成されていれ

ば、避難所運営の助けになると思います。 

　避難所運営に関しまして、最近では地域住民

の方にも馴染みやすい、ＨＵＧ（ハグ）、避難

所運営ゲームの頭文字をとったものになります

が、こういったゲーム形式で、避難所運営につ

いて学ぶ方法も増えてきております。 

　それを地域の防災活動に活用をしている自治

体もあり、東日本大震災や熊本地震では、ＨＵ

Ｇが、実際の避難所運営に役に立ったという事

例も報告されております。 

　私も、現在所属しております青年会議所で、

昨年の９月にＨＵＧを用いた防災事業を計画・

実施いたしましたが、参加者の皆様から、避難

所運営の重要性と新たな気づきを得たと、アン

ケートによる回答や、お言葉をいただきました。 

　そこで宿毛市でも、このような避難所運営を

学ぶ機会を計画してみてはいかがでしょうか。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　浦尻議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　自分たちの地域は自分で守るという、自主防

災組織、自助というところでございますが、こ

ちらの活動の重要性を、これまで以上に認識し

ていただけるような啓発、皆さんへの呼びかけ、

そういったものと、また災害が発生したときに、

住民が協力し合う、そういった地域となるよう、

避難所、先ほど御説明ありましたＨＵＧ研修な

ど、こういったものの必要性というのは、強く

感じているところでございますし、また自分も、

このＨＵＧ研修、参加をさせていただいたとこ

ろでございまして、その必要性、また、そうい

うことをずっと続けていく、そういった大切さ

といったものを感じたところでもございました。 

　こういった避難所運営訓練や避難訓練など、

様々な手法があるというふうに思いますので、

いろんな手法を取り入れながら、災害は、いつ

来るかわかりませんので、来たときにすぐに対

応できるよう、また、スムーズにそういった運

営ができますように、今後、自分たちも努力を

してまいりたいし、また呼びかけもしてまいり

たいと思ったところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　２番浦尻学典君。 

○２番（浦尻学典君）　市長、御回答ありがと

うございます。 

　様々な取組から、災害に対する意識の向上を

つなげていって、災害から早期復旧できる、持

続可能な宿毛市を目指していただければと思い

ます。 

　私も努力して、これからもっと頑張っていき

たいと思いますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

　以上で、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（川村三千代君）　この際、１０分間休

憩します。 

午前１０時２３分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時３５分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　１４番、一般質問を
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行わせていただきます。 

　この議場になって初めて、一般質問の場所に

立ちました。以前の議場と比べると、何か景色

が違って見えますが、一生懸命やりたいと思い

ます。 

　また、昨日、一昨日と、新しく議員になられ

た４名の方も一般質問をされて、非常にはきは

きと、落ち着いたものの言い方をされていたと

いうふうに感じておりますが、２０数年前、私

は、ああだったかということを考えると、非常

に今の方たちは落ち着いているなというふうに

感じております。 

　一生懸命やりますので、よろしくお願いいた

します。 

　まず、サニーサイドパークについて、お聞き

をいたします。 

　この問題につきましては、これまでの９名の

方の中からも、２名ほど質問をされております

ので、できるだけ重複は避けて質問をしたいと

思います。 

　まず、そもそも、きのうの井上議員の質問に

も市長のほうから答弁があったとも思いますが、

もう一度お聞きをいたしますが、道の駅の採択

基準について、国交省は、全てが揃ってなけれ

ばいけないということではなくて、最低、これ

とこれがあればということがあると思いますの

で、それについて、まずお聞きをいたしたいと

思います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

寺田議員の一般質問にお答えをいたします。 

　道の駅の採択基準は、どういうものかという

御質問だったかと思います。 

　国土交通省のホームページには、道の駅のま

ず目的が２つ示されております。 

　１点は、道路利用者への安全で快適な道路交

通環境の提供。２つ目が、地域の振興に寄与と

いう点でございました。 

　そして、道の駅に登録するにあたっての登録

要件でございますが、そのコンセプトとしまし

ては、３点挙げられております。 

　利用者が２４時間利用できる駐車場や、清潔

なトイレなどの休憩機能を有していること。ま

た、２つ目、道路情報や地域の観光情報などの

情報発信機能を有していること。３点目、観光

レクリエーション施設などの地域連携機能を有

していること。以上が、道の駅に登録されるた

めの登録要件となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

した。 

　大きく３つの要件があるということで、新し

くリニューアルしたこのサニーサイドパークも、

この３つの要件は、全て満たしているというふ

うに思っております。 

　ただ、地域の住民の方には、非常に残念だと

いうのが、今、マスコミ等で取り上げられる道

の駅というのは、物販であったり、食事であっ

たりというところが中心のところが、多く取り

上げられるということがあると思います。 

　ただ宿毛市の場合は、きのうまでの話の中で

あったように、そういうコンセプトとはちょっ

と離れて整備をしたというふうにも心得ており

ますので、その部分については、これ以上聞く

つもりもありません。 

　１点、昨日とちょっと重複するかもしれませ

んが、トイレについて、お聞きをしたいと思い

ます。 

　２点ほど大きくあるのですが、きのうも出て

いた、シャワートイレについてですが、私も、

オープンというか記念式典のその日に、市民の

方から直接言われました。なんで多目的トイレ

しか、シャワートイレになってないのかという
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ことを言われました。 

　自分も、それほど気にはしてなかったんです

が、いろいろな人に聞いてみると、やはりシャ

ワートイレがあった方がいいよねということを

言われました。 

　ただ、もう片方で、どっちかというと若い女

性の方に聞くと、公衆トイレでシャワートイレ

はちょっとっていう方もおります。ということ

は、やはり全てのトイレをシャワートイレ化す

るということではなくて、一部分を、そういう

要望に応えられるトイレにするのがいいんだろ

う。 

　平面図を見ると、女性トイレで５か所、男性

トイレで２か所ということで、一つずつ、ちょ

っと広めのトイレがあって、きのうの話では、

そこをシャワートイレ化しようという話を聞き

ましたが、どのようなシャワートイレをつける

かにもよるのですが、据付型をつければ、そん

なに高くないということを考えると、女性トイ

レの５つのうち２つぐらいは、シャワートイレ

にしたほうがいいんじゃないかなと思っており

ますが、１基当たりの予算、今からするんだろ

うと思いますので、できればそのような形でや

っていただければと思いますし、今朝、確認に

もう一度行ってまいりましたが、入口のトイレ

の表示が非常に小さな表示であって、駐車場か

ら見た場合に非常にわかりにくいということで、

このトイレの表示っていうのは、もう少し駐車

場から見ても、すぐわかるような表示にできな

いかというふうにも思いますが、この２点につ

いて、お聞きをしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

寺田議員の質問にお答えをいたします。 

　まずシャワートイレの件についてでございま

すが、まず、メーカーによって、シャワートイ

レとか、また昨日の井上議員からありましたウ

ォシュレット。これはメーカーによって呼び名

が違うようでして、一般的には、温水洗浄便座

機能というふうに言われているそうです。 

　それにつきまして、寺田議員から、今、御提

案がありました、女子トイレのほうには、もう

１基増やして２基設置してはどうかということ

でございます。 

　また、この点につきましては、御提案の内容

を協議をさせていただきたいと考えております。 

　もう一点、トイレの入口のサインが見にくい

という点でございます。このサインの色や大き

さ、また位置等によって、そういったわかりづ

らくなっているということでございましたら、

今後また、利用者の声にも耳を傾けながら、改

善について、適宜検討してまいりたいと考えて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　できたばかり、１か

月余りしか経っておりませんので、できるだけ

早く改修できれば、利用者も早く利用ができる

ということでございますので、対応をよろしく

お願いしたいと思います。 

　もう１点、トイレに関してのことではないん

ですが、トイレのちょうど入口の前面のところ

に、あれはアイスクリームの販売用のキッチン

カーというのか車が、常設的に置いておられま

す。これは多分、指定管理者の方が置いている

のかなというふうにも思うのですが、あそこは、

基本的に通路であって、施設でいえば玄関口と

いうふうに思うんです。そこに、ああいう車を

置くことによって、駐車場からすぐにトイレが

見えないような状態になっておりますし、先日、

覗いたときには、その後ろの部分に倉庫と言わ

れるか、物を置いたところがあるんですが、そ

この玄関というか、扉が開いたままで、中に乱

雑に草刈り機であったり、いろいろなものが置
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いているのが見てとれました。 

　やはり、皆さんが止まって休憩する、憩う場

ということを考えると、管理する側もしっかり

と利用者に、触れなくて構わないものは触れな

いような形で、管理をするというのが基本的な

考えではないかというふうに思いますが、この

点について、お聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　まずは、キッチンカーの止まっている場所に

ついてでございますが、それによって、またト

イレが見えにくくなっているということでござ

いましたら、しっかりと指定管理者にもその旨

注意をして、しかるべきところに移動してもら

うように手配をしたいと思います。 

　そしてまた、倉庫の件につきましても、しっ

かり指定管理者とも話をした上で、常に来場さ

れるお客様から、見られているんだよというこ

とを、また徹底をしてまいりたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　よろしく対応をお願

いいたします。 

　あと１点、先ほどのキッチンカーの話なんで

すが、市として、キッチンカーのスペースを、

あえて北側にとったわけですから、指定管理者

といえど、やはりそこの場所にキッチンカーは

据えるべきだろうというふうに思うんですよね。 

　それによって、宿毛市が補助をして、昨年度

が６台、今年度３台っていうふうに、キッチン

カーの補助もしていると思うのですが、その方

たちにも、ぜひ、きのうも出ていたように、平

日であったりっていうときにも出店しやすい、

１台だけじゃないよっていう形で、市民の皆さ

んに知らせることができるんではないかという

ふうに思いますので、対応をよろしくお願いし

たいと思います。 

　このことについては、もう答弁は要りません

ので、対応をお願いしたいと思います。 

　次に、キャンプサイトのことについて、お聞

きをいたします。 

　キャンプサイトにつきましては、きのうの井

上議員の中でも斜面が多いということで、私も

キャンプをする方々から、あの斜面では、テン

トを張っても強度がなかなか保てないし、寝れ

ないよねと。斜めのところでは、なかなか人っ

て寝れないよねっていう話を聞きます。 

　これは、期間的な問題、整備をするのにかか

った期間であったり、きのうも出ていた構造を

変えると、非常に予算的にも大きくなってくる

ということもあるでしょうし、そこのあたりも

あるとは思うのですが、１区画ずつでもいいの

で、もう少しテントを張れる場所を、ちゃんと

したところにするべきではないかと思いますし、

外周道路というか、以前は市道ですが、今は市

道からは外してますよね。 

　だから、通行をできないような形で、今、止

めていると思うのですが、例えばキャンプの利

用者であったり、というのは、結構荷物も多く

持ってくる方たちもおりますので、上のところ

から、あの斜めのスロープをずっと持っており

るというよりも、荷物の搬入時期には、車を入

れて利用させるであるとか、有料で利用される

方には、ある程度、それなりの優遇なところも

すべきであろうと思うのですが、このことにつ

いてお聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

寺田議員の質問にお答えをいたします。 

　今、様々御質問がございました。キャンプエ

リアに車の乗り入れができるようにしてはどう

かというお話もあったかと思います。 

　あそこの外周道路は、今、寺田議員もおっし
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ゃられましたように、本年の３月末に市道を廃

止して、外周道路という形での管理道となって

おります。あちらにつきましては、今回のこの

再整備におきまして、道路に面する形で乳幼児

の遊具エリアを、今回新たに設置をしておりま

す。 

　そこで、利用される方々の安全を確保するた

めに、車両の通行を禁止とさせていただいてお

ります。 

　そしてまた、キャンプエリアにつきましては、

確かに今、現状、指定管理者主導で区画分けは

されてはおりますが、予約がない場合には、あ

そこには立入制限を設けずに、広く一般の方々

も憩える、またくつろげる場所とするために、

現状、そういった区画分け、ゾーン分けといい

ますか、そういったものを明確にはしていない

状況でございます。 

　現在オープンして今日に至るまで、利用され

る方々の意見が様々上がってきております。そ

ういった意見を、また今後も参考にしながら、

よりよいキャンプエリアとなるように、努力し

てまいりたいというふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。 

　オープンしたばかりなので、いろいろと問題

が出てくるというふうに思うんですよ。それを

いかに早く解消していくか、スピード感を持っ

てやることによって、利用者がより使いやすい

キャンプ場になってくるんじゃないかと思うん

ですが。 

　このサニーサイドパークについては、最後に

したいと思うんですが、今も言われています、

有料エリアと無料エリアの区分けがはっきりし

てない。 

　特に遊具っていうか、子供たちが遊ぶところ

が、入って左手のところにあるんですが、あそ

こについては、無料エリアということでいいん

だと思うんですが、有料エリア、特にテントサ

イトに行くのに、先ほど言った、上からの、一

番こぶの上になったところのスロープを下りて

いく。 

　一番前に、モニュメントのあるスポットがあ

るわけですが、そのモニュメントがあるところ

は、無料エリアになっているっていうことを考

えると、せっかく有料でテントを張って、くつ

ろいでいる人たちの横を、無料エリアだからっ

ていうことで、ワイワイガヤガヤ人が通るって

いうのは、逆に有料の人たちにとっては、落ち

着かないねっていうことになりかねないという

ふうに思うんですよ。 

　だから、先ほど言った外周道路の一部を利用

して、テント等の搬入もするっていうことにし

たらどうかっていうのを言わさせてもらったん

ですが。 

　やはり、ゾーン分けっていうのをしっかりし

てないと、特に有料の人たちにとっては、ゆっ

くりとくつろげて、よいキャンプ場、キャンプ

サイトって言われるのではないかなというふう

に思うんですが。その部分についての考え方を

お聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君）　商工観光課長、

お答えをいたします。 

　現在、本施設には、一般のお客様が利用する

有料エリアといたしまして、ＲＶパークエリア、

フリーキャンプエリア、デイキャンプエリアが

ございます。 

　そのうち、半島部分の緑地スペースにあるフ

リーキャンプエリア、デイキャンプエリアにつ

きましては、先ほども少し御紹介させていただ

きましたが、有料利用の予約がない場合は、立

入制限を設けない運用とさせていただいており
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ます。 

　またフリーキャンプエリアにつきまして、隣

接しているダルマ夕日広場に、無料利用のお客

様が入ってこられることもありますので、キャ

ンプ利用者が休まれる夕方から翌朝までの間は、

立て看板を設置して、キャンプ利用のお客様へ

配慮いただくように、お知らせをしているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。みんなが使ってよかったねっていう施設に、

ぜひしていただきたいというふうに思います。 

　サニーサイドパークについては、以上で質問

を終わりたいと思います。 

　次に、駅前の津波避難タワーについて、お聞

きをいたします。 

　この避難タワーについては、市長の行政方針

の説明のところで、平時は市民の皆様の憩いの

場となる公園として利用できる施設として、整

備をしたいというふうにお聞きをいたしました。 

　実際、そのように、遊具であったり、くつろ

げる場所がある。ロケーションもすごくよいの

で、市民からは利用が多くあるというふうに私

も見て取れているわけですが。 

　１点、街中の公園には設置をしているんです

が、この駅前公園にはトイレが設置されていま

せん。 

　都市計画区域内にあるので、敷地の入口辺り

までは、多分、上下水道が敷設されているんだ

ろうというふうに思うんですが、公園からトイ

レまで行くと言ったら、駅が一番近いのかなと

いうふうにも思うんですが、例えば駅まで子供

を連れて行くというと、相当時間かかって、な

かなか大変なことになるんじゃないかというふ

うに思うのですが、この駅前の避難タワーに公

衆トイレを設置することについて、お聞きをし

たいと思います。 

○議長（川村三千代君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　都市建設課長、

寺田議員の一般質問にお答えします。 

　津波避難タワーがある駅前公園は、昨年７月

の完成以降、多くの市民に利用され、特に休日

には家族連れや子供たちで賑わっております。 

　公園のトイレにつきましては、設置により訪

れた方が快適に滞在することができ、利便性の

向上につながりますが、市が管理する公園のト

イレにおきましては、これまで落書きや電球、

ドアの破壊、トイレットペーパーへの放火など

多くの被害を受けており、特に夜間の管理が難

しい施設でもあります。 

　駅前公園のトイレにつきましては、設置費に

加え、清潔に維持するための管理費や管理体制

に課題があり、近くに利用できる宿毛駅のトイ

レもあることから、すぐに設置とは考えており

ませんが、利用状況やニーズを把握する中で、

設置場所や規模、管理面の課題、近隣住民への

配慮を踏まえ総合的に考えてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　今、課長の説明では、

落書きであったり、いたずらをされることが想

定されるので、設置しなかったというふうに聞

こえたんですが、本末転倒で、何のために設置

するか。利用者のために設置するのであって、

いたずらが想定されるので設置しないっていう

ことは、理由にはならない。 

　利用してくれる方が、安心してそこで施設を

利用できるために、設置をすべきだろうという

ふうに、私は思いますし、例えば、片島の手前

というか、鷺洲の近くにある海風公園の公衆ト

イレも、一時期、落書きであったり、いたずら

がありましたよね。 

　高校生が清掃活動したり、中学生もだったか
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な。そういうことで市民にアピールをして、今

はほとんど、落書き、いたずらはないんじゃな

いかというふうに思っています。 

　やはり地域に対して、人に対して、そういう

いたずらはしたらいかんよねっていうこともア

ピールできるような、管理の仕方ができるんじ

ゃないか。 

　例えば、地域の人たちと一緒に、１か月、２

か月に１回、一緒に清掃活動をするであるとか、

いろんな形でできると思うんですよ。 

　それを最初から、できない理由を先にあげて

くるっていうのは、市のやり方としてはおかし

いと思うんですが、もう一度お聞きをしたいと

思います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　寺田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　寺田議員おっしゃるとおりで、そういったこ

とが起こらないように、しっかりと啓発、そし

て日頃のいろんな形での、そういった方々とい

うといけないですけれども。 

　例えば、学生とかも巻き込んだ中でのそうい

った清掃活動であるとか、今おっしゃられた海

風公園は、地元の片島中学校の生徒の方々が、

逆にそういうことをしないようにという、啓発

のポスターなんかを作って貼ってくれたりとか。 

　それから行政としては、ここは余りいいこと

ではないかもしれませんが、放火もありました

ので、監視カメラも設置をさせていただいてい

るところでございます。 

　担当課としては、そういうことも踏まえる中

で、管理費が増大しているということをお伝え

したかったということでの、答弁になっており

ますが。 

　実は、あそこの避難タワーにつきましては、

同時に２棟建てようということで、寺田議員も

御承知のように、非常に今、材料とかなんかも

高騰してまして、それぞれ金額違いますが、１

棟４億ぐらいかかるという形の中で、非常に高

価なものになっております。 

　そういった形の中で当初は、どちらにもトイ

レは計画をしておりませんでした。そういった

形の中で、ぜひ地元の方々、そして市民の方々

の憩いの場になるようにということで、そうい

った集まれるようなところをつくるということ

で、実はトイレについても、検討を内部でさせ

ていただきました。 

　それで、結果的に、既存市街地のほうの旧武

道館跡に建てたところには、トイレを設置して

います。 

　これの理由については、あそこは地域住民、

お年寄りの方々の憩いの場にしようということ

で、なかなか歩いての移動、体の不自由な方も

来られるだろうということで、あそこの場合も

梓公園にトイレはあるんですが、あそこまでの

移動っていうのは、お年寄りの方はそれぞれの

身体的な、いろんな衰えであるとか、そういっ

た面で、トイレが近くないと、なかなかゆっく

り休めないだろうということで、駅前につきま

しては、答弁にありましたように、駅が何とか

行ける距離だろうということで、させていただ

きました。 

　ただ、実は、自分たちとしてもトイレが欲し

いといった思いはありました。 

　それから、先ほど来、トイレいろいろ出てき

ていますが、トイレ自体が、今、非常にクオリ

ティの高いものになっていまして、非常に設置

金額、整備金額も高くなっています。 

　以前、笹平のキャンプ場のときに、執行部か

ら、男女一緒のトイレを提案させていただいて、

議会のほうからの御意見をいただく中で、男女

を分けるトイレにさせていただいた、そういっ

たことも記憶に新しいと思いますが、トイレを

設置するというと、本当に高くて、そしてその
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後、管理費が当然、どういった管理にするのか

も含めて、管理費もかかってくるということで、

トイレを宿毛市内に増やしていくということは、

自分の政策としてはやっていきたい。 

　例えば、旧市庁舎。もう外のトイレが非常に

汚くて、これも議員の皆様方の御理解をいただ

いて、あそこもトイレ改修して、今、きれいな

トイレになった。あそこは、旧庁舎の中にある

のですけれども、外から入れるトイレを整備を

させていただいた。 

　できるだけ多くのトイレの整備をこれからも

進めていきたいと思いますが、ここについては、

そういった理由で、まずは様子を見ようという

ことになっております。 

　ただ、つくらないという話じゃなくて、そう

いった声に真摯に耳を傾けながら、今後、優先

的に必要なところからトイレ改修・整備をして

いきたいということでございます。 

　正直な話を申しますと、一番には財政的な課

題があって、現状になっているというところで

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　市長自ら答弁してい

ただき、ありがとうございました。 

　財政的な部分もあるということで、よく理解

はできるんですが、逆に、駅前の避難タワーの

周辺というのは、駐車スペースもありますし、

小さなお子さんを連れたおじいちゃんおばあち

ゃんが、時間を取って遊ばせたりとかいうこと

もありますので、ぜひ近くに、梓公園へ街の中

のところから行くよりも、駅の方が遠いですよ。

車の交通量も多いですしね。 

　安全面を考えると、大きな道路を渡っていか

ないといけないというのは、ちょっと危険かな

というふうにも思いますので、ぜひ、これから

の中で、整備に向けた取り組みをしていただき

たいというふうに思います。これについては、

もう答弁は求めません。 

　次に、スポーツの振興と現状についてという

ことで、質問をさせていただきます。 

　まずは、宿毛市内の体育施設。昨年度から、

ＮＰＯの体育協会の方に全部指定管理として委

託をしておりますが、この１年余りが経過をい

たしましたが、体育施設の利用状況はどのよう

になっているのかということについて、お聞き

をしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、寺田議員の一般質問

にお答えします。 

　指定管理者として、ＮＰＯ法人宿毛市体育協

会に管理を委託している施設といたしましては、

宿毛運動公園、平田公園、宿毛市総合運動公園、

宿毛市立東部運動場、宿毛市高砂グラウンド、

宿毛市和田体育館となっております。 

　昨年度における利用者の延べ人数につきまし

ては、１０万１，８８７人であり、令和３年度

の同施設利用者数は、延べ１１万９４４人とな

っております。 

　なお、この利用者数には、スポーツ観戦や応

援などの来場者数は含まれておりません。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　若干減っているとい

うふうな感じでお聞きをいたしました。 

　コロナであるとか、ここ数年はいろいろな、

大きな大会も開けないときもありましたし、利

用者数の数っていうのが、変動はどんなときで

もあるものなので、それは許容範囲だろうとい

うふうに思いますが。 

　市の職員が直接管理していたときと、現在と

で、何か変わったところがあるんじゃないか、

課題があるんじゃないかというふうにも思うん
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ですが、市として、どのようなところを考えて

いるか、課題として挙げているのかなっていう

ふうにも思うんですが、課題についてお聞きを

したいと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　宿毛市の社会体育施設の課題についての御質

問でございます。 

　宿毛市といたしましては、宿毛市体育協会に

適正に施設の貸し出し及び維持管理を行ってい

ただいていると、認識はしております。 

　指定管理者とは、定期的に様々な問題につい

て情報交換を行っておりますが、課題として多

く挙がるのは、施設の老朽化についてでござい

ます。 

　軽微な施設修繕として、５０万円以下の修繕

は、指定管理者により適正に行っていただいて

おりますが、５０万円を超える修繕につきまし

ては宿毛市が行う必要があり、予算の関係など

により、すぐには対応できないという場合が多

くございます。 

　指定管理者の管理を任された施設を、完璧な

状態で利用者に貸し出したいという思いに対し

て、今後も老朽化が進み、利用者の利便性向上

に直結する施設整備について、宿毛市がどのよ

うに対応していくかが課題であると考えており

ます。 

　なお、利用者からの要望等の課題についても、

指定管理者とその都度協議を行い、利用者にと

って、よりよい施設となるよう、指定管理者と

宿毛市が一緒になって、今後も取り組んでいき

たいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。課題として施設の老朽化というところを言

われましたので、一昨日、小谷議員の質問の中

でも床面の話が出ておりました。 

　私、これまで、芳奈の宿毛市総合運動公園の

施設の老朽化、破損の部分についても、一般質

問等でも何回か行ったことがあるのですが、例

えば、メインアリーナ、サブアリーナもちょっ

となっているんですが、壁の破損、かなりなと

ころが陥没をして割れています。 

　壁自体が体育館には珍しいと思うのですが、

石膏ボードに木質の表面を張ったような体育館

になっています。やっぱり石膏ボードなんで衝

撃に、弱いんですよね。何か所もへこんでいる

のが見てとれます。 

　何が原因なのかは私は言いませんが、なかな

か普通の力でやっても、そんなに陥没するもの

ではないというふうにも思います。 

　あと、裏の廊下、管理用の廊下の壁、特に上

の方がもうクロスがはげてしまっているという

ところもありますし、いろんなところに、２０

年余りたつので老朽化が見えてきた。 

　特に、今年はフットサルの大会も開かれると

いうふうに聞いておりますが、この宿毛市の体

育館、幡多郡で多分、フットサルを認めている

のは宿毛市の体育館だけなんですよね。 

　宿毛市の芳奈の総合運動公園のメインアリー

ナしか、多分認めてないと思うんですが。 

　先ほど申しましたように、石膏ボードの壁っ

ていうのは、多分、フットサルの練習なり試合

の使用に耐えれるようなものではないんじゃな

いかというふうに、私は思います。 

　先ほど課長の答弁の中で、これからの改修部

分についても、指定管理者と話し合っていかな

ければいけないというふうに答弁がありました

ので、あえてここで言っておきますが、もしこ

のまま、そういう競技も使用していくというこ

とであれば、それに耐え得る施設に改修をしな

ければいけないというふうに思うんですが、こ
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のことについて、執行部のお考えをお聞きいた

します。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　お答えいたします。 

　施設の利用者が、施設や備品を損傷させた場

合は、速やかに指定管理者に報告を求めており

ます。 

　また、利用者が退去後に損傷が発覚した場合

においては、管理者から利用者、利用団体に対

して連絡を行い、報告をさせております。 

　修繕や原状回復にかかった費用につきまして

は、適宜利用者、利用団体に対して、指定管理

者から請求をしているという現状がございます。 

　議員御指摘のとおり、壁などに損傷があった

場合には、その都度、整備、修繕費用を請求し

ておりますという現状を御報告させていただき

ます。 

　併せて、施設の老朽化及び耐久性を強化する

という点につきましては、今後、検討していき

たいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　今後ということで、

話し合いをしていきたいということであります

が、壁を全部やりかえるっていったら、相当な

金額になる。 

　特に、普通にいわれる木で壁を整備し直すと

いうことになると、相当、金額が上がってくる

んだろうというふうに思うのです。 

　それも分かりますので。それと、現在損傷し

ているのは、今、課長の言われた、破損した人

が言ってきて、その人たちに補修をしてもらっ

てるっていう以前にできたものばかりだという

ふうに思うんですよ。 

　かなり以前からありましたので。それはなか

なか、誰に請求するかということもわかりませ

んので、それをあえて請求せよとは言えません

が、そういう施設なので、使う方たちにも、大

事に使ってくださいよということは、しっかり

と伝えていっていただきたいと思います。 

　これについて、もうこれ以上、答弁は求めま

せんので、これからも適切な使用、適切な管理

をお願いしたいと思います。 

　次に、マウンテンバイクのコースについて、

お聞きをいたします。 

　昨年度、また予算をちょっとつけて、４コー

ス増やして、全部で５コースになっただろうと

思うのですが、マウンテンバイクのコースの現

在の利用状況について、お聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　宿毛市総合運動公園内のマウンテンバイクコ

ースには、５つのコースがございまして、令和

２年度、令和３年度に、それぞれ１コースが完

成、残りの３つのコースは、昨年度末に完成し

ております。 

　利用状況につきましては、産業祭や宿毛サイ

クルフェスティバルなどのイベントでの利用も

含めますと、令和２年度は２２４名、令和３年

度は５５名、令和４年度は１４１名、今年度は、

６月２５日までに３２名が利用しております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。 

　マウンテンバイクという乗り物なので、みん

なが持っているものではないというふうにも思

いますし、それもコースを乗るというのは、あ

る程度、初心者もできるかもしれませんが、人

口的には少ないんだろうというふうに思います

ので、利用が少ないのは、ある程度は予想して

たんですが、非常に少ないですよね。 
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　このコースについて、現在どのような維持管

理を行っているのかをお聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　宿毛市総合運動公園内のマウンテンバイクコ

ースの維持管理につきましては、週に一度の目

視による点検と大雨などの際、その後の点検を

実施し、破損があれば市へ報告するという業務

を宿毛市体育協会に委託をしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。 

　週に１回は、目視によって管理しているとい

うことですので、大きく破損、損傷があるとい

うことは、ないのだろうというふうに思います

が。 

　このコースの中には、最初に整備した１キロ

余りのコースは、以前、遊歩道として整備をし

たコースだというふうに思います。 

　この遊歩道、地元の方たちが、たまに行って

歩いているというふうにも聞いております。こ

のコースについてですが、マウンテンバイクが、

例えば走っているときに、中に歩いている人が

いれば、非常に危険であるというふうに思うの

ですが、この危険回避に向けた取組、どのよう

に行っているのかをお聞きをいたします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　マウンテンバイクコースの遊歩道を兼ねたコ

ースの使用につきましては、歩行者の方も利用

していただいているというふうに認識しており

ます。そのため、コース内に注意喚起の看板の

設置をしたり、あとは、歩行者の方にも気づい

ていただけるよう、自転車には常時音が出るベ

ルをお貸しし、必ず装着をしていただいており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　マウンテンバイクの

方に、鈴などをつけてお願いをしているという

ことですので、多分、遊歩道を歩きに来た方は、

そのまま事務所にも声をかけずに入る方がおる

と思いますので、入口にはしっかりと、そのあ

たりの告知文なりを設置していただければと思

いますし、できれば事務所内に、歩きますとい

うぐらいの話があれば、一番管理できやすいの

かなというふうにも思いますので、そこのあた

りの対応を、またお願いをしたいと思いますが。 

　例えば、これあってはいけないのですが、事

故があった場合、やはり自転車っていうのは、

重大な事故を起こす場合もありますので、事故

が起こった場合に、大変なことになりはしない

か。 

　当然、設置者は宿毛市なので、宿毛市に責任

を問われることもあるのではないかというふう

に思いますが、この事故に対しての対応を、ど

のように考えておりますか。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　宿毛市総合運動公園内のマウンテンバイクコ

ースにつきましては、まず利用者の登録の際に、

自転車保険に加入しているか確認をさせていた

だき、保険の加入を推奨しております。 

　コースにつきましては、入口のコースマップ

には注意ポイントなどを表示し、現地にも注意

看板を設置しております。 

　また、危険と思われる箇所には、転落防止の

ネットを設置し、注意喚起をしております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 
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○１４番（寺田公一君）　注意喚起のネットも

張っているということで、このことも聞こうと

思っていましたので。 

　私も、何回か歩いて回ってみたことがあるん

ですが、どこかからもらってきた、あれは多分、

漁網の類じゃないかなっていうふうにも思うん

ですが、張られている。 

　危険防止のために張るということは、大事な

ことだとは思うんですが、やはり遊歩道であっ

たりすることを考えると、景色も見て歩く人も

いる。余り、言い方は悪いですが、ぼろ雑巾を

ぶら下げたようなコースは、見てくれが悪いの

ではないかというふうにも思うのです。 

　それと皆さんも、運動公園の入口を通るとき

に見えると思うんですが、入口の右側に、オレ

ンジの網が１０メートルほどですかね、張って

ます。張られています。 

　最初は何が張ってあるのか。イノシシでも出

てくるのかな、鹿でも出てくるのかなって思っ

ていたら、一番マウンテンバイクのショートコ

ースの出口であるとお聞きをいたしました。 

　景観にもある程度配慮した形で、整備をすべ

きだろうというふうに、私は思うんですが。 

　例えば道路側から見たら緑のネットが張って

ある、内側がオレンジでもいいんですよ。 

　ただ、景観に配慮したネットの張り方ってい

うのは、あるんじゃないかというふうに思うん

ですが、このネットの張り方について、お聞き

をいたします。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　マウンテンバイクコースのコンセプトといた

しまして、持続可能なコース整備という観点か

ら、漁網などを再利用し、安全対策を行ってお

ります。 

　また、総合運動公園の入口付近に張ってある

ネットにつきましては、利用者と隣接する道路

を走る運転者に対し、コースがあることを認識

してもらうための視認性の高いオレンジ色のネ

ットを張り、注意喚起をしているものでござい

ます。 

　御指摘の景観につきましては、改善の余地が

あると認識しておりますので、今後、検討して

いきたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　今から検討の余地が

あるということですので、ぜひ皆さんが、よい

コースになったねと言われるようなコース設定

をお願いしたいと思います。 

　次の項目に移ります。 

　スポーツ推進委員について、お聞きをいたし

ます。 

　宿毛市内に、今、１０名、教育長名で委嘱を

していると認識をしておりますが、宿毛市内で

の位置づけについて、また、現在のスポーツ推

進委員の活動について、答弁をお願いしたいと

思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　スポーツ推進委員につきましては、国の定め

るスポーツ基本法第３２条の規定に基づき、宿

毛市スポーツ推進委員に関する規則を定め、現

在１０名の方に委嘱をさせていただいておりま

す。 

　規則で規定される職務といたしましては、次

の６点となります。 

　１つ目としては、住民の求めに応じて、スポ

ーツの実技の指導を行うこと。 

　２つ目が、住民のスポーツ活動の促進のため

の組織の育成を図ること。 

　３つ目が、学校、公民館等の教育機関、その
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他行政機関の行うスポーツの行事または事業に

関し協力すること。 

　４つ目が、スポーツ団体、その他の団体の行

うスポーツに関する行事、または事業に関し、

求めに応じ協力すること。 

　５つ目が、住民一般に対し、スポーツについ

て理解を深めること。 

　６つ目が、住民のスポーツの推進のための指

導助言を行うこととなっており、現在の活動状

況につきましては、子供会やデイサービスなど

からの派遣依頼に応じて、各種スポーツの指導

を行っていただいたり、先日も委員が自発的に

スポーツ体験会を開催していただくなど、住民

のスポーツ活動推進の一翼を担っていただいて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

す。 

　今、課長の答弁の中に、市内で行われる各種

スポーツイベントに対しても、協力を願うと言

っていたと思うのですが、現在、宿毛市で行わ

れるスポーツイベント等に、スポーツ推進委員

を招聘依頼したことがありますか。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　宿毛マラソン等の際に、情報提供は行ってい

るとは思うのですけれども、委員の皆様全員に

参加の招聘を現状では行っていないと認識して

おります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　しようとすることと

やってることが、全然マッチしていませんよね。 

　教育長名で委嘱をし、宿毛市内のスポーツの

推進、また普及に、住民の方にお願いをしてい

るのに、一番大事な宿毛市の大きなスポーツイ

ベントに声もかけないっていうのはどうなのか。 

　出れる、出られないは別として、やはり皆さ

んに、お願いをすべきだろうと思うし、私の記

憶では、３年近く会議も開いていないというふ

うにも思っていますが、年に一度ぐらいの総会

というか、皆さんを集めた会ぐらいは開いて、

宿毛市のスポーツ、今年はこういうスポーツが

あります。このことについては、スポーツ推進

委員の皆様にも御協力を願いたいっていうこと

で話をしていくというのが、本来の姿ではない

かというふうに思うんですが、このことについ

て、答弁をお願いいたします。 

○議長（川村三千代君）　教育長。 

○教育長（鎌田勇人君）　寺田議員の御質問に

お答えいたします。 

　議員、先ほど御指摘のとおり、スポーツ推進

委員の総会につきましては、令和元年度から開

かれておりませんので、今後につきましては、

早急に総会の開催を含めて、スポーツ推進委員

の皆様と、そして住民のスポーツ活動やイベン

ト等への関わり方、今後の方向性等について、

協議をしていきたいと考えております。 

　議員もスポーツ推進委員として御活躍をして

いただいておりますので、ぜひ、今後とも御支

援、御協力をよろしくお願いしたいと考えてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　教育長、ありがとう

ございました。 

　そのように、あえて自分から言いはしなかっ

たんですが、スポーツ推進委員、昔の体育指導

員の時代から、もう３０年近くこの団体に関わ

ってきていますので。 

　中には、何もしないので、私たちはもう委嘱

を受ける意味がないということで、体育指導員
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を辞められた方もいっぱいいるんですよ。 

　だから、市として委嘱をする限りは、しっか

りと話し合いを持つ場ぐらいは持たないと、何

のために存在しているのかっていうのは、委員

の皆さんには伝わりませんので、ぜひその部分

は、よろしくお願いをいたします。 

　今、教育長が、早急に総会も開いていきたい

という答弁いただきましたので、これ以上のこ

とは、このことについてはお聞きをいたしませ

ん。 

　スポーツの振興について、一番最後の質問に

なるのですが、陸上競技場の３種公認について

をお聞きをいたしたいと思います。 

　先日、高知新聞にも出ておりましたが、この

３種公認に向けて、現在の状況について、もう

一度整理をしたいと思いますので、お返事を願

いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　寺田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　宿毛市総合運動公園内の陸上競技場に関する

公認につきまして、本年３月からの経過、そし

て今後について、御説明をまずさせていただき

たいと思います。 

　宿毛市総合運動公園内の陸上競技場に関する

公認につきまして、本年３月からでございます

が、令和５年３月の高知県議会におきまして、

加藤県議の一般質問に対する知事答弁におきま

して、県としては、宿毛市陸上競技場改修、ま

たは土佐西南大規模公園改修で検討中であり、

４月中には、その方針を決定したいとの発言が

あったところでございました。 

　その後、高知県をはじめ、幡多５市町村及び

関係団体と様々な協議を行う中で、宿毛市とし

ては、県西部に３種公認競技場が必要であり、

宿毛市が主体となって取り組むのではなく、県

主導のもと、広域で取り組んでいただきたい、

との姿勢をとってまいったところでございまし

た。 

　今月に入りまして、県文化生活スポーツ部の

部長をはじめ、幡多郡内の首長、幡多陸協の関

係者との協議を行いまして、３種公認に係る改

修費用は、県が５０％、宿毛市が２５％、宿毛

市以外の幡多５市町村で残りの２５％を負担す

る案で合意がなされました。 

　また、３種公認に係るランニングコストにつ

きましても、同様の負担割合で合意がなされた

ところでございます。 

　今後の予定といたしましては、９月議会にお

きまして、設計費に関する補正予算計上を行う

べく、各関係機関と現在協議を進めている、そ

ういった状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　現在の状況について、

お聞かせをいただきました。 

　新聞報道で見てますと、改修について失効後

１年程度で終わらせたいということで、１年間

ぐらい公認が切れるような状態になるというふ

うに読み取れるわけですが。 

　これ以前、答弁であったかどうかわかりませ

んが、１年以内であれば、改修が間に合えば、

３種公認継続でいけるというふうにも聞いてお

りますが、それで間違いありませんか。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　市長、答弁をさせてい

ただきます。 

　考え方としては、そういうことになろうかと

いうふうに思っております。 

　ただ、今年の１２月で３種公認切れますので、

切れた後は、そこは公認記録とはなりませんの

で。 

　ただ、継続での公認申請ができるというふう

に御理解していただければ、よろしいかと思い
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ます。 

　切れた期間については、公認記録は残らない

といった形になろうかというふうに思っており

ます。 

　また、１年間、要するに１２月に切れますの

で、次の年の１２月までに何とか工事を完成し

て、更新の形での認可をいただきたいというこ

とでございますが、これについては、あくまで

も希望という形で、それに向けて頑張っていく

というか、進めていくというふうに御理解いた

だければと思います。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　１年を目標に、やっ

ていきたいということですので。 

　それと最後のほうに、公認が切れた間、例え

ば高知市であったり、公認の記録を取れる大会

に出る場合の移動費であったりというのを市と

して補助していくというか、利用者にできるだ

け負担をかけない形でしていきたいというふう

にも話しておりますが、このことについて、も

う少し詳しく、できればお願いしたいと思いま

す。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　これにつきましては、これからの検討という

ことでございますが、幡多陸協のほうに、１２

月に公認記録が取れなくなった後に、子供たち

が公認記録が必要だということで、春野になる

のかなというふうには想定はしておりますが、

高知のほう、また市外に遠征といいますか、そ

ちらのほうに出向くときの移動の交通費につい

ての話であります。 

　陸協のほうに、どういった影響があるのか、

現在、問い合わせをしているところでございま

して、幡多陸協のほうからも、一定のお答えを

いただけるものだと思っております。 

　その状況を見ながら、できましたら個別に、

例えば保護者の方々が連れて行く場合の補助と

いうのは、非常に難しいとは思いますが、１つ

の団体として、例えばマイクロバスであるとか、

そういったもので移動するとかということにな

ろうかと想定もしていますので、そういった場

合におきましては、公費での一定の負担という

ものは行っていきたい、そのような考え方を示

したものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　できるだけ、特に陸

上関係の皆さんに負担のかからない形をとって

いただければと思うんですが。 

　最後に３種公認に関して、３種公認に係る備

品についても、県、また５市町村の協力が願え

るというふうに、先ほど、市長の答弁がありま

したが、例えば、陸上競技場の写真判定機、相

当金額が高いっていうふうにも思っていますが

これも３種公認には、多分、必要な部分である。 

　こういう大きな機材についても、県、また市

町村の協力が願えるということで、よろしいで

すか。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、お答えいたします。 

　３種公認に必要な備品につきましても、今後

県並びに幡多５市町村の中で、協議を行ってい

く必要があると考えておりますが、議員がおっ

しゃられた写真判定機につきましても、３種公

認に必要な備品となりますので、県並びに各市

町村から同じ割合の負担をいただきたいと考え

ております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま
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した。 

　１日も早く３種公認を取れるコースが再開で

きるように、願っております。 

　最後に、宿毛市の業務執行体制ということで、

通告をさせていただきましたが、市民から、夜

遅くまで市役所、電気がついているね。残業し

てるんだろうかね、ということで話を聞きまし

た。実際、長い時間、時間外労働してる方がい

るようですが、現在の職員の時間外労働の状況

をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　総務課長。 

○総務課長兼選挙管理委員会事務局長（桑原　

一君）　総務課長、寺田議員の一般質問にお答

えいたします。 

　職員の時間外ということでございますが、現

在ということですけれども、集計上は、令和４

年度になっております。令和４年度の実績につ

いてお答えをさせていただきたいと思います。 

　まず時間数ですが、職員１人当たりにつきま

しては、年平均１３０時間、月平均にいたしま

すと、１０.８時間程度となっております。 

　なお、月１００時間を超える時間外勤務を行

った職員は９名おります。 

　この時間外となってます主な要因といたしま

しては、新型コロナウイルス感染症対策用務や、

庁舎移転用務、選挙用務などの業務によるもの

となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　１人、平均すると１

０時間ぐらいということですか。それだけ聞く

と大したことないねというふうにも思うんです

が、私も市役所の中を見ていると、それだけで

はないのかな。 

　特に行政改革で、自分が議員になった時分か

ら言えば、１００人以上ぐらいの職員数は減っ

ている。行政改革等デジタル化によって、パソ

コンを導入したりとかっていうことで、業務の

簡素化が図れるということもあるかもしれませ

んが、逆に、いろいろな業務が増えてきている

のではないかっていうふうにも思うんですよ。 

　業務をこなしていくのに、大変な職員がいる

のかな。 

　一部の人間に、しわ寄せがいったりしている

んじゃないかなっていうふうにも思うんですが、

今までの市長も、いろいろな行革の中で、課を

統合したり、分割したりということを繰り返し

て、今の形態になっているというふうにも思う

んですが。 

　人数が少ないわりに、課の数がそんなに減っ

てないということは、１つの課に在籍する職員

の数は、基本的に減っているんだというふうに

思うんですよ。 

　その中で、業務というのは、そんなに減って

ない、逆に増えている。国からの移管業務、県

からの移管業務もありますし、特にここ数年は、

コロナ対応であったり、マイナンバーカードで

あったりっていう、新たな業務も入ってきてい

るっていうことを考えると、職員が非常に疲れ

てきているんではないかっていうふうに思いま

す。 

　これ、できるだけ、すぐにはできるとは思い

ませんが、機構改革というのをした上で、職員

を育てることもできるような組織っていうのを

作るべきではないか。 

　ある程度、各職員が余裕が持てる労働環境を

作っていくことが必要ではないかというふうに

思いますが、そのことについて、市長のお考え

をお聞きをしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　寺田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　いろんな形で、ＤＸということで、過去には

そういった、いろんな変革期を迎えながら、職
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員の数を極端に落とさないといけないという政

策といいますか、国からの指導のもとでやって

きたということも存じていますし、またそうい

った形の中で、新たな取り組みをしながら、職

員の負担を抑制していこうということで、現在、

取組を進めているところでございまして、いろ

いろな大きな変革期というのは、近づいてきて

るのかなというふうには感じているところでご

ざいます。 

　そういった形の中で、ほかの類似自治体も参

考にさせていただきながら、自分たちも、どう

いう形が一番ふさわしいのか、しっかり考えて

まいりたいというふうに思っております。 

　また、今、情報化の社会の中で、正しい情報

も、そして誤った情報も含めて、情報というも

のが周りに溢れています。 

　そういった形の中で、非常に職員と市民の

方々も、顔が見えないというお話は聞きますが、

ある意味で情報が行き交っているところもあり

まして、いろいろな時間的拘束だけじゃなくて、

精神的にも、いろんな部分で負担がかかってい

るっていうのも見えてきているところでもござ

います。 

　そういった負担に対するケアも含めて、しっ

かりと取組をしながら、機構改革を考えていき

たいと思っているところでございます。 

　議員おっしゃるとおりで、そういった変革期

に来ているんだなというのは、肌で感じている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　いろいろと答弁あり

がとうございました。 

　最後に聞かせていただいた機構改革について

は、職員が市民に接するときに、今よりも、よ

り笑顔で接することができるような市庁舎体制

をとっていただきたいということが、私の質問

の趣旨ですので、ぜひこれからも、笑顔あふれ

る宿毛市役所に取り組むようにお願いをして、

私の一般質問を終わります。 

○議長（川村三千代君）　これにて一般質問を

終結いたします。 

　この際、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　日程第２「議案第１号から議案第２２号まで」

の２２議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、発言を許します。 

　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　７番、堀です。通告に従

いまして、質疑を進めさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

　私が今回、質疑に取り上げます項目は、全部

で４項目です。 

　まず、議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市

一般会計補正予算（第３号）、事項別明細書よ

り３項目。 

　まず１項目めが、１２ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、１７目離

島振興費、１８節負担金補助及び交付金、旅客

不定期航路事業費補助金１９０万２，０００円

について、事業の内容、目的の説明をお願いし

ます。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、堀議員

の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１２ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、１７目離

島振興費、１８節負担金補助及び交付金、旅客
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不定期航路事業費補助金１９０万２，０００円

について、御説明いたします。 

　本事業は、沖の島と片島間を運航する旅客不

定期航路事業、いわゆるチャーター船ですね。

このチャーター船を営む１１事業者に対しまし

て、海上運送法の改正に伴い、新たに生じる費

用負担の軽減を図るため、補助金による財政支

援を行おうとするものでございます。 

　海上運送法の改正は、昨年４月、北海道知床

半島でＫＡＺＵⅠ（カズワン）が沈没した事故

を受け、再発防止に向け、国土交通省により進

められている安全対策に関わる内容となってお

りまして、費用が伴うものとしましては、これ

までなかった毎年の上架検査。この上架という

のが、船舶用語で、釣り上げて船体を水から出

すということで、要は陸上に上げて、船艇とか

の保守を行うといった言葉になります。 

　この毎年の上架検査、それと自動拡散消火器

の設置など、これらが求められるようになって

おります。 

　安全対策の向上は望ましいものではあります

が、コロナ禍に加え、ウクライナ危機に端を発

した燃料高騰により、厳しい経営状況が続いて

いる中で、新たな追加負担であり、国の支援を

求める声も上がっております。 

　旅客不定期航路事業者の皆様には、本市が運

航する市営定期船とともに、チャーター運航で、

沖の島片島間の移動手段を支えていただいてお

りますが、燃料高騰や原材料費の高騰により、

経営状況は非常に厳しいとの声をいただいてお

ります。 

　そういった中、本市として財政支援が必要と

判断し、この補助金の制度を行おうとするもの

でございます。 

　補助対象といたしましては、先ほど説明しま

した検査時の上架費用及び自動拡散消火器等の

設置費用について、補助しようとするものでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　ありがとうございます。

再質疑をさせていただきます。 

　この渡船事業者への補助金になるわけですが、

１回の補助の限度額は、決まっているのでしょ

うか。お願いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、再質疑

にお答えいたします。 

　それぞれ、上架費用及びこの自動拡散消火器

につきましては、参考見積もりをとっておりま

して、大体その金額、めどはありますけれども、

一定上限を決めた中で、その上限内では、１０

分の１０の補助率で出したいというふうにする

予定でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　上架検査、いわゆるドッ

クのときのことだと思うのですけれども、消火

器の更新のときの補助ということですので、渡

船事業者にとっては、大変ありがたい補助とな

ると思いますので、よろしくお願いします。 

　続きまして、２項目めは、１５ページ、第４

款衛生費、第４項上水道費、２目水道費、２７

節繰出金、水道事業会計繰出金（水道基本料金

等無償化事業）８，１６１万４，０００円につ

いてであります。 

　野々下議員の一般質問の中でも、関連の御説

明がありましたが、わかりやすいように御説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　水道課長。 

○水道課長（宮本　潤君）　堀議員の議案質疑

にお答えします。 

　新型コロナウイルスの感染状況等に起因する

物価高騰の影響を受けた生活者や、官公庁を除
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く事業者を支援するため、水道料金のうち、定

額部分である基本料金及び量水器の使用料の減

免を行うこととするためのシステム改修費、４

９万５，０００円と、減免に伴う水道事業会計

の収入の減額相当分、８，１１１万９，０００

円を合わせた、合計額８，１６１万４，０００

円を一般会計から繰出しし、水道事業会計に繰

り入れするものです。 

　なお、一般会計から繰り出しを行う８，１６

１万４，０００円については、国の電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活

用することとしています。 

　減額相当分８，１１１万９，０００円につき

ましては、令和５年４月１日現在の上水道、簡

易水道施設の使用者のうち、官公庁施設を除い

た１万４１４件に対し、令和５年９月請求分か

ら令和６年３月請求分までの７か月分の水道料

金の基本料金及び量水器使用料の減免を行った

際の減免総額となります。 

　なお、各家庭の減免額につきましては、昨日

の野々下議員の一般質問への答弁と重複いたし

ますが、各家庭の減免額については、水道管の

大きさにより料金が異なりますが、例として、

代表的な口径となる直径１３ミリのものについ

て、月当たりの使用水量、１０立方メートルま

での基本料金９５７円に、量水器使用料１１０

円を加え、それぞれ消費税を含んだ金額で１か

月当たり定額分、１，０６７円の減免となりま

す。 

　減免につきましては、７か月を想定しますの

で、この例の口径１３ミリの場合は、７か月で

７，４６９円の減免となります。 

　なお、月々の使用量が１０立方メートルまで

の方については、その月の水道料金は減免によ

りゼロ円となります。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　令和５年９月から令和６

年３月までの水道料金が減額されるという理解

で、私は思っておりますので、了解いたしまし

た。 

　続いて、３項目めは、１７ページ、第７款土

木費、第２項道路橋りょう費、１目道路橋りょ

う総務費、２７節繰出金、定期船事業特別会計

繰出金、ＪＲＴＴ共有船舶使用料１０５万１，

０００円についてであります。 

　土木費、道路橋りょう費ということで、土木

関係の事業費かと思っていましたが、定期船の

特別会計への繰出金ということで、少し理解で

きないところもありますので、詳しい御説明を

お願いします。 

　また、ＪＲＴＴの共有船舶使用料についての

説明も、合わせてお願いします。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、堀議員

の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１７ページ。 

　第７款土木費、第２項道路橋りょう費、１目

道路橋りょう総務費、２７節繰出金、定期船事

業特別会計繰出金、１０５万１，０００円につ

いてでございますが、議員からもありましたが、

繰出先の定期船事業特別会計補正予算にて、説

明させていただきます。 

　議案第１４号別冊、令和５年度宿毛市定期船

事業特別会計補正予算（第１号）、８ページに

なります。 

　第１款事業費、第１項事業費、１目運航費、

１３節使用料及び賃借料、ＪＲＴＴ共有船舶使

用料、これに１０５万１，０００円繰り出した

ものでございます。 

　まずＪＲＴＴとは、国土交通省が所管する独

立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構、通

称でＪＲＴＴ鉄道運輸機構の略称でございます。 
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　平成１５年に日本鉄道建設公団と運輸施設整

備事業団が、統合して設立された独立行政法人

でございます。 

　ＪＲＴＴは、鉄道の建設や、それと鉄道事業

者、海上運送事業者などによる運輸施設の整備

を促進するための支援を行っておりまして、主

に、新幹線鉄道等の鉄道施設の建設、貸付や、

船舶の共有建造、地域公共交通への出資等、ま

た、鉄道施設整備を行う鉄道事業者等に対する

補助金等の交付などの事業を実施している法人

であります。 

　新船の定期船おきのしまにつきましては、こ

のＪＲＴＴとの船舶共有建造方式により、建造

いたしました。 

　本市５０％、ＪＲＴＴが５０％、それぞれ半

分ずつの持分となっております。 

　建造費にかかる支払いに関しましては、本市

とＪＲＴＴが、それぞれの持ち分である５０％

ずつを造船会社に支払いをしております。 

　ＪＲＴＴが支払いをしております５０％の建

造費につきまして、旅客船共有契約に基づきま

して、元金均等割賦弁済方法により算出された

金額を、共有期間であります９年間、使用料と

いたしまして、ＪＲＴＴへ弁済することとなっ

ており、この共有期間満了後は、ＪＲＴＴの持

分を、残存価額の支払いをして、本市が譲渡を

受けるそういうことになっています。 

　こういった仕組みの中で、本年度から、この

割賦弁済として、使用料の支払いをしていきま

すが、今回の補正につきましては、建造費が確

定したことに伴って、その使用料が増額となり

ましたので、予算計上させていただいたもので

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　詳しい御説明、ありがと

うございました。 

　次に、最後の質疑は、議案第１５号別冊、令

和５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

（第１号）の中の８ページ。 

　第１款下水道費、第１項公共下水道事業費、

３目建設事業費、１４節工事請負費、ストック

マネジメント工事費１，９７９万円であります。 

　まず私には、ストックマネジメントというの

がわかりかねますので、その御説明と事業の内

容の御説明を、よろしくお願いします。 

○議長（川村三千代君）　水道課長。 

○水道課長（宮本　潤君）　水道課長、堀議員

の議案質疑にお答えします。 

　議案第１５号別冊、令和５年度宿毛市下水道

事業特別会計補正予算（第１号）、８ページ。 

　第１款下水道費、第１項公共下水道事業費、

３目建設事業費、１４節工事請負費、ストック

マネジメント工事費、１，９７９万円について、

ストックマネジメントという言葉と、予算につ

いての御説明を行います。 

　まず、ストックマネジメントという言葉につ

いてですが、ストックマネジメントとは、耐用

年数や設備の重要度など、リスク評価判定を行

い、それに基づき定めた優先順位に従いながら、

中長期的な視点で、施設全体を計画的かつ効率

的に管理することをいいます。 

　従前の長寿命化計画は、どちらかというと、

施設個々の耐用年数の延伸といった面に特化し

た計画となりますが、下水道ストックマネジメ

ント計画は、施設ごとの部分的で、短期的な長

寿命化ではなく、下水道施設全体の点検調査結

果に基づき、施設の更新等に関する対策の内容

や、対策の時期など、中長期的に定めたもので

あり、本市の下水道事業においても、令和元年

度に計画を策定しております。 

　なお、宿毛市下水道事業特別会計におけるス

トックマネジメント工事は、社会資本整備総合

交付金事業を財源とし、計画的に施工する公共
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下水道施設の更新・改良等の工事としておりま

す。 

　予算についてですが、１，９７９万円のうち

１，７１９万円につきましては、当初予算でも

計上しています山手幹線管渠改良工事に係る補

正となります。 

　山手幹線管渠改良工事につきましては、国道

５６号バイパスが隣接する部分の工事となりま

すので、国交省中村河川国道事務所と協議を行

う中で、設計を進めてまいりましたが、現道交

通に影響を及ぼさない工法等での施工を求めら

れました。 

　本工事については、マンホール及び推進工法

での管渠の施工等を行うため、３メートルを超

える掘削深さが必要となり、施工時の土砂の崩

落を防ぐため、鋼矢板の施工を行うこととなり

ます。 

　当初は、マンホール等を設置した後、土砂等

で埋め戻しを行うのと合わせ、最終的には、矢

板を引き抜くため、矢板をリース計上とする想

定としていましたが、国道への影響を最小限に

するため、国道側の矢板を地中に残したまま完

了することとし、矢板を購入することに変更す

るため、工事費が増額となり補正を行うもので

す。 

　また、１，９７９万円のうち２６０万円につ

きましては、長田町地区において、下水道マン

ホール蓋を早急に交換する必要が生じたため、

本工事費より流用を行った工事費について、補

正を行うものです。 

　以上です。 

○議長（川村三千代君）　７番堀　景君。 

○７番（堀　景君）　下水道施設を計画的かつ

効率的に管理するというような御説明がありま

したので、理解いたしました。 

　以上が、私の質疑でありました。 

　担当課長の皆さん、分かりやすい御説明、詳

しくありがとうございました。 

○議長（川村三千代君）　４番川村圭一君。 

○４番（川村圭一君）　４番川村圭一です。今

年の新人議員の中の５人の１人で、最後にこち

らの方に立つことをいただきまして、ありがと

うございます。 

　とてもとても緊張しておりますので、上手に

話せるかどうか分かりませんが、一生懸命話さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

　通告に従いまして、質疑をさせていただきま

す。 

　それでは、議案第１３号別冊、令和５年度一

般会計補正予算（第３号）から、４つの質問を

させていただきます。 

　第３款第１項３目１７節の厨房機器購入費２

５９万１，０００円の内容について、どのよう

なものを購入するのか、教えていただけますか。 

○議長（川村三千代君）　長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君）　長寿政策課長、

４番川村議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１３ページ。 

　歳出の第３款民生費、第１項社会福祉費、３

目老人福祉費、１７節備品購入費の厨房機器購

入費２５９万１，０００円の内容について、御

説明いたします。 

　これは、市が保有する総合的な在宅サービス

を提供する施設でございます宿毛市中央デイケ

アセンターに、スチームコンベクションオーブ

ンという主に焼き料理に使用する大型調理器具

を購入する費用です。 

　中央デイケアセンターの管理運営は、指定管

理者制度により社会福祉法人宿毛福祉会が担っ

ておりますが、双方で締結する協定の中で、５

０万円以上の修繕については、市が対応するこ

ととなっておりまして、今回、既設のものが故
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障により使用できなくなったことから、補正予

算で対応しようとするものです。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　４番川村圭一君。 

○４番（川村圭一君）　ありがとうございまし

た。 

　続きまして、１５ページなんですけれども、

第５款第１項３目１２節学生応援すくもふるさ

と便事業委託料４７１万円となっていますが、

その内容について、お伺いできますか。 

○議長（川村三千代君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君）　産業振興課長、

４番、川村議員の議案質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１５ページ。 

　第５款農林水産業費、第１項農業費、３目農

業振興費、１２節委託料、学生応援すくもふる

さと便事業委託料４７１万円について、御説明

させていただきます。 

　まず、この事業の対象者につきましては、１

５歳から２８歳までとしております。高等学校、

大学、高等専門学校、大学院、専修学校、予備

校等に所属していること。申請時点で、日本国

内かつ、宿毛市以外に居住していること。本市

に住民票を置いている、または置いていたこと

があること。保護者等が宿毛市に住民票を置い

ていること等を、対象者の条件としております。 

　次に、４７１万円の積算根拠につきましては、

まず令和５年度において、市外の高校へ進学し

た生徒、約５０名に在学期間の３年間を乗じた

１５０名程度と試算しておりまして、また現在

の高校３年生の約２００名のうちで、大学、専

門学校等への進学率を、高知県の統計調査より

約６割と推計しています。在学期間を平均４年

間として、４８０名としております。 

　合計で６３０人と想定しておりまして、１件

あたりの特産品５，５００円相当分、送料約１，

０００円、荷造り・配送等の作業に係る委託事

業者の経費を１５％として、対象人数に対し、

試算したものが４７１万円となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　４番川村圭一君。 

○４番（川村圭一君）　ありがとうございまし

た。 

　続きまして、１８ページになりますけれども、

第９款第２項１目１４節教室等改修工事費とあ

ります。５１万７，０００円。その場所と内容

をお伺いさせていただけますか。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、４番、川村議員の質疑

にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１８ページ。 

　第９款教育費、第２項小学校費、１目学校管

理費、１４節工事請負費、教室等改修工事費５

１万７，０００円の場所と内容についての御質

問でございます。 

　今回の補正予算は、大島小学校のトイレ排水

改修工事を行うための費用となっております。 

　大島小学校のトイレ排水につきましては、以

前より、稀に排水が詰まることがございまして、

その都度対応しておりましたが、今年度に入り、

その回数が多くなってまいりました。 

　排水管内をカメラで撮影しましたところ、配

管の途中から、水溜りが見えなくなることから、

配管が途中で折れている、また外れていること

が推察されましたので、トイレの手前の床を壊

しまして、床下の配管の改修を行おうとするも

のでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　４番川村圭一君。 

○４番（川村圭一君）　ありがとうございまし
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た。 

　続きまして、１９ページの第９款第３項１目

１４節教室等改修工事費、これも同じですけれ

ども、こちらが６００万円ということになって

おります。その場所と内容をお教え願えますか。 

○議長（川村三千代君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君）　教

育次長兼学校教育課長、４番、川村議員の質疑

にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１９ページ。 

　第９款教育費、第３項中学校費、１目学校管

理費、１４節工事請負費、教室等改修工事費６

００万円の場所と内容についての御質問でござ

います。 

　今回の補正予算は、橋上中学校の体育館屋根

改修工事を行うための費用となっております。

橋上中学校の体育館の屋根は、老朽化によりま

して、屋根材がさびて腐食が見られておりまし

て、雨漏りがしている状況となっております。 

　授業や学校行事などにも支障が出ております

ことから、これを解消するため、現在の屋根材

の上に、さらに屋根材をかぶせるカバー工法と

いう工法によりまして、改修を行う予定として

いるものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　４番川村圭一君。 

○４番（川村圭一君）　ありがとうございまし

た。大変分かりやすい説明で、川村圭一の時間

もたった１０分で終わってしまいました。 

　９月のときには、また一生懸命、一般質問の

ほうで頑張らせていただきますので、今日はこ

れで終わらせていただきます。 

　失礼いたします。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　１４番、質疑を行わ

せていただきます。 

　私が質疑をいたしますのは、議案第１３号別

冊、令和５年度一般会計補正予算（第３号）か

らであります。 

　まず、１１ページ。 

　歳入ですが、第２０款雑収入、第５項雑入、

６目雑入、５節の商工費雑入、５０万円の減額、

また同じ項目にあります、教育費雑入の５０万

円増額。どちらもまんぷくライド参加料とあり

ますが、何人の参加を想定しているのか、また

組み替えた理由について、お示しを願いたいと

思います。 

　また、同じまんぷくライドに関する予算とい

たしまして、歳出で、１６ページの第６款商工

費、第１項商工費、５目観光費、１２節委託料。 

　また、同じく１９ページの第９款教育費、第

５項保健体育費、３目社会体育振興費、１２節

委託料として、２０７万３，０００円というこ

とで、これがまんぷくライド運営業務委託料と

あります。組み替えの理由と、業務内容につい

てお示しを願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、１４番、寺田議員の

議案質疑にお答えします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算、１１ページ。 

　第２０款諸収入、第５項雑入、６目雑入、５

節商工費雑入、まんぷくライド参加料５０万円

につきましては、全額を、７節教育費雑入へ組

み替えをするものです。 

　こちらの５０万円につきましては、１００人

の参加人数掛ける、１人当たり５，０００円の

参加費を想定しておりまして、合計で５０万円

としております。 

　また、これと関連します歳出につきましては、

１６ページ、第６款商工費、第１項商工費、５
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目観光費、１２節委託料、すくもまんぷくライ

ド運営業務委託料２０７万３，０００円につき

ましては、全額を１９ページ、第９款教育費、

第５項保健体育費、３目社会体育振興費、１２

節委託料へ組み替えをするものです。 

　本イベントは、今回で３回目となりますが、

新型コロナウイルスで影響を受けた市内事業者

を応援し、コロナ禍でも開催できる自転車イベ

ントとして企画をされております。 

　昨年の２回目からは、森林率８４％を誇る、

宿毛市の舗装されていない林道などもコースと

して活用し、総延長約３０キロメートルのすく

もグラベルまんぷくプライドとして、イベント

をさらに魅力的なものに組み立て直し、生涯学

習課も協力し実施をいたしました。 

　今回、商工費から教育費への予算の組み替え

を実施した理由につきましては、当イベントを

さらに魅力的なものにするため、ジャパンサイ

クルリーグ高知県宿毛市ロードレースや、宿毛

サイクルフェスティバルを所管している生涯学

習課に、当サイクルイベントを集約し、実施を

するという形のものです。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　再質疑を少しだけさ

せていただきたいと思います。 

　ほかの自転車イベントを所管する生涯学習課

に集約するということですが、これは商工観光

課が関係しなくなるということではなくて、全

庁体制でやるということの認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（川村三千代君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君）　生涯学習課長、寺田議員の再質疑に

お答えします。 

　今年度も引き続き、商工観光課と生涯学習課

が連携して、事業を実施する予定としておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　市長の掲げる、自転

車を活用したまちづくりということの一環だと

いうふうにも思っていますので、市民からも認

識される、参加した人だけが満足する、また商

品なりを提供したところだけが、やってよかっ

たということではなくて、宿毛市民が、このイ

ベントを、よいイベントだなということをでき

るようなイベントにしていただきたいと思いま

す。 

　次の質疑を行います。 

　次は、１２ページの第２款総務費、第１項総

務管理費、１目一般管理費、１７節備品購入費、

非常に金額は少ない、１万２，０００円という

金額ではありますが、公印を新たに購入しよう

という予算が出ております。購入理由について、

お示し願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　総務課長。 

○総務課長兼選挙管理委員会事務局長（桑原　

一君）　総務課長、寺田議員の質疑にお答えい

たします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１２ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、１目一般

管理費、１７節備品購入費の公印購入費として

１万２，０００円を計上させていただいている

理由でございます。 

　今回、購入をさせていただこうとするものは、

税務課の窓口において、各種証明書を発行する

際に使用する証明用の公証印でございます。 

　現在、税務課の窓口で発行した各種証明書は、

市長印の押印が必要なものにつきましては、市

民課窓口へ移動していただいて、押印を行って

おります。 

　また、発行に関わる手数料につきましても、
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市民課で徴収をしているところでございます。 

　利用する市民にとって、利便性を向上させる

ために、税務課において、押印から手数料の徴

収まで行うことができるように、新たに公印を

購入させていただくものです。 

　同時に、手数料徴収もさせていただきますの

で、併せてこの同１２ページになりますけれど

も、第２款総務費、第２項徴税費、２目賦課徴

収費、１７節備品購入費として、手数料を徴収

するためのレジスター費として、６万３，００

０円を計上させていただいております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　ありがとうございま

した。 

　市民にとって、また利用者にとって、非常に

便利に簡素化できるということで、もっと早く

やればよかったなというふうに、今、感じてお

ります。 

　続きまして、同じ１２ページの第２款総務費、

第１項総務管理費、７目企画広報費、１８節負

担金補助及び交付金の４９０万円。 

　コミュニティ助成事業というふうにあります

が、助成先、また内容について、お示しを願い

たいと思います。 

○議長（川村三千代君）　企画課長。 

○企画課長（上村秀生君）　企画課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１２ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費、１８節負担金補助及び交付金、コミュ

ニティ助成事業助成金４９０万円について、内

容を御説明いたします。 

　本事業につきましては、一般財団法人自治総

合センターが実施する宝くじ社会貢献事業のコ

ミュニティ助成事業を活用し、地域のコミュニ

ティ活動の充実強化を図るため、地域で行う事

業や活動に必要な施設整備等に対し、２５０万

円を上限に助成を行う制度となっております。 

　本年度につきましては、平野地区と貝塚地区

が事業採択されますので、今議会におきまして、

２地区分の助成金について、補正予算を計上さ

せていただきました。 

　それぞれの地区の事業内容についてでござい

ますが、平野地区は、地域の祭りで使用するみ

こしの整備事業として、事業費２５０万円を予

定しております。 

　貝塚地区につきましては、放送施設の整備事

業として、２４０万円の事業費を予定していま

す。 

　なお財源につきましては、全額が自治総合セ

ンターからの助成金という形となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　よくわかりました。 

　次に、同じページの第２款総務費、第１項総

務管理費、１５目防災対策費、１８節負担金補

助及び交付金の１９０万２，０００円という事

業予算がありますが、この事業内容についてお

示しを願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　危機管理課長

寺田議員の議案質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１２ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、１５目防

災対策費、１８節負担金補助及び交付金の自主

防災組織育成事業補助金１９０万円の内容につ

いて、御説明させていただきます。 

　本事業につきましては、一般財団法人自治総

合センター助成事業を活用しまして、自主防災

組織が行う地域の防災活動に、直接必要な設備

等の整備に対し、２００万円を上限に補助金を
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交付するものとなっております。 

　補助金の交付先としましては、中角地区の自

主防災会及び都賀ノ川地区自主防災会の２団体

となっておりまして、災害時に必要となる発電

機やトランシーバー、それから簡易倉庫などの

防災備品を整備する予定となっております。 

　本事業は、昨年度に各自主防災会に対しまし

て、チラシでありましたり、市のホームページ

により活用の周知を行いまして、希望のありま

した４団体について、自治総合センターへ申請

を行い、今回、先ほど申し上げました中角、そ

れから都賀ノ川の両自主防災会の採択がなされ

たものでございます。 

　なお、財源内訳につきましては、全額が自治

総合センターからの助成金となっております。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　御説明ありがとうご

ざいました。 

　少しだけ再質疑を行わさせていただきたいと

思います。 

　今回は、既存の組織団体に対する助成という

ことでございますが、現在、この宿毛市におい

ての自主防災組織の組織数、また未組織の地域

がどれだけ残っているのかについて、分かって

いればお示しを願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君）　再質疑にお答

えいたします。 

　現在、市内の自主防災組織は、ちょうど１０

０団体が設立いただいておりまして、２地区が、

まだ未設立となっている状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）　あと２地区、未組織

があるということですが、いろいろな理由もあ

ると思いますので、ほぼ市内全域が、自主防災

組織ができている状態に近いということですの

で、なお、未組織地域においては、組織ができ

るようであれば、御支援を願いたいと思います。 

　続きまして、最後の項目になりますが、１７

ページの第７款土木費、第２項道路橋りょう費、

４目地方道整備事業費、１６節公有財産購入費

として、用地購入費として６２０万円が計上さ

れておりますが、どこを、どれだけの内容で買

おうかということがわかっていれば、お示しを

願いたいと思います。 

○議長（川村三千代君）　土木課長。 

○土木課長（太田芳宏君）　土木課長、寺田議

員の質疑にお答えします。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１７ページ。 

　第７款土木費、第２項道路橋りょう費、４目

地方道整備事業費、１６節公有財産購入費、用

地購入費６２０万円の内容と場所について説明

します。 

　本件は、新田地区から錦地区を結ぶ路線であ

ります、市道新田錦線の嵩上げ及び拡幅工事を

計画しており、この路線において、拡幅に必要

となる用地１６筆、４９７.１８平方メートル

の購入に充てようとするものです。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　１４番寺田公一君。 

○１４番（寺田公一君）説明ありがとうござい

ました。 

　今現在、買おうとしているところ、四季の丘

の入口だというふうに思うんですが、ここ、非

常に交通量が増えてきているというふうにも思

いますし、今言われている土地というのは、四

差路に付属したような、変形の五差路みたいな

形になっているところだと思うので、交通の安

全の部分にも配慮した上で、購入また整備をし

ていただければというふうに思っています。 

　以上で、私の質疑を終わります。 



－ 155 －

　ありがとうございました。 

○議長（川村三千代君）　以上で、通告による

質疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　本日、議題となりました議案のうち、「議案

第１号から議案第１２号まで」の１２議案につ

いては、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、「議案第１号から議案第１２号まで」

の１２議案は、委員会の付託を省略することに

決しました。 

　本日、議題となりました「議案第１３号から

議案第２２号まで」の１０議案は、お手元に配

付してあります議案付託表のとおり、それぞれ

所管の委員会へ付託いたします。 

　お諮りいたします。 

　議案等審査のため、６月２９日及び６月３０

日、並びに７月３日、７月４日は休会いたした

いと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、６月２９日及び６月３０日、並びに

７月３日、７月４日は休会することに決しまし

た。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　６月２９日から７月４日までの６日間は休会

し、７月５日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　１時５０分　散会 
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年第２回定例会　 

 
 

   
 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

予 算 決 算 

常任委員会 

（　４件）

議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号

令和５年度宿毛市一般会計補正予算について 

令和５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

令和５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

令和５年度宿毛市水道事業会計補正予算について

 

総 務 文 教 

常任委員会 

（　３件）

議案第１７号 

議案第２０号 

議案第２１号 

宿毛市ふるさと応援基金条例の制定について  

宿毛市消防団条例の一部を改正する条例について  

宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例について

 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（　３件）

議案第１８号 

 

議案第１９号 

 

議案第２２号

宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

宿毛市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

工事請負契約の締結について
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令和５年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１６日（令和５年７月５日　水曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第２２号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第１２号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第１３号から議案第２２号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　陳情第１号 

　　　第３　委員会調査について 

　　　第４　意見書案第１号　従来型（紙）健康保険証の存続を求める意見書 

　　　第５　選挙管理委員及び補充員の選挙について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第２２号まで 

　　　日程第２　陳情第１号 

　　　日程第３　委員会調査について 

　　　日程第４　意見書案第１号　従来型（紙）健康保険証の存続を求める意見書 

　　　日程第５　選挙管理委員及び補充員の選挙について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１３名） 

　　　１番　井　上　　　将　君　　　　　２番　浦　尻　学　典　君 

　　　４番　川　村　圭　一　君　　　　　５番　東　　　　　新　君 

　　　６番　今　城　　　隆　君　　　　　７番　堀　　　　　景　君 

　　　８番　三　木　健　正　君　　　　　９番　川　田　栄　子　君 

　　１０番　川　村　三千代　君　　　　１１番　髙　倉　真　弓　君 

　　１２番　野々下　昌　文　君　　　　１３番　松　浦　英　夫　君 

　　１４番　寺　田　公　一　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員（１名） 

　　　３番　小　谷　翔　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　黒　田　　　厚　君 
 　　　次長兼庶務係長 

　　　兼 調 査 係 長
中　平　　　純　君
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　　　議 事 係 長　　桑　原　美　穂　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企 画 課 長　　上　村　秀　生　君 

　　　危機管理課長　　有　田　巧　史　君 

　　　市 民 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　税 務 課 長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　健康推進課長　　松　田　まなみ　君 

　　　長寿政策課長　　谷　本　裕　子　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　和　哉　君 

　　　人権推進課長　　川　村　志　保　君 

　　　産業振興課長　　岩　本　敬　二　君 

　　　商工観光課長　　長　山　敏　昭　君 

　　　土 木 課 長　　太　田　芳　宏　君 

　　　都市建設課長　　小　島　裕　史　君 

　　　福祉事務所長　　畠　中　健　一　君 

　　　水 道 課 長　　宮　本　　　潤　君 

　　　教 育 長　　鎌　田　勇　人　君 

 

 　　　総 務 課 長 兼 
　　　選挙管理管理委員会事務局長

桑　原　　　一　君

 　　　会計管理者兼 
　　　会 計 課 長

佐　藤　恵　介　君

 　　　教 育 次 長 兼 
　　　学校教育課長

和　田　克　哉　君

 　　　生涯学習課長 
　　　兼 宿 毛 文 教 
　　　センター所長

中　平　成　也　君

 　　　学 校 給 食 
　　　センター所長

平　井　建　一　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開議 

○議長（川村三千代君）　これより本日の会議

を開きます。 

　この際、議長から報告いたします。 

　小谷翔太君から、会議規則第２条の規定によ

り、欠席する旨の届出がありました。 

　小谷翔太君が欠席のため、会議録署名議員は、

会議規則第８８条の規定により、議長において

東　新君を指名いたします。 

　日程第１「議案第１号から議案第２２号まで」

の２２議案を一括議題といたします。 

　これより「議案第１号」について、討論に入

ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　「議案第１号」は、これを承認することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、「議案第１号」は、これを承認する

ことに決しました。 

　これより、「議案第２号から議案第１２号ま

で」の１１議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　「議案第２号から議案第１２号まで」の１１

議案は、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、「議案第２号から議案第１２号まで」

の１１議案は、これに同意することに決しまし

た。 

　これより、「議案第１３号から議案第２２号

まで」の１０議案について、委員長の報告を求

めます。 

　予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（松浦英夫君）　予算決

算常任委員長。本委員会に付託されました「議

案第１３号から議案第１６号まで」の４議案に

ついて、審査の概要とその結果を御報告いたし

ます。 

　議案の審査に当たりましては、効率的な審議

を行うため、本委員会を２つの分科会に分け、

６月２９日、３０日の２日間にわたり審議を行

いました。 

　その後、７月４日に意見調整のための全体委

員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の報

告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本委

員会に付託されました議案４件につきましては、

原案を適当と認め、可決するものと決しました。 

　以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

　まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１２ページ。 

　第２款総務管理費、７目企画広報費、１８節

負担金補助及び交付金、コミュニティ助成事業

補助金４９０万円ついてであります。 

　委員からは、申請に対して、年間の限度はあ

るのか、またいつでも申請できるのか、との質

問があり、執行部からは、採択の件数は、高知

県下で３０件余りと決められており、これを超

える部分については、一般財団法人自治総合セ
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ンターで選定することになる。 

　申請については、前年度の１１月頃となって

いる。周知については、広報紙、宿毛市のホー

ムページ等で行っている、との回答がありまし

た。 

　続きまして、同じく１２ぺージ、第２款総務

費、第１項総務管理費、２４目諸費、１８節負

担金補助及び交付金、防犯灯設置費補助金１６

０万円についてであります。 

　本事業は、自治会が設置している防犯灯をＬ

ＥＤに交換する場合の経費の２分の１を対象に、

補助金を交付するものであります。 

　委員からは、周知の方法についての質問があ

り、執行部からは、７月１５日の地区長文書と

８月の広報紙で行うとの答弁がありました。 

　さらに委員からは、自治会のない地区や、防

犯灯の新設についての質問があり、執行部から

は、物価高騰に対する負担軽減のための電力・

ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を

活用するため、ＬＥＤへ交換する自治会を対象

とし、維持管理ができる自治組織に限られるこ

とになる。新設については、５，０００円の補

助になるとの答弁がありました。 

　続きまして、同じく１２ページ、第２款総務

費、第２項徴税費、２目賦課徴収費、１７節備

品購入費、レジスター購入費６万３，０００円

についてであります。 

　本事業は、税務課において、各種証明書を発

行する際に、支払いを税務課窓口でできるよう

にレジスターを購入するものであります。 

　委員からは、レジスターの必要性についての

質問があり、執行部からは、これまで市民課の

窓口に行く必要があったが税務課で支払いがで

きるようになり、市民の利便性が向上する、と

の答弁がありました。 

　続きまして、１８ページ、第８款消防費、第

１項消防費、２目非常備消防費、１節報酬４４

１万１，０００円の増額、及び８節旅費、４４

１万１，０００円の減額についてであります。 

　本事業は、全国的な消防団員数の減少や年齢

層の上昇などの課題を踏まえ、各自治体に対し、

非常勤の消防団員の報酬額の見直しや、費用弁

償として支給している出勤手当の出動報酬への

見直し等の処遇改善が求められており、国の示

す基準額等に見直すことで、団員数の確保につ

ながっていくと考え、８節旅費としてではなく、

１節報償費として支給することになり、８節旅

費を減額し、１節報酬を増額するとの説明があ

りました。 

　委員からは、金額の算定基準についての質問

があり、執行部からは、過去３年間の実績の平

均値により、予算化している。災害等出動が多

ければ、補正も検討するとの答弁がありました。 

　続きまして、１９ページ、第９款教育費、第

４項社会教育費、３目公民館費、７節報償費、

講師謝礼５万円の増額及び、１１節役務費、手

数料５万円の減額についてであります。 

　８月から開催される市民講座の講師について、

３名の講師のうち、１名については、直接派遣

を依頼することになり、７節報償費を５万円増

額し、１１節役務費の５万円を減額するもので

あります。 

　委員から、毎年テーマを持って講師を選んで

いると聞いているが、今回のテーマと講師はど

ういった方を選ぶのか、との質問があり、執行

部からは、今年度は宿毛文教センターが開館し

て３０周年記念ということもあり、宿毛文教セ

ンター内にある公民館、歴史館、図書館それぞ

れにちなんだ講師を選定しているとの回答があ

りました。 

　続きまして、同じく１９ページ、第９款教育

費、第５項保健体育費、３目社会体育振興費、

１２節委託料、すくもまんぷくライド運営委託

料２０７万３，０００円についてであります。 
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　生涯学習課が主体的に事業を実施することに

なったため、商工観光課の予算、第６款商工費、

第１項商工費、５目観光費、１２節委託料から

組み替えたものであります。 

　委員から、コースの選定についての質問があ

り、執行部からは、橋上方面の県道、林道を走

るコースを考えているが、宿毛市総合運動公園

内にマウンテンバイクコースが完成しているの

で、活用したコースづくりができないか、検討

しているとの回答がありました。 

　さらに委員から、イベント後でもコースを走

ることができるようにできないかとの質問があ

り、執行部からは、管理者と協議を進めていき

たい、との回答があります。 

　次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１３号別冊、令和５年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）、１３ページ。 

　第３款民生費、第１項社会福祉費、３目老人

福祉費、１４節工事請負費、中央デイケアセン

ター改修工事費、２４０万７，０００円につい

て、御報告いたします。 

　本件は、中央デイケアセンターの空調設備に

おいて、冷媒が漏れている部分があるため、修

繕を行うものであります。 

　配管が天井裏をはうようにあることと、全体

的に配管が老朽化しており、漏れている箇所を

特定することが難しいため、バイパス的に別の

配管を新たに設置する形で工事を行う予定とし

ているものです。 

　委員から、既に気温も高くなっており、長期

にわたってエアコンを止めることへの支障が考

えられるが、工期はどの程度を想定しているの

か、との質問あり、執行部は、工事により一時

的には止まると考えられるが、今回の改修はバ

イパス的に別の配管を設置するため、その期間

としては非常に短い間で済むのではないかと想

定している、との回答がありました。 

　同じく１３ページ、第３款民生費、第１項社

会福祉費、６目介護保険費、１８節負担金補助

及び交付金、介護保険事業所電力等価格高騰重

点支援給付金２１０万円についてであります。 

　本件は、コロナ禍において、原油価格及び物

価の高騰により、電気・ガス・燃料費等の負担

が増大する中、利用者負担を増やすことなく安

定したサービスを提供するため、宿毛市内の介

護保険事業所に対し、訪問・通所系サービスは

１事業所当たり１０万円、入所系サービス施設

の定員数により１５万円、または３５万円のい

ずれかの額を支給するものであります。 

　なお、高知県の介護保険事業者として指定認

定している事業所は、同様の給付金があるため、

宿毛市が指定認可している１３事業所及び、県

の給付対象外である公設の２施設の１２事業所

を対象としています。 

　委員からは、既に価格転嫁している施設に対

しても、対象になるのかとの質問があり、執行

部からは、この給付金を支給した分を加味した

金額設定に変更するような条件にしている。 

　すでに価格転嫁をしている場合、給付金によ

って、高騰分を補うことができるのであれば、

減額が行われると考える、との答弁がありまし

た。 

　これに対して、委員からは、確認、検証等は

どのような形で行われるのかとの質問に対し、

執行部からは、市が指定する事業所は月に１回、

運営推進会議を行っており、長寿政策課職員も

出席している。 

　また、利用料等の運営規定が変更になる場合

でも、指定権者である宿毛市に報告する義務が

あるため、確認することができる仕組みになっ

ている、との答弁がありました。 

　続いて１５ページ、第５款農林水産業費、第

１項農業費、３目農業振興費、１２節委託料、
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学生応援すくもふるさと便事業委託料４７１万

円についてであります。 

　本件は、令和３年度にも行った事業でありま

すが、今回は、新型コロナウイルス感染の影響

等による物価高騰などに直面して、日々の生活

や、将来に影響が出ている本市出身である市外

在住の高校生、大学生等を応援する目的で、５，

５００円相当分の本市の特産品、また、就職関

連情報等を届けるものであります。 

　委員からは、市外在住の高校生を含むように

変更したのは、前回の結果を受けての見直しを

行ったということかとの質問に対し、執行部か

らは、前回までは、大学生以上を対象としたが、

市外で勉学に励む高校生に関する問い合わせが

多くあったことから、今回から、高校生も含め

るように改善を行った、との答弁がありました。 

　また、委員から、今回は市外在住の高校生も

対象にしているが、寮で生活している方も多い

と考えられる。その場合、３食の食事が提供さ

れていることもあるが、この事業の対象となる

のかとの質問に対し、執行部からは、要件に該

当していれば対象とする。寮生や下宿生も家庭

においては、家賃や食費を含めた費用が支出さ

れており、家庭の支援という意味合いも含めて

いる。 

　また、この事業は第一次産業の振興にもつな

がることも含めているので、現時点で品物は決

定していないが、米などの農林水産物を入れた

いとの思いがある、との答弁がありました。 

　続いて、第６款商工費、第１項商工費、２目

商工業振興費、１８節負担金及び交付金、商業

系市街地振興計画推進事業費補助金１５０万２，

０００円についてであります。 

　本件は、物価高騰や、新型コロナウイルス感

染症の影響により疲弊した商業地域を活性化す

るべく、昨年度に策定した、宿毛市商業系市街

地振興計画及び３年間のアクションプランに基

づき事業を行うものであります。 

　本予算は、今年度の市内飲食店のデジタルマ

ップの作成、三浦公園津波避難タワーを活用し

た防災イベントの開催、さらに、来年度事業の

準備段階として、体験プログラムイン林邸と銘

打ち、ものづくりの動画作成や、キットの開発

をするものであります。 

　委員からは、各種事業に対して、補助対象先

の選定方法をどのような形で行っているかとの

質問に対し、執行部からは、宿毛市商業系市街

地振興計画を作成するにあたり、商工会議所を

はじめとする地元関係団体に、委員として委嘱

しているが、この委員が所属する団体等が行う

活動を、計画に盛り込んでいるとの答弁があり

ました。 

　さらに委員からは、３年間のアクションプラ

ンとなっているが、計画する事業予算が少なく、

商業系市街地の活性化につながるのか、との質

問に対し、執行部からは、まず本来であれば、

当初予算にて計上すべきであるが、商業系市街

地振興計画が策定されたのが、令和４年度末で

あったこともあり、反映できていなかった。今

年度実施していく事業についても、補正予算で

対応していく方向性のもと進めていた。 

　今回は、６月補正に間に合った３事業につい

て提案している。今年度に新たに実施するもの

があれば、随時、必要に応じて補正対応で実施

していきたいと考えている。 

　来年度以降については、当初予算で計上して

いきたいとの答弁がありました。 

　以上で、本委員会に付託されます４議案につ

いての、審査結果の報告を終わります。 

○議長（川村三千代君）　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（寺田公一君）　総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました議案

の審査結果の御報告をいたします。 

　議案第１７号は、宿毛市ふるさと応援基金条
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例の制定についてでございます。 

　内容につきましては、株式会社日本投資事業

団様より、御寄附をいただきました１，０００

万円を原資として、地域の産業振興及び子供の

育成環境整備を目的とする、宿毛市ふるさと応

援基金条例を制定しようとするものです。 

　委員からは、基金の活用方法への本市の自由

度についての質問があり、担当課からは、寄附

者の意思を尊重し、今後検討していく、との答

弁がありました。 

　議案第２０号は、宿毛市消防団条例の一部を

改正する条例についてでございます。 

　内容につきましては、宿毛市消防団再編計画

書に基づき、宿毛市消防団の定数を、４９８名

から４０２名に改正するとともに、消防組織法

の規定により、必要な事項を定めるため、本条

例の一部を改正しようとするものです。 

　議案第２１号は、宿毛市消防団員の報酬及び

費用弁償支給条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

　内容につきましては、消防団の点検出動報償

に係る必要事項を定めるため、本条例の一部を

改正しようとするものです。 

　以上、３議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

いずれも全会一致で原案を適当であると認め、

可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案３件

についての報告を終わります。 

○議長（川村三千代君）　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（堀　景君）　産業厚生

常任委員長、本委員会に付託されました議案３

件についての審査結果を御報告いたします。 

　議案第１８号は、宿毛市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

　内容につきましては、こども家庭庁設置法及

びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関

係内閣府令の整備に関する内閣府令が施行され

たことに伴い、本条例の一部を改正しようとす

るものするものです。 

　議案第１９号は、宿毛市家庭的保育事業等の

設置及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

　内容につきましては、こども家庭庁設置法等

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関

する省令が施行されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものです。 

　議案第２２号は、工事請負契約の締結につい

てでございます。 

　内容につきましては、市営改良住宅手代岡第

２団地建替え工事（第１工区）につきまして、

契約の相手方及び契約金額が決定しましたので、

工事請負契約を締結することについて、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により、議会

の議決を求めるものです。 

　内容につきましては、市営改良住宅手代岡第

２団地建替え工事（第１工区）は、３か年の計

画で、４棟８戸を建設するもので、今年度の工

事予定は、２棟４戸及び合併浄化槽の建設、既

存住宅の３棟６戸を解体するものであります。 

　なお、業者決定については、指名競争入札を

行い、応札した市内５者が最低制限価格で並ん

だため、くじ引きを行い、契約の相手方及び契

約金額が決定しましたので、工事請負契約を締

結することについて、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

　審査の過程で、委員からは、指名競争による

５者で入札を行っているが、この数は適正と考

えているのか、との質問に対し、執行部からは、

指名競争入札のため、ある程度の数は指名をし
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ているが、今回は４者が入札を辞退している。

最近では、指名した全者の入札はほとんど見ら

れない状況である、との回答がありました。 

　また、今年度に２棟４戸建設とのことである

が、残りの建設はいつを予定しているのか、と

の質問に対し、執行部からは、来年度に残りの

２棟４戸の建設を行い、再来年度に住宅の解体

を行う予定である、との回答がありました。 

　以上、３議案につきましては、担当課から詳

しい説明を受け、慎重に審査した結果、原案を

適当であると認め、全会一致をもって可決すべ

きものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました議案３件に

ついての報告を終わります。 

○議長（川村三千代君）　以上で、委員長の報

告は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第１３号」について、討論に

入ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　９番、川田でございま

す。私は、議案第１３号別冊、令和５年度宿毛

市一般会計補正予算（第３号）について、賛成

できませんので、反対の立場で討論を行います。 

　この予算の中には、９月から１２月に行われ

る秋接種、５歳以上の全ての年代を予定した新

型コロナワクチン接種における人件費が含まれ

ていることから、反対する根拠を申し上げます。 

　このワクチンは、日本では２０２０年頃から、

新型コロナが感染し始めて、世界で初めての遺

伝子組換えワクチンを、２０２１年２月に特例

承認されたワクチンです。 

　常識ではあり得ないワクチンで、新型コロナ

が感染症２類に分類されていることや、ほかに

有効な製剤がないこと、緊急であることにより

特例承認とし、つくって間もないものを、５類

になっても、普通の風邪になっても、まだ打ち

続けている。 

　このワクチンの承認は受けられません。なぜ

なら、長期の治験ができていません。長いもの

で２か月ぐらい。それ以上は、何が起こるか分

からないから承認を下ろせないが、緊急事態だ

から、特例承認でも打っていいとしたものです。 

　今、重症化予防と言っていますが、ワクチン

は感染症の予防が基本であります。ファイザー

添付書にも、感染症予防とあり、重症化予防と

はどこにも書かれていません。 

　そして、接種要注意者に、高齢者、基礎疾患

のある者とあります。その方々には、コロナに

かからない注意が適切と思われますが、国、自

治体は、その方々にも接種券を送り続けていま

す。 

　生まれて間もない幼児、５歳から１１歳のワ

クチン接種については、接種の安全性やワクチ

ンの効果など、十分な情報やデータが揃ってお

らず、コロナによるリスクから見ても、正直、

いくら考えても合理性が見つかりません。 

　また、有効率９５％あった説明は崩れて、世

界一の接種者数は、世界一の感染者を出すなど、

感染防止とならなかった現実が証明されていま

す。 

　そもそも、春接種の株はＸＢＢというのに、

武漢型ＢＡ１やＢＡ５型対応の２価ワクチンは、

抗原原罪を起こすことがありますが、免疫を落

とせば重症化しないから、感染拡大するが打て

と、厚労省ワクチン分科会報告にあることが報

告されています。 

　接種をすれば、コロナ感染が広がると厚労省
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は知っています。そのことは、名古屋大学小島

教授が指摘したことは、国会でも質疑されてい

ます。 

　このどれをとっても安全と言えないワクチン

であり、市民の命を守るには、特例承認である

このワクチンを、これ以上続けることに反対し

ます。 

　健康とは、お一人お一人が気をつけ、自分の

命は自分で守ることで十分だと思います。 

　以上で、議案第１３号別冊、令和５年度一般

会計補正予算に反対とし、討論を終わります。 

○議長（川村三千代君）　以上で、通告による

討論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　ほかに討論がありま

せんので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、議案第１３号について、電子表決

により採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり可決すること

について、賛成または反対のボタンをお押し願

います。 

（電　子　表　決） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れはありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

　賛成１１人、反対１名で、賛成多数でありま

い。 

　よって「議案第１３号」は、原案のとおり可

決されました。 

　これより、「議案第１４号から議案第２２号

まで」の９議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第１４号から議案第２２号

まで」の９議案を、電子表決により一括採決い

たします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり可決すること

について、賛成または反対のボタンをお押し願

います。 

（電　子　表　決） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れはありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

　全員賛成であります。 

　よって「議案第１４号から議案第２２号まで」

の９議案は、原案のとおり可決されました。 

　日程第２「陳情第１号」を議題といたします。 

　これより、陳情第１号について、委員長の報

告を求めます。 

　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（寺田公一君）　総務文

教常任委員長。本委員会に付託されました陳情

第１号の審査結果を御報告いたします。 

　陳情第１号は、令和５年度建第３号市営改良

住宅手代岡第２団地建替え工事（第１工区）の

再入札を求める陳情書であります。 

　……………………………………………………

…………………………………………… 

　内容としては、令和５年５月２５日に実施さ

れた、令和５年度建第３号市営改良住宅手代岡

第２団地建替え工事（第１工区）の入札におい

て、宿毛市の公告の不備により、入札結果が変

わる可能性があると考えるので、調査議論の上、

再入札を求めるというものです。 

　陳情者から、補足説明、意見陳述の希望があ
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り、……………………補足説明、意見陳述の後、

質疑応答を行いました。 

　陳述者からは、今回の入札に際しては、宿毛

市は、法定福利費を明示した工事内訳書の提出

を求めているにも関わらず、法定福利費の記載

漏れのある入札業者があったこと。それを知り

つつ入札を続行したことについて、入札結果は

無効ではないかとの主張がありました。 

　また、高知県の入札制度に準拠しているとい

うことに対しても、疑義を呈する意見がありま

した。 

　なお、審査の公平性を期するために、執行部

からも説明を求めた後、各委員の意見を聞き、

意見調整を行った結果、本陳情の採択について、

採択すべきとするものなし。不採択とすべきも

の４名、棄権２名の結果となり、本委員会とし

ては、本入札については、法令や規則等に抵触

するものではないことから、不採択とすべきも

のと決しました。 

　しかしながら、本陳情の要因となった今回の

入札については、宿毛市のホームページに入札

時の工事費内訳書への法定福利費記載の有無の

入札結果への影響を明示していなかったことか

ら、応札者への入札の取り扱いが十分に周知さ

れていなかったことによるものであることから、

執行部においては、今後の入札事務においては、

公平で適切な事務遂行を議会として執行部に強

く求め、委員長報告といたします。 

　以上、本委員会に付託されました陳情につい

ての御報告を終わります。 

○議長（川村三千代君）　以上で、委員長の報

告を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、陳情第１号について、討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　「陳情第１号」については、委員長報告のと

おり可決することについて、御異議ありません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、本件については、委員長報告のとお

り可決されました。 

　日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件につきましては、

会議規則第１１１条の規定により、お手元に配

付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続

調査の申出があります。 

　お諮りいたします。 

　委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第４「意見書案第１号」を議題といたし

ます。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　６番今城　隆君。 

○６番（今城　隆君）　６番、今城です。 

　意見書案第１号、従来型（紙）健康保険証の
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存続を求める意見書の提出について、提案理由

を説明いたします。 

　まず、意見書案を朗読させていただきます。 

　従来型（紙）健康保険証の存続を求める意見

書。政府は、マイナンバーカードに健康保険証

機能を組み込んだ、いわゆるマイナ保険証の普

及のため、２０２４年秋から従来型（紙）健康

保険証を原則廃止するとしている。 

　しかし、マイナンバーカードをめぐる様々な

トラブルが続出、マイナ保険証については、別

人の個人番号がひもづけされる深刻なケースが

約７，３００件あったことを厚生労働省が公表

した。 

　さらに、全国保険医団体連合会が医療機関の

約６割でシステム上のトラブルを経験したとす

る調査結果を公表するなどの状況下において、

マイナ保険証一本化への国民の不安が広がって

いる。 

　厚生労働省はマイナンバーカードを取得しな

い人に対して、保険証の代わりとなる資格確認

書を発行する方針を明らかにしているが、これ

まで各健康保険組合や市町村などの保険者が、

被保険者に対し健康保険証を発行、送付してい

たものが、被保険者が申請しないと交付されな

くなり、マイナ保険証を取得しない人は資格確

認書の取得、更新の手続を強いられることにな

る。 

　また、保険料を支払っている人でも申請を失

念した場合、医療機関の窓口で資格喪失や無保

険扱いとなることが懸念される。 

　そもそも、マイナンバーカードの任意取得の

原則に照らしても、従来型（紙）健康保険証の

原則廃止は妥当ではない。 

　よって、本市議会は政府に対し、全ての被保

険者に不利益を生じさせることのないよう、従

来型（紙）健康保険証の存続を求めるものであ

る。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意

見書を提出するというものです。 

　今、述べたとおり、本意見書の趣旨は、全て

の被保険者に不利益を生じさせることのないよ

う、従来型保険証の存続を求めるものですが、

全国保険医団体連合会の６月末の調査では、医

療機関の約６割がシステムトラブルを経験し、

その中心となるものが、資格無効、該当なしと

なること。 

　それから、顔認証不具合やカードリーダーが

使えないなどのトラブルがあります。 

　また、暗証番号の間違いなどで、医療現場は

大変な労力と時間を要しており、結局、従来の

紙保険証を確認して、トラブルに対処している

というのが現実であります。 

　紙保険証の存続は、医療現場、その関係者か

らの強い要求でもあるということです。 

　これらを踏まえ、本意見書はぜひとも可決し

ていただきますよう、お願いするものです。 

　以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（川村三千代君）　これにて、提案理由

の説明は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　意見書案第１号は、会議規則第３７条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、本件は委員会の付託を省略すること

に決しました。 
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　これより、意見書案第１号について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　これより、意見書案第１号を電子表決により

採決いたします。 

　本件は、原案のとおり可決することについて、

賛成または反対のボタンをお押し願います。 

（電　子　表　決） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れはありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

　賛成３人、反対９人で賛成少数であります。 

　よって、意見書案第１号は否決されました。 

　日程第５「選挙管理委員及び補充員の選挙」

を行います。 

　お諮りいたします。 

　選挙の方法につきましては、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推薦によりた

いと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、選挙の方法は指名推薦によることに

決しました。 

　お諮りいたします。 

　指名の方法につきましては、議長において指

名することにしたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、議長において指名することに決しま

した。 

　宿毛市山奈町山田８９２番地７、杉本裕二郎

君、宿毛市幸町２番２７号、澤田清隆君、宿毛

市四季の丘一丁目２番６号、山下正倫君、宿毛

市平田町戸内５００４番地１、畑中淳子君の４

人を選挙管理委員に。 

　宿毛市小筑紫町湊７３番地、岡添□見君、宿

毛市山奈町山田８９２番地１３、山戸達朗君、

宿毛市大深浦１０２番地、柴岡喜美子君、宿毛

市小筑紫町田ノ浦５９１番地、畠山真利子君の

４人を補充員に、それぞれ指名いたします。 

　お諮りいたします。 

　ただいま議長において指名いたしました諸君

を、それぞれ当選人に定めることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、杉本裕二郎君、澤田清隆君、山下正

倫君、畑中淳子君の４人が選挙管理委員に、岡

添□見君、山戸達朗君、柴岡喜美子君、畠山真

利子君の４人が補充員に、それぞれ当選されま

した。 

　お諮りいたします。 

　ただいま当選いたしました選挙管理委員に欠

員が生じた場合の補充の順序は、議長が指名し

た順序によることと定めておきたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、補充員の順序は、議長が指名したと

おり、１番、岡添□見君、２番、山戸達朗君、

３番、柴岡喜美子君、４番、畠山真利子君とす

ることに決しました。 

　以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし



－ 169 －

ました。 

　閉会に当たり、市長から挨拶の申出がありま

すので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　閉会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

　去る６月２０日に開会いたしました今期定例

会は、本日までの１６日間、議員の皆様におか

れましては、連日、熱心に御審議をいただき、

御提案申し上げました２２議案につきまして、

原案のとおり御決定をいただき、誠にありがと

うございます。 

　今議会を通じましてお寄せいただきました

数々の貴重な御意見や御提言、また委員会審査

における御指摘等につきまして、今後さらに検

討をいたしながら、市政の執行に反映をさせて

まいりたいと考えているところでございます。 

　これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康に御留意されまして、より一層の御活躍をさ

れますことを御祈念申し上げまして、閉会の御

挨拶とさせていただきます。 

　ありがとうございました。 

○議長（川村三千代君）　以上で、市長の挨拶

は終わりました。 

　これにて、令和５年第２回宿毛市議会定例会

を閉会いたします。 

午前１０時５７分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　川　村　三千代 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　三　木　健　正 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　小　谷　翔　太 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　川　村　圭　一 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　東　　　　　新 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月４日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算常任委員長　松　浦　英　夫 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１３号 令和５年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適　当

 

議案第１４号
令和５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算につ

いて
原案可決 適　当

 

議案第１５号
令和５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算につ

いて
原案可決 適　当

 

議案第１６号 令和５年度宿毛市水道事業会計補正予算について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月２９日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　寺　田　公　一 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 

議案第１７号 宿毛市ふるさと応援基金条例の制定について 原案可決 適　当

 

議案第２０号 宿毛市消防団条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 

議案第２１号
宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例の一

部を改正する条例について
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月３０日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　堀　　　　　景　 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 

議案第１８号

宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について

原案可決 適　当

 

議案第１９号
宿毛市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 

議案第２２号 工事請負契約の締結について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月２９日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　寺　田　公　一 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 

第 １ 号
令和５年度　建第３号  
市営改良住宅手代岡第２団地建替え工事（第１工区）

の再入札を求める陳情書

不 採 択 不 適 当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月２９日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　寺　田　公　一 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　　（６）　地域防災計画について 

　　　　　　（７）　教育問題について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月３０日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　堀　　　　　景 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（６）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（７）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（８）　介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月４日　 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　野々下　昌　文　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

　　　従来型（紙）健康保険証の存続を求める意見書 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　令和５年６月３０日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　今　城　　　隆 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　川　田　栄　子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　松　浦　英　夫 

　宿毛市議会議長　川　村　三千代　殿 

説明　口頭 

 

　　　従来型（紙）健康保険証の存続を求める意見書 
 
　政府は、マイナンバーカードに健康保険証機能を組み込んだいわゆる「マイナ保険証」の普

及のため２０２４年秋から従来型（紙）健康保険証を原則廃止するとしている。 

　しかし、マイナンバーカードをめぐる様々なトラブルが続出、マイナ保険証については、別

人の個人番号が紐付けされる深刻なケースが約７，３００件あったことを厚生労働省が公表し

た。また、全国保険医団体連合会が医療機関の約６割でシステム上のトラブルを経験したとす

る調査結果を公表するなどの状況下において、マイナ保険証一本化への国民の不安が広がって

いる。 

　厚生労働省はマイナンバーカードを取得しない人に対して、保険証の代わりとなる資格確認

書を発行する方針を明らかにしているが、これまで各健康保険組合や市町村などの保険者が、

被保険者に対し健康保険証を発行、送付していたものが、被保険者が申請しないと交付されな

くなり、マイナ保険証を取得しない人は資格確認書の取得、更新の手続きを強いられることに

なる。また、保険料を支払っている人でも申請を失念した場合、医療機関の窓口で資格喪失や

無保険扱いとなることが懸念される。もとより、マイナンバーカードの任意取得の原則に照ら

しても、従来型（紙）健康保険証の原則廃止は妥当ではない。 

　よって、本市議会は政府に対し、すべての被保険者に不利益を生じさせることのないよう、

従来型（紙）健康保険証の存続を求めるものである。 

 
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 
　　令和５年７月５日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　川　村　三千代 
 
　内 閣 総 理 大 臣　殿 
　総 務 大 臣　殿 
　厚 生 労 働 大 臣　殿 
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　デ ジ タ ル 大 臣　殿 
 

 
 

 



付 － 1

一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年第２回定例会　　　 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　８番 

　三木健正君

１　ダブル成人式の進捗状況について（市長） 

（１）開催時期と実施に向けた体制について 

（２）式典内容について 

（３）周知方法について 

（４）他団体との連携について 

 

２　デジタル田園都市国家構想について（市長） 
（１）デジタル田園都市国家構想への認識について 
（２）デジタル田園都市国家構想交付金が交付される流れについ

て 
（３）デジタル田園都市国家構想交付金の活用について 
　　ア　スマート農林水産業・食品産業分野への活用について 
　　イ　デジタル技術を活用した子育て支援等の推進について 
　　ウ　デジタルの活用による地域コミュニティ機能の維持・強

化について 
 
３　マイナンバーカードの利活用とトラブルへの対応について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長） 
（１）現在の申請率及び交付率について 
（２）ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード化構想の事業

のスケジュールについて 
（３）マイナンバーカードと宿毛市版スーパーアプリの関連性に

ついて 
（４）マイナンバーカードのリスク対応について

 

２
　３番 

　小谷翔太君

１　津波避難道について（市長） 

（１）現状について 

（２）避難道の整備について 

（３）避難道の維持管理について 

 

２　体育施設の維持・管理について（市長、教育長） 

（１）体育施設の維持・管理の現状について 

（２）宿毛市総合運動公園アリーナの床面について 

（３）平田公園テニスコートについて 

 

３　移住促進について（市長） 

（１）就業支援について
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３
　６番 

　今城　隆君

１　市民・各地区からの要請について（市長） 
（１）サニーサイドパークについて 
（２）防災・復旧・危険防止について 
（３）交通・医療・買い物難民対策、他について 
 
２　宿毛小中学校ＰＦＩ建設事業のモニタリングについて 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長、教育長） 
（１）モニタリング（監視・監査）事項及びその内容について 
（２）モニタリング情報の開示について 
 
３　マイナンバーカード市民カード化構想について（市長） 
　（１）制度の概要と課題について 
　（２）今後の対応について

 

４
　７番 

　堀　　景君

１　市議会議員選挙について（選挙管理委員会委員長） 

（１）総括としてどのように受け止めているのかについて 

（２）市長選挙に向け投票率アップへの対策について 

 

２　防災対策について（市長） 

（１）豪雨災害について 

　　ア　被害状況について 

　　イ　側溝清掃について 

（２）大島橋について 

　　ア　大島橋建設の計画について 

 

３　子育て支援対策について（教育長） 

（１）放課後児童クラブについて 

　　ア　学童保育の受け入れ人数について 

　　イ　子ども達の居場所づくりについて 

（２）中学校の部活の地域移行について 

　　ア　有識者の検討委員会について 

　　イ　外部指導コーチについて 

　　ウ　幡多地域内の現状について 

 

４　観光対策について（市長） 
（１）市営定期船について 
　　ア　新船「おきのしま」について 
　　イ　「すくも」の処分について 
（２）定期船事務所について 
　　ア　何年に建設されたのかについて 
　　イ　耐震化について 
　　ウ　エアコン設置について 
（３）サニーサイドパークについて 
　　ア　来場者について 
　　イ　茶堂について
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５
１２番 

野々下昌文君

１　行政手続きについて（市長） 

（１）ワンストップ窓口について 

（２）今後の方向性について 

（３）マイナンバーカードと保険証の一体化について 

 

２　ＳＵＫＵＭＯマイナンバーカード市民カード化構想について

（市長） 

（１）マイナンバーカードの普及率について 

（２）マイナンバーカードの登録ミスについて 

（３）サービスの内容と市民の利便性について 

（４）市民の利便性と災害時の安心感の向上について 

（５）マイナンバーカード市民カード化構想の目標値について 

 

３　異次元の少子化対策について（市長） 

（１）本市の特殊出生率について 

（２）本市の少子化対策について市長の所見を問う 

（３）学校給食の無償化の実施について市長の所見を問う 

 

４　熱中症対策について（市長） 

（１）熱中症対応の情報発信について 

（２）低所得者のエアコン利用控えについて 

（３）子供の熱中症予防の取り組みについて 

 

５　中山間地域の飲料水供給施設の維持管理について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長） 

（１）中山間地域の未給水地区の現状について 

（２）地震、水害時の飲料水供給施設の維持や安全な水の確保に

ついて市長の所見を問う

 

６
　５番 

　東　　新君

１　市道の維持管理について（市長） 

（１）市道真丁線について 

（２）市道二ノ宮野地線について 

（３）市道桜町藻津線について 

 

２　すくもいきいきサロンについて（市長） 

 

３　宿毛市の地産外商について（市長） 

 

４　はなちゃんバスについて（市長）
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７
　９番 

　川田栄子君

１　新型コロナワクチン春接種６回目の接種について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長） 

（１）接種者の状況について 

（２）高齢者他、基礎疾患のある接種者について 

（３）死者数の地域差について 

（４）白血病のリスクについて 

（５）超過死亡と接種について 

（６）接種と感染について 

（７）がんのＤＮＡ混入問題について 

（８）特例承認と薬事法について 

（９）秋接種とＸＢＢ１系統について 

 

２　コロナ対策の検証について（市長、教育長） 

（１）ワクチン接種医療者の報酬について 

（２）接種と交付金について 

（３）声を上げられなかった問題について 

　　ア　臨時一斉休校について 

　　イ　マスクについて 

　　ウ　自殺過去最多社会について 

　　エ　黙食について 

　　オ　飲食店の時短・休業について 

　　カ　感染発生後施設の消毒、濃厚接触者の調査の必要性につ

いて 

　　キ　接種者の血液検査について 

　　ク　リーダーシップのとれる人材について 
 
３　マイナンバーカード事業について（市長） 
（１）マイナ保険証の丁寧な説明について 
　　ア　マイナンバーカードの説明について 
　　イ　期限について 
　　ウ　施設入所者のカードの管理について 
（２）取得したカードは返納できるかについて 
（３）カード取得における個人情報保護について 

（４）マイナ保険証とシステムの不安について 
　　ア　かかりつけ医とマイナ保険証について 
　　イ　暗証番号の管理について 
　　ウ　紛失、失効のリスクについて
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８
　１番 

　井上　将君

１　サニーサイドパークについて（市長） 

（１）リニューアル計画構想について 

（２）キャンプエリアについて 

（３）建物設備について 

（４）キッチンカースペースについて 

 

２　閉校になる橋上小中学校の対応について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長、教育長） 

（１）閉校、学校統合スケジュールについて 

（２）校舎跡地の活用について 

 

３　新卒者雇用について（市長） 

（１）振興計画の目標について 

（２）市内就職者を確保する方法の検討について 

 

４　市道整備について（市長） 

（１）市道新田１号線の整備について

 

９
　２番 

　浦尻学典君

１　大規模災害発生後のＬＰガス供給について（市長） 

 

２　大規模災害発生時の避難について（市長） 

（１）避難所等について 

（２）避難所運営について

 

１０
１４番 

　寺田公一君

１　サニーサイドパークのリニューアルオープン後の評価につい

て（市長） 

（１）トイレについて 

（２）キャンプサイトの傾斜について 

（３）有料エリアと無料エリアの区分について 

（４）キッチンカーの利用状況について 

 

２　駅前の津波避難タワーについて（市長） 

（１）公衆トイレの設置について 

 

３　スポーツの振興と現状について（市長、教育長） 

（１）指定管理になって１年を経過した現状と課題について 

　　ア　体育施設の利用状況について 

　　イ　マウンテンバイクコースの利用状況と管理について 

（２）スポーツ推進員の位置づけと活動状況について 

（３）陸上競技場の三種公認継続への取り組みの現況について 

 

４　宿毛市の業務執行体制について（市長） 

（１）市職員の時間外労働の状況について 

（２）現状の認識について 

（３）機構改革への取り組みについて
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令和５年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 専決処分した事件の承認について ７月　５日 承　　認

 

第　２号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　３号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　４号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　５号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　６号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　７号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　８号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第　９号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第１０号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第１１号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 

第１２号
農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について
７月　５日 同　　意

 
第１３号 令和５年度宿毛市一般会計補正予算について ７月　５日 原案可決

 

第１４号
令和５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算に

ついて
７月　５日 原案可決

 

第１５号
令和５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて
７月　５日 原案可決

 
第１６号 令和５年度宿毛市水道事業会計補正予算について ７月　５日 原案可決

 
第１７号 宿毛市ふるさと応援基金条例の制定について ７月　５日 原案可決
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第１８号

宿毛市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について

７月　５日 原案可決

 

第１９号
宿毛市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について
７月　５日 原案可決

 
第２０号 宿毛市消防団条例の一部を改正する条例について ７月　５日 原案可決

 

第２１号
宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例の一

部を改正する条例について
７月　５日 原案可決

 
第２２号 工事請負契約の締結について ７月　５日 原案可決
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　　　陳　　情 

 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 

第 １ 号

令和５年度　建第３号 
市営改良住宅手代岡第２団地建替え工事（第１工

区）の再入札を求める陳情書

７月　５日 不 採 択


